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建学の理念と創立者　井上円了

建学の理念

○建学の精神
「諸学の基礎は哲学にあり」　　「独立自活」　　「知徳兼全」

○東洋大学の教育理念
【自分の哲学を持つ】
多様な価値観を学習し理解するとともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持つ人間を育成する。

【本質に迫って深く考える】
先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間を育成する。

【主体的に社会の課題に取り組む】
社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間関係を築いていける人間を育成する。

○東洋大学の心
【他者のために自己を磨く】
自分を磨くのは、人々のためにはたらくことができるようになるためであり、そのことを自覚して学業に励むのが東洋大学の心である。

【活動の中で奮闘する】
現実社会における活動の中にどこまでも前進してやまないのが、東洋大学の心である。

創立者　井上円了 博士
画：岡田 三郎助（第 1回文化勲章受章）

東洋大学は、明治 20（1887）年、哲学者・井上円了が創設した「私立哲学館」によってその歴史が始まりました。円了は幕末の安政 5（1858）
年、越後国長岡藩西組浦村（現在の新潟県長岡市浦）のお寺の長男として生まれ、明治 14 年、設立間もない東京大学文学部哲学科にただ
ひとりの 1年生として入学しました。勉学を通して「洋の東西を問わず、真理は哲学にあり」と確信します。当時のわが国は欧米文化至
上主義の時代で、円了は西洋化に踊らされる日本を憂えていたと思われます。ここでいう哲学とは、「万物の原理を探り、その原理を定め
る学問」であり、それは観念的演繹的な哲学ではなく、事実と実証に基づく哲学であるという点が強調されました。
円了は創設前に「哲学はあらゆる事物の原理を定める学問であります。政治、法律はもとより科学や芸術まで、その根底には哲学がな
くてはなりません」と述べています。この考えから明治 20 年「私立哲学館」という哲学専修の専門学校を創設しました。これが現在の東
洋大学の前身にあたります。
井上円了が教育で目指した哲学は、いわゆる「哲学者」の養成ではなく、思想や精神を練磨する術（すべ）であり、他に応用する能力
も身につけなければならないものであると説いています。
哲学という言葉が初めて使われた明治時代から、哲学の欠如が問われている現在までの 125 年以上にわたり、東洋大学も激動の歴史を
歩みながら、創立者井上円了の教育理念を継承してきました。
大学創設以降に、円了は「余資なく、優暇なき者」のために「社会教育」と「開かれた大学」を目指して活動を開始しました。その一つに、
学校開設の翌年から「哲学館講義録」を発行して、通学できない者にも勉学の機会を与えました。これは当時としては画期的なことであり、
この精神は現在の通信教育部に受け継がれています。
さらに、円了は 30 代から生涯続けることになる全国行脚を始めています。統計の残っている明治 39 年から大正 7年までの 13 年間で、
全国 60 市、2198 町村において 5291 回の講演を行い、社会教育に力を入れました。明治の日本に新しい教育の扉を開こうとした円了の情
熱がうかがえます。この心を伝えて現在の東洋大学では「開かれた大学」を目指し、講師派遣事業や、公開講座などを開催して、地域の
みならず全国の人々に生涯学習の場を提供しています。



この履修要覧は、2015年度入学生に適用されるものであり、2014年度
以前の入学生には適用されません。
また、講義内容および法学部所属教員プロフィールに関しては、
ToyoNet-Gで確認できます。
この履修要覧は卒業時まで使用することになりますので、大切に使用
してください。（紛失しても再配付しません）
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この履修要覧は、対象の学生（第1部・第2部）
別に以下のとおり、ページを色分けしています。

○ 第 1 部 学 生 対 象 ペ ー ジ： 水 色

○ 第 2 部 学 生 対 象 ペ ー ジ： 黄 色

○ 第 1 部
第 2 部 学 生 共 通 ペ ー ジ： 白 色
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法学部の理念・目的
法学部では、リーガル・マインドを身につけ、グローバル社会に対応できる学生を生み出すことを目指
しています。その際には、創立者である井上円了の教えを現す「哲学」「独立自活の精神」「知徳兼全」
を理念としています。すなわち、その背景にある「哲学」を踏まえた基本的な法知識を身につけた上で、
実際の社会で生じうる法律問題に対して自らが身につけた知識を活用し応用するという「独立自活の精神」
を有し、知識とともに人徳をも身につけた「知徳兼全」たる能力を備え、社会正義の実現を担う人材の輩
出を目指しています。
法学部は、大学の目標である「グローバル人材の育成」に向けた 3つの柱（哲学教育、国際化、キャリ
ア教育）を実現するために様々な取り組みを行っています。
第 1部法律学科、企業法学科、第 2部法律学科の各学科の目的は、建学の精神である「哲学」、「独立
自活の精神」、「知徳兼全」を根本として、法学部の目指すべき方向性や達成すべき成果をふまえて、各学
科の個性・特色を打ち出しています。（東洋大学HP法学部紹介）。
法律学科は、世の中で起きているさまざまな問題を素材に、法についての知識と理解を深め、リーガル・
マインド（法的な観点からものごとを論理的に判断し対応できる能力）を培い、バランス感覚の優れた柔
軟な思考で幅広い分野で活躍できる人材の養成を目標としています。第 2部法律学科も同様です。
企業法学科は、企業社会で必要となるリーガル・マインドを養うとともに、企業人としての活動および
ビジネスを起業する際に必須の法知識や企業経営の実践の場で必要となるマネジメント能力を身につけた
人材の養成を目標としています。

法学部の沿革
東洋大学法学部は、昭和 31（1956）年 4月 1日に白山に創設され、法律学科第 1部および第 2部でスター
トしました。昭和 40（1965）年 4 月 1 日からは、広い意味の法曹人として企業活動にかかわる法律学と
企業経営に最も必要とされる実際的な知識を総合的に具備した人材の育成という時代の要請に応え、他大
学に先駆けて第 1部に経営法学科を新設しました。そして、企業法務の重要性と企業活動の国際化という
時代の要請を踏まえて、平成 13（2001）年には、経営法学科から企業法学科へと名称変更をいたしました。
現在では第 1部 2学科・第 2部 1学科に通信教育課程を加えた体制で法学教育を行っています。文系 5学
部の学舎は、朝霞（1～ 2 年生）・白山（3～ 4 年生）の 2校地に分かれていましたが、平成 17 年度から
およそ四半世紀ぶりに 1～ 2年生の教育を白山に統合し、大学 1年生から大学院博士後期課程 3年生まで
の一貫教育を同一キャンパスで行うことになりました。このことにより、一つのキャンパスでじっくりと
勉強できるようになりました。
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　東洋大学法学部に入学した皆さん、ご入学おめでとうございます。法学部を代表して、ご入学をお祝いするとともに、また、
新入生のご家族、関係者の皆様にも心からお慶びを申し上げます。
　新入生の皆さんは大学に入学して、いろいろな期待に胸を膨らませていることと思います。そして、その中の大きな一つに大
学での勉強があるでしょう。勉強は高校でもしてきたので特に心配はしていないという人もいると思いますが、高校までの勉強
は主に知識を与えられるばかりで、それを正確に覚えこんで試験を受ければよい点が採れたというものが多かったのではないで
しょうか。しかし、大学は「教育」機関であるとともに「研究」機関でもあります。大学は、「研究」の方法を学ぶところです。
もちろん新入生の皆さんに「研究」とは、少し大げさかもしれないので、ここでは「問うことを学ぶ」学問と言い換えることにし
ます。学問とは答えのない問題を与えられて、自分の力で調べ、自分の力で考えてその答えを探すためのアプローチです。これ
まで正しいと教えられたことの中にも、真理が存在するかどうかはわかりません。それを一つ一つ自分で検証し、疑問を持つ
ことが第一歩です。また、これからの社会の変化によって知識をそのまま適用できないこともあると思います。柔軟な思考力を
もって問題を解決できる方法を学ぶことが、皆さんがこれから学ぶ「大学での勉強」、すなわち学問と言えるでしょう。
　これは、法学部で法を学ぶ際にも重要なことです。今まで皆さんは法の存在を意識して暮らしてこなかったかもしれませんが、
法は意識すると意識せざるとにかかわらず、社会を規制しており、だれもが法とかかわらずに生きていくことはできません。社
会のルールの意味を正しく知ることは社会を知ることでもあり、いずれ社会に出ていくときに大きな力となり武器になります。皆
さんは、法を学ぶことによって、法的な分析の方法を知ることで、筋道をたてて物事を考えられるようになり、また、だれをも
納得させるような根拠を示して説得ができるようになるはずです。そして、法的な手続の重要性も知ることになります。そして、
そこから培った総合的な判断能力をもって、いろいろな困難な問題を解決できるようになるのです。このような法的なものの考
え方をリーガルマインドといいます。法学部で法を学ぶ目的は、このリーガルマインドの体得にあります。日本には、弁護士・
検察官・裁判官等の法律の専門家だけではなく、法学部を卒業したという広い意味での法律家が多数存在します。具体的には
裁判員制度で裁判員に選任されたり、会社でコンプライアンスの仕事を任されたりというようなことも将来ありうることに加えて、
このような特別のことがなくても、法の仕組みを理解しているということは、皆さんが社会で法に従った生き方をしていくため
の指針をあたえてくれることになるはずです。
　また、法学部では、外国語の習得にも重点をおいています。外国旅行等をすると、もっと自分の思っていることをスムーズに
相手に伝えられたらという経験をする人も多いと思います。国際社会の今日では、グローバル時代、インターネット時代を迎え
て、社会に出れば、国内外を問わず、英語を中心としていろいろな言葉で日常のコミュニケーションやビジネスの交渉をしなけ
ればならない局面が多く見受けられます。そして、外国の知識を学び取る場合にはもちろん、日本のおかれている状況、日本
人としての特質等を正確に外国の人たちに伝え、理解してもらうためには少なくとも世界の共通語という意味で英語というツール
が必要になります。もちろん、英語以外の中国語、ドイツ語、フランス語等の外国語を習得することが重要であることに変わり
はありません。皆さんが外国人とのコミュニケーションを上手にとることができるようになれば、その活躍の幅は飛躍的に広が
ると言ってよいのです。しかし、外国語の習得には地道な努力が必要なことも覚えておく必要があります。具体的にいつ必要に
なるかわからないときはその努力がおろそかになりがちですが、将来、必要となることは間違いありません。幸い、法学部では
外国語の履修は4年間可能になっています。今から腰を据えてじっくり外国語の習得を試みることを強くお勧めいたします。
　これまで法を学ぶこと、外国語を習得することの重要さについてお話してきました。しかし、それ以外にも哲学、人文地理
学等のいわゆる一般教養や体育があります。これらの科目は一見法学部とは関係がないように思えるかもしれません。しかしこ
れらの科目も将来振り返ってみれば、哲学で学んだことが法学を考えるヒントになることがある等何らかの形で結びついており、
私の経験からも役に立たなかった科目は、なにひとつありません。これらも大学で一生懸命学ぶことが必要な科目であるという
ことも忘れないようにしてください。
　新入生の皆さんが、これらのことを行うには最初は様 な々困難が伴うかもしれません。しかし、法学部の教員はみな、いつ
も皆さんに道標を示そうと努力しています。わからないことがあれば、遠慮なく尋ねてください。きっと、解決の道が示される
ものと思います。
　これからの4年間が輝かしいものとなるように願っています。

新入生の皆さんへ

法学部長　　櫻本　正樹
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講義・演習への参加に際して

１　はじめに
入学式を終えて、これからキャンパスライフを送る皆さんは今、あれもしたい、これもしたいと、

希望に満ち溢れていることと思います。その気持ちを持続させ、4年間を充実したものにしていくた

めには、部活動やサークル活動の前提として、法学部のカリキュラムで提供される科目をしっかりと

履修し、「法学部生」としての専門性を身に付け、自身を一回りも二回りも成長させていく必要があ

ります。もっとも、大学の講義・演習は、自分で勉強したい科目を選択することができるなど、高校

までの授業とは異なる点も少なくなく、戸惑うこともあるでしょう。

以下では、大学での講義・演習を受ける際のポイントを示しておきますので、これからはじまるキャ

ンパスライフに活かして欲しいと思います。

２　講義・演習に臨む前に
　法学部の授業は、講義形式と演習形式に分類できますが、皆さんには、「準備運動」として、各形

式の講座を受講する前にやっておいてもらいたいことがあります。

（１）講義形式

講義形式とは、担当教員が学生に語りかけるかたちで行う授業で、大多数の授業が講義形式です。

高校までの授業の多くがこの講義形式ですから、イメージしやすいと思いますが、講義形式の科目

ならではの注意が必要になります。

（a）シラバス（講義要項）の確認　　シラバスには、講義内容の概略のほか、学習目的・期待され

る到達点・成績評価の方法などが書かれています。また、受講に際して必要な教科書や参考書な

ども提示されていますので、授業を選択し、履修登録する前に確認しておくことが必要です。

（b）教材（教科書）の購入　　高校までは、教科書や参考書などは学校の方で一式用意されていた

と思いますが、大学では、すべてを自分で揃える必要があります。東洋大学では、4月～ 5月に

かけて大学内の書店や特設会場で教科書販売を実施しますから、タイミングを逃さずに購入して

おきましょう。法学部に共通する教材として、「六法」（法令集）がありますので、必ず入手して

ください。「六法」の選び方については、「法学入門」の授業などで説明があることと思います。

このほか、「法律用語辞典」を一冊持っていると学習の一助となるでしょう。

（c）予　習　　法律学の授業は、基本的に日本語のテキストを使用し、日本語で行いますが、多く

のテクニカルターム（専門用語、法律学では「法律用語」）が出てきます。テクニカルタームは、

日常生活ではほとんど登場してきませんから、はじめて聞いて、いきなり理解できるわけではあ

りません（例：欽定憲法（きんていけんぽう）、瑕疵（かし）、罪刑法定主義（ざいけいほうてい

しゅぎ）など）。法律の学習が英語などの外国語の学習に近いといわれる所以です。授業内容を

十分に理解するためには、シラバスを参考に授業の該当箇所を予習しておくことが望ましいとい

えます。
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（２）演習形式

演習形式（ゼミナール〔ゼミ〕）とは、学生が主体となり、特定のテーマについて発表や討論を

する講座です。具体的な事例についてのプレゼンテーション（発表）のほか、ゼミによっては模擬

裁判を行うものなどもあります。大学の授業の醍醐味といっても過言ではありません。法学部では、

1年生から4年生までの各学年に演習科目が設定されていますが、皆さんはまず1年生の春学期「法

学基礎演習」から始めます。演習形式の授業は、履修人数が比較的少数であることから、履修者の

積極的関与が求められます。プレゼンテーションをする際には、人前で話をしますから照れや恥ず

かしさのほか、緊張もしますが、しっかりとした事前準備さえしておけば、馴れていきますので十

分に克服可能です。ゼミを通じてプレゼンテーションの練習をしておけば、社会に出てからも役に

立つことと思います。

（a）発表・討論の準備　　ゼミでは、学生自らが法的テーマについて主体的に発表・討論しますか

ら、事前の準備が不可欠です。準備の方法については、1年生の春学期の「法学基礎演習」で学

習しますが、簡単に整理すると、与えられたテーマについての①資料収集、②検討（打ち合わせ）

が必要です。与えられた法的テーマを考察するための素材（判例・判例評釈・論文など）を集め

て検討し、また資料収集・検討を繰り返して発表の準備をします。検討は、一人で行う場合もあ

れば、仲間（共同発表者）と行うこともあります。事前の準備が、ゼミ本番での出来・不出来を

決します。

（b）レジュメなどの作成　　発表・討論の方向性が定まったらレジュメ（発表・討論のための資料）

を作成します。レジュメの作り方についても、「法学入門」・「法学基礎演習」で基礎をしっかり

おさえておきましょう。演習によっては、パワーポイントなどを用いたプレゼンテーションが求

められます。自分の主張をいかにわかりやすく的確に伝えるか、工夫を凝らしてください。

３　講義・演習の受講方法
（１）講　義

（a）六法・指定教科書・参考書の持参　　大学は、高等専門教育の場ですから、六法や指定された

教科書を持参せずに学修することは不可能です。何も持たずに教室に来ても、ただ話を聞いてい

るというだけで、何も身につきません。また、シラバスや授業内で指示があった場合には、参考

書の携行も求められます。

（b）ノートをとる　　大学の講義はスピーディーに展開していきますし、すべてを板書するわけで

はありませんので、一言一句逃さず書き取ることは到底不可能です。板書はむしろ補助的なもの

で、授業によってはテクニカルタームを示す程度の場合もあります。しっかりと話を聞きながら、

ポイントを逃さずノートをとる技術を身につけることが必要です。そのためには、事前に予習を

して、「どのようなテーマが話されるのか」を理解している必要があります。ノートは自分のた

めのものですから、自分だけがわかればよいものです。自身自身のスタイルを確立して欲しいと

思います（参考図書：木山泰嗣『最強の法律学習ノート術』〔弘文堂，2012〕）。
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（c）復　習　　予習と同様に復習も大切です。授業のノートも時間が経てば単なる「文字の羅列」

になってしまいかねません。ノートを見れば自分の頭に講義が再現できるうちに、教科書等をみ

て復習する癖をつけてください。また、講義を受け、分かったつもりでも、問題をやってみると、

意外と解けないものです。逆に言えば、問題を解くことで講義の内容を自分のものとして定着さ

せることができるのです。復習には、いずれ皆さんが取得するであろう「法学検定」ベーシック

コース・スタンダードコースの該当箇所を解いてみることが最適です（法学検定試験委員会編『法

学検定試験問題集ベーシック〈基礎〉コース・スタンダード〈中級〉コース』〔商事法務〕）。また、

担当教員は、それぞれオフィスアワー（質問・相談の時間）を設けていますので、曜日・時間を

確認し、積極的に活用してください。

（２）演　習

（a）六法・指定教材の持参　　演習では、主に法的問題を扱うわけですから、六法は欠かせません。

また、指定される教材のほか、テーマを検討し、自分の見解を主張するための文献なども用意し

ておく必要があります。

（b）積極的参加　　演習は講義で習得したものを実践する場です。自分の発表時はもちろんのこと、

聞き手の場合であっても、単に話を聞くだけという受け身の姿勢ではなく、積極的に参加するこ

とが必要です。「法学入門」で学習した知識・方法を「法学基礎演習」で実践し、2年次の「法学

演習」、さらには3年次から本格的に始まる「専門演習」（第2部は、2 ～ 4年次の「法学演習」）で

工夫して取り組んでいってください。

４　課外講座の受講
　法学部生の進路は、「潰しがきく」といわれるだけに千差万別ですが、進路は民間企業に限らず、

各種公務員、法科大学院、専門職（司法書士、税理士等）が想定されます。法学部では、単位を認定

する正規のカリキュラムのほかに、課外講座を開講して、皆さんが希望する進路をサポートする体制

を整えています。毎年多くの先輩方が、課外講座から自分の目指す進路を掴み取っています。いずれ

も第1部の通常授業の時間帯と重ならないよう工夫されているため、自由に選択することが可能です。

ガイダンスでの説明を踏まえ、自身の希望する進路にあわせて受講しましょう。

（１）民間企業　

いわゆる会社への就職で、多くの学生が志望する進路です。企業が求める法学部生は、単に法学

部を卒業したというだけではなく、論理的思考力（リーガルマインド）を持った学生です。民間企

業を志望する学生は、法学検定対策講座を受講し、就職活動が本格化する3年終了時までにスタン

ダードコースを取得し、リーガルマインドを持ち合わせていることを客観的に示すことができるよ

うにしておくと良いでしょう（法学検定試験は、例年11月に実施されます）。

（２）公務員試験　　

各種国家公務員・地方公務員の採用試験です。こちらも民間企業と並んで多くの学生が志望しま

す。公務員試験に合格するためには、特別な「試験対策」をしなければなりません。近時、公務員

志望者は全国的に増加傾向にあり、それに伴って合格倍率が高まっています。志望する学生は、2
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年生から課外の公務員試験対策講座が始まりますから、積極的に参加しましょう。

５　おわりに
　4年後に法学部卒業生として社会で活躍するためには、4年間、しっかりと準備をする必要がありま

す。そのためには、1年生の今の時期によいスタートを切ることが大切です。これまで述べてきたと

ころを実践し、授業、部活動・サークル活動の両面で充実したキャンパスライフを送ってください。
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次

４
月

入 学 式
新入生ガイダンス
・歓 迎 行 事

５
月
〜
６
月

７
月
〜
９
月

※第９セメスタ以降学生対象
卒 業 単 位 充 足 者 発 表
卒 業 再 試 験
卒 業 決 定 者 発 表
卒 業 式

10
月
〜
12
月

１
月

２
月

３
月

卒 業 単 位 充 足 者 発 表
卒 業 再 試 験
卒 業 決 定 者 発 表
卒 業 式

進級手続

春　学　期　履　修　登　録

春学期成績発表・成績調査

大学祭・模擬裁判

秋学期試験・補講

春　季　休　暇

秋学期成績発表・成績調査

春学期試験・補講

冬　季　休　暇

夏　季　休　暇

４年間の主なスケジュール

※年度によって変更されることもあるので、『学生生活ハンドブック』の「年度行事予定表」を参照する
こと。

※また上記以外に4月・10月頃単位僅少者には面接を実施する予定です。

法律討論会・ゼミ発表会

秋　学　期　履　修　登　録
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法学部行事他

　法学部では、語学および諸資格の試験を受験した学生の中から特に成績が優秀な学生
に対して、卒業式または新入生歓迎行事での表彰を行っています。これを機会に資格試
験にチャレンジしてください。また、成績優秀者に対する表彰も行っています。詳細は、
学内の法学部掲示板やToyoNet-Gで確認してください。

　法学部では、新入生の皆さんに将来の進路を見据え、充実した学生生活を過ごしてい
ただくために、社会で活躍されている法学部の卒業生を講師としてお招きしています。学
生時代の思い出として印象に残っている講義や学生生活、また現在の仕事を通して社会
人として後輩の皆さんに向けたアドバイスをしていただきます。
　この行事を通して、今後の大学生活4年間の目的や目標を見出すきっかけになればと考
えています。
　また、新入生歓迎行事の一貫として、「法学基礎演習」対抗の球技大会を実施する予定
です。これからはじまる大学生活を有意義に過ごすため、この球技大会を通じて友達作り
をしてください。

　法学部では、2012年度入学生より必修科目として「井上円了と建学の精神」を（第2部
は春学期に、第1部は秋学期に）開講しています。
　この授業では学祖井上円了先生と東洋大学の建学の精神について学んでいますが、
授業の理解を深めるために東京・中野区の哲学堂公園見学会を実施しています。
　哲学堂公園は、東洋大学の前身である哲学館の創立者井上円了によって「教育的、倫
理的、哲学的精神修養」の場として明治36（1903）年に創設されました。哲学世界を視覚
的に表現し、哲学や社会教育の場として整備された全国に例を見ない個性的な公園で
す。哲学に由来する建築物や碑を眺めながら、建学の精神である｢諸学の基礎は哲学に
あり｣を肌で感じることができます。

　全法学部生が同一テーマで研究発表し、意見を交換することによってリーガルマイン
ドを培うことを趣旨とするイベントで、毎年10月に開催されています。例年、7月に問題を
発表し、10月に立論者の受付を行います。討論会では立論者の発表内容に対し、学生が
自由に質問を行います。討論終了後、「立論の部」・「質問の部」に分けて採点が行わ
れ、それぞれの優秀者には賞状が、立論の部最優秀者には法学部長杯が授与されます。
なお、問題は憲法・民法・刑法の中から毎年違う分野の問題が出題されます。

　法学部は、少人数での教育を重視しています。その一つとして、ゼミ教育にも力を入れ
ています。この発表会は、法学部の日頃のゼミ活動の様子を下級生にもわかりやすく披
露し、プレゼンテーションを競い合うイベントです。日頃の学習成果をいかにわかりやす
く発表するかということにも気を配り、各ゼミがPower Point等を利用して工夫を凝らし
た発表を行います。

　本学で行われる模擬裁判は、法学部の学生によって再現される法廷劇です。時間の関
係上簡略化する部分はあるものの、手続き等は実際の裁判とほぼ同様のものを再現して
います。この模擬裁判は「日ごろ裁判に接する機会の少ない一般の方々に、日本の司法制
度を少しでも理解してもらう」という趣旨で、毎年11月の大学祭期間中に実施しています。
なお、模擬裁判を見るだけではなく、参加してみたい人は模擬裁判実行委員会のスタッフ
に問い合わせてください。

法学部行事
［表彰制度］

法学部新入生
歓迎行事

［哲学堂公園見学会］

法学部長杯争奪
法律討論会

［ゼミ発表会］

［模擬裁判］
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　演習年報とは、第1部は3 ～4年次配当科目の「専門演習ⅠA/B」、「専門演習ⅡA/B」
第2部は2～4年次配当科目の「法学演習ⅠA/B」、「法学演習ⅡA/B」、「法学演習ⅢA/
B」の研究成果をまとめたものです。内容については、演習論文を掲載しており各コースの
テーマが異なっているため、非常にバラエティに富んだ内容となっています。
　「専門演習ⅠA/B」、「専門演習ⅡA/B」、「法学演習ⅠA/B」、「法学演習ⅡA/B」、
「法学演習ⅢA/B」を受講した際には、授業中の発表、また授業外での文献収集に積極
的に取り組み、同年報に掲載されるような優秀な論文を作成してください。
　なお、演習年報への掲載論文の選考基準・提出方法は、各担当教員から説明を受けて
ください。また、優秀な論文は、「校友会学生研究奨励賞」に推薦され表彰されます。

　社会一般の要請に応え、日頃の研究を活かし、身近に起こる法律問題についてその解
決に資するため、キャンパス内に無料法律相談部が置かれています。また、大学の休みを
利用して、年に数回学外において巡回法律相談を実施し、地域の方々から歓迎されてい
ます。相談には、法学部専任教員があたっていますが、学生部員はそれを補佐しつつ具
体的な日常の法律問題を通して生きた法律知識を身につけることができます。これは無
料法律相談部の大きな特色となっています。

　東洋大学法学部は、厳しい就職状況の対策として、正課授業で資格・就職対策科目を
設置しています。また、就職・キャリア支援部と連携し、法学部独自の就職支援バック
アップ行事を開催しています。
【法学部独自キャリア開講科目】 （平成26年度 参考）
1年次 キャリアプランニング、公務員基礎法
2年次 公共政策と法（公務員用）、特殊講義ⅠA（法学検定試験対

策）、特殊講義ⅠD（土地家屋調査士資格用）、ビジネス情報
処理入門※

3年次 総合憲法（公務員用）
2・3年次 インターンシップ※　特殊講義ⅠB（就職対策）
※この科目は、第１部生のみの対象科目です。
　上記科目以外にも「特殊講義」で特色ある授業を開講しています。詳細は『履修登録
のしおり・授業時間割表』で確認してください。

【法学部独自就職支援行事】 （平成26年度実施行事 参考）
1年次 実務家（卒業生）による講演会
3年次 就活始動セミナー

教員による進路希望面談
教員による面接対策個別指導
卒業生・内定者によるアドバイス

　法学部のゼミ（1部－専門演習、2部－法学演習）は、第1部は3年から、第2部は2年か
ら受講することができます。ただし、希望のゼミを受講するためには、選抜試験に合格
しなければなりません。選抜方法は、面接、筆記試験、成績表提出などゼミにより異な
ります。毎年10月にガイダンスを実施し、11月に選抜を行います。選抜の時期になって
から慌てても間に合いません。希望のゼミに所属するためには、日頃から授業を真剣に
受講し、単位を修得する必要があります。（第2部のゼミについてはスケジュールが異な
ります。）

［演習年報］

［無料法律相談］

［就職支援］

ガイダンス
［ゼミガイダンス］
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　各種公務員試験（国家一般職・地方上級等）合格や民間企業への就職等、どの進路
を選択しても夢を掴むことは容易なことではありません。特に公務員試験については、大
学に通いながら予備校へも通うといったWスクールが一般化してきています。そこで法学
部では、公務員を目指す学生の金銭的負担を大幅に軽減しつつ、内容を充実させるため
に学外の予備校と提携した「公務員試験対策講座」を設けています。講座以外にも、受
講者に対し個別相談会直前模擬面接指導、公務員試験合格者報告会などを実施してい
ます。
　また、民間企業への就職活動に際し、法律学の知識・能力の客観的証明として法学検
定試験スタンダードコース合格を目指す学生についても「法学検定スタンダードコース対
策講座」を開設しています。
　毎年11月下旬にガイダンスを実施しますので、希望者は必ず出席してください。

　法学部では、前述の課外講座でも記載しましたとおり、法学検定試験の受験を推奨
しています。正課授業で法学検定ベーシックコース対策（2年次）、課外講座でスタンダー
ドコース対策を行っています。法学検定受験の有無は、希望のゼミへの受講申し込み時
にも記載が必要となります。合否結果は、後日ゼミ担当教員にお知らせします。
　また、法学検定試験の検定料一部補助および本学での試験実施など大学で様々なサ
ポート体制をとっています。

　法学部では、TOEIC-IPを実施しています。
　4月初旬に第1部1年生の英語習熟度別クラス分け、11月～12月に2年次の英語習熟度
別クラス分けおよび学習成果の把握、また、希望者全員に試験を実施しています。650点
以上で法学部表彰制度の対象にもなりますので、是非チャレンジしてください。2012年度
から、検定料を全額大学が負担して実施しています。

　東洋大学が掲げる「国際社会人基礎力の育成」を実現するための取り組みのひとつと
して、法学部ではTOEIC以外に第二外国語の技能検定試験の検定受験を推奨していま
す。上位級の検定試験に合格した場合、「客観的な語学運用能力の証明」という付加価
値がつくほか、第二外国語の学習を（それが検定対策に特化した学習であっても）在学
中少なくとも２年間、学生によっては３年間以上継続して取り組んだという証しになり、ひ
とつのことを継続的に集中して成し遂げたという実績をもって就職活動などにも臨めるよ
うになります。これらを支援するため、法学部では、各技能検定試験の検定料の一部を
補助しています。

［課外講座］

各種検定
［法学検定］

［TOEIC-IP］

［各種語学検定］
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Ⅰ　学修制度 ― 履修登録・授業・試験・成績 ―
（第１部・第２部共通）
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Ⅰ　学修制度 ― 履修登録・授業・試験・成績 ―
（第１部・第２部共通）
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　法学部では、4年以上（ただし、在学できる年数は最長8年）在学し、所定
の卒業単位数（124単位）を修得することにより卒業することが出来ます。卒
業するためには、大学の授業科目、単位数、履修年次（何年生でどの科目を
履修するか）などが体系的に編成された「教育課程表」に基づいて学習を進
め、単位を修得することが必要です。

　本学では、１年を次の学期に分けます。
　　春学期　4月1日から9月30日まで
　　秋学期　10月1日から翌年の3月31日まで

（セメスタ制）
　1年を2つの学期（セメスタ）に分け、4年
間で8つのセメスタを段階的に積み上げて卒
業する制度です。年に2回（4月・9月）履修
登録を行います。学期単位で授業が完結し、
試験やレポート等の成績評価に基づいて単
位が認定されます。

※授業開始日・終了日は年度によって異なるので「年度行事予定」（『学生
生活ハンドブック』）で確認してください。
※履修登録期間は毎学期お知らせします。4月に配布、9月にToyoNet-Gで
配信する『履修登録のしおり・授業時間割表』で確認してください。

　大学を卒業すると「学士（法学）」の学位が与えられます。そのためには所
定の卒業単位の修得が必要です。単位とは、学習の成果を量的に数字で表
したものです。単位数は、授業毎に定められています。学科教育課程表（第1
部法律学科P.46～47、企業法学科P.48～49）、（第2部法律学科P.74～75）
の授業科目名の後ろに表記されている（　）内の数字が各授業の単位数に
なります。
　単位を修得するには、授業科目を履修し出席回数、平常試験・定期試験、
レポート等の提出により担当教員から合格の評価（Ｓ～Ｃ）を受けることに
よって所定の単位が与えられます。
　単位数の計算基準は次のとおりです。
　1単位は、授業や自習をすべて含めた45時間の学修に対応しており、45時
間の学修のうち授業の占める時間は、講義・演習科目は15時間、外国語科
目は30時間、実験・実技・実習科目は45時間と設定されています。 
　標準的な授業実施形態は、週1回1学期15回授業が実施されます。授業
時間は90分です。

授業科目等 単位数
授業回数

（1セメスタ）

学修に求められる時間

授業時間
予習復習

時間

講義・演習科目 1単位 15回 15時間 30時間

外国語科目 1単位 15回 30時間 15時間

実験・実技・実習科目 1単位 15回 45時間 0時間

卒　業

４学年 第８セメスタ
第７セメスタ

３学年 第６セメスタ
第５セメスタ

２学年 第４セメスタ
第３セメスタ

１学年 第２セメスタ
第１セメスタ

セメスタ制の仕組み

１．学修にあたって
１．卒業の要件

２．学　期

３．単位制
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２．授　　業

４．修業年限と在学年限

５．学士の学位授与

　本学に学生として最低４年間在学し、所定の単位を修得しなければ卒業
はできません。卒業に必要な単位を修得するために通算して在学できる年
数（在学年限）は、最長８年です。ただし、休学期間の年数は在学年数
に算入しません。

　卒業要件（卒業に必要な単位数）を満たし、修業年限を経過した者には、
次の学位が授与されます。
法学部第１部法律学科

学士（法学）法学部第１部企業法学科

法学部　法律学科

　授業科目は、春学期または秋学期のいずれかに開講されますが、科目に
よっては、春・秋の両学期に開講される科目もあります。
　授業時間は、次の表のとおりです。

　白山キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）

時限 授業時間

第
１
部

１時限 ９：00　～　10：30
２時限 10：40　～　12：10
昼休み 12：10　～　13：00
３時限 13：00　～　14：30
４時限 14：45　～　16：15
５時限 16：30　～　18：00

第
２
部

６時限 18：15　～　19：45
７時限 19：55　～　21：25

※ 定期試験については時間割が異なりますので注意してください（P．
26参照）。

［白山キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）間をまたがり
履修する場合］
　移動時間に30分以上を要するため、昼休みを除き連続している時限では
白山キャンパスと総合スポーツセンター（板橋区清水町）間をまたぐ履修
はできません。
　同日内に白山キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）間を
移動しなければならない場合は、下表を参照のうえ、履修可能な時間割を
作成してください。

１時限 ２時限 昼休み ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限
● 履修不可 履修可能

● 履修可能
● 履修不可 履修可能

● 履修不可 履修可能
● 履修不可 履修可能

●…移動前のキャンパスで履修をしている場合

１．授業の開講時限・
　　時間帯

白山キャンパス・総合
スポーツセンター（板
橋区清水町）間をまた
がり履修する場合
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　授業の休講については、休講掲示板およびToyoNet-Gの掲示情報として
配信しますので、授業が始まる前には必ず確認してください。電話による問
い合わせはできません。なお、休講掲示板等に休講掲示がない場合で、授
業開始時刻から３０分を経過しても講義が行われない場合は、教務課窓口
に連絡してください。

　やむを得ない事由により、授業に欠席する場合は、担当教員へ直接連絡
してください。教員の連絡先は、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」
で確認できます。窓口・電話等での取り継ぎは一切行いません。ただし、
病気・けが等で長期欠席することが予想される時は、教務課に相談してく
ださい。なお、教育実習・介護等体験・博物館実習により欠席する場合は、
指定の用紙で教員に届け出てください。

　次のような場合には、補講・集中講義を実施することがあります。
（１）授業が休講になった場合
（２）その他の理由で、特別に補講・集中講義を必要とする場合
※実施する場合には、その内容等を事前に学内掲示板およびToyoNet-Gで

お知らせします。
※補講・集中講義は原則として各学期の補講・集中講義期間に行いますが、

補講・集中講義期間以外の日に実施することもあります。

　学生の質問や相談に対し、教員は日常的に時間の許すかぎり、いつでも
対応するように努めていますが、学生の便宜をいっそう図るため、オフィス
アワーを設定しています。

　正課の授業とは別に学生と教員のコミュニケーションを密接にする場とし
て設けた時間帯のことです。あらかじめ設定された時間帯に専任の教員が
研究室で待機し、学生からの質問や相談を受けやすくするための制度です。
学生は、自分の所属する学科の教員だけでなく、どの学部・学科の教員を
訪ねてもかまいません。
　オフィスアワーでは、授業内容に関する質問や、単位修得について、学習
の進め方、履修登録プランなどの相談のほか、レポート指導など、学習に
関することをはじめ、卒業後の進路、転部・転科、休学などの進路に関す
ること、留学、就職、大学院進学のための推薦状に関することなど、学生
生活全般にわたって個人的な相談をすることができます。
　先生方は、学生の皆さんの様々な相談に応じ対処してくださいますが、対
処しきれない事柄については、他の専門の教員や、学内外の適切な関係者

（組織）をご紹介くださるでしょう。

　オフィスアワーを活用する際は、学部掲示板・各教員の研究室前掲示ま
たは、ToyoNet-Gの「シラバス・教員プロフィール」に記載されている「オフィ
スアワー」の時間帯を確認し、研究室を訪問してください。予約が必要な
場合もありますので、その場合は確認をしてから訪問してください。

　白山キャンパス学修支援室では、（１）～（７）について相談・支援を行っ
ています。大学での学修をより良くするためにも、学修支援室を利用してく
ださい。

（１）学修上の諸問題に係る相談
（２）レポート・論文の書き方相談、文献・資料の調べ方相談

２．休講

３．欠席

４．補講・集中講義

５．オフィスアワー
　　について

　［オフィスアワーとは］

　［	オフィスアワーの	
活用方法］

６．学修支援室に
　　ついて
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（３）高校までの基礎学力向上に係る支援
（４）語学系資格取得に係る支援
（５）情報リテラシーに係る支援
（６）留学希望者への事前学修および留学後の事後学習に係る支援
（７）留学生に対応した日本語ライティング支援、論文の書き方相談

月～金　10：00 ～ 13：00　14：00 ～ 18：00
白山キャンパス　３号館１階　ナレッジスクエア内

※ 開室日程、受付時間等は変更になることがあります。利用の際には、必
ずホームページにて確認してください。

【白山キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）】

（１）台風の接近等により交通機関の混乱が予想される場合および災害等
により交通機関が運行停止している場合の授業の取り扱いについて
　台風の接近等により交通機関の混乱が予想される場合および台風・地
震の災害等により交通機関が運行停止となった場合（人身事故等一般的
な運行停止を除く）の授業の取り扱いについては、本学のホームページ・
ToyoNet-Gにてお知らせしますので、大学の指示に従ってください。ホー
ムページはアクセスが集中し、つながりにくい場合がありますので、
ToyoNet-Gも利用してください。
　なお、授業中に交通機関の混乱等が予想される場合は、学内掲示、
学内緊急放送にてお知らせします。

（２）大規模地震の警戒宣言が発令された場合の授業の取り扱いについて
　大規模な地震の発生が予想され、警戒宣言が発令された場合の授業
の取り扱いについても、大学のホームページ・ToyoNet-Gにてお知らせし
ますので、大学の指示に従ってください。授業中に警戒宣言が発令され
た場合は、学内掲示、学内緊急放送にてお知らせします。

※学内で実施される講演会・講座等についても、上記措置に準ずるものと
します。

［開室時間・場所］

７．緊急時の授業の
　　取り扱い
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　法学部の授業は、春学期 ・ 秋学期に分けて行われます。授業科目は、
春学期または秋学期のいずれかで完結します。しかし、法学部の授業科
目は、〇〇〇Ａ（春）・〇〇〇Ｂ（秋）に分かれていてもセットで１年間
を通して学習することが望ましい科目が多くあります。春学期にＡ科目
を履修登録し、秋学期にＢ科目を履修登録してください。
　「履修登録」とは年間の履修計画（今年はどの授業を勉強するか）を立
て、その計画に基づいて授業科目の登録を行う手続きです。『履修要覧』『シ
ラバス（講義要項）』『履修登録のしおり ・ 授業時間割表』をよく読み、
自分の学習計画にそって各自の責任において履修登録をしてください。
　また、定められた期間に「履修登録」を怠ると、履修する科目の受講・
受験はできず、単位も修得できなくなります。履修登録の方法は別冊『履
修登録のしおり・授業時間割表』をよく読んでください。また、科目によっ
ては、抽選を行う場合がありますので『履修登録のしおり・授業時間割表』
または学内掲示で確認してください。

履修関係書類配布：新入生　就学手続時
　　　　　　　　　在校生　進級手続時

『履修要覧』（新入生のみ）、『履修登録のしおり・授業時間割表』等が配布されます

ガイダンス（新入生のみ）

新入生教育期間中にWeb 履修登録のガイダンスを行います
（2〜 4年生は、『ToyoNet-G 利用ガイドブック』で確認すること）

時間割作成

『履修要覧』、『シラバス（講義要項）』、『履修登録のしおり・授業時間割表』、「成績表」（在
校生のみ）をもとに履修する授業を決め、時間割を作成します

Web 履修登録 窓口申請科目の登録

作成した時間割をもとに履修登録を行
います（自宅等の学外からも可）

期間内なら登録を何度でも変更可能で
す（事前登録された科目を除く）

事前に申請しないと受講できない授業
があります。『履修登録のしおり・授業
時間割表』で詳細を確認してください
申請についてはToyoNet-G の「各種資
料」から該当する申請書をプリントア
ウトし、教務課窓口に提出してください
※履修登録期間内に行うこと

履修登録確認表【確定版】の出力　※確定日以降に必ず行うこと

各自の履修科目を証明する書類となるので成績発表時まで大切に保管してください

履 修 登 録 完 了

３．履修登録
１．履修登録とは

（セメスタ制）
履修登録は年２回行いま
す。春学期の履修登録で
は春学期の開講科目を、
秋学期の履修登録では秋
学期の開講科目を登録し
ます。
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（１） 履修登録にあたっては、『履修要覧』、『シラバス（講義要項）』、『履
修登録のしおり・授業時間割表』等を熟読の上、時間割を作成して
ください。

（２） 教育課程表に示された配当学年に従って履修登録してください。
（３）原則として、履修登録期間以降の訂正は認めません。

また、GPA制度に則った履修科目の取り消し以外は変更できません。
削除申請期間および手続きについては学部掲示板および『履修登録
のしおり・授業時間割表』等で確認してください。

（４） 授業時間割及び講義内容等に変更があった場合は、学内掲示板に掲
示しますので注意してください。

（５）履修登録確認表は必ず出力して、確認してください。

（１）　 履修登録した科目の単位を修得するためには、授業回数の３分の
２以上出席し、所定の試験に合格しなければなりません。

（２）　 試験には、平常試験と学期末に行う定期試験があります。科目に
よっては、レポートまたは平常点によって評価する場合もありま
す。

平常の授業期間に、科目担当教員によって随時行います。

７月～８月（春学期試験）および１月～２月（秋学期試験）に設けられ
た一定の試験期間内に行います。
試験実施期間の約２週間前に試験時間割表をToyoNet-Gで発表します。

（１）履修登録確認表に記載されていない科目を受験しても無効です。
（２） 試験時間は60分間です。試験期間中は、すべての時間帯が平常授

業時とは異なります。また、試験会場も平常授業時の教室と異な
る場合がありますので十分注意してください。

（３）  １科目で試験会場が２ヵ所以上になる場合、学籍番号で試験会場
を指定しますので、必ず指定された試験会場で受験してください。

　　 ※ 指定試験会場以外で受験した場合は、無効となることがありま
すので注意が必要です。

　　 ※ 同一科目名称でもコース番号により試験開始時間帯または教室
が異なります。自分が受講しているコースの試験を必ず受験し
てください（誤ったコースの試験を受験した場合、成績は評価
されません）。

（４）受験に際しては、すべて監督者の指示に従ってください。
（５） 学生証がないと受験できないので必ず携帯し、試験会場では机上

の指示された場所に提示してください。
（６） 受験に際しては、担当教員の指示物以外を持ち込むことはできま

せん。
　　  法学部専門科目については個人の六法の持ち込みが原則不可とな

り、試験時に大学から貸与される六法を用いて解答することにな
ります。詳細は掲示板で確認すること。

（７） 筆記用具（ボールペン、鉛筆、消しゴム）を必ず持参してください。
貸出は一切行いません。

（８） 試験会場に持ち込みできるものは、筆記用具・時計機能だけの時計・
持ち込みが許可されたもののみです。携帯電話、スマートフォン等
の通信機能が付いた機器は机上に置けません。試験の妨げになら
ないよう電源を必ず切ってください。なお、上記の機器、音楽プレー

４．試験・レポート

１.　試験

　［平常試験］

　［定期試験］

　［定期試験受験上の注意］
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ヤーを時計代わりに使用することはできません。
（９）試験中の飲食は禁止です。
（10） 答案用紙には、まず学部・学科・学年・学籍番号・氏名を必ず黒

のペンまたはボールペンで記入してください。
（11） 学籍番号欄は学生証に記載されている学籍番号の10ケタすべてを

記入してください。学籍番号、氏名のない答案用紙は無効となり
ます。

（12） 試験開始後20分までに入場しないと受験資格を失います。また開
始後30分を過ぎないと退場できません。

　　  中途退場した場合、再入場は認められません。
（13） 天災、病気、その他やむを得ない理由によって定期試験を受験でき

なかった場合は、速やかに証明書または診断書（コピー可）等を添
えて担当教員に届け出て具体的な指示を受けてください。

（14） 不正行為を行った場合は、学則（第57条）に基づき処分されます。
（15） 交通機関の運行や天候の乱れ等に留意し、試験会場へは時間に余裕

をもって入場してください。

時限 定期試験時間帯（60分）

第
１
部

1時限 ９：20　～　10：20
2時限 11：00　～　12：00
昼休み 12：00　～　13：00
3時限 13：00　～　14：00
4時限 14：45　～　15：45
5時限 16：30　～　17：30

第
２
部

6時限 18：15　～　19：15
7時限 19：55　～　20：55

※ 定 期試 験 時間 帯は変更となる場 合 がありますので、 毎 学 期、
ToyoNet-Gで確認してください。

不正行為（本学の規則に反する行為、または学生の本分に反する行為）
を試験において行った場合は、学則第57条に則り処分されます。

１．処分の種類
処分は譴責、停学、無期停学とする。

２．処分とその対象となる不正行為
（１）譴責の対象となる行為

① 持ち込みが認められているものの貸借。
② 他人の答案の覗き見、答案を故意に他人に見せまたはそれを見る行為。
③ 試験監督者もしくは監督補助者からの注意を無視した行為。
④ その他、前各号の一つに準ずる行為。

（２）停学１ヵ月の対象となる行為　
① 解答用紙を交換する行為。
② 許可されていないもの（カンニングペーパーおよびそれに類するも

の）の持ち込み。
③ 書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書

き込みをしての受験、または、これに類似する行為。
④ 試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴言。
⑤ その他、前各号の一つに準ずる行為。

　・定期試験時間

　・不正行為
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（３）無期停学の対象となる行為
① 替玉受験。
② 在学中における再度の不正行為。
③ 試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴力行為。
④ その他、極めて悪質な行為。

３．処分に伴う措置
（１） 処分の種別にかかわらず、不正行為のあった試験科目の単位は、当

該年度（学期）において認定しない。また、上記「２．（２）」およ
び「２．（３）」の停学の対象となる行為については、当該学期の試
験期間において実施される全ての試験科目の単位を認定しない。

（２） 停学期間は当該学部で処分を決定した日（教授会開催日）の翌日か
ら算定する。

（３） 決定した処分内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、
本人及び保証人と面接の上、通達する。

（４） 停学期間中は、不正行為者に対してその所属学部が教育的指導を行う。
（５） 「（１）譴責の対象となる行為①および②」、「（２）停学１ヵ月の対象

となる行為①」、「（３）無期停学の対象となる行為①」の不正行為は、
その当事者すべてが３．処分に伴う措置（１）～（４）の対象となる。

４．不服申立て
不正行為の指摘を受けた学生は、不服申立てをすることができる。

　法学部では、春学期・秋学期定期試験を病気その他やむを得ない事由
により受験できなかった場合のために、法学部独自の追試験制度があり
ます。追試験については、所定の期日までに受験手続を行い、法学部追
試験委員会による審査の上、所定の要件を満たしている者に限り、受験
を許可します。追試験実施対象者および追試験実施対象科目は、以下の
とおりです。
　受験申請手続（申請期間、申請窓口、必要書類）や追試験実施日時等
については、各学期定期試験期間前に改めて法学部掲示板および
ToyoNet-Gにて周知しますので、必ず確認してください。
　ただし、下記１および２については、2015年4月入学時点のものであり、
今後の見直しにより条件が変更されることがあります。法学部掲示板お
よびToyoNet-Gにて周知しますので、必ず確認してください。

１．追試験受験対象者
　追試験の受験を申請できる者は、以下のいずれかの事由により、定期
試験を受験できなかった者とする。

① 定期試験実施日に登校できない突発的な疾病および怪我（長期療養
中のものを除く）

② 忌引（三親等以内の血族・姻族）（法事を除く）
③ 30分以上の交通機関の遅延（通学定期券経路で発生したものに限る）
④ 通学途中の事故、事件
⑤ 重大な災害（台風、地震、水害、火災等）
⑥ 教育実習および介護等の体験
⑦ 就職試験（企業等から指定された日時が変更できない面接に限る。

説明会・セミナー、ＯＢ・ＯＧ訪問等は除く）
⑧ スポーツ公式競技大会（本人が競技者として出場するものに限る）

　［法学部追試験］
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⑨ その他追試験実施委員会の認定する定期試験を受験できない重大な
事由

２．追試験実施対象科目
　追試験実施科目は、定期試験期間中に試験を実施する法学部開講科目
とし、別途法学部掲示板に掲示する。対象科目数は、第一部所属の対象
者については６科目分まで、第二部所属の対象者については３科目分ま
でとする。

（単位不足者の再試験）
　４年次生で、卒業を希望するものであり、卒業に必要な単位数に一定
基準以内の単位数が不足するものに対しては再試験を実施する。

（受験資格）
　卒業再試験は４年次生で卒業を希望する者の内、卒業当該学期に卒業
に不足している科目数が４科目以内でかつ８単位以内の者に対して行わ
れる。

（対象科目）
　卒業再試験の対象となる科目は以下のすべてに該当する科目とする。

（１）原則として卒業当該学期に履修登録を行っている卒業必要単位とな
る科目であること。

（２）卒業単位充足者発表時の評価で「Ｄ」の評価を得た科目であること。

（対象除外科目）
　以下の科目は卒業再試験対象科目から除外する。

（１）演習、実習、実験、実技、ゼミナール関係科目
（２）卒業研究、卒業論文、卒業制作
（３）教職科目の内、教職に関する科目
（４）不正行為等により無効となった科目
（５）通常の評価において「Ｅ」「＊（評価対象外）」と判定された科目
（６）科目の性質上、担当教員と開講責任学部の学部長が協議して卒業再

試験にふさわしくないと判断した科目。ただし、その科目にあって
は学生の履修登録以前に卒業再試験を実施しないことを学生に対し
て明示するものとする。

（再試験手続き）
　再試験は、卒業当該学期で発表される卒業単位充足者発表時に、定め
られた期間内に面接を受けた上で所定の手続きを行うものとする。

（１）再試験手続きを行わなかった場合は、自動的に受験する権利は消滅
する。

（２）受験しようとする者は、卒業再試験対象科目であり、かつ卒業再試
験を行う科目の中から、卒業に不足する単位数分の科目数のみ受験
することができる。

（３）代理人による手続きは認めない。

（再試験受験料）
　再試験受験料は１科目5,000円とする。

　［卒業再試験］
　・不受験者および単位
　　不足者の取り扱いに
　　関する規程　第2条
　・卒業再試験要綱抜粋
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（再試験の評価）
卒業再試験の成績評価は以下の通りとする。

（１）成績評価基準は、それぞれの科目において定期試験で実施した基準
と同等とする。

（２）再試験の結果、合格した者の成績評価の上限は「C」評価とする。

「不受験者および単位不足者の取り扱いに関する規程」および「卒業再試
験要綱」の他、学部内規を定め学生に適用する。

※なお、基盤教育および専門科目中の他学部開講主体の科目等については、
別途他学部の掲示板で再試験の有無を確認してください。

レポート提出方法、日時、提出先を授業時および掲示板で確認してくだ
さい。
※教務課窓口では、レポート郵送先・教員の連絡先の照会に応じること
はできません。

レポートボックス
　担当教員の指定するボックス番号、期間、時間等を確認してください。
 設置場所 ６号館２階 6218教室横
  ２号館３階 3号館連絡通路脇

　・法学部卒業再試験
　　実施に関する内規

　・注意事項

２．レポート
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（１） 単位の認定は出席・試験またはレポートなどによって総合評価され
ます。

（２）履修登録した科目についてのみ成績評価されます。

成績の表示は次の通りです。
【東洋大学成績評価基準】

合否 成績表示 点数 基　　準

合格

Ｓ 100～90 到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果
を収めている。

Ａ  89～80 到達目標を充分に達成している。
Ｂ  79～70 到達目標を達成している。
Ｃ  69～60 到達目標を最低限達成している。

不合格

Ｄ  59～40 到達目標を達成していない項目がある。

Ｅ  39以下 到達目標の項目のすべてまたはほとんどを達
成していない。

＊ 評価対象外 出席・試験・レポート提出等の評価要件を欠格
※上表の他に、留学や他大学での学修成果などを単位認定するため
「T（Transferの略）」を合格の評価として使用いたします。

※「＊評価対象外」とは、授業期間を通じ出席不良、または不受験・レポー
ト未提出のため成績評価の判断ができない場合です。

（１）ToyoNet-Gで学期ごとに成績を通知します。詳しい日程等について
は掲示等で指示します。

（２）学期ごとに保証人へ成績表を送付します。（留学生を除く）

　2013年度の入学生より、GPA（Grade Point Average）制度を導入して
います。
　GPAとは、授業科目ごとの成績に対して、4.0 ～ 0.0のグレード・ポイ
ントを付与し、この1単位あたりの平均を算出したもので、学生の学習到
達度をはかる指標として、国内外の大学で広く使われています。

【GPAの算出方法】
（Sの修得単位数×4.0）＋（Aの修得単位数×3.0）＋（Bの修得単位数×2.0）＋（Cの修得単位数×1.0）＋

GPA＝ （Dの修得単位数×0.0）＋（Eの修得単位数×0.0）＋（＊の修得単位数×0.0）
総履修登録単位数

※対象とする科目は、卒業要件の科目とし、卒業要件以外の資格科目・
自由科目は対象となりません。

※対象とする評価は、「Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，＊」とし、認定の評
価「Ｔ」は対象となりません。

※再履修で評価を受けた成績については、最新の成績が反映されます。
※GPAは計算結果の小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表

示します。

　GPAは、「成績表」に、直近と累積の値が記載され、海外留学の際の学
力指標や、学内奨学金の採用基準となるほか、成績優秀者の表彰や、学
内の学習指導に利用されることがあります。

５．成績評価
１.　単位の認定

２.　成績評価基準

　［成績の通知］

　［GPA制度］
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（履修取消について）
　履修科目の取り消しを希望する場合は、定められた期間に教務課で手
続きしてください。なお、履修取消に伴う履修科目の追加・変更はでき
ません。

　成績発表後、下記に該当する科目については定められた日時に成績調
査を行い、成績評価を確認することができます。

履修登録し、シラバスにある成績評価基準を満たしているが、成績評
価が間違っていると思われる十分な理由がある場合に、科目担当教員
に成績評価に間違いがないか、確認を求めたい科目。
※ 成績調査は成績の再考を求めたり、個別の得点の開示を求めるもの

ではありません。成績調査の趣旨に沿わない調査申請については、
申請が取り消されるので十分に注意してください。

（成績調査の申請および確認について）
　学部掲示板およびToyoNet-G等で確認してください。

　法学部では、4月と10月に単位僅少者面接を実施しています。これは、
半期ごとに単位の修得状況を確認し、修得した単位が僅少である場合、
教員と面接を実施し学習状況の改善指導を行うものです。
　2011年度入学生まで法学部には進級制度があり、2年修了時48単位が修
得できない場合には、3年に進級できませんでした。2012年度セメスタ制
導入に伴いこの制度を廃止しましたが、法学部の学修は積み上げ式になっ
ており、1・2年次に配当されている必修科目等を修得しなければ3・4年
次の発展的な科目の授業内容を理解するのは困難です。学科教育課程表
は、体系的に学修を進めるために各科目を学年に配当しています。学年
だけ4年まで進級しても4年生で何度も留年をするということのないよう
計画的な学修を心がけてください。

教室
　教室で口頭、板書、あるいは配布資料により、様々な情報が伝達され
ます。授業を欠席した場合、当日の出席者から情報を得る等、自ら情報
を集める必要があります。
掲示
　所定の掲示板以外に、担当教員の研究室や掲示板等にも示されること
があります。
インターネット
　ToyoNet-GやToyoNet-ACEを利用することにより、授業に関する情報
を得ることができます。Ｅメールで連絡を取る場合もありますが、教員
によって対応は異なるので注意してください。

　［成績調査］

　（学習指導）

　単位僅少者面接

６．掲示・公示等
（１）教員から
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　教務課（大学）からの通知・連絡などは、すべて掲示により行います。
登校した際は必ず掲示を確認してください（ToyoNet-Gを検索して確認す
ることもできます）。
　※	教務課（大学）への問い合わせはすべて窓口で受け付けます。電話
およびメールによる授業・休講・試験などに関する問い合わせは一
切応じません。

窓　口

教務全般に関すること

教務課窓口（６号館１階）

窓口時間
月～金曜　9：30～13：00、14：00～20：30
　　土曜　9：30～12：45、17：30～20：00

証明書発行機

証明書発行機
設置場所・稼働時間

場所
２号館１階
６号館１階
８号館４階

時間 月～金曜　9：00 ～ 20：30
　　土曜　9：00 ～ 13：00、17：00 ～ 20：30

※ 夏季休暇・大学祭期間中・冬季休暇・春季休暇は、窓口の受付時間およ
び証明書発行機稼働時間が変更される場合があるので注意してください。

掲示板
内　　容 場　　所

授業時間割表
（教室変更も含む）

1102教室横
（経済・経営・法・国際地域学部）
6B12教室前（文・社会学部）

休講掲示板
（電子掲示板）

１号館１階エレベーターホール
６号館１階

授業・試験・補講など

１号館１階エレベーターホール
（第１部　経済・経営・法・国際地域学部）
1101教室前
（	第２部・イブニングコース　経済・経営・法・
国際地域学部）

５号館B２階エレベーター前
（第１部・第２部　文・社会学部）

学部からのお知らせ
学生呼び出しなど

１号館２階1203教室前（経営・法学部）

５号館B２階エレベーター前（文・社会学部）
１号館２階エレベーターホール（経済学部）
１号館３階1305教室前（国際地域学部）

教職 1102教室横および6B12教室前
（掲示内容は同一）

※掲示板の設置場所が変更になった場合は別途案内します。

（２）教務課から



Ⅱ　第１部

学部・学科における教育研究上の目的

（第１部）
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［学部・学科における教育研究上の目的］

法学部
1　人材の養成に関する目的
　法学部は、学祖・井上円了の理念を踏まえ「哲学と倫理学との総合的基盤の上に我国独自の法律学の樹立」
を目指して創設され、「法律学の論理及びその実践に通じた有為の人材を養成し日本の文運の隆盛に寄与」
するとしてきました。この創立時の理念を踏まえ、法学部では社会経済の変化や要請に応えるため、幅広
い一般的教養教育と実際的に有用な法律的知識の教授を通じ、社会経済情勢を広い視野から認識し、時々
の問題解決に必要な法的素養を身につけさせ、各分野で社会経済の発展に寄与しうる提言等を行う進取の
気性に富んだ人材の育成を目的としています。

2　学生に修得させるべき能力等の教育目標
　上記の人材の養成に関する目的を踏まえ、法学部では独立自活の精神に富んだ人の痛みが分るリーガル
マインドを身につけさせるべく、⑴グローバル化に対応できる実践的な語学力、および幅広い教養の涵養
を基礎として、⑵法律学諸科目の基礎理論の修得を教育目標としています。

法学部第1部法律学科
1　人材の養成に関する目的
　法学部では、独立自活の精神に富んだ人の痛みが分るリーガルマインドを身につけさせるだけでなく、
特に社会経済のグローバル化に対応しうるために語学力の向上を図ることを教育目標としています。その
上で、第1部法律学科では、2つの履修モデルごとに次のような高度職業人の育成を目的とします。
　法曹・士業モデルでは、法曹人（法科大学院への進学者）や司法書士、行政書士、社会保険労務士など
の法曹隣接実務家（パラリーガル）の育成を目的とします。
　行政と法モデルでは、各種公務員の他、公法人職員、ＮＰＯ活動家などの育成を目的とします。

2　学生に修得させるべき能力等の教育目標
　上記の人材の養成に関する目的を踏まえ、法曹・士業モデルでは、1）語学力、幅広い教養の修得を基礎
として、2）民法、商法など私法関係諸領域の科目の修得を通じ、法律専門職に就く能力を培うことを教育
目標とします。
　行政と法モデルは、1）語学力、幅広い教養の修得を基礎として、2）憲法、行政法など公法関係諸領域
の科目の修得を通じ、各種公務員等法律に関する知識を活用する職種に就く能力を培うことを教育目標と
します。

法学部第1部企業法学科
1　人材の養成に関する目的
　法学部では、独立自活の精神に富んだ人の痛みが分るリーガルマインドを身につけさせるだけでなく、
特に社会経済のグローバル化に対応しうるために語学力の向上を図ることを教育目標としています。その
上で、第1部企業法学科では、2つの履修モデルごとに次のような高度職業人の育成を目的とします。
　企業法務モデルでは、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの他、企業法務や企業財務を担える人
材の育成を目的とします。
　国際企業モデルでは、日本企業・外国企業の海外（渉外）部門・海外駐在など、国際的に幅広く活躍す
る人材の育成を目的とします。

2　学生に修得させるべき能力等の教育目標
　上記の人材の養成に関する目的を踏まえ、企業法務モデルは、1）語学力、幅広い教養の涵養を基礎として、
2）会社法、経済法などの科目履修を通じ、企業法務等の場で活躍できる能力の修得を教育目標とします。
　国際企業モデルは、1）高度な語学力、幅広い教養の涵養を基礎として、2）外国法、国際法などの科目
履修を通じ、国際的な企業活動に堪えうる能力の修得を教育目標とします。



学科の特徴（第１部）
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【法律学科】

●法律学科の特徴

●法律学科３つのポリシー

　法律学科では、社会生活の基本的なルールである法あるいは法制度のあり方、内容を体系的に
研究し、教育することを目的としています。法的な視点から物事を論理的に判断しうる能力、いわゆ

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

2. 学科の特徴

　法学部法律学科に入学してほしい人物像および教育目標は以下の通りです。
　まず、東洋大学の創立者である井上円了博士の「諸学の基礎は哲学にあり」とする建学の精
神を理解してくれる学生であることです。より具体的には①多様な価値観を学習し理解すると
ともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持ち、②先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に
迫る仕方で、論理的・体系的に深く考え、③社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間
関係を築くことを目指す人間であることです。
　次に、法学部の教育目標は、建学の精神をベースにして「リーガルマインド－法的思考能力
(市民・職業人に必須の素養－論理的な思考方法と法的バランスのとれた総合的な認識・判断
力・問題解決能力）」を備え、かつ「グローバル化する世界に対応し実践的な語学能力を兼ね
備えた人材の育成」です。この目標の達成に向けて基礎的な学習能力を備え、かつ意欲の旺盛
で積極的な学生であることです。
　法律学科においては、憲法、民法、刑法等のいわゆる六法とよばれる科目およびそれらに関
連する科目と外国語の学習意欲に優れ、社会における様々な問題や事象に対してその論点を的
確に把握して、法に基づいて公平で正義にかなった解決をなし得る熱意および適性を有し、多
様な外国語のスキルに基づきグローバル化する世界で活躍してみたいと思う学生です。

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　法を学び、リーガルマインドを身につけた学生が、国際化社会において期待される役割を果
たせることを目標にしています。すなわち、コミュニケーション能力を身につけ、対立する利
益・価値観に謙虚に耳を傾け理解できること、一方に偏らないバランス感覚を有すること、公
正さと客観性を備えた基準に基づき判断を示せることです。こうした能力の開発・涵養のため
にカリキュラム・ポリシーは、①コミュニケーション能力の重視、②基礎理論・原理の徹底、
③法の相互関係の理解、④現実・実務に役立つ法運用、です。そして、実務法律家、各種公務
員を目指す学生の需要にこたえるべく、公法・私法を幅広くカバーしながら、①導入教育によ
る法学の基礎の徹底、②実体法と手続法の融合的な理解、③社会の実態に即した法適用、をカ
リキュラムにおいて展開していきます。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　公法、私法を幅広くカバーし、いわゆる六法およびその法的関連科目に関する専門知識を修
得し、社会における数々の法的な紛争に対してその論点を的確に把握して、法に基づいて公平
で正義にかなった解決ができ得る法的素養、すなわちリーガルマインドを身につけ、かつ、こ
の豊かな法的素養を備えた社会人として自律性や協調性を大事にしながら世の中に貢献できる
人材を輩出することです。

るリーガルマインドを培い、幅広い分野で活躍できる柔軟な思考力を持った有能な人材の育成を目指
して、これらに関する多彩な科目を設置しています。

●法学部　法律学科

民事手続法分野
外国・国際法分野

政治・行政分野

社会学部（他学部他学科開放科目）
メディアコミュニケーション学概論
マス・コミュニケーション概論

民法分野

商法分野

基礎法分野

総合する素養と応用する素養

憲法

　

法
学
分
野

刑事法分野

経済法分野

社会法分野

民事訴訟法
民事執行法
倒産法

雇用関係法
労使関係法・労働市場法

国際法Ⅰ
英米法
ドイツ法
アメリカ法
アジア法

民法Ⅰ（総則）
民法Ⅱ（物権）
民法Ⅲ（債権総論）
民法Ⅳ（債権各論）
民法Ⅴ（親族・相続）

商法総則　　商行為法
会社法Ⅰ
手形法・小切手法
保険法 海商法

会社法Ⅱ

法制史（日本） 法思想史
法制史（東洋） 日本近代憲法史
法制史（西洋）　　　法社会学
法哲学　　

※科目名のA／B表記は省略
総合する素養：専門分野の知識を有機的に関連付ける。
応用する素養：専門分野の知識を社会生活で活用する。

行政法Ⅰ
行政法Ⅱ
地方自治論
政治学原論

租税法Ⅰ
行政学
財政学
国際関係論

刑法Ⅰ（総論）
刑法Ⅱ（各論）
刑事訴訟法
刑事政策
未成年者保護法
少年法

経済法
国際経済法
金融商品取引法
知的財産権法
環境法

国際私法
ＥＵ法
イスラム法
フランス法

主な科目の体系図

経営学部（他学部他学科開放科目）

公共経営論
意思決定論

総
合

政
策

分
野
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【法律学科】

●法律学科の特徴

●法律学科３つのポリシー

　法律学科では、社会生活の基本的なルールである法あるいは法制度のあり方、内容を体系的に
研究し、教育することを目的としています。法的な視点から物事を論理的に判断しうる能力、いわゆ

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

2. 学科の特徴

　法学部法律学科に入学してほしい人物像および教育目標は以下の通りです。
　まず、東洋大学の創立者である井上円了博士の「諸学の基礎は哲学にあり」とする建学の精
神を理解してくれる学生であることです。より具体的には①多様な価値観を学習し理解すると
ともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持ち、②先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に
迫る仕方で、論理的・体系的に深く考え、③社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間
関係を築くことを目指す人間であることです。
　次に、法学部の教育目標は、建学の精神をベースにして「リーガルマインド－法的思考能力
(市民・職業人に必須の素養－論理的な思考方法と法的バランスのとれた総合的な認識・判断
力・問題解決能力）」を備え、かつ「グローバル化する世界に対応し実践的な語学能力を兼ね
備えた人材の育成」です。この目標の達成に向けて基礎的な学習能力を備え、かつ意欲の旺盛
で積極的な学生であることです。
　法律学科においては、憲法、民法、刑法等のいわゆる六法とよばれる科目およびそれらに関
連する科目と外国語の学習意欲に優れ、社会における様々な問題や事象に対してその論点を的
確に把握して、法に基づいて公平で正義にかなった解決をなし得る熱意および適性を有し、多
様な外国語のスキルに基づきグローバル化する世界で活躍してみたいと思う学生です。

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　法を学び、リーガルマインドを身につけた学生が、国際化社会において期待される役割を果
たせることを目標にしています。すなわち、コミュニケーション能力を身につけ、対立する利
益・価値観に謙虚に耳を傾け理解できること、一方に偏らないバランス感覚を有すること、公
正さと客観性を備えた基準に基づき判断を示せることです。こうした能力の開発・涵養のため
にカリキュラム・ポリシーは、①コミュニケーション能力の重視、②基礎理論・原理の徹底、
③法の相互関係の理解、④現実・実務に役立つ法運用、です。そして、実務法律家、各種公務
員を目指す学生の需要にこたえるべく、公法・私法を幅広くカバーしながら、①導入教育によ
る法学の基礎の徹底、②実体法と手続法の融合的な理解、③社会の実態に即した法適用、をカ
リキュラムにおいて展開していきます。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　公法、私法を幅広くカバーし、いわゆる六法およびその法的関連科目に関する専門知識を修
得し、社会における数々の法的な紛争に対してその論点を的確に把握して、法に基づいて公平
で正義にかなった解決ができ得る法的素養、すなわちリーガルマインドを身につけ、かつ、こ
の豊かな法的素養を備えた社会人として自律性や協調性を大事にしながら世の中に貢献できる
人材を輩出することです。

るリーガルマインドを培い、幅広い分野で活躍できる柔軟な思考力を持った有能な人材の育成を目指
して、これらに関する多彩な科目を設置しています。

●法学部　法律学科

民事手続法分野
外国・国際法分野

政治・行政分野

社会学部（他学部他学科開放科目）
メディアコミュニケーション学概論
マス・コミュニケーション概論

民法分野

商法分野

基礎法分野

総合する素養と応用する素養

憲法

　

法
学
分
野

刑事法分野

経済法分野

社会法分野

民事訴訟法
民事執行法
倒産法

雇用関係法
労使関係法・労働市場法

国際法Ⅰ
英米法
ドイツ法
アメリカ法
アジア法

民法Ⅰ（総則）
民法Ⅱ（物権）
民法Ⅲ（債権総論）
民法Ⅳ（債権各論）
民法Ⅴ（親族・相続）

商法総則　　商行為法
会社法Ⅰ
手形法・小切手法
保険法 海商法

会社法Ⅱ

法制史（日本） 法思想史
法制史（東洋） 日本近代憲法史
法制史（西洋）　　　法社会学
法哲学　　

※科目名のA／B表記は省略
総合する素養：専門分野の知識を有機的に関連付ける。
応用する素養：専門分野の知識を社会生活で活用する。

行政法Ⅰ
行政法Ⅱ
地方自治論
政治学原論

租税法Ⅰ
行政学
財政学
国際関係論

刑法Ⅰ（総論）
刑法Ⅱ（各論）
刑事訴訟法
刑事政策
未成年者保護法
少年法

経済法
国際経済法
金融商品取引法
知的財産権法
環境法

国際私法
ＥＵ法
イスラム法
フランス法

主な科目の体系図

経営学部（他学部他学科開放科目）

公共経営論
意思決定論

総
合

政
策

分
野
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【企業法学科】

●企業法学科の特徴

●企業法学科３つのポリシー

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　法学部企業法学科に入学してほしい学生に対して求める人物像および教育目標は以下の通りで
す。
　まず、東洋大学の創立者である井上円了博士の「諸学の基礎は哲学にあり」とする建学の精
神を理解してくれる学生であることです。より具体的には①多様な価値観を学習し理解すると
ともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持ち、②先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に
迫る仕方で、論理的・体系的に深く考え、③社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間
関係を築くことを目指す人間であることです。
　次に、法学部の教育目標は、建学の精神をベースにして「リーガルマインド－法的思考能力
(市民・職業人に必須の素養－論理的な思考方法と法的バランスのとれた総合的な認識・判断
力・問題解決能力）」を備え、かつ「グローバル化する世界に対応し実践的な語学能力を兼ね
備えた人材の育成」です。この目標の達成に向けて基礎的な学習能力を備え、かつ意欲の旺盛
で積極的な学生であることです。
　企業法学科においては、民法、商法等の私法を中心にして、いわゆる六法およびそれらに関
連する科目と外国語の学習意欲に優れ、企業における活動を中心とした、社会の様々な問題や
事象に対して自ら解決をなし得る熱意及び適性を有し、多様な外国語のスキルに基づきグロー
バル化する世界で活躍してみたいと思う学生の入学を希望しています。

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　法を学び、リーガルマインドを身につけた学生が、国際化社会において期待される役割を果
たせることを目標にしています。すなわち、コミュニケーション能力を身につけ、対立する利
益・価値観に謙虚に耳を傾け理解できること、一方に偏らないバランス感覚を有すること、公
正さと客観性を備えた基準に基づき判断を示せることです。こうした能力の開発・涵養のため
にカリキュラム・ポリシーは、①コミュニケーション能力の重視、②基礎理論・原理の徹底、
③法の相互関係の理解、④現実・実務に役立つ法運用、です。そして、会社法、経済法などの
企業活動に深く関連する法を組み込みながら、①導入教育による法学の基礎の徹底、②実体法
と手続法の融合的な理解、③社会の実態に即した法適用をカリキュラムにおいて展開していき
ます。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　民法、商法を基礎とする私法を中心にして、いわゆる六法およびその法的関連科目に関する
専門知識を修得し、社会における数々の法的な紛争に対してその論点を的確に把握して、法に
基づいて公平で正義にかなった解決ができ得る法的素養、すなわちリーガルマインドを身につ
け、かつ、企業人として法令を遵守しつつ国際社会で活動できる自律性や協調性を有して、世
の中に貢献できる人材を輩出することです。

　企業人として求められているものは、企業を取り巻く諸問題に対して、柔軟かつ大胆な判断力を
持ちリーダーシップを発揮して組織を正しい方向に率いていく人材です。たとえば、環境問題、国際
情勢、消費者の意識の向上などを見ても分かるように、最近の企業をめぐる様々な問題は10年前
のそれとは比較できないほど社会が高度化・複雑化したため、解決が一層困難になってきました。
また、将来の企業をめぐる問題についても、簡単には予測がつかない現状にあります。したがって、
このような状況におかれた企業の内部で働く企業人としては、いかなる問題にもフレキシブルに対応で
きる能力が要求されることになります。これからますます問題解決能力の養成、すなわちリーガル・マ
インドの涵養という視点が重要視されることになると思います。
　本学科では、企業をめぐる法的な諸問題について、正確に物事をとらえ、かつ迅速に対応できる
人材の育成を目指し、以下のような特色をもたせています。

●法学部　企業法学科

基礎法分野

総合する素養と応用する素養

憲
法

法制史（日本）
法制史（東洋）
法制史（西洋）
法思想史
日本近代憲法史

※科目名のA／B表記は省略
総合する素養：専門分野の知識を有機的に関連付ける。
応用する素養：専門分野の知識を社会生活で活用する。

主な科目の体系図

コンプライアンス経営論
コ－ポレートガバナンス論

経営学部（他学部他学科開放科目）

消費者法
金融担保法
特殊担保法

民事展開科目

民事訴訟法
民事執行法
倒産法

民事手続法分野

　　　 雇用関係法
労使関係法・労働市場法
　　　 社会保障法
　　　 国際労働法

社会法分野
刑法Ⅰ（総論）刑法Ⅱ（各論）
刑事訴訟法
未成年者保護法
少年法

刑事法分野

民法Ⅰ（総則）
民法Ⅱ（物権）
民法Ⅲ（債権総論）
民法Ⅳ（債権各論）
民法Ⅴ（親族・相続）

民法分野
行政法Ⅰ　　租税法Ⅰ（総論）
行政法Ⅱ　　租税法Ⅱ（各論）
地方自治論　行政学

行政分野

国際社会の理解のために

国際法Ⅰ 国際法Ⅱ
英米法
アメリカ法
フランス法
ドイツ法 アジア法

企業の活動を法的視点
から分析しよう

企業を経済・経営学
から分析してみよう

商法総則
商行為法
手形法・小切手法
有価証券法
会社法Ⅰ
会社法Ⅱ
保険法　海商法

経済原論
簿記
経営学総論

会計学
税務会計
財務諸表論

知的財産権法
金融商品取引法
　　　 経済法
　　　 国際経済法
　　　 経済刑法

ＥＵ法
イスラム法
国際私法

　

法
学
分
野

経
済
・
経
営
学
分
野
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【企業法学科】

●企業法学科の特徴

●企業法学科３つのポリシー

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　法学部企業法学科に入学してほしい学生に対して求める人物像および教育目標は以下の通りで
す。
　まず、東洋大学の創立者である井上円了博士の「諸学の基礎は哲学にあり」とする建学の精
神を理解してくれる学生であることです。より具体的には①多様な価値観を学習し理解すると
ともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持ち、②先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に
迫る仕方で、論理的・体系的に深く考え、③社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間
関係を築くことを目指す人間であることです。
　次に、法学部の教育目標は、建学の精神をベースにして「リーガルマインド－法的思考能力
(市民・職業人に必須の素養－論理的な思考方法と法的バランスのとれた総合的な認識・判断
力・問題解決能力）」を備え、かつ「グローバル化する世界に対応し実践的な語学能力を兼ね
備えた人材の育成」です。この目標の達成に向けて基礎的な学習能力を備え、かつ意欲の旺盛
で積極的な学生であることです。
　企業法学科においては、民法、商法等の私法を中心にして、いわゆる六法およびそれらに関
連する科目と外国語の学習意欲に優れ、企業における活動を中心とした、社会の様々な問題や
事象に対して自ら解決をなし得る熱意及び適性を有し、多様な外国語のスキルに基づきグロー
バル化する世界で活躍してみたいと思う学生の入学を希望しています。

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　法を学び、リーガルマインドを身につけた学生が、国際化社会において期待される役割を果
たせることを目標にしています。すなわち、コミュニケーション能力を身につけ、対立する利
益・価値観に謙虚に耳を傾け理解できること、一方に偏らないバランス感覚を有すること、公
正さと客観性を備えた基準に基づき判断を示せることです。こうした能力の開発・涵養のため
にカリキュラム・ポリシーは、①コミュニケーション能力の重視、②基礎理論・原理の徹底、
③法の相互関係の理解、④現実・実務に役立つ法運用、です。そして、会社法、経済法などの
企業活動に深く関連する法を組み込みながら、①導入教育による法学の基礎の徹底、②実体法
と手続法の融合的な理解、③社会の実態に即した法適用をカリキュラムにおいて展開していき
ます。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　民法、商法を基礎とする私法を中心にして、いわゆる六法およびその法的関連科目に関する
専門知識を修得し、社会における数々の法的な紛争に対してその論点を的確に把握して、法に
基づいて公平で正義にかなった解決ができ得る法的素養、すなわちリーガルマインドを身につ
け、かつ、企業人として法令を遵守しつつ国際社会で活動できる自律性や協調性を有して、世
の中に貢献できる人材を輩出することです。

　企業人として求められているものは、企業を取り巻く諸問題に対して、柔軟かつ大胆な判断力を
持ちリーダーシップを発揮して組織を正しい方向に率いていく人材です。たとえば、環境問題、国際
情勢、消費者の意識の向上などを見ても分かるように、最近の企業をめぐる様々な問題は10年前
のそれとは比較できないほど社会が高度化・複雑化したため、解決が一層困難になってきました。
また、将来の企業をめぐる問題についても、簡単には予測がつかない現状にあります。したがって、
このような状況におかれた企業の内部で働く企業人としては、いかなる問題にもフレキシブルに対応で
きる能力が要求されることになります。これからますます問題解決能力の養成、すなわちリーガル・マ
インドの涵養という視点が重要視されることになると思います。
　本学科では、企業をめぐる法的な諸問題について、正確に物事をとらえ、かつ迅速に対応できる
人材の育成を目指し、以下のような特色をもたせています。

●法学部　企業法学科

基礎法分野

総合する素養と応用する素養

憲
法

法制史（日本）
法制史（東洋）
法制史（西洋）
法思想史
日本近代憲法史

※科目名のA／B表記は省略
総合する素養：専門分野の知識を有機的に関連付ける。
応用する素養：専門分野の知識を社会生活で活用する。

主な科目の体系図

コンプライアンス経営論
コ－ポレートガバナンス論

経営学部（他学部他学科開放科目）

消費者法
金融担保法
特殊担保法

民事展開科目

民事訴訟法
民事執行法
倒産法

民事手続法分野

　　　 雇用関係法
労使関係法・労働市場法
　　　 社会保障法
　　　 国際労働法

社会法分野
刑法Ⅰ（総論）刑法Ⅱ（各論）
刑事訴訟法
未成年者保護法
少年法

刑事法分野

民法Ⅰ（総則）
民法Ⅱ（物権）
民法Ⅲ（債権総論）
民法Ⅳ（債権各論）
民法Ⅴ（親族・相続）

民法分野
行政法Ⅰ　　租税法Ⅰ（総論）
行政法Ⅱ　　租税法Ⅱ（各論）
地方自治論　行政学

行政分野

国際社会の理解のために

国際法Ⅰ 国際法Ⅱ
英米法
アメリカ法
フランス法
ドイツ法 アジア法

企業の活動を法的視点
から分析しよう

企業を経済・経営学
から分析してみよう

商法総則
商行為法
手形法・小切手法
有価証券法
会社法Ⅰ
会社法Ⅱ
保険法　海商法

経済原論
簿記
経営学総論

会計学
税務会計
財務諸表論

知的財産権法
金融商品取引法
　　　 経済法
　　　 国際経済法
　　　 経済刑法

ＥＵ法
イスラム法
国際私法

　

法
学
分
野

経
済
・
経
営
学
分
野
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法律学科

法的な視点で今を見つめ、社会を変える力を養う
　法律学科の学びは、社会生活の基本的なルールとして法制度を考えていくことから始まります。法
制度を基礎から学び、応用するまでの学習を体系的に積み重ねていく中で、法的な視点から物事を論
理的に判断できる能力「リーガルマインド」が培われます。法律に特化した学問だけでなく、バラン
スのとれた幅広い分野の科目を基礎から学ぶ機会を提供することで、柔軟かつ多角的な思考力を持ち、
判断力に優れた有能な人材の育成を目指しています。国家公務員、地方公務員を志望する人に適した

「行政と法（公務員）モデル」、または法科大学院進学希望者や司法書士・行政書士など法律関係の資
格取得を志望する人に適した「法曹・士業（司法書士・行政書士）モデル」を参考に学習をすすめて
ください。

１．行政と法（公務員）モデル ２．法曹・士業（司法書士・行政書士）モデル

国家公務員、地方公務員になるための必要な受講科目を法律の体系に
沿った形で学習することによって法律を体系的に習得できるようにな
ります。公務員に共通して必要とされる素養を身につけることができ
るモデルです。なお、公務員を目指す場合、これらの科目に加え課外
講座として開講をしている公務員講座の受講をお勧めします。

国家・地方の法律職公務員や裁判所事務官等の公務員に加えて、裁判
官、検察官、弁護士を見据えて法科大学院への進学を志望する学生や
司法書士等の身近な法律問題に携わる資格を取得したいと考えている
学生に適したモデルです。例えば、法曹資格取得を目指した場合①企
業法務に強い法曹②弱者保護を目指す法曹③公共政策に強い法曹と
いったように目指す方向により履修科目が異なります。そのほか司法
書士、行政書士については試験科目を中心に授業を履修することで試
験対策を講じます。

希望の職業を実現する履修モデル

行政と法（公務員）モデル 法曹・士業（司法書士・行政書士）モデル

公務員〈国家一般職、地方上級〉【行政】 
団体職員・ＮＰＯ 【非営利団体】

裁判官・弁護士・司法書士 【民事司法】 
裁判官・検察官・弁護士・刑務官・警察官【刑事司法】

▲ ▲

３
・
４
年

試験科目を完成させる・・・ 民法Ⅳ、民法V、民事訴訟法、行政法Ⅱ、
労使関係法・労働市場法、経済政策

試験科目を完成させる・・・ 民法Ⅳ、民法Ⅴ、手形法・小切手法、民事
訴訟法、民事執行法、行政法Ⅱ、 
刑事訴訟法

公務員試験対策・・・・・・・総合憲法 刑事法科目を学ぶ・・・ 刑事政策、少年法

▲ ▲

２
年

法律学の基本科目を習得・・・ 民法Ⅱ、民法Ⅲ、商法総則、 商行為法、
会社法Ⅰ

法律学の基本科目を習得・・・ 刑法Ⅱ、民法Ⅱ、民法Ⅲ、商法総則、 
商行為法、会社法Ⅰ、行政法Ⅰ

試験科目を押さえる・・・・・ 行政法Ⅰ、雇用関係法、地方自治論、財政学、
行政学、政治学原論、［社会政策］ 心理学科目を習得・・・・・・ ≪心理学≫、［犯罪社会学］

公務員試験対策・・・・・・・公共政策と法
使える経済学を習得・・・・・≪ミクロ・マクロ経済学≫

▲ ▲

１
年

法学へのイントロダクション・・・ 法学入門、法学基礎演習 法学へのイントロダクション・・・ 法学入門、法学基礎演習

法律の基礎を学ぶ・・・・・・ 憲法、民法Ⅰ、刑法Ⅰ 法律の基礎を学ぶ・・・・・・ 憲法、民法Ⅰ、刑法Ⅰ

公務員試験受験を目指す人や政治・経済の基礎を知りたい人のために 
・・・・・・ 公務員基礎法、経済原論、≪政治学≫、≪社会学≫

公務員試験受験を目指す人や法律資格を取得したい人のために 
・・・・・・ 経済原論、≪政治学≫、≪社会学≫

自分の将来を考える・・・・・キャリアプランニング、社会人基礎科目（８科目）

註1/ この履修モデルに掲載している科目は、主として専門科目です。≪　　≫で囲まれた科目は共通教養科目、［　　　］内の科目は他学部他
学科開放科目です。

註2/配当学年については、モデルを参考にして４年間での学習計画と考えてください。
科目名Ａ/Ｂ表記は省略。
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企業法学科

企業を牽引するリーダーの創出を目指して
　人を雇うこと、他の企業と契約を結ぶこと、商品をつくる責任など、企業には豊富な法学の知識が
求められます。
　企業法学科では、企業をめぐる法的な諸問題について、適切に物事の要点をとらえ、迅速に対応で
きる人材の育成を目指します。今、企業に求められるのは、企業を取り巻くさまざまな問題にしっか
りと向き合い、リーダーシップを発揮して組織を正しい方向へリードできる人材です。環境問題や国
際情勢などの社会問題が複雑に絡み合う現代では、問題解決能力の育成が求められています。法学教
育をベースにしてリーガルマインドを育むとともに、企業人として必要な「簿記」「税務会計」「会計
学」などの経営学関係の科目も配置しています。企業に関わる法制度を学ぶ「企業法務モデル」、国
際企業人として知っておきたい諸外国の法制度を学ぶ「国際企業モデル」を参考に学習をすすめてく
ださい。

１．企業法務モデル ２．国際企業モデル
続発する企業の不祥事をめぐりコンプライアンス（法令遵守）意識の向
上や企業統治（コーポレートガバナンス）のあり方が問われています。
企業法務に必要な法知識を学習し法的な思考力・判断力を養います。
企業への就職を目指す学生に適した一般的なモデルです。企業の人事
部門への就職、社会保険労務士資格の取得、企業の知的財産部門への
就職を目指す学生、または企業に関わる法知識と企業会計に関する知
識とを総合的に身につけた、企業実務に役立つ学生も養成します。な
お、就職活動をする上でビジネス実務法務検定資格の取得、各種検定
対策課外講座による資格取得をお勧めします。

世界がグローバル化するなか、企業に求められるのは、国内情勢はも
ちろん、世界情勢を正確に把握し分析できる能力、つまり国際感覚を
身につけた人材です。国際企業人として要求される能力の養成を目指
し国内の法制度をはじめ諸外国の法制度も視野に入れた学習を行い、
企業内における海外（渉外）部門、海外駐在を目指す学生に適したモデ
ルです。なお、就職活動をする上でビジネス実務法務検定資格の取得、
各種検定対策課外講座による資格取得をお勧めします。

希望の職業を実現する履修モデル

企業法務モデル 国際企業モデル
社会保険労務士・企業人事管理部・知的財産部【企業人事・法務・知財】・

公認会計士・税理士【会計・経理】 民間企業・海外（渉外）部門・海外駐在

▲ ▲

３
・
４
年

試験科目を習得しよう・・・ 民法Ⅳ、租税法I、租税法II
会計関連科目を学ぶ・・・・ 財務諸表論、税務会計
社会法科目・・・・ 労使関係法・労働市場法、社会保障法
企業に多発する紛争の関連法・・・ 倒産法、知的財産権法、経済法、 

環境法
企業法関連科目を学ぶ・・・ 手形法・小切手法、有価証券法、保険法、

海商法、金融商品取引法
プレゼンテーション能力を磨く・・・ 専門演習Ⅰ・Ⅱ

民事関係法の基礎を学ぶ・・・民法Ⅳ
外国法の知識を深める・・・ 国際法Ⅱ、外国法（アメリカ、ＥＵ、アジア、

イスラム　他）、国際関係論
企業に多発する紛争の関連法・・・ 知的財産権法、経済法、環境法、 

国際労働法、国際経済法
プレゼンテーション能力を磨く・・・ 専門演習Ⅰ・Ⅱ
語学力を磨こう・・・・・・ ≪ビジネス・イングリッシュⅡ・Ⅲ≫ 

≪ドイツ語・フランス語・中国語Ⅲ～Ⅴ≫

▲ ▲

２
年

法律学の基本科目を習得・・・ 民法Ⅱ、民法Ⅲ、会社法Ⅰ、商法総則、
商行為法

現代的紛争に強くなる・・・・雇用関係法
企業会計の基礎を習得・・・・簿記、会計学
情報リテラシーを身につける・・・ 情報リテラシー、ビジネス情報処理

入門
使える経済学を習得・・・≪ミクロ・マクロ経済学≫

法律学の基本科目を習得・・・・・・民法Ⅱ、民法Ⅲ、会社法Ⅰ
外国の法を学ぶ・・・・・・  英米法、国際法Ⅰ
情報リテラシーを身につける・・・ 情報リテラシー、ビジネス情報処

理入門
使える経済学を習得・・・・・・≪ミクロ・マクロ経済学≫
語学力を磨こう・・・ ≪ビジネス・イングリッシュⅠ≫ 

≪ドイツ語・フランス語・中国語Ⅱ≫

▲ ▲

１
年

法学へのイントロダクション・・・法学入門、法学基礎演習
法学の基礎を学ぶ・・・憲法、民法Ⅰ
情報化社会における法を学ぶ・・・情報化社会と法
経済学・経営学や会計学を基礎から学びたい人のために
・・・ 経済原論、≪ベーシック・マーケティング≫、≪流通入門≫、 

≪基礎会計学≫、≪企業会計≫

法学へのイントロダクション・・・・・・法学入門、法学基礎演習
法学の基礎を学ぶ・・・・・・憲法、民法Ⅰ
情報化社会における法を学ぶ・・・・・・ 情報化社会と法
多元的な世界状況への視点をつくる 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ≪地域文化研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ≫、 

≪地域史（東洋・西洋）≫

自分の将来を考える・・・・・キャリアプランニング、社会人基礎科目（８科目）

註1/ この履修モデルに掲載している科目は、主として専門科目です。≪　　≫で囲まれた科目は共通教養科目、［　　　］内の科目は他学部他
学科開放科目です。

註2/配当学年については、モデルを参考にして４年間での学習計画と考えてください。
科目名Ａ/Ｂ表記は省略。





教育課程表と履修方法　（第1部）

　法学部の授業は、春学期（○○○Ａ）・秋学期（○○○Ｂ）

に分かれて行われています。

　ただし、授業内容はＡ（春）、Ｂ（秋）を併せ１年間を

通して学習することが望ましい科目が多くあります。

春学期にＡ科目を履修登録し、秋学期にＢ科目を履修登

録するようにしてください。
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１．学科教育課程表
①法学部第1部法律学科教育課程表［基盤教育］
2015年度入学生用
区分 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

基
盤
教
育
28
単
位
以
上

共
通
教
養
科
目（
12
）

哲
学
・
思
想

必修（2） 井上円了と建学の精神 ⑵

選
択
科
目

哲学Ａ ⑵ 哲学Ｂ ⑵ 哲学史Ａ ⑵ 哲学史Ｂ ⑵
倫理学基礎論Ａ ⑵ 倫理学基礎論Ｂ ⑵ 応用倫理学Ａ ⑵ 応用倫理学Ｂ ⑵
科学思想史Ａ ⑵ 科学思想史Ｂ ⑵ 美術史Ａ ⑵ 美術史Ｂ ⑵
音楽学Ａ ⑵ 音楽学Ｂ ⑵ 宗教学ⅠＡ ⑵ 宗教学ⅠＢ ⑵
宗教学ⅡＡ ⑵ 宗教学ⅡＢ ⑵ 地球倫理Ａ ⑵ 地球倫理Ｂ ⑵
地域文化研究ⅠＡ ⑵ 地域文化研究ⅠＢ ⑵ 地域文化研究ⅡＡ ⑵ 地域文化研究ⅡＢ ⑵
地域文化研究ⅢＡ ⑵ 地域文化研究ⅢＢ ⑵ 論理学Ａ ⑵ 論理学Ｂ ⑵

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理Ａ ⑵ 自然の数理Ｂ ⑵ 生活と物理Ａ ⑵ 生活と物理Ｂ ⑵
エネルギーの科学Ａ ⑵ エネルギーの科学Ｂ ⑵ 物質の科学Ａ ⑵ 物質の科学Ｂ ⑵
環境の科学Ａ ⑵ 環境の科学Ｂ ⑵ 地球の科学Ａ ⑵ 地球の科学Ｂ ⑵
生物学Ａ ⑵ 生物学Ｂ ⑵ 天文学Ａ ⑵ 天文学Ｂ ⑵
自然科学概論Ａ ⑵ 自然科学概論Ｂ ⑵ 自然誌Ａ ⑵ 自然誌Ｂ ⑵
物理学実験講義Ａ ⑵ 物理学実験講義Ｂ ⑵ 生物学実験講義Ａ ⑵ 生物学実験講義Ｂ ⑵
化学実験講義Ａ ⑵ 化学実験講義Ｂ ⑵ 地球科学実習講義Ａ ⑵ 地球科学実習講義Ｂ ⑵
数理・情報実習講義Ａ ⑵ 数理・情報実習講義Ｂ ⑵ 天文学実習講義Ａ ⑵ 天文学実習講義Ｂ ⑵
日本事情ⅠＡ（留学生用） ⑵ 日本事情ⅠＢ（留学生用） ⑵

日
本
と
世
界
の
文
化
・
歴
史

国際教育論Ａ ⑵ 国際教育論Ｂ ⑵ 多文化共生論Ａ ⑵ 多文化共生論Ｂ ⑵
百人一首の文化史Ａ ⑵ 百人一首の文化史Ｂ ⑵ 日本の昔話Ａ ⑵ 日本の昔話Ｂ ⑵
日本文学文化と風土Ａ ⑵ 日本文学文化と風土Ｂ ⑵ 日本の詩歌Ａ ⑵ 日本の詩歌Ｂ ⑵
西欧文学Ａ ⑵ 西欧文学Ｂ ⑵ 現代日本文学Ａ ⑵ 現代日本文学Ｂ ⑵
地域史（日本）Ａ ⑵ 地域史（日本）Ｂ ⑵ 地域史（東洋）Ａ ⑵ 地域史（東洋）Ｂ ⑵
地域史（西洋）Ａ ⑵ 地域史（西洋）Ｂ ⑵ 歴史の諸問題Ａ ⑵ 歴史の諸問題Ｂ ⑵
日本事情ⅡＡ（留学生用） ⑵ 日本事情ⅡＢ（留学生用） ⑵

現
代
・
社
会

統計学Ａ ⑵ 統計学Ｂ ⑵ 政治学Ａ ⑵ 政治学Ｂ ⑵
社会学Ａ ⑵ 社会学Ｂ ⑵ 人類学Ａ ⑵ 人類学Ｂ ⑵
地理学Ａ ⑵ 地理学Ｂ ⑵ 国際比較論Ａ ⑵ 国際比較論Ｂ ⑵
心理学Ａ ⑵ 心理学Ｂ ⑵ ミクロ経済学入門 ⑵ ミクロ経済学応用 ⑵
マクロ経済学入門 ⑵ マクロ経済学応用 ⑵ ベーシック・マーケティング ⑵ 流通入門 ⑵
基礎会計学 ⑵ 企業会計 ⑵ 日本事情ⅢＡ（留学生用） ⑵ 日本事情ⅢＢ（留学生用） ⑵

総
合
・
演
習

総合ⅠＡ ⑵ 総合ⅠＢ ⑵ 総合ⅡＡ ⑵ 総合ⅡＢ ⑵
総合ⅢＡ ⑵ 総合ⅢＢ ⑵ 総合ⅣＡ ⑵ 総合ⅣＢ ⑵
総合ⅤＡ ⑵ 総合ⅤＢ ⑵ 総合ⅥＡ ⑵ 総合ⅥＢ ⑵
総合ⅦＡ ⑵ 総合ⅦＢ ⑵ 総合ⅧＡ ⑵ 総合ⅧＢ ⑵
総合ⅨＡ ⑵ 総合ⅨＢ ⑵
全学総合ⅠＡ ⑵ 全学総合ⅠＢ ⑵ 全学総合ⅡＡ ⑵ 全学総合ⅡＢ ⑵

教養演習ⅠA ⑵ 教養演習ⅡA ⑵ 教養演習ⅢA ⑵
教養演習ⅠB ⑵ 教養演習ⅡB ⑵ 教養演習ⅢB ⑵

スポーツと健康
スポーツ健康科学実技ⅠＡ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅠＢ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅡＡ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅡＢ ⑴
スポーツ健康科学実技ⅢＡ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅢＢ ⑴ スポーツ健康科学講義Ⅰ ⑵
スポーツ健康科学講義ⅡＡ ⑵ スポーツ健康科学講義ⅡＢ ⑵ スポーツ健康科学演習Ⅰ ⑵

社会人基礎科目
キャリアデベロップメント論A ⑵ キャリアデベロップメント論B ⑵ 公務員論 ⑵
社会人基礎力入門講義 ⑵ 社会人基礎力実践講義 ⑵ 社会貢献活動入門 ⑵
企業家論 ⑵ 企業のしくみ ⑵

文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目（
10
）

必
修（
4
）

英語ⅠＡＡ ⑴

［卒業要件（語学）］
1年次
　必　　修　英語　4科目4単位
　選択必修　英語以外の語学1カ国語
　4科目4単位
	 　計8単位
2年次
　1年次に履修した語学の内1カ国語
　2科目2単位
	 合計10単位

英語ⅠＡＢ ⑴
英語ⅠＢＡ ⑴
英語ⅠＢＢ ⑴

選
択
必
修
科
目（
6
）

ド イ ツ 語ⅠＡＡ⑴
ド イ ツ 語ⅠＡＢ⑴
ド イ ツ 語ⅠＢＡ⑴
ド イ ツ 語ⅠＢＢ⑴
フランス語ⅠＡＡ⑴
フランス語ⅠＡＢ⑴
フランス語ⅠＢＡ⑴
フランス語ⅠＢＢ⑴
中 国 語ⅠＡＡ⑴
中 国 語ⅠＡＢ⑴
中 国 語ⅠＢＡ⑴
中 国 語ⅠＢＢ⑴

1カ国語
4単位
選択必修

英 語ⅡＡ⑴
英 語ⅡＢ⑴
ド イ ツ 語ⅡＡ⑴
ド イ ツ 語ⅡＢ⑴
フランス語ⅡＡ⑴
フランス語ⅡＢ⑴
中 国 語ⅡＡ⑴
中 国 語ⅡＢ⑴

1年次に
履修した
語学のうち
1カ国語
2単位
選択必修

選
択
科
目

英語ⅢＡ ⑴ 英語ⅣＡ ⑴
英語ⅢＢ ⑴ 英語ⅣＢ ⑴

ビジネス・イングリッシュⅠＡ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅡＡ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅢＡ ⑴
ビジネス・イングリッシュⅠＢ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅡＢ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅢＢ ⑴
ドイツ語ⅢＡ ⑴ ドイツ語ⅣＡ ⑴ ドイツ語ⅤＡ ⑴
ドイツ語ⅢＢ ⑴ ドイツ語ⅣＢ ⑴ ドイツ語ⅤＢ ⑴
フランス語ⅢＡ ⑴ フランス語ⅣＡ ⑴ フランス語ⅤＡ ⑴
フランス語ⅢＢ ⑴ フランス語ⅣＢ ⑴ フランス語ⅤＢ ⑴
中国語ⅢＡ ⑴ 中国語ⅣＡ ⑴ 中国語ⅤＡ ⑴
中国語ⅢＢ ⑴ 中国語ⅣＢ ⑴ 中国語ⅤＢ ⑴

留
学
生
用

日本語ⅠＡＡ ⑴ 日本語と日本社会Ａ ⑵
日本語ⅠＡＢ ⑴ 日本語と日本社会Ｂ ⑵
日本語ⅠＢＡ ⑴ 日本語と日本文化Ａ ⑵
日本語ⅠＢＢ ⑴ 日本語と日本文化Ｂ ⑵

学部留学科目 短期留学プログラム（1 ～ 4） 長期留学プログラムⅠ＊（1 ～ 30）

留学
支援
科目

英語特別 
教育科目

English for Academic Purposes ⅠA  Listening/Speaking ⑵ English for Academic Purposes ⅠB  Reading/Writing ⑵
English for Academic Purposes ⅡA  Listening/Speaking ⑵ English for Academic Purposes ⅡB  Reading/Writing ⑵
Pre-Study Abroad  College Study Skills ⑴ Pre-Study Abroad  Basic Academic Writing ⑴
Pre-Study Abroad  Academic Essay Writing ⑴

教職科目 社会科教育論 ⑵
　＊長期留学プログラムⅠ（基盤教育）は、長期留学プログラムⅡ（専門科目）と合計30単位を上限とする。
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法学部第1部法律学科教育課程表［専門科目］
　2015年度入学生用

区分 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

専
門
科
目
72
単
位
以
上

必
修
科
目（
16
）

法学入門 ⑵
法学基礎演習 ⑵
憲法Ａ ⑵
憲法Ｂ ⑵
民法Ⅰ（総則）Ａ ⑵
民法Ⅰ（総則）Ｂ ⑵
刑法Ⅰ（総論）Ａ ⑵
刑法Ⅰ（総論）Ｂ ⑵

選
択
必
修
科
目 

（
32
）

民法Ⅱ（物権）Ａ ⑵ 民法Ⅳ（債権各論）Ａ ⑵ 民法Ⅳ（債権各論）Ｂ ⑵
民法Ⅱ（物権）Ｂ ⑵ 手形法・小切手法Ａ ⑵ 手形法・小切手法Ｂ ⑵
民法Ⅲ（債権総論）Ａ ⑵ 行政法ⅡＡ ⑵ 行政法ⅡＢ ⑵
民法Ⅲ（債権総論）Ｂ ⑵ 民事訴訟法Ａ ⑵ 民事訴訟法Ｂ ⑵
民法Ⅴ（親族・相続）Ａ ⑵ 刑事訴訟法Ａ ⑵ 刑事訴訟法Ｂ ⑵
民法Ⅴ（親族・相続）Ｂ ⑵
刑法Ⅱ（各論）Ａ ⑵
刑法Ⅱ（各論）Ｂ ⑵
会社法ⅠＡ ⑵
会社法ⅠＢ ⑵
商法総則 ⑵
商行為法 ⑵
行政法ⅠＡ ⑵
行政法ⅠＢ ⑵

選
択
科
目

基
礎
法

法制史（日本）Ａ ⑵ 法制史（日本）Ｂ ⑵ 法制史（西洋）Ａ ⑵ 法制史（西洋）Ｂ ⑵
法制史（東洋）Ａ ⑵ 法制史（東洋）Ｂ ⑵ 法哲学Ａ ⑵ 法哲学Ｂ ⑵
法思想史Ａ ⑵ 法思想史Ｂ ⑵ 法社会学Ａ ⑵ 法社会学Ｂ ⑵
日本近代憲法史Ａ ⑵ 日本近代憲法史Ｂ ⑵

民
事
法

保険法 ⑵ 海商法 ⑵
会社法ⅡＡ ⑵ 会社法ⅡＢ ⑵
医事法Ⅰ（民事法） ⑵ 消費者法 ⑵

民事手続法 民事執行法Ａ ⑵ 民事執行法Ｂ ⑵
倒産法Ａ ⑵ 倒産法Ｂ ⑵

刑
事
法

刑事政策Ａ ⑵ 刑事政策Ｂ ⑵
少年法Ａ ⑵ 少年法Ｂ ⑵
医事法Ⅱ（刑事法） ⑵

行
政
法
・

行
政
学

行政学Ａ ⑵ 租税法ⅠＡ ⑵ 租税法ⅠＢ ⑵
行政学Ｂ ⑵
地方自治論Ａ ⑵ 地方自治論Ｂ ⑵

社
会
経
済
法

未成年者保護法Ａ ⑵ 知的財産権法Ａ ⑵ 知的財産権法Ｂ ⑵
未成年者保護法Ｂ ⑵ 経済法Ａ ⑵ 経済法Ｂ ⑵

労使関係法・労働市場法Ａ ⑵ 労使関係法・労働市場法Ｂ ⑵
雇用関係法Ａ ⑵ 金融商品取引法Ａ ⑵ 金融商品取引法Ｂ ⑵
雇用関係法Ｂ ⑵ 環境法Ａ ⑵ 環境法Ｂ ⑵

政
治
学

政治学原論Ａ ⑵ 国際関係論Ａ ⑵ 国際関係論Ｂ ⑵
政治学原論Ｂ ⑵ International Relations A ⑵ International Relations B ⑵
Fundamental Concepts of 
International Politics A ⑵

Fundamental Concepts of 
International Politics B ⑵

Fundamental Concepts of 
Peace Studies A ⑵

Fundamental Concepts of 
Peace Studies B ⑵

国
際
法
・
外
国
法

国際法ⅠＡ ⑵ 国際経済法A ⑵ 国際経済法B ⑵
国際法ⅠＢ ⑵ 国際私法Ａ ⑵ 国際私法Ｂ ⑵
英米法Ａ ⑵ アメリカ法 ⑵ フランス法 ⑵
英米法Ｂ ⑵ ドイツ法 ⑵
International Law A ⑵ EU法Ａ ⑵ EU法B ⑵
International Law B ⑵ イスラム法Ａ ⑵ イスラム法B ⑵

アジア法Ａ ⑵ アジア法Ｂ ⑵
外国書講読Ａ ⑵ 外国書講読Ｂ ⑵

関
連
科
目

経済原論Ａ ⑵ 経済原論Ｂ ⑵ 国際経済論Ａ ⑵ 国際経済論Ｂ ⑵
経済政策Ａ ⑵ 経済政策Ｂ ⑵

情報化社会と法 ⑵ 情報リテラシー ⑵
財政学Ａ ⑵ 財政学Ｂ ⑵

特
殊
講
義
等

公務員基礎法 ⑵ 特殊講義ⅠＡ ⑵ 特殊講義ⅠＣ ⑵ 特殊講義ⅠE ⑵
特殊講義ⅠＢ ⑵ 特殊講義ⅠＤ ⑵ 特殊講義ⅠF ⑵
公共政策と法 ⑵ 特殊講義ⅡＡ ⑵ 特殊講義ⅡＢ ⑵

特殊講義ⅡＣ ⑵ 特殊講義ⅡＤ ⑵
総合憲法Ａ ⑵ 総合憲法Ｂ ⑵

演習
科目

法学演習Ａ ⑵ 専門演習ⅠＡ ⑵ 専門演習ⅡＡ ⑵
法学演習Ｂ ⑵ 専門演習ⅠＢ ⑵ 専門演習ⅡＢ ⑵

キャリア関連 キャリアプランニング ⑵ インターンシップ ⑵

学部留学科目 長期留学プログラムⅡ＊（1 ～ 30）

教
科
科
目 

（
卒
業
単
位
外
）

日本史Ａ ⑵ 日本史Ｂ ⑵ 哲学概説Ａ ⑵ 哲学概説Ｂ ⑵
外国史Ａ ⑵ 外国史Ｂ ⑵ 倫理学概説Ａ ⑵ 倫理学概説Ｂ ⑵
地誌学A ⑵ 地誌学B ⑵
自然地理学A ⑵ 自然地理学B ⑵
人文地理学Ａ ⑵ 人文地理学B ⑵

　＊長期留学プログラムⅡ（専門科目）は、長期留学プログラムⅠ（基盤教育）と合計30単位を上限とする。
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②法学部第1部企業法学科教育課程表［基盤教育］
2015年度入学生用
区分 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

基
盤
教
育
28
単
位
以
上

共
通
教
養
科
目（
12
）

哲
学
・
思
想

必修（2） 井上円了と建学の精神 ⑵

選
択
科
目

哲学Ａ ⑵ 哲学Ｂ ⑵ 哲学史Ａ ⑵ 哲学史Ｂ ⑵
倫理学基礎論Ａ ⑵ 倫理学基礎論Ｂ ⑵ 応用倫理学Ａ ⑵ 応用倫理学Ｂ ⑵
科学思想史Ａ ⑵ 科学思想史Ｂ ⑵ 美術史Ａ ⑵ 美術史Ｂ ⑵
音楽学Ａ ⑵ 音楽学Ｂ ⑵ 宗教学ⅠＡ ⑵ 宗教学ⅠＢ ⑵
宗教学ⅡＡ ⑵ 宗教学ⅡＢ ⑵ 地球倫理Ａ ⑵ 地球倫理Ｂ ⑵
地域文化研究ⅠＡ ⑵ 地域文化研究ⅠＢ ⑵ 地域文化研究ⅡＡ ⑵ 地域文化研究ⅡＢ ⑵
地域文化研究ⅢＡ ⑵ 地域文化研究ⅢＢ ⑵ 論理学Ａ ⑵ 論理学Ｂ ⑵

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理Ａ ⑵ 自然の数理Ｂ ⑵ 生活と物理Ａ ⑵ 生活と物理Ｂ ⑵
エネルギーの科学Ａ ⑵ エネルギーの科学Ｂ ⑵ 物質の科学Ａ ⑵ 物質の科学Ｂ ⑵
環境の科学Ａ ⑵ 環境の科学Ｂ ⑵ 地球の科学Ａ ⑵ 地球の科学Ｂ ⑵
生物学Ａ ⑵ 生物学Ｂ ⑵ 天文学Ａ ⑵ 天文学Ｂ ⑵
自然科学概論Ａ ⑵ 自然科学概論Ｂ ⑵ 自然誌Ａ ⑵ 自然誌Ｂ ⑵
物理学実験講義Ａ ⑵ 物理学実験講義Ｂ ⑵ 生物学実験講義Ａ ⑵ 生物学実験講義Ｂ ⑵
化学実験講義Ａ ⑵ 化学実験講義Ｂ ⑵ 地球科学実習講義Ａ ⑵ 地球科学実習講義Ｂ ⑵
数理・情報実習講義Ａ ⑵ 数理・情報実習講義Ｂ ⑵ 天文学実習講義Ａ ⑵ 天文学実習講義Ｂ ⑵
日本事情ⅠＡ（留学生用） ⑵ 日本事情ⅠＢ（留学生用） ⑵

日
本
と
世
界
の
文
化
・
歴
史

国際教育論Ａ ⑵ 国際教育論Ｂ ⑵ 多文化共生論Ａ ⑵ 多文化共生論Ｂ ⑵
百人一首の文化史Ａ ⑵ 百人一首の文化史Ｂ ⑵ 日本の昔話Ａ ⑵ 日本の昔話Ｂ ⑵
日本文学文化と風土Ａ ⑵ 日本文学文化と風土Ｂ ⑵ 日本の詩歌Ａ ⑵ 日本の詩歌Ｂ ⑵
西欧文学Ａ ⑵ 西欧文学Ｂ ⑵ 現代日本文学Ａ ⑵ 現代日本文学Ｂ ⑵
地域史（日本）Ａ ⑵ 地域史（日本）Ｂ ⑵ 地域史（東洋）Ａ ⑵ 地域史（東洋）Ｂ ⑵
地域史（西洋）Ａ ⑵ 地域史（西洋）Ｂ ⑵ 歴史の諸問題Ａ ⑵ 歴史の諸問題Ｂ ⑵
日本事情ⅡＡ（留学生用） ⑵ 日本事情ⅡＢ（留学生用） ⑵

現
代
・
社
会

統計学Ａ ⑵ 統計学Ｂ ⑵ 政治学Ａ ⑵ 政治学Ｂ ⑵
社会学Ａ ⑵ 社会学Ｂ ⑵ 人類学Ａ ⑵ 人類学Ｂ ⑵
地理学Ａ ⑵ 地理学Ｂ ⑵ 国際比較論Ａ ⑵ 国際比較論Ｂ ⑵
心理学Ａ ⑵ 心理学Ｂ ⑵ ミクロ経済学入門 ⑵ ミクロ経済学応用 ⑵
マクロ経済学入門 ⑵ マクロ経済学応用 ⑵ ベーシック・マーケティング ⑵ 流通入門 ⑵
基礎会計学 ⑵ 企業会計 ⑵ 日本事情ⅢＡ（留学生用） ⑵ 日本事情ⅢＢ（留学生用） ⑵

総
合
・
演
習

総合ⅠＡ ⑵ 総合ⅠＢ ⑵ 総合ⅡＡ ⑵ 総合ⅡＢ ⑵
総合ⅢＡ ⑵ 総合ⅢＢ ⑵ 総合ⅣＡ ⑵ 総合ⅣＢ ⑵
総合ⅤＡ ⑵ 総合ⅤＢ ⑵ 総合ⅥＡ ⑵ 総合ⅥＢ ⑵
総合ⅦＡ ⑵ 総合ⅦＢ ⑵ 総合ⅧＡ ⑵ 総合ⅧＢ ⑵
総合ⅨＡ ⑵ 総合ⅨＢ ⑵
全学総合ⅠＡ ⑵ 全学総合ⅠＢ ⑵ 全学総合ⅡＡ ⑵ 全学総合ⅡＢ ⑵

教養演習ⅠA ⑵ 教養演習ⅡA ⑵ 教養演習ⅢA ⑵
教養演習ⅠB ⑵ 教養演習ⅡB ⑵ 教養演習ⅢB ⑵

スポーツと健康
スポーツ健康科学実技ⅠＡ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅠＢ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅡＡ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅡＢ ⑴
スポーツ健康科学実技ⅢＡ ⑴ スポーツ健康科学実技ⅢＢ ⑴ スポーツ健康科学講義Ⅰ ⑵
スポーツ健康科学講義ⅡＡ ⑵ スポーツ健康科学講義ⅡＢ ⑵ スポーツ健康科学演習Ⅰ ⑵

社会人基礎科目
キャリアデベロップメント論A ⑵ キャリアデベロップメント論B ⑵ 公務員論 ⑵
社会人基礎力入門講義 ⑵ 社会人基礎力実践講義 ⑵ 社会貢献活動入門 ⑵
企業家論 ⑵ 企業のしくみ ⑵

文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目（
10
）

必
修（
4
）

英語ⅠＡＡ ⑴

［卒業要件（語学）］
1年次
　必　　修　英語　4科目4単位
　選択必修　英語以外の語学1カ国語
　4科目4単位
	 　計8単位
2年次
　1年次に履修した語学の内1カ国語
　2科目2単位
	 合計10単位

英語ⅠＡＢ ⑴
英語ⅠＢＡ ⑴
英語ⅠＢＢ ⑴

選
択
必
修
科
目（
6
）

ド イ ツ 語ⅠＡＡ⑴
ド イ ツ 語ⅠＡＢ⑴
ド イ ツ 語ⅠＢＡ⑴
ド イ ツ 語ⅠＢＢ⑴
フランス語ⅠＡＡ⑴
フランス語ⅠＡＢ⑴
フランス語ⅠＢＡ⑴
フランス語ⅠＢＢ⑴
中 国 語ⅠＡＡ⑴
中 国 語ⅠＡＢ⑴
中 国 語ⅠＢＡ⑴
中 国 語ⅠＢＢ⑴

1カ国語
4単位
選択必修

英 語ⅡＡ⑴
英 語ⅡＢ⑴
ド イ ツ 語ⅡＡ⑴
ド イ ツ 語ⅡＢ⑴
フランス語ⅡＡ⑴
フランス語ⅡＢ⑴
中 国 語ⅡＡ⑴
中 国 語ⅡＢ⑴

1年次に
履修した
語学のうち
1カ国語
2単位
選択必修

選
択
科
目

英語ⅢＡ ⑴ 英語ⅣＡ ⑴
英語ⅢＢ ⑴ 英語ⅣＢ ⑴

ビジネス・イングリッシュⅠＡ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅡＡ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅢＡ ⑴
ビジネス・イングリッシュⅠＢ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅡＢ ⑴ ビジネス・イングリッシュⅢＢ ⑴
ドイツ語ⅢＡ ⑴ ドイツ語ⅣＡ ⑴ ドイツ語ⅤＡ ⑴
ドイツ語ⅢＢ ⑴ ドイツ語ⅣＢ ⑴ ドイツ語ⅤＢ ⑴
フランス語ⅢＡ ⑴ フランス語ⅣＡ ⑴ フランス語ⅤＡ ⑴
フランス語ⅢＢ ⑴ フランス語ⅣＢ ⑴ フランス語ⅤＢ ⑴
中国語ⅢＡ ⑴ 中国語ⅣＡ ⑴ 中国語ⅤＡ ⑴
中国語ⅢＢ ⑴ 中国語ⅣＢ ⑴ 中国語ⅤＢ ⑴

留
学
生
用

日本語ⅠＡＡ ⑴ 日本語と日本社会Ａ ⑵
日本語ⅠＡＢ ⑴ 日本語と日本社会Ｂ ⑵
日本語ⅠＢＡ ⑴ 日本語と日本文化Ａ ⑵
日本語ⅠＢＢ ⑴ 日本語と日本文化Ｂ ⑵

学部留学科目 短期留学プログラム（1 ～ 4） 長期留学プログラムⅠ＊（1 ～ 30）

留学
支援
科目

英語特別 
教育科目

English for Academic Purposes ⅠA  Listening/Speaking ⑵ English for Academic Purposes ⅠB  Reading/Writing ⑵
English for Academic Purposes ⅡA  Listening/Speaking ⑵ English for Academic Purposes ⅡB  Reading/Writing ⑵
Pre-Study Abroad  College Study Skills ⑴ Pre-Study Abroad  Basic Academic Writing ⑴
Pre-Study Abroad  Academic Essay Writing ⑴

教職科目 社会科教育論 ⑵
　＊長期留学プログラムⅠ（基盤教育）は、長期留学プログラムⅡ（専門科目）と合計30単位を上限とする。
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法学部第1部企業法学科教育課程表［専門科目］
　2015年度入学生用

区分 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

専
門
科
目
72
単
位
以
上

必
修
科
目（
16
）

法学入門 ⑵ 会社法ⅠＡ ⑵
法学基礎演習 ⑵ 会社法ⅠＢ ⑵
憲法Ａ ⑵
憲法Ｂ ⑵
民法Ⅰ（総則）Ａ ⑵
民法Ⅰ（総則）Ｂ ⑵

選
択
必
修
科
目（
36
）

Ａ
群（
24
）

民法Ⅱ（物権）Ａ ⑵ 刑法Ⅱ（各論） ⑵ 経済刑法 ⑵
民法Ⅱ（物権）Ｂ ⑵ 租税法Ⅰ（総論）Ａ ⑵ 租税法Ⅰ（総論）Ｂ ⑵
民法Ⅲ（債権総論）Ａ ⑵ 租税法Ⅱ（各論）Ａ ⑵ 租税法Ⅱ（各論）Ｂ ⑵
民法Ⅲ（債権総論）Ｂ ⑵ 手形法・小切手法 ⑵ 有価証券法 ⑵
商法総則 ⑵ 倒産法Ａ ⑵ 倒産法Ｂ ⑵
商行為法 ⑵ 労使関係法・労働市場法Ａ ⑵ 労使関係法・労働市場法Ｂ ⑵
雇用関係法Ａ ⑵ 知的財産権法Ａ ⑵ 知的財産権法Ｂ ⑵
雇用関係法Ｂ ⑵ 経済法Ａ ⑵ 経済法Ｂ ⑵
社会保障法Ａ ⑵
社会保障法Ｂ ⑵

Ｂ
群（
8
）

経営学総論Ａ ⑵ 経営学総論Ｂ ⑵ 財務諸表論Ａ ⑵ 財務諸表論Ｂ ⑵
簿記Ａ ⑵ 簿記Ｂ ⑵ 税務会計Ａ ⑵ 税務会計Ｂ ⑵
会計学Ａ ⑵ 会計学Ｂ ⑵ 国際経済論Ａ ⑵ 国際経済論Ｂ ⑵
経済原論Ａ ⑵ 経済原論Ｂ ⑵

C
群

（
4
）

情報化社会と法 ⑵ 情報リテラシー ⑵
ビジネス情報処理入門 ⑵

選
択
科
目

基
礎
法

法制史（日本）Ａ ⑵ 法制史（日本）Ｂ ⑵ 法制史（西洋）Ａ ⑵ 法制史（西洋）Ｂ ⑵
法制史（東洋）Ａ ⑵ 法制史（東洋）Ｂ ⑵ 法思想史Ａ ⑵ 法思想史Ｂ ⑵
日本近代憲法史Ａ ⑵ 日本近代憲法史Ｂ ⑵

民
事
法

民法Ⅴ（親族・相続）Ａ ⑵ 民法Ⅳ（債権各論）Ａ ⑵ 民法Ⅳ（債権各論）Ｂ ⑵
民法Ⅴ（親族・相続）Ｂ ⑵ 金融担保法 ⑵ 特殊担保法 ⑵

会社法ⅡＡ ⑵ 会社法ⅡＢ ⑵
保険法Ａ ⑵ 保険法Ｂ ⑵
海商法 ⑵
医事法Ⅰ（民事法） ⑵ 消費者法 ⑵

民事手続法 民事訴訟法Ａ ⑵ 民事訴訟法Ｂ ⑵
民事執行法Ａ ⑵ 民事執行法Ｂ ⑵

刑
事
法

刑法Ⅰ（総論）Ａ ⑵ 刑事訴訟法Ａ ⑵ 刑事訴訟法Ｂ ⑵
刑法Ⅰ（総論）Ｂ ⑵ 少年法Ａ ⑵ 少年法Ｂ ⑵

医事法Ⅱ（刑事法） ⑵
行
政
法
・

行
政
学

行政学Ａ ⑵ 行政法ⅠＡ ⑵ 行政法ⅠＢ ⑵
行政学Ｂ ⑵ 行政法ⅡＡ ⑵ 行政法ⅡＢ ⑵
地方自治論Ａ ⑵ 地方自治論Ｂ ⑵

社
会 

経
済
法

未成年者保護法Ａ ⑵ 環境法Ａ ⑵ 環境法Ｂ ⑵
未成年者保護法Ｂ ⑵ 金融商品取引法Ａ ⑵ 金融商品取引法Ｂ ⑵

国際労働法 ⑵

政
治
学

政治学原論Ａ ⑵ 国際関係論Ａ ⑵ 国際関係論Ｂ ⑵
政治学原論Ｂ ⑵ International Relations A ⑵ International Relations B ⑵
国際政治学Ａ ⑵
国際政治学Ｂ ⑵
Fundamental Concepts of 
International Politics A ⑵

Fundamental Concepts of 
International Politics B ⑵

Fundamental Concepts of 
Peace Studies A ⑵

Fundamental Concepts of 
Peace Studies B ⑵

国
際
法
・
外
国
法

国際法ⅠＡ ⑵ 国際経済法A ⑵ 国際経済法B ⑵
国際法ⅠＢ ⑵ 国際法ⅡＡ ⑵ 国際法ⅡＢ ⑵
英米法Ａ ⑵ 国際私法Ａ ⑵ 国際私法Ｂ ⑵
英米法Ｂ ⑵ アメリカ法 ⑵ フランス法 ⑵
International Law A ⑵ ドイツ法 ⑵
International Law B ⑵ EU法Ａ ⑵ EU法B ⑵

イスラム法Ａ ⑵ イスラム法B ⑵
アジア法Ａ ⑵ アジア法Ｂ ⑵
外国書講読Ａ ⑵ 外国書講読Ｂ ⑵

特
殊
講
義

特殊講義ⅠＡ ⑵ 特殊講義ⅠＣ ⑵ 特殊講義ⅠE ⑵
特殊講義ⅠＢ ⑵ 特殊講義ⅠＤ ⑵ 特殊講義ⅠF ⑵

特殊講義ⅡＡ ⑵ 特殊講義ⅡＢ ⑵
特殊講義ⅡＣ ⑵ 特殊講義ⅡＤ ⑵

演習科目 法学演習Ａ ⑵ 専門演習ⅠＡ ⑵ 専門演習ⅡＡ ⑵
法学演習Ｂ ⑵ 専門演習ⅠＢ ⑵ 専門演習ⅡＢ ⑵

キャリア関連 キャリアプランニング ⑵ インターンシップ ⑵

学部留学科目 長期留学プログラムⅡ＊（1 ～ 30）

教
科
科
目 

（
卒
業
単
位
外
）

日本史Ａ ⑵ 日本史Ｂ ⑵ 哲学概説Ａ ⑵ 哲学概説Ｂ ⑵
外国史Ａ ⑵ 外国史Ｂ ⑵ 倫理学概説Ａ ⑵ 倫理学概説Ｂ ⑵
地誌学A ⑵ 地誌学B ⑵
自然地理学A ⑵ 自然地理学B ⑵
人文地理学Ａ ⑵ 人文地理学B ⑵

　＊長期留学プログラムⅡ（専門科目）は、長期留学プログラムⅠ（基盤教育）と合計30単位を上限とする。
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日本事情ⅠＡ
日本事情ⅠＢ
日本事情ⅡＡ
日本事情ⅡＢ
日本事情ⅢＡ
日本事情ⅢＢ
日本語ⅠＡＡ
日本語ⅠＡＢ
日本語ⅠＢＡ
日本語ⅠＢＢ
日本語と日本社会Ａ
日本語と日本社会Ｂ
日本語と日本文化Ａ
日本語と日本文化Ｂ

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

1～4

1

2

選択

必修

選択

科　目分　　野
〔留学生用科目一覧〕

※文化間コミュニケーション科目の「日本語ⅠＡＡ/ＡＢ」「日本語ⅠＢＡ/ＢＢ」「日本語と日本社会Ａ/Ｂ」「日本語と日本文
化Ａ/Ｂ」は通年履修を原則とするため、春学期に「○○○Ａ」を秋学期に「○○○Ｂ」を履修登録すること。

1年次【8単位】
　　「日本語ⅠＡＡ⑴」「日本語ⅠＡＢ⑴」「日本語ⅠＢＡ⑴」「日本語ⅠＢＢ⑴」
　　「英　語ⅠＡＡ⑴」「英　語ⅠＡＢ⑴」「英　語ⅠＢＡ⑴」「英　語ⅠＢＢ⑴」

必修【8単位】

法律・企業法学科共通

単　位 履修年次 科目区分

共 通 教 養 科 目

文化間コミュニケーション科目

2年次【2単位】
　　「英　　　語ⅡＡ⑴」　「英　　　語ⅡＢ⑴」
　　「ドイ ツ 語ⅡＡ⑴」　「ドイツ語ⅡＢ⑴」
　　「フランス語ⅡＡ⑴」　「フランス語ⅡＢ⑴」
　　「中　国　語ⅡＡ⑴」　「中　国　語ⅡＢ⑴」

母国語以外の1カ国語を選択 【2単位】

（1年次に履修した語学。基本的には必

修科目の英語になるが、1年次にドイツ

語・フランス語・中国語を選択科目と

して履修した場合のみ英語以外の語学

も選択可。ただし、選択については

P.56の＜注意事項＞参照）

③留学生の基盤教育の履修について

　留学生に対して修学目的に即して合理的に教育効果があげられるように、日本と日本語理解の助けとなる「日本事情」「日
本語」等の科目が開設されています。

　なお、文化間コミュニケーション科目の語学履修については次のようになります。

─ 16 ─

　法学部で開講している授業科目は、4年間の学習を系統的に行うため各年次に配置し、
その内容は次のように分かれています。

　2．授業科目

○基盤教育

ａ．共通教養科目

ｂ．スポーツと健康

ｃ．社会人基礎科目

ｄ．文化間コミュニケーション科目

ｅ．学部留学科目

○専門科目

ａ．必修科目

ｂ．選択必修科目

ｃ．選択科目

○法学部内他学科開放科目

○専門開放科目（他学部他学科開放科目）

○留学支援科目（英語特別教育科目）

○教職科目（教職に関する科目および教科に関する科目）

○自由科目

第1部法律学科・企業法学科
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日本事情ⅠＡ
日本事情ⅠＢ
日本事情ⅡＡ
日本事情ⅡＢ
日本事情ⅢＡ
日本事情ⅢＢ
日本語ⅠＡＡ
日本語ⅠＡＢ
日本語ⅠＢＡ
日本語ⅠＢＢ
日本語と日本社会Ａ
日本語と日本社会Ｂ
日本語と日本文化Ａ
日本語と日本文化Ｂ

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

1～4

1

2

選択

必修

選択

科　目分　　野
〔留学生用科目一覧〕

※文化間コミュニケーション科目の「日本語ⅠＡＡ/ＡＢ」「日本語ⅠＢＡ/ＢＢ」「日本語と日本社会Ａ/Ｂ」「日本語と日本文
化Ａ/Ｂ」は通年履修を原則とするため、春学期に「○○○Ａ」を秋学期に「○○○Ｂ」を履修登録すること。

1年次【8単位】
　　「日本語ⅠＡＡ⑴」「日本語ⅠＡＢ⑴」「日本語ⅠＢＡ⑴」「日本語ⅠＢＢ⑴」
　　「英　語ⅠＡＡ⑴」「英　語ⅠＡＢ⑴」「英　語ⅠＢＡ⑴」「英　語ⅠＢＢ⑴」

必修【8単位】

法律・企業法学科共通

単　位 履修年次 科目区分

共 通 教 養 科 目

文化間コミュニケーション科目

2年次【2単位】
　　「英　　　語ⅡＡ⑴」　「英　　　語ⅡＢ⑴」
　　「ド イ ツ 語ⅡＡ⑴」　「ド イ ツ 語ⅡＢ⑴」
　　「フランス語ⅡＡ⑴」　「フランス語ⅡＢ⑴」
　　「中　国　語ⅡＡ⑴」　「中　国　語ⅡＢ⑴」

母国語以外の1カ国語を選択 【2単位】

（1年次に履修した語学。基本的には必

修科目の英語になるが、1年次にドイツ

語・フランス語・中国語を選択科目と

して履修した場合のみ英語以外の語学

も選択可。ただし、選択については

P.56の＜注意事項＞参照）

③留学生の基盤教育の履修について

　留学生に対して修学目的に即して合理的に教育効果があげられるように、日本と日本語理解の助けとなる「日本事情」「日
本語」等の科目が開設されています。

　なお、文化間コミュニケーション科目の語学履修については次のようになります。

─ 16 ─

　法学部で開講している授業科目は、4年間の学習を系統的に行うため各年次に配置し、
その内容は次のように分かれています。

　2．授業科目

○基盤教育

ａ．共通教養科目

ｂ．スポーツと健康

ｃ．社会人基礎科目

ｄ．文化間コミュニケーション科目

ｅ．学部留学科目

○専門科目

ａ．必修科目

ｂ．選択必修科目

ｃ．選択科目

○法学部内他学科開放科目

○専門開放科目（他学部他学科開放科目）

○留学支援科目（英語特別教育科目）

○教職科目（教職に関する科目および教科に関する科目）

○自由科目

第1部法律学科・企業法学科
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　卒業するためには４年以上（8セメスタ以上）在学し、所定の科目の単位数を修得し
なければなりません。各学科の卒業要件は下表のとおりです。

　4年次［第7セメスタ以降］には、卒業単位として認められる科目を各セメスタ2単位以上履
修しなければなりません。

※4年次［第7セメスタ］終了時に卒業必要単位数を修得していても、卒業はできません。

※第8セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第9セメスタ以降終了時に卒業要件を満た
　せば9月に卒業することができます。

　4年次には、卒業必要単位数より多めに履修登録し、卒業時に単位不足にならないように
注意してください。

3．卒業要件
）上以位単421（    

　　［4年次の履修について］

　卒業要件は、基盤教育から28単位以上、専門科目から72単位以上で各条件単位を含
み、合計で124単位以上修得しなければなりません。 4．学期履修単位数

学期履修単位数制限

要　　　件 学期（セメスタ）履修
可能単位数

24単位以内
（再履含）

学科教育課程表（P.46～49）の下記の区分に属する科目
　◯基盤教育
　　　共通教養科目
　　　スポーツと健康
　　　社会人基礎科目
　　　文化間コミュニケーション科目　　
　　　学部留学科目

　◯専門科目
　　　必修・選択必修・選択科目

　◯法学部内他学科開放科目（P.57）

　◯専門開放科目（他学部他学科開放科目）（P.59～61）

　◯留学支援科目（英語特別教育科目）

　◯教職に関する科目（「社会科教育論」）

学科教育課程表（P.46～49）の下記の区分に属する科目
　◯教職科目のうち教職に関する科目
　　「社会科教育論」以外の科目（「教職概論」「教育相談」「教育心理学」等）
　◯教職科目のうち教科に関する科目
「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「外国史Ａ」「外国史Ｂ」
「地誌学Ａ」「地誌学Ｂ」「自然地理学Ａ」「自然地理学Ｂ」
「人文地理学Ａ」「人文地理学Ｂ」「哲学概説Ａ」「哲学概説Ｂ」
「倫理学概説Ａ」「倫理学概説Ｂ」

①卒業に必要な単位として各学期（セメスタ）に履修可能な単位数は、24単位以内です。
②2～4年次には、過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の24単位の枠内で
　履修することができます。
③卒業に必要な単位として認められない科目（上表参照）は、各学期（セメスタ）に履修できる単位数に制限はあり
　ません。
④すでに単位を修得した科目は履修できません。

※◯印科目の履修上の注意点についてはP.54～65参照

　◯自由科目

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
る
科
目

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
科
目

制 

限 

な 

し

第1部法学部の学科教育課程表になく、「第1部法学部内他学科開放科目一覧」
および「専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧」にも存在しない科目で、
担当教員の許可を得て履修する科目。（P.64）
（ただし法学部の学科教育課程表の科目と同一名称、同一内容科目は対象外
とする。）

⑤上級学年に配当されている科目は履修できません（下級学年の配当科目は履修できます。例：3年生が2年次配当科目
を履修すること）。

第1部　〈卒業必要単位数〉
履修区分

科目区分 法律学科 企業法学科
領域 分野

基
盤
教
育

ａ　共通教養科目
必修 2単位

10単位

ｂ　スポーツと健康

ｃ　社会人基礎科目

ｄ　文化間コミュニケーション科目 10単位

ｅ　学部留学科目

〈その他６単位以上をa～ d（e）から選択〉

小　　計…Ⓐ 28単位以上

専
門
科
目

必修 16単位 16単位

選択必修 32単位 36単位

Ａ群	24単位

Ｂ群	 8単位

Ｃ群	 4単位

選択

小　　計…Ⓑ 72単位以上

法 学 部 内 他 学 科 開 放 科 目

専 門 開 放 科 目（ 他 学 部 他 学 科 開 放 科 目 ）

留 学 支 援 科 目（ 英 語 特 別 教 育 科 目 ）

教 職 科 目（ 教 職 に 関 す る 科 目 ） ＊

〈その他24単位以上を、卒業単位として認められる上記科目の中から選択〉…Ⓒ

卒業必要単位数（Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ） 124単位以上

＊教職に関する科目のうち、卒業必要単位数として認められる科目は「社会科教育論」のみです。
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　卒業するためには４年以上（8セメスタ以上）在学し、所定の科目の単位数を修得し
なければなりません。各学科の卒業要件は下表のとおりです。

　4年次［第7セメスタ以降］には、卒業単位として認められる科目を各セメスタ2単位以上履
修しなければなりません。

※4年次［第7セメスタ］終了時に卒業必要単位数を修得していても、卒業はできません。

※第8セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第9セメスタ以降終了時に卒業要件を満た
　せば9月に卒業することができます。

　4年次には、卒業必要単位数より多めに履修登録し、卒業時に単位不足にならないように
注意してください。

3．卒業要件
）上以位単421（    

　　［4年次の履修について］

　卒業要件は、基盤教育から28単位以上、専門科目から72単位以上で各条件単位を含
み、合計で124単位以上修得しなければなりません。 4．学期履修単位数

学期履修単位数制限

要　　　件 学期（セメスタ）履修
可能単位数

24単位以内
（再履含）

学科教育課程表（P.46～49）の下記の区分に属する科目
　◯基盤教育
　　　共通教養科目
　　　スポーツと健康
　　　社会人基礎科目
　　　文化間コミュニケーション科目　　
　　　学部留学科目

　◯専門科目
　　　必修・選択必修・選択科目

　◯法学部内他学科開放科目（P.57）

　◯専門開放科目（他学部他学科開放科目）（P.59～61）

　◯留学支援科目（英語特別教育科目）

　◯教職に関する科目（「社会科教育論」）

学科教育課程表（P.46～49）の下記の区分に属する科目
　◯教職科目のうち教職に関する科目
　　「社会科教育論」以外の科目（「教職概論」「教育相談」「教育心理学」等）
　◯教職科目のうち教科に関する科目
「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「外国史Ａ」「外国史Ｂ」
「地誌学Ａ」「地誌学Ｂ」「自然地理学Ａ」「自然地理学Ｂ」
「人文地理学Ａ」「人文地理学Ｂ」「哲学概説Ａ」「哲学概説Ｂ」
「倫理学概説Ａ」「倫理学概説Ｂ」

①卒業に必要な単位として各学期（セメスタ）に履修可能な単位数は、24単位以内です。
②2～4年次には、過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の24単位の枠内で
　履修することができます。
③卒業に必要な単位として認められない科目（上表参照）は、各学期（セメスタ）に履修できる単位数に制限はあり
　ません。
④すでに単位を修得した科目は履修できません。

※◯印科目の履修上の注意点についてはP.54～65参照

　◯自由科目

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
る
科
目

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
科
目

制 

限 

な 

し

第1部法学部の学科教育課程表になく、「第1部法学部内他学科開放科目一覧」
および「専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧」にも存在しない科目で、
担当教員の許可を得て履修する科目。（P.64）
（ただし法学部の学科教育課程表の科目と同一名称、同一内容科目は対象外
とする。）

⑤上級学年に配当されている科目は履修できません（下級学年の配当科目は履修できます。例：3年生が2年次配当科目
を履修すること）。
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基盤教育

1年次

2年次

英語ⅠＡＡ〈春〉
英語ⅠＡＢ〈秋〉
英語ⅠＢＡ〈春〉
英語ⅠＢＢ〈秋〉

入学時選択
事前登録科目
（〈春〉科目は4月、
　〈秋〉科目は9月に
　事前登録）

1年次10月頃希望調査
事前登録科目
（〈春〉科目は4月、
　〈秋〉科目は9月に
　事前登録）

◯◯語ⅠＡＡ〈春〉
◯◯語ⅠＡＢ〈秋〉
◯◯語ⅠＢＡ〈春〉
◯◯語ⅠＢＢ〈秋〉

1
1
1
1

1
1
1
1

区分

必

修

選
択
必
修

備　考単位数

＊28単位を超えて修得した単位も卒業単位として認められます。

　なお、学部留学科目については、該当者のみが対象となります。（P.56参照）

【必修・選択必修】必ず単位修得しなければならない第1・2外国語。
両学科共通

共 通 教 養 科 目

文化間コミュニケーション科目

ス ポ ー ツ と 健 康
社 会 人 基 礎 科 目

学 部 留 学 科 目

12単位必修　※

10単位必修

合計28単位以上修得が必要

◯◯語ⅡＡ〈春〉
◯◯語ⅡＢ〈秋〉

1
1

区分

選
択
必
修

備　考単位数1年次選択した語学の中から1ヵ国語
選択。2単位必修

5．基盤教育
）上以位単82（

 各科目の履修上の注意
［共通教養科目、スポーツと健
　康、社会人基礎科目］

文化間コミュニケーション
科目

①スポーツと健康の授業は、主に東洋大学総合スポーツセンター（板橋区清水町）で開講さ
れます。スポーツと健康の履修方法・開講地については、履修関係資料、学内掲示等を参
照してください。
②「スポーツ健康科学実技」および「スポーツ健康科学演習」の各コースの受講者数は人数
調整が必要になる場合があるため、詳細については『履修登録のしおり・授業時間割
表』、学内掲示を参照してください。

※共通教養科目12単位には、哲学・思想分野の必修科目「井上円了と建学の精神⑵」を含む
ものとする。

共通教養科目等の履修については、抽選になる場合があります。詳細は、『履修登録のし
おり・授業時間割表』を熟読してください。

英語4単位必修。ドイツ語・フランス
語・中国語から1ヵ国語4単位必修

法学部では、教育目標にもあるとおり語学教育を重視しています。
これに伴い選択した語学以外にも興味がある語学を更に履修することができます。

①1年次：必修科目（英語）+選択必修科目（入学時に選択した語学）として選択した
語学以外にもう1カ国語を履修登録期間に履修登録することができます（卒業に必
要な単位として認められます）。

（例）1年次に英語（必修科目）・ドイツ語（選択必修：入学時に選択した科目）を履修し、
なおかつフランス語も勉強したい場合は、フランス語も履修登録期間に履修登
録することができます。

（必修） ）録登修履に・9月4の次年1：択選（   ）目科たし択選に時学入：修必択選（

②2年次：必修科目として選択した語学以外に1年次に履修した語学も履修したい場合
は、2年次の履修登録期間に履修登録することができます（卒業に必要な単位とし
て認められます）。　　

（例）1年次に英語・ドイツ語を選択し、選択調査で「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目と
して選択したが、引き続きドイツ語も学習したいという希望があれば、「ドイ
ツ語ⅡＡ/Ｂ」も選択科目として履修できます（フランス語、ドイツ語、中国
語を必修科目として選択した場合も同様）。

）修必（ 択選（ ：2年次の4・9月に履修登録）
英語ⅡA/B

・複数の語学科目の履修方法
　について

両学科共通

英語ⅠA/B ドイツ語ⅠA/B フランス語ⅠA/B＋

ドイツ語ⅡA/B＋

＋

（例2）初習外国語（ドイツ語、フランス語、中国語）を重点的に勉強するパターン
「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目として選択し、「ドイツ語ⅡＡ/Ｂ」「ドイツ語Ⅲ
Ａ/Ｂ」を選択科目として履修（英語週1時間、ドイツ語週2時間）。
　（必修） （選択：2年次の4・9月に履修登録）
英語ⅡA/B　＋　ドイツ語ⅡA/Ｂ　＋　ドイツ語ⅢA/B

　（必修）
英語ⅡA/B　＋　ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ　＋　ドイツ語ⅡA/Ｂ　＋　ドイツ語ⅢA/B

英語ⅡA/B　 ＋　ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ

（選択：2年次の4・9月に履修登録）

（必修） （選択：2年次の4・9月に履修登録）

③2年次：さらに外国語を勉強したい場合、「ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ」「ド
イツ語ⅢＡ/Ｂ」「フランス語ⅢＡ/Ｂ」「中国語ⅢＡ/Ｂ」を2年次の履修登録期間に
履修登録できます（卒業に必要な単位として認められます）。

（例1）英語を重点的に勉強するパターン
「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目として選択し、「ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ」
を選択科目として履修（英語週2時間）。

（例3）英語、初習外国語ともに重点的に勉強するパターン
「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目として選択し、「ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ」
「ドイツ語ⅡＡ/Ｂ」「ドイツ語ⅢＡ/Ｂ」を選択科目として履修（英語、ドイツ
語ともに週2時間）。
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基盤教育

1年次

2年次

英語ⅠＡＡ〈春〉
英語ⅠＡＢ〈秋〉
英語ⅠＢＡ〈春〉
英語ⅠＢＢ〈秋〉

入学時選択
事前登録科目
（〈春〉科目は4月、
　〈秋〉科目は9月に
　事前登録）

1年次10月頃希望調査
事前登録科目
（〈春〉科目は4月、
　〈秋〉科目は9月に
　事前登録）

◯◯語ⅠＡＡ〈春〉
◯◯語ⅠＡＢ〈秋〉
◯◯語ⅠＢＡ〈春〉
◯◯語ⅠＢＢ〈秋〉

1
1
1
1

1
1
1
1

区分

必

修

選
択
必
修

備　考単位数

＊28単位を超えて修得した単位も卒業単位として認められます。

　なお、学部留学科目については、該当者のみが対象となります。（P.56参照）

【必修・選択必修】必ず単位修得しなければならない第1・2外国語。
両学科共通

共 通 教 養 科 目

文化間コミュニケーション科目

ス ポ ー ツ と 健 康
社 会 人 基 礎 科 目

学 部 留 学 科 目

12単位必修　※

10単位必修

合計28単位以上修得が必要

◯◯語ⅡＡ〈春〉
◯◯語ⅡＢ〈秋〉

1
1

区分

選
択
必
修

備　考単位数1年次選択した語学の中から1ヵ国語
選択。2単位必修

5．基盤教育
）上以位単82（

 各科目の履修上の注意
［共通教養科目、スポーツと健
　康、社会人基礎科目］

文化間コミュニケーション
科目

①スポーツと健康の授業は、主に東洋大学総合スポーツセンター（板橋区清水町）で開講さ
れます。スポーツと健康の履修方法・開講地については、履修関係資料、学内掲示等を参
照してください。
②「スポーツ健康科学実技」および「スポーツ健康科学演習」の各コースの受講者数は人数
調整が必要になる場合があるため、詳細については『履修登録のしおり・授業時間割
表』、学内掲示を参照してください。

※共通教養科目12単位には、哲学・思想分野の必修科目「井上円了と建学の精神⑵」を含む
ものとする。

共通教養科目等の履修については、抽選になる場合があります。詳細は、『履修登録のし
おり・授業時間割表』を熟読してください。

英語4単位必修。ドイツ語・フランス
語・中国語から1ヵ国語4単位必修

法学部では、教育目標にもあるとおり語学教育を重視しています。
これに伴い選択した語学以外にも興味がある語学を更に履修することができます。

①1年次：必修科目（英語）+選択必修科目（入学時に選択した語学）として選択した
語学以外にもう1カ国語を履修登録期間に履修登録することができます（卒業に必
要な単位として認められます）。

（例）1年次に英語（必修科目）・ドイツ語（選択必修：入学時に選択した科目）を履修し、
なおかつフランス語も勉強したい場合は、フランス語も履修登録期間に履修登
録することができます。

（必修） ）録登修履に・9月4の次年1：択選（   ）目科たし択選に時学入：修必択選（

②2年次：必修科目として選択した語学以外に1年次に履修した語学も履修したい場合
は、2年次の履修登録期間に履修登録することができます（卒業に必要な単位とし
て認められます）。　　

（例）1年次に英語・ドイツ語を選択し、選択調査で「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目と
して選択したが、引き続きドイツ語も学習したいという希望があれば、「ドイ
ツ語ⅡＡ/Ｂ」も選択科目として履修できます（フランス語、ドイツ語、中国
語を必修科目として選択した場合も同様）。

）修必（ 択選（ ：2年次の4・9月に履修登録）
英語ⅡA/B

・複数の語学科目の履修方法
　について

両学科共通

英語ⅠA/B ドイツ語ⅠA/B フランス語ⅠA/B＋

ドイツ語ⅡA/B＋

＋

（例2）初習外国語（ドイツ語、フランス語、中国語）を重点的に勉強するパターン
「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目として選択し、「ドイツ語ⅡＡ/Ｂ」「ドイツ語Ⅲ
Ａ/Ｂ」を選択科目として履修（英語週1時間、ドイツ語週2時間）。
　（必修） （選択：2年次の4・9月に履修登録）
英語ⅡA/B　＋　ドイツ語ⅡA/Ｂ　＋　ドイツ語ⅢA/B

　（必修）
英語ⅡA/B　＋　ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ　＋　ドイツ語ⅡA/Ｂ　＋　ドイツ語ⅢA/B

英語ⅡA/B　 ＋　ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ

（選択：2年次の4・9月に履修登録）

（必修） （選択：2年次の4・9月に履修登録）

③2年次：さらに外国語を勉強したい場合、「ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ」「ド
イツ語ⅢＡ/Ｂ」「フランス語ⅢＡ/Ｂ」「中国語ⅢＡ/Ｂ」を2年次の履修登録期間に
履修登録できます（卒業に必要な単位として認められます）。

（例1）英語を重点的に勉強するパターン
「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目として選択し、「ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ」
を選択科目として履修（英語週2時間）。

（例3）英語、初習外国語ともに重点的に勉強するパターン
「英語ⅡＡ/Ｂ」を必修科目として選択し、「ビジネス・イングリッシュⅠＡ/Ｂ」
「ドイツ語ⅡＡ/Ｂ」「ドイツ語ⅢＡ/Ｂ」を選択科目として履修（英語、ドイツ
語ともに週2時間）。
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①本学では現在、「東洋大学語学セミナー（英語）」を実施しています。このセミナーに参
加し単位認定要件を満たすことにより学部留学科目の単位認定します。（単位認定ま
での流れについてはP.125参照）
②2013年より、「法学部独自の海外語学研修（イギリス）」を、2014年より「法学部独
自の海外語学研修（ドイツ）」を実施しています。この研修に参加し単位認定要件を
満たすことにより学部留学科目の単位を認定します。詳細は、P.132～135および掲示
板でお知らせします。

注）国際センター実施の語学セミナー（英語圏）と本学部独自の海外語学研修（英語
圏）両方に参加し単位認定要件を満たした場合、どちらか2単位のみを認定します。
また、4年間で認定できる短期留学プログラムの合計単位は各語学2単位、計4単
位になります。英語圏、ドイツ語圏、中国語圏の3箇所に参加しても上限単位は合
計4単位までになりますので、注意してください。

③1年次に選択科目として履修した3ヵ国語目の語学を2年次の語学選択とすることも可能です。
ただし、ⅠＡＡ/ⅠＡＢ、ⅠＢＡ/ⅠＢＢを履修している場合に限ります。

④1・2年次に選択必修で開講されている科目については、事前にクラス分けがされています。
選択科目として履修する場合、第1回の授業で担当教員の受講許可が必要です。なお、受
講者を制限するため、履修できない場合があります。

②2年次の語学選択で1度申請した科目の変更はできません。

⑥外国語科目は、1年～4年まで4年間を通して学習できるよう配置してあります。希望者は履修
することが可能です。

　交換留学制度等を利用し留学した場合、所属学科の教育課程表に照らし、留学先大学
の履修単位を認定することができます。ただし、全ての科目が認定されるとは限りません。
（P.130参照）

・注意事項

　［学部留学科目］
・短期留学プログラム

・長期留学プログラム

セミナー・研修別
英語セミナー／法学部海外語学研修（イギリス）

中国語セミナー
短期留学プログラム（英語）
短期留学プログラム（中国語）

法学部海外語学研修（ドイツ） 短期留学プログラム（ドイツ語）

単位認定対象科目
（単位認定対象科目）

①2年次の語学選択希望調査を提出しなかった場合、次年度の語学が履修できなくなります。

⑤英語ⅡＡ/Ｂを選択科目で履修する場合、習熟度別クラス編成がされていますので、どのクラ
スに入れるかは、TOEICの点数により担当教員が判断します。必ず前年度実施のTOEICを受
験しスコアを教務課窓口に提示してください。

＊各学科に設定されている必要単位数を修得し合計で 72 単位以上修得しなけ
ん。なお、

ればなりませ
72単位を超えて修得した単位数も卒業単位として認められます。

区分 科目の意味

必修科目

選択必修科目

選択科目

必ず単位修得しなければならない科目

6．専門科目
）上以位単27（

各群ごとに必要単位数が決められており、その単位数以上に単
位修得しなければならない科目
各自の希望により選択し、卒業要件の必要単位数以上に単位
修得しなければならない科目

（語学セミナー、法学部海
外語学研修参加による単
位認定）

　専門科目履修上の注意

・法学演習Ａ /Ｂ、専門演習Ⅰ
Ａ /Ｂ、専門演習ⅡＡ /Ｂ

7．法学部内他学科
     開放科目

第1部　法学部内他学科開放
科目一覧

※ただし、履修できない学年もあります。
※学期（セメスタ）履修単位に算入されます。
※修得した単位は、専門開放科目（他学部他学科開放科目）の枠に算入し、卒業単位に
　含まれます。

① 法学部の専門科目はほとんどが◯◯◯Ａ（春）、◯◯◯Ｂ（秋）に分かれていますが、 
Ａ（春）・Ｂ（秋）を両方受講することで授業内容をより深く理解できます。春学期に
◯◯◯Ａを秋学期に◯◯◯Ｂをそれぞれ履修するよう心がけてください。

② 専門科目（必修以外）の履修についても受講者が多数の場合、抽選を行うことがありま
す。

　選抜試験等により受講者制限を行うコースが多いので、詳細については学内掲示で確認
してください。

　法学部では、法学部内他学科開放科目を設けています。単位修得した科目は各学期
（セメスタ）1科目2単位以内、かつ卒業までに合計12単位以内を条件として卒業単位
として認められます。

・法律学科の学生が履修できます。

年
1年次 2年次 3年次 4年次

学科

企業法学科
開講科目

有価証券法

特殊担保法
国際法ⅡB ⑵

保険法B ⑵
経済刑法 ⑵
金融担保法 ⑵

⑵

⑵
国際労働法 ⑵

国際法ⅡA ⑵

社会保障法Ａ ⑵
社会保障法Ｂ 
国際政治学A
国際政治学Ｂ 

⑵
⑵
⑵

ビジネス情報処理入門⑵

・企業法学科の学生が履修できます。

1年次 2年次 3年次 4年次
年

学科

法律学科
開講科目

法社会学Ｂ ⑵法社会学Ａ ⑵
手形法・小切手法Ｂ ⑵
総合憲法A ⑵ 総合憲法Ｂ ⑵
財政学B ⑵

法哲学Ｂ ⑵
公共政策と法 ⑵

財政学A ⑵

法哲学Ａ ⑵
公務員基礎法 ⑵
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①本学では現在、「東洋大学語学セミナー（英語）」を実施しています。このセミナーに参
加し単位認定要件を満たすことにより学部留学科目の単位認定します。（単位認定ま
での流れについてはP.125参照）
②2013年より、「法学部独自の海外語学研修（イギリス）」を、2014年より「法学部独
自の海外語学研修（ドイツ）」を実施しています。この研修に参加し単位認定要件を
満たすことにより学部留学科目の単位を認定します。詳細は、P.132～135および掲示
板でお知らせします。

注）国際センター実施の語学セミナー（英語圏）と本学部独自の海外語学研修（英語
圏）両方に参加し単位認定要件を満たした場合、どちらか2単位のみを認定します。
また、4年間で認定できる短期留学プログラムの合計単位は各語学2単位、計4単
位になります。英語圏、ドイツ語圏、中国語圏の3箇所に参加しても上限単位は合
計4単位までになりますので、注意してください。

③1年次に選択科目として履修した3ヵ国語目の語学を2年次の語学選択とすることも可能です。
ただし、ⅠＡＡ/ⅠＡＢ、ⅠＢＡ/ⅠＢＢを履修している場合に限ります。

④1・2年次に選択必修で開講されている科目については、事前にクラス分けがされています。
選択科目として履修する場合、第1回の授業で担当教員の受講許可が必要です。なお、受
講者を制限するため、履修できない場合があります。

②2年次の語学選択で1度申請した科目の変更はできません。

⑥外国語科目は、1年～4年まで4年間を通して学習できるよう配置してあります。希望者は履修
することが可能です。

　交換留学制度等を利用し留学した場合、所属学科の教育課程表に照らし、留学先大学
の履修単位を認定することができます。ただし、全ての科目が認定されるとは限りません。
（P.130参照）

・注意事項

　［学部留学科目］
・短期留学プログラム

・長期留学プログラム

セミナー・研修別
英語セミナー／法学部海外語学研修（イギリス）

中国語セミナー
短期留学プログラム（英語）
短期留学プログラム（中国語）

法学部海外語学研修（ドイツ） 短期留学プログラム（ドイツ語）

単位認定対象科目
（単位認定対象科目）

①2年次の語学選択希望調査を提出しなかった場合、次年度の語学が履修できなくなります。

⑤英語ⅡＡ/Ｂを選択科目で履修する場合、習熟度別クラス編成がされていますので、どのクラ
スに入れるかは、TOEICの点数により担当教員が判断します。必ず前年度実施のTOEICを受
験しスコアを教務課窓口に提示してください。

＊各学科に設定されている必要単位数を修得し合計で 72 単位以上修得しなけ
ん。なお、

ればなりませ
72単位を超えて修得した単位数も卒業単位として認められます。

区分 科目の意味

必修科目

選択必修科目

選択科目

必ず単位修得しなければならない科目

6．専門科目
）上以位単27（

各群ごとに必要単位数が決められており、その単位数以上に単
位修得しなければならない科目
各自の希望により選択し、卒業要件の必要単位数以上に単位
修得しなければならない科目

（語学セミナー、法学部海
外語学研修参加による単
位認定）

　専門科目履修上の注意

・法学演習Ａ /Ｂ、専門演習Ⅰ
Ａ /Ｂ、専門演習ⅡＡ /Ｂ

7．法学部内他学科
     開放科目

第1部　法学部内他学科開放
科目一覧

※ただし、履修できない学年もあります。
※学期（セメスタ）履修単位に算入されます。
※修得した単位は、専門開放科目（他学部他学科開放科目）の枠に算入し、卒業単位に
　含まれます。

① 法学部の専門科目はほとんどが◯◯◯Ａ（春）、◯◯◯Ｂ（秋）に分かれていますが、 
Ａ（春）・Ｂ（秋）を両方受講することで授業内容をより深く理解できます。春学期に
◯◯◯Ａを秋学期に◯◯◯Ｂをそれぞれ履修するよう心がけてください。

② 専門科目（必修以外）の履修についても受講者が多数の場合、抽選を行うことがありま
す。

　選抜試験等により受講者制限を行うコースが多いので、詳細については学内掲示で確認
してください。

　法学部では、法学部内他学科開放科目を設けています。単位修得した科目は各学期
（セメスタ）1科目2単位以内、かつ卒業までに合計12単位以内を条件として卒業単位
として認められます。

・法律学科の学生が履修できます。

年
1年次 2年次 3年次 4年次

学科

企業法学科
開講科目

有価証券法

特殊担保法
国際法ⅡB ⑵

保険法B ⑵
経済刑法 ⑵
金融担保法 ⑵

⑵

⑵
国際労働法 ⑵

国際法ⅡA ⑵

社会保障法Ａ ⑵
社会保障法Ｂ 
国際政治学A
国際政治学Ｂ 

⑵
⑵
⑵

ビジネス情報処理入門⑵

・企業法学科の学生が履修できます。

1年次 2年次 3年次 4年次
年

学科

法律学科
開講科目

法社会学Ｂ ⑵法社会学Ａ ⑵
手形法・小切手法Ｂ ⑵
総合憲法A ⑵ 総合憲法Ｂ ⑵
財政学B ⑵

法哲学Ｂ ⑵
公共政策と法 ⑵

財政学A ⑵

法哲学Ａ ⑵
公務員基礎法 ⑵
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8．専門開放科目
（他学部他学科
開放科目）

　法学部では、基盤教育と専門科目以外に専門開放科目（他学部他学科開放科目）を
設けています。この科目は、卒業に必要な科目ではありませんが、単位修得した科目
はすべて卒業単位として認められます。
　他学部他学科開放科目は、各学科・コースにより専門科目と併せて学習すること
で、専門性が高まり、資格試験に役立つ科目もあります。P.59～61または下記を参照
し、興味のある科目があれば受講してください。

〔参考：例〕

○企業法学科

【経済学部　他学部開放科目】

日本経済論 現代産業論

【経営学部　他学部開放科目】

経営監査論 会計監査論 経営財務論 投資決定論 意思決定論

コーポレートガバナンス論 コンプライアンス経営論 経営分析論 企業評価論

○公務員試験関係科目

【経済学部　他学部開放科目】

社会政策

※科目名のＡ／Ｂ表記は省略
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8．専門開放科目
（他学部他学科
開放科目）

　法学部では、基盤教育と専門科目以外に専門開放科目（他学部他学科開放科目）を
設けています。この科目は、卒業に必要な科目ではありませんが、単位修得した科目
はすべて卒業単位として認められます。
　他学部他学科開放科目は、各学科・コースにより専門科目と併せて学習すること
で、専門性が高まり、資格試験に役立つ科目もあります。P.59～61または下記を参照
し、興味のある科目があれば受講してください。

配当学年
学部／学科 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年

文
学
部

日本文学文化学科 比較文学文化概説Ａ（2）比較文学文化概説Ｂ（2）

古代日本文学史Ａ（2） 近現代日本文学史Ａ（2）近世日本文学史Ａ（2）

古代日本文学史Ｂ（2） 近現代日本文学史Ｂ（2）近世日本文学史Ｂ（2）

中世日本文学史Ａ（2）

中世日本文学史Ｂ（2）

英語圏文学文化と日本Ａ（2）フランス語圏文学文化と日本Ａ（2）日本の伝統行事Ａ（2） 日本の美術Ａ（2）

英語圏文学文化と日本Ｂ（2）フランス語圏文学文化と日本Ｂ（2）日本の伝統行事Ｂ（2） 日本の美術Ｂ（2）

ドイツ語圏文学文化と日本Ａ（2）中国文学文化と日本Ａ（2）

ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ（2）中国文学文化と日本Ｂ（2）

万葉文化論Ａ（2） 江戸文化論Ａ（2） 日本民俗学Ａ（2）

万葉文化論Ｂ（2） 江戸文化論Ｂ（2） 日本民俗学Ｂ（2）

王朝文化論Ａ（2） 近現代文化論Ａ（2）

王朝文化論Ｂ（2） 近現代文化論Ｂ（2）

室町文化論Ａ（2） 日本の古典籍Ａ（2）

室町文化論Ｂ（2） 日本の古典籍Ｂ（2）

教育学科 生涯学習概論Ⅰ（2） 特別支援教育概論Ⅰ（2）

生涯学習概論Ⅱ（2） 特別支援教育概論Ⅱ（2）

比較政策論（2） 比較社会論（2） 家庭教育論（2） 社会教育計画論Ⅰ（2）

社会文化史（日本）（2） アメリカ思想史（2） 社会教育課題研究Ⅰ（2）社会教育計画論Ⅱ（2）

社会文化史（西洋）（2） 女性問題と学習（2） 社会教育課題研究Ⅱ（2）情報化と社会教育（2）

英語コミュニケーション学科 Special	Lecture	Ⅰ	⑵ Special	Lecture	Ⅱ	⑵ Special	Lecture	Ⅲ	⑵ Special	Lecture	Ⅳ	⑵
（特別講義Ⅰ） （特別講義Ⅱ） （特別講義Ⅲ） （特別講義Ⅳ）
比較文化論Ａ⑵ 比較文化論Ｂ⑵

　開講時間割については、それぞれの学部の授業時間割表およびToyoNet-Gで確認してください。またToyoNet-Gでは、
シラバス（講義要項）も確認できます。

専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧（第1部）［文学部］
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専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧（第1部）［経済・経営・社会学部］

1学年

経
済
学
部

経
営
学
部

社
会
学
部

2学年 3学年 4学年

国際地域研究（アジア）Ａ ⑵

国際地域研究（アジア）Ｂ ⑵

国際地域研究（アメリカ）Ａ ⑵

国際地域研究（アメリカ）Ｂ ⑵

国際地域研究（ヨーロッパ）Ａ ⑵

国際地域研究（ヨーロッパ）Ｂ ⑵

国際地域研究（中国）Ａ ⑵

国際地域研究（中国）Ｂ ⑵

市民社会と国家 ⑵

金融論 ⑵

金融システム論 ⑵

ファイナンス論 ⑵

社会統計学 ⑵

メディアコミュニケーション学概論Ａ ⑵

メディアコミュニケーション学概論Ｂ ⑵

社会心理学概論Ａ ⑵

社会福祉発達史Ａ ⑵

経済学科

国際経済学科

総合政策学科

経営学科

マーケティング学科

会計ファイナンス学科

社会学科

社会文化システム学科

メディアコミュニケーション学科

社会心理学科

社会福祉学科

経済哲学Ａ ⑵

経済哲学Ｂ ⑵

現代産業論Ａ ⑵

現代産業論Ｂ ⑵

人口経済学Ａ ⑵

人口経済学Ｂ ⑵

多国籍企業論Ａ ⑵

多国籍企業論Ｂ ⑵

日本経済論Ａ ⑵

日本経済論Ｂ ⑵

国際経済システム論Ａ ⑵

国際経済システム論Ｂ ⑵

教育・家族・雇用システム ⑵

社会政策Ａ ⑵

社会政策Ｂ ⑵

公民連携と地域政策 ⑵

生き方と働き方の経済 ⑵

経営財務論 ⑵

投資決定論 ⑵

国際経営基礎論 ⑵

広告論 ⑵

現代の広告 ⑵

チェーンストア経営論 ⑵

経営監査論 ⑵

会計監査論 ⑵

国際社会学 ⑵

日本社会文化論Ａ ⑵

日本社会文化論Ｂ ⑵

マス・コミュニケーション概論Ａ ⑵

マス・コミュニケーション概論Ｂ ⑵

社会心理学概論Ｂ ⑵

産業組織心理学 ⑵

社会福祉発達史Ｂ ⑵

社会保障論Ａ ⑵

社会保障論Ｂ ⑵

政治経済学Ａ ⑵

政治経済学Ｂ ⑵

医療経済学Ａ ⑵

医療経済学Ｂ ⑵

国際貿易論Ａ ⑵

国際貿易論Ｂ ⑵

国際金融論Ａ ⑵

国際金融論Ｂ ⑵

企業の発展と社会Ａ ⑵

企業の発展と社会Ｂ ⑵

地球環境保全の理論・制度・政策 ⑵

現代の産業政策 ⑵

廃棄物政策 ⑵

国際経営論 ⑵

意思決定論 ⑵

公共経営論 ⑵

マーチャンダイジング論 ⑵

サービス・マーケティング論 ⑵

リレーションシップ・マーケティング ⑵

経営分析論 ⑵

証券投資論 ⑵

自然環境論講義 ⑵

犯罪社会学Ａ ⑵

犯罪社会学Ｂ ⑵

情報学基礎論Ａ ⑵

情報学基礎論Ｂ ⑵

ストレスと健康の科学 ⑵

環境心理学 ⑵

公的扶助論 ⑵

地域福祉論 ⑵

現代中小企業論Ａ ⑵

現代中小企業論Ｂ ⑵

経済発展論Ａ ⑵

経済発展論Ｂ ⑵

世界の食料・農業経済Ａ ⑵

世界の食料・農業経済Ｂ ⑵

開発経済論Ａ ⑵

開発経済論Ｂ ⑵

地球温暖化防止の制度と政策 ⑵

環境の制度と政策 ⑵

雇用・労働政策 ⑵

企業評価論 ⑵

コ－ポレートガバナンス論 ⑵

コンプライアンス経営論 ⑵

ファッション・マーケティング論 ⑵

現代のファッション・マーケティング ⑵

人口居住論講義 ⑵

学部／学科
配当学年

専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧（第1部）［国際地域学部］

第　1　学　年

国
際
地
域
学
部

第　2　学　年 第　3　学　年 第　4　学　年

地域と生活 ⑵

日本の文化と社会 ⑵

観光の歴史 ⑵

キャリアデザイン ⑵

アジアの地誌と文化 ⑵

国際協力論 ⑵

地域システム論 ⑵

社会システム哲学 ⑵

アジア・太平洋地域論 ⑵

映像社会学 ⑵

国際リビング事情 ⑵

アジアの都市と交通 ⑵

地域行政サービス ⑵

外国語で学ぶ専門科目Ⅰ ⑵ 

外国語で学ぶ専門科目Ⅱ ⑵

国際環境計画入門 ⑵

エネルギー資源・環境管理 ⑵

環境システム論 ⑵

国際エネルギー資源論 ⑵

歴史と観光 ⑵

ホスピタリティ論 ⑵

観光マーケティング ⑵

 

一般教養

国際地域学科

国際観光学科

旅と言語 ⑵

世界の文化と社会 ⑵

都市論 ⑵

科学技術論 ⑵

日本の地誌と文化 ⑵

文化人類学 ⑵

都市地理学 ⑵

社会基盤論 ⑵

地域産業論Ⅰ ⑵

経済協力論 ⑵

地域と国際交流 ⑵

開発とＮＧＯ ⑵

商品開発論 ⑵

地域データ分析Ⅱ ⑵

アジア経済論 ⑵

地域経済学Ⅰ ⑵

都市計画 ⑵

福祉経済論 ⑵

地域計画 ⑵

環境管理適正技術論 ⑵

環境産業論 ⑵

都市環境論 ⑵

情報マネジメントⅡ ⑵

西洋美術史 ⑵

環太平洋ツーリズム論 ⑵

欧州ツーリズム論 ⑵

コンベンション論 ⑵

セレモニー経営論 ⑵

食品衛生論 ⑵

顧客マネジメント ⑵

余暇・レクリエーション論 ⑵

環日本海観光文化論 ⑵

観光行動論 ⑵

環境法規・政策論 ⑵

観光調査・予測理論 ⑵

観光経済学 ⑵

経営コンサルタント論 ⑵

言語と文化Ａ ⑵

ヨーロッパの歴史と文化 ⑵

日本の近代化 ⑵

情報社会論 ⑵

ヨーロッパの地誌と文化Ａ ⑵

社会システム論Ⅰ ⑵

地域データ分析Ⅰ ⑵

現代社会論 ⑵

プロジェクト実施・評価 ⑵

国際技術移転 ⑵

地域産業論Ⅱ ⑵

経済地理学 ⑵

社会システム論Ⅱ ⑵

地域経済学Ⅱ ⑵

土地・住宅政策 ⑵

地域金融論 ⑵

水辺と環境 ⑵

水と国土 ⑵

資源管理計画 ⑵

情報計画法 ⑵

観光行政・政策論 ⑵

レストラン経営論 ⑵

店舗設計・管理論 ⑵

イベント企画論 ⑵

地理情報システム ⑵

地域財政と観光 ⑵

言語と文化Ｂ ⑵

歴史と郷土文化 ⑵

日本外交史 ⑵

技術と産業の社会史 ⑵

ヨーロッパの地誌と文化Ｂ ⑵

農村地域開発論 ⑵

国際食糧問題論 ⑵

コミュニティ開発論 ⑵

外国地誌 ⑵

安全と危機管理 ⑵

まちづくり手法論 ⑵

社会基盤計画・政策 ⑵

国土利用と法律 ⑵

科学技術倫理 ⑵

情報マネジメントⅠ ⑵

北米ツーリズム論 ⑵

ホテル開発論 ⑵

エコツーリズム ⑵

テーマパーク論 ⑵

観光行動モデル ⑵

国際観光情報論 ⑵

学部／学科
配当学年配当学年

学部／学科 第 1学年 第 2学年 第 3学年 第 4学年

経
済
学
部

経済学科 経済哲学Ａ	（2） 医療経済学Ａ（2）
経済哲学Ｂ（2） 医療経済学Ｂ（2）
人口経済学Ａ（2） 政治経済学Ａ（2）
人口経済学Ｂ（2） 政治経済学Ｂ（2）

現代中小企業論Ａ（2）
現代中小企業論Ｂ（2）

国際経済学科 ヨーロッパ経済論Ａ（2）
ヨーロッパ経済論Ｂ（2）

国際貿易論Ａ（2） 世界の食料・資源経済Ａ（2）
国際貿易論Ｂ（2） 世界の食料・資源経済Ｂ（2）
国際金融論Ａ（2） 経済発展論Ａ（2）
国際金融論Ｂ（2） 経済発展論Ｂ（2）
日本経済論Ａ（2） 西欧経済史Ａ（2）
日本経済論Ｂ（2） 西欧経済史Ｂ（2）
上級国際経済学Ａ（2）
上級国際経済学Ｂ（2）

総合政策学科 市民社会と国家（2）
教育・家族・雇用システム（2）

社会政策Ａ（2） 現代の産業と企業（2）
社会政策Ｂ（2） 地域活性化と公民連携（2）
生き方・働き方の経済学（2）環境の制度と政策（2）
ワーク・ライフ・バランスの総合政策（2）廃棄物政策（2）

経
営
学
部

経営学科 経営財務論	（2） 国際経営論	（2） 企業評価論（2）
投資決定論	（2） 意思決定論	（2） コ－ポレートガバナンス論	（2）
国際経営基礎論	（2） 公共経営論	（2） コンプライアンス経営論	（2）
GBCセミナーⅠ	（2） GBCセミナーⅡ	（2） GBCセミナーⅤ	（2）
GBCセミナーⅥ	（2）

ビジネス・ニュース英語Ａ	（2）ビジネス・ネゴシエーションＡ	（2）
ビジネス・ニュース英語Ｂ	（2）ビジネス・ネゴシエーションＢ	（2）

マーケティング学科 広告論	（2） ファッション・マーケティング論（2）現代の広告（2）
サービス・マーケティング論（2） 現代のファッション・マーケティング（2）リレーションシップ・マーケティング（2）

会計ファイナンス学科 金融論	（2） 経営監査論	（2） 経営分析論	（2）
金融システム論	（2） 会計監査論	（2） 証券投資論	（2）
ファイナンス論（2）

社
会
学
部

社会学科 社会統計学	（2） 国際社会学	（2）
社会文化システム学科 日本社会文化論Ａ	（2） 犯罪社会学Ａ	（2）

日本社会文化論Ｂ	（2） 犯罪社会学Ｂ	（2）
メディアコミュニケーション学科 メディアコミュニケーション学概論Ａ（2）マス・コミュニケーション概論Ａ（2） 情報学基礎論Ａ	（2）

メディアコミュニケーション学概論Ｂ（2）マス・コミュニケーション概論Ｂ（2） 情報学基礎論Ｂ	（2）
社会心理学科 社会心理学概論Ａ（2） 社会心理学概論Ｂ	（2） 健康心理学Ａ	（2） 産業組織心理学	（2）

環境心理学	（2）
社会福祉学科 社会福祉発達史Ａ（2） 社会福祉発達史Ｂ	（2）

社会保障論Ａ	（2） 公的扶助論	（2） 社会福祉法制・行政Ａ（2）	
社会保障論Ｂ	（2） 地域福祉論Ａ	（2） 社会福祉法制・行政Ｂ（2）	
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専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧（第1部）［経済・経営・社会学部］

1学年

経
済
学
部

経
営
学
部

社
会
学
部

2学年 3学年 4学年

国際地域研究（アジア）Ａ ⑵

国際地域研究（アジア）Ｂ ⑵

国際地域研究（アメリカ）Ａ ⑵

国際地域研究（アメリカ）Ｂ ⑵

国際地域研究（ヨーロッパ）Ａ ⑵

国際地域研究（ヨーロッパ）Ｂ ⑵

国際地域研究（中国）Ａ ⑵

国際地域研究（中国）Ｂ ⑵

市民社会と国家 ⑵

金融論 ⑵

金融システム論 ⑵

ファイナンス論 ⑵

社会統計学 ⑵

メディアコミュニケーション学概論Ａ ⑵

メディアコミュニケーション学概論Ｂ ⑵

社会心理学概論Ａ ⑵

社会福祉発達史Ａ ⑵

経済学科

国際経済学科

総合政策学科

経営学科

マーケティング学科

会計ファイナンス学科

社会学科

社会文化システム学科

メディアコミュニケーション学科

社会心理学科

社会福祉学科

経済哲学Ａ ⑵

経済哲学Ｂ ⑵

現代産業論Ａ ⑵

現代産業論Ｂ ⑵

人口経済学Ａ ⑵

人口経済学Ｂ ⑵

多国籍企業論Ａ ⑵

多国籍企業論Ｂ ⑵

日本経済論Ａ ⑵

日本経済論Ｂ ⑵

国際経済システム論Ａ ⑵

国際経済システム論Ｂ ⑵

教育・家族・雇用システム ⑵

社会政策Ａ ⑵

社会政策Ｂ ⑵

公民連携と地域政策 ⑵

生き方と働き方の経済 ⑵

経営財務論 ⑵

投資決定論 ⑵

国際経営基礎論 ⑵

広告論 ⑵

現代の広告 ⑵

チェーンストア経営論 ⑵

経営監査論 ⑵

会計監査論 ⑵

国際社会学 ⑵

日本社会文化論Ａ ⑵

日本社会文化論Ｂ ⑵

マス・コミュニケーション概論Ａ ⑵

マス・コミュニケーション概論Ｂ ⑵

社会心理学概論Ｂ ⑵

産業組織心理学 ⑵

社会福祉発達史Ｂ ⑵

社会保障論Ａ ⑵

社会保障論Ｂ ⑵

政治経済学Ａ ⑵

政治経済学Ｂ ⑵

医療経済学Ａ ⑵

医療経済学Ｂ ⑵

国際貿易論Ａ ⑵

国際貿易論Ｂ ⑵

国際金融論Ａ ⑵

国際金融論Ｂ ⑵

企業の発展と社会Ａ ⑵

企業の発展と社会Ｂ ⑵

地球環境保全の理論・制度・政策 ⑵

現代の産業政策 ⑵

廃棄物政策 ⑵

国際経営論 ⑵

意思決定論 ⑵

公共経営論 ⑵

マーチャンダイジング論 ⑵

サービス・マーケティング論 ⑵

リレーションシップ・マーケティング ⑵

経営分析論 ⑵

証券投資論 ⑵

自然環境論講義 ⑵

犯罪社会学Ａ ⑵

犯罪社会学Ｂ ⑵

情報学基礎論Ａ ⑵

情報学基礎論Ｂ ⑵

ストレスと健康の科学 ⑵

環境心理学 ⑵

公的扶助論 ⑵

地域福祉論 ⑵

現代中小企業論Ａ ⑵

現代中小企業論Ｂ ⑵

経済発展論Ａ ⑵

経済発展論Ｂ ⑵

世界の食料・農業経済Ａ ⑵

世界の食料・農業経済Ｂ ⑵

開発経済論Ａ ⑵

開発経済論Ｂ ⑵

地球温暖化防止の制度と政策 ⑵

環境の制度と政策 ⑵

雇用・労働政策 ⑵

企業評価論 ⑵

コ－ポレートガバナンス論 ⑵

コンプライアンス経営論 ⑵

ファッション・マーケティング論 ⑵

現代のファッション・マーケティング ⑵

人口居住論講義 ⑵

学部／学科
配当学年

専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧（第1部）［国際地域学部］

第　1　学　年

国
際
地
域
学
部

第　2　学　年 第　3　学　年 第　4　学　年

地域と生活 ⑵

日本の文化と社会 ⑵

観光の歴史 ⑵

キャリアデザイン ⑵

アジアの地誌と文化 ⑵

国際協力論 ⑵

地域システム論 ⑵

社会システム哲学 ⑵

アジア・太平洋地域論 ⑵

映像社会学 ⑵

国際リビング事情 ⑵

アジアの都市と交通 ⑵

地域行政サービス ⑵

外国語で学ぶ専門科目Ⅰ ⑵ 

外国語で学ぶ専門科目Ⅱ ⑵

国際環境計画入門 ⑵

エネルギー資源・環境管理 ⑵

環境システム論 ⑵

国際エネルギー資源論 ⑵

歴史と観光 ⑵

ホスピタリティ論 ⑵

観光マーケティング ⑵

 

一般教養

国際地域学科

国際観光学科

旅と言語 ⑵

世界の文化と社会 ⑵

都市論 ⑵

科学技術論 ⑵

日本の地誌と文化 ⑵

文化人類学 ⑵

都市地理学 ⑵

社会基盤論 ⑵

地域産業論Ⅰ ⑵

経済協力論 ⑵

地域と国際交流 ⑵

開発とＮＧＯ ⑵

商品開発論 ⑵

地域データ分析Ⅱ ⑵

アジア経済論 ⑵

地域経済学Ⅰ ⑵

都市計画 ⑵

福祉経済論 ⑵

地域計画 ⑵

環境管理適正技術論 ⑵

環境産業論 ⑵

都市環境論 ⑵

情報マネジメントⅡ ⑵

西洋美術史 ⑵

環太平洋ツーリズム論 ⑵

欧州ツーリズム論 ⑵

コンベンション論 ⑵

セレモニー経営論 ⑵

食品衛生論 ⑵

顧客マネジメント ⑵

余暇・レクリエーション論 ⑵

環日本海観光文化論 ⑵

観光行動論 ⑵

環境法規・政策論 ⑵

観光調査・予測理論 ⑵

観光経済学 ⑵

経営コンサルタント論 ⑵

言語と文化Ａ ⑵

ヨーロッパの歴史と文化 ⑵

日本の近代化 ⑵

情報社会論 ⑵

ヨーロッパの地誌と文化Ａ ⑵

社会システム論Ⅰ ⑵

地域データ分析Ⅰ ⑵

現代社会論 ⑵

プロジェクト実施・評価 ⑵

国際技術移転 ⑵

地域産業論Ⅱ ⑵

経済地理学 ⑵

社会システム論Ⅱ ⑵

地域経済学Ⅱ ⑵

土地・住宅政策 ⑵

地域金融論 ⑵

水辺と環境 ⑵

水と国土 ⑵

資源管理計画 ⑵

情報計画法 ⑵

観光行政・政策論 ⑵

レストラン経営論 ⑵

店舗設計・管理論 ⑵

イベント企画論 ⑵

地理情報システム ⑵

地域財政と観光 ⑵

言語と文化Ｂ ⑵

歴史と郷土文化 ⑵

日本外交史 ⑵

技術と産業の社会史 ⑵

ヨーロッパの地誌と文化Ｂ ⑵

農村地域開発論 ⑵

国際食糧問題論 ⑵

コミュニティ開発論 ⑵

外国地誌 ⑵

安全と危機管理 ⑵

まちづくり手法論 ⑵

社会基盤計画・政策 ⑵

国土利用と法律 ⑵

科学技術倫理 ⑵

情報マネジメントⅠ ⑵

北米ツーリズム論 ⑵

ホテル開発論 ⑵

エコツーリズム ⑵

テーマパーク論 ⑵

観光行動モデル ⑵

国際観光情報論 ⑵

学部／学科
配当学年 配当学年

学部／学科 第 1学年 第 2学年 第 3学年 第 4学年

国
際
地
域
学
部

共通教養科目 地域と生活（2） 文化人類学入門（2） 歴史と郷土文化（2） 地域とボランティア（2）

言語と文化Ａ（2） 言語と文化Ｂ（2） 日本の文化と社会（2） 世界の文化と社会（2）

都市論（2） 日本外交論（2） 技術と産業の社会史（2）科学技術論（2）

情報社会論（2） 日本の近代化（2）

国際地域学科 国際エネルギー資源論（2）国際食糧問題論（2） 農村地域開発論（2）

日本の地誌と文化（2） 文化人類学（2） 科学技術倫理（2）

アジアの地誌と文化（2）アジア経済論（2） 情報マネジメントⅡ（2）

ヨーロッパの地誌と文化（2）環境管理適正技術論（2）都市計画（2）

アフリカの文化と社会（2）環境産業論（2） 土地・住宅問題（2）

アジアの都市と交通（2）水と国土（2） 福祉経済論（2）

NGO・NPO論（2） 環境システム論（2） 映像社会学（2）

外国地誌（2） コミュニティ開発論（2）社会システム論Ⅱ	（2）

国土利用と法律（2）

社会基盤計画・政策（2）

地域産業論Ⅱ（2）

まちづくり手法論（2）

Participatory Development （2）Qualitative Research Methodologies （2）Gender and Society （2）Urban Habitation （2）

Asian Cities and Transport （2）Basic Academic Writing （2）Basic Academic Reading （2）Japanese Economy and Business （2）

Academic Essay Writing （2）The Practice of Internet Technology, Network Configuration and Security （2）

Information Publishing （2）Asian Economies （2） Housing the Poor in Asia （2）

Visual Sociology （2） Regional and Urban Sociology on Asian Countries （2）

Regional to International Issues （2）Globalization and Culture （2）South Asian Studies （2）

Southeast Asian Studies （2）Contemporary Global Issues （2）Urban and Transport Planning （2）

Global Environmental Issues （2）Global Water Problems （2）

Urban and Regional Environmental Management （2）

Environmental Issues in Asian Countries （2） Energy and Resources Management （2）

国際観光学科 観光マーケティング（2）コンベンション論（2） 観光行政・政策論（2）

食品衛生論（2） フードビジネス経営論（2）ホスピタリティ施設開発論（2）

歴史と観光（2） 地域観光論（2） エコツーリズム（2）

観光・環境経済学（2） イベント企画論（2）

観光行動論（2） 環境法規・政策論（2）

地域財政と観光（2）

観光コンサルタント論（2）

ペットツーリズム論（2）

西洋美術史（2）



62

学内留学プログラム　SCINE（Study Courses IN English）
（2015年度第 1 部入学生用）

S
サ イ ン

CINE（Study Courses IN English）は、「グローバル人材」育成を目的とし、
英語で授業を学ぶプログラムです。

このプログラムでは、各学部が開講する「英語で行う授業」を履修することがで
きます。対象科目の講義レベルは、日本語で行う講義と同等です。学内に居ながら
にして留学時と同様の効果を得られる「学内留学」として活用してください。

SCINEの対象科目は、各学科の教育課程表、または第1部他学部他学科開放科目
に配当されており、卒業単位となります。

下記の点を理解したうえで、履修してください。

1 ．2013年度以降入学の第 1 部所属学生のみ履修できる。
2 ．対象科目を10単位以上修得することで修了となる。
3 ．対象となる科目は、下記のとおりである。
4 ．年度によっては、休講等が生じる場合があるので、毎年履修登録時に授業時間

割表・シラバスなどで確認すること。
1 ）対象科目を休講とする場合がある。
2 ）対象科目を日本語で行う場合がある。日本語で行う場合、SCINE対象科目に

はならない。
5 ．教育課程表・他学部他学科開放科目一覧では、名称が日本語で表記される科目

がある。
1 ）履修登録の際は、下記に記載されたSCINE対象科目名を選択すること。
2 ）履修中の成績表には、SCINE対象科目名で記載される。

成績発表後の成績表・成績証明書には、教育課程表・他学部他学科開放科目
一覧での科目名で記載される。

SCINE対象科目の「Comparative Culture Studies A（比較文化論A）」
は、他学部他学科開放科目では「比較文化論A」として表記される。

1 ）履修登録の際は、「Comparative Culture Studies A（比較文化論
A）」を選択すること。

2 ）履修中の成績表には「Comparative Culture Studies A（比較文化論
A）」と記載される。
成績発表後の成績表・成績証明書には「比較文化論A」と記載され
る。

6 ．所属するキャンパス以外で開講される科目も履修することができる。ただし、
キャンパス間の移動時間を考慮すること。

9 ．学内留学プログラム
SCINE

2015年度入学生用　第 1 部　SCINE対象科目一覧

学部／学科 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 単位数
教育課程表・他学部他学
科開放科目一覧での科目
名 ※ 1

認
定
の
要
件
（
10
）

文学部
英 語 コ ミ ュ ニ
ケーション学科

Comparative Culture Studies A（比較文化論A） 2 比較文化論A

Comparative Culture Studies B（比較文化論B） 2 比較文化論B

経済学部
国際経済学科

International Finance B（国際金融論B） 2 国際金融論B
International Economics B（国際経済論B） 2 国際経済論B

経営学部
経営学科

Current Business Issues A（ビジネス・ニュース英語A） 2 ビジネス・ニュース英語A
Current Business Issues B（ビジネス・ニュース英語B） 2 ビジネス・ニュース英語B

Business Negotiation A（ビジネス・ネゴシエーションA） 2 ビジネス・ネゴシエー
ションA

Business Negotiation B（ビジネス・ネゴシエーションB） 2 ビジネス・ネゴシエー
ションB

GBC Seminar I（GBCセミナーⅠ） 2 GBCセミナーⅠ
GBC Seminar II（GBCセミナーⅡ） 2 GBCセミナーⅡ
GBC Seminar V（GBCセミナーⅤ） 2 GBCセミナーⅤ
GBC Seminar VI（GBCセミナーⅥ） 2 GBCセミナーⅥ
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学部／学科 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 単位数
教育課程表・他学部他学
科開放科目一覧での科目
名 ※ 1

認
定
の
要
件
（
10
）

法学部
法律学科

Fundamental Concepts of 
International Politics A 2 Fundamental Concepts of 

International Politics A
Fundamental Concepts of 
International Politics B 2 Fundamental Concepts of 

International Politics B
Fundamental Concepts 
of Peace Studies A 2 Fundamental Concepts 

of Peace Studies A
Fundamental Concepts 
of Peace Studies B 2 Fundamental Concepts 

of Peace Studies B
International Law A 2 International Law A
International Law B 2 International Law B

International Relations A 2 International Relations A
International Relations B 2 International Relations B

法学部
企業法学科

Business English IA（ビジ
ネス・イングリッシュⅠA） 1 ビジネス・イングリッシュ

ⅠA
Business English IB（ビジ
ネス・イングリッシュⅠB） 1 ビジネス・イングリッシュ

ⅠB

Business English IIA（ビジネス・イングリッシュⅡA） 1 ビジネス・イングリッシュ
ⅡA

Business English IIB（ビジネス・イングリッシュⅡB） 1 ビジネス・イングリッシュ
ⅡB

Business English IIIA（ビジネス・イングリッシュⅢA） 1 ビジネス・イングリッシュ
ⅢA

Business English IIIB（ビジネス・イングリッシュⅢB） 1 ビジネス・イングリッシュ
ⅢB

国際地域学部
国際地域学科

Participatory Development 2 Participatory Development

Qualitative Research Methodologies 2 Qualitative Research 
Methodologies

Gender and Society 2 Gender and Society
Urban Habitation 2 Urban Habitation

Asian Cities and Transport 2 Asian Cities and Transport
Basic Academic Writing 2 Basic Academic Writing
Basic Academic Reading 2 Basic Academic Reading

Japanese Economy and Business 2 Japanese Economy and 
Business

Academic Essay Writing 2 Academic Essay Writing

The Practice of Internet Technology, Network Configuration and Security 2
The Practice of Internet 
Technology, Network 
Configuration and Security

Information Publishing 2 Information Publishing
Asian Economies 2 Asian Economies

Housing the Poor in Asia 2 Housing the Poor in Asia
Visual Sociology 2 Visual Sociology

Regional and Urban Sociology on Asian Countries 2
Regional and Urban 
Sociology on Asian 
Countries

Regional to International Issues 2 Regional to International 
Issues

Globalization and Culture 2 Globalization and Culture
South Asian Studies 2 South Asian Studies

Southeast Asian Studies 2 Southeast Asian Studies
Contemporary Global Issues 2 Contemporary Global Issues

Urban and Transport Planning 2 Urban and Transport 
Planning

Global Environmental Issues 2 Global Environmental 
Issues

Global Water Problems 2 Global Water Problems

Urban and Regional Environmental Management 2
Urban and Regional 
Environmental 
Management

Environmental Issues in Asian Countries 2 Environmental Issues in 
Asian Countries

Energy and Resources Management 2 Energy and Resources 
Management

※ 1 　成績発表後の成績表・成績証明書には、この科目名が記載されます。
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　過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の
範囲内で再度履修（再履修）することができます。

　再履修する科目はコース番号や教員が異なった場合でも同じ科目として履修登録できます。
ただし、再履修用のコースが設けられている場合、そのコースを受講してください。

①専門科目で学科・コースが指定されている科目の再履修は、所定の科目を履修しなくて
はなりません。

13．その他
［再履修について］

・専門科目の学科、
 コースが指定されている
 科目の再履修

過去に履修したが、
単位修得できなかった科目

〈例〉

政治学Ａ　1コース　佐藤

今年度　再度履修する科目

政治学Ａ　4コース　高橋

②法学基礎演習を再履修するにあたっては、『履修登録のしおり・授業時間割表』を参
照してください。

③文化間コミュニケーション科目で再履修用のコースが設けられていない科目を再履修する
場合『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してください。

①「自由科目」は、卒業必要単位としては認められません。
②法学部第1部法律学科または法学部第1部企業法学科の教育課程表になく、「第1部法学
部内他学科開放科目一覧」、「専門開放科目（他学部他学科開放科目）一覧（第1部）」
に掲載されていない科目を履修できます。ただし、下記の条件による履修となります。

(1) 所属する学部学科の科目と同一内容・同一名称の科目は履修できません。
(2) 科目を提供している学部の学年配当にしたがって履修しなければなりません。
(3) 学期（セメスタ）履修単位数の制限はありません。
(4) 履修にあたっては授業担当教員の許可を必要とします。履修希望者は、所定用紙が
ありますので事前に教務課窓口に申し出てください。
（手続きの詳細については『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してください。）

〔教育職員免許状の取得について〕
　大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには、教育職員免許状を取得し
なければなりません。本学では「教育職員免許法」に基づいて、免許状取得に必要な
単位が修得できるよう科目を開設しています。
　詳細は、Ⅳ「教職課程の履修について」を参照してください。

12．自由科目

11．  教職科目・教科科目

日本史Ａ

社会科教育論

日本史Ｂ
外国史Ａ
外国史Ｂ

地誌学Ａ
地誌学Ｂ

自然地理学Ａ
自然地理学Ｂ

人文地理学Ａ
人文地理学Ｂ

哲学概説Ａ
哲学概説Ｂ

倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ

教科に関する科目

教職に関する科目

上記の14科目については、単位修得することにより「教科に関する科目」の単位として認
められますが、卒業単位にはなりません。

この科目については、単位修得することにより「教職に関する科
目」の単位として認められると同時に、卒業単位としても認め
られます。

L
リ ー プ

EAP（Learning English for Academic Purposes）は、将来海外留学を目指す学生
を主な対象とし、留学に必要な英語力を習得することを目標とした英語プログラムで
す。受講するためには、ある程度の英語力が求められます（TOEFL420点以上が目安）。
履修修得した単位は、卒業単位に認められます。
LEAPは大きくEAPとPSAに分かれます。

（1）EAP（English for Academic Purposes）
リーディング／ライティング（週2コマ）、リスニング／スピーキング（週2コマ）
の技能ごとに、科目の内容が分かれています。

（2）PSA（Pre-Study Abroad）
すでに留学が決まっている学生あるいはTOEFLで高得点を取得している学生

（TOEFL500点以上が目安）が受講可能です。留学先での勉学や学生生活をより
実り多いものとするために必要なスキルを学ぶための留学準備コースです。

履修方法については、学内掲示および履修関係資料を参照してください。

10．留学支援科目
［英語特別教育科目］
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　過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の
範囲内で再度履修（再履修）することができます。

　再履修する科目はコース番号や教員が異なった場合でも同じ科目として履修登録できます。
ただし、再履修用のコースが設けられている場合、そのコースを受講してください。

①専門科目で学科・コースが指定されている科目の再履修は、所定の科目を履修しなくて
はなりません。

13．その他
［再履修について］

・専門科目の学科、
 コースが指定されている
 科目の再履修

過去に履修したが、
単位修得できなかった科目

〈例〉

政治学Ａ　1コース　佐藤

今年度　再度履修する科目

政治学Ａ　4コース　高橋

②法学基礎演習を再履修するにあたっては、『履修登録のしおり・授業時間割表』を参
照してください。
③文化間コミュニケーション科目で再履修用のコースが設けられていない科目を再履修する
場合『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してください。





Ⅲ　第２部

学部・学科における教育研究上の目的

（第２部）
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［学部・学科における教育研究上の目的］

法学部

1　人材の養成に関する目的
　法学部は、学祖・井上円了の理念を踏まえ「哲学と倫理学との総合的基盤の上に我国独自
の法律学の樹立」を目指して創設され、「法律学の論理及びその実践に通じた有為の人材を
養成し日本の文運の隆盛に寄与」するとしてきました。この創立時の理念を踏まえ、法学部
では社会経済の変化や要請に応えるため、幅広い一般的教養教育と実際的に有用な法律的知
識の教授を通じ、社会経済情勢を広い視野から認識し、時々の問題解決に必要な法的素養を
身につけさせ、各分野で社会経済の発展に寄与しうる提言等を行う進取の気性に富んだ人材
の育成を目的としています。

2　学生に修得させるべき能力等の教育目標
　上記の人材の養成に関する目的を踏まえ、法学部では独立自活の精神に富んだ人の痛みが
分るリーガルマインドを身につけさせるべく、⑴グローバル化に対応できる実践的な語学力、
および幅広い教養の涵養を基礎として、⑵法律学諸科目の基礎理論の修得を教育目標として
います。

法学部第2部法律学科

1　人材の養成に関する目的
　第2部法律学科（イブニングコース）は、第1部法律学科とともに創設されました。このため、
法学部の理念のもとにおける教育目標を、すなわち独立自活の精神に富んだ人の痛みが分か
るリーガルマインドを身につけさせるだけでなく、特に社会経済のグローバル化に対応しう
るために語学力の向上を図ることを目標にしています。その上で、社会人の再教育による知
識と技術の高度化を図るとともに、法曹人や法曹隣接実務家、各種公務員などの他、多様な
分野で活躍しうる人材の育成を目的とします。

2　学生に修得させるべき能力等の教育目標
　第2部法律学科では、学生の多様なニーズに対応するため、モデル制は採用しておらず、
必修科目についても法律学を学ぶ上で不可欠な4科目8単位に抑えています。
　学生は、1）幅広い教養の涵養を基礎として、2）法律学の諸領域から各自の問題関心に応
じた科目履修を通じ、法的素養を備えた社会人として、様々な職業に就く能力の修得を教育
目標とします。



学科の特徴（第２部）
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●法律学科（イブニングコース）の特徴
　社会生活の基本的なルールである法あるいは法制度のあり方、内容を体系的に研究し、教育することを目的としています。
法的な視点から物事を科学的・論理的に判断しうる能力、いわゆるリーガルマインドを培い、幅広い分野で活躍できる柔軟な
思考力を持った有能な人材の育成を目指して、これらに関する多彩な科目を設置しています。
　東洋大学法学部ではイブニングコースも第1部法律学科とほとんど変わらない科目編成を行っています。しかし、原則として、
週6日で1日2時限（6限、7限）という時間割の中でみなさんが学習したい科目を効率よく履修できるように、必修科目と選択必修
科目を最小限に留めてあります。履修したい科目の時間割が重なって履修できなかったといったトラブルが起こらないように教
育課程表上において配慮を行っています。また、第1部の開講科目をイブニングコースの学生も履修できるように「法学部1・2部  
相互聴講科目（P.82）」という制度もあります。興味のある科目がある場合は、履修も可能です。
　学習計画については、社会人学生の場合は、既に自分で学びたい法分野が決まっている人もいると思います。その他の法学
初修の学生は、資格取得を一つの目標にして、資格試験の受験科目を中心に履修することも学習プランの一つです。また、法
律を分類すると「公法」と「私法」に分かれますので、まず、1・2年次で両方学習し、3・4年次は自分の興味のある法分野をじっ
くり学ぶというのも一つの学習プランになると思います。また、第1部法律学科、企業法学科の履修モデルも参考にして、学習
計画を立てて下さい。

〇公法系の科目を中心に学ぶ
憲法A/B、刑法Ⅰ（総論）A/B、刑法Ⅱ（各論）A/B、刑事訴訟法A/B、行政法ⅠA/B、行政法ⅡA/B、租税法A/B、国際法
A/Bなど
〇私法系の科目を中心に学ぶ
民法Ⅰ（総則）A/B、民法Ⅱ（物権）A/B、民法Ⅲ（債権総論）A/B、民法Ⅳ（債権各論）A/B、民法Ⅴ（親族・相続）A/B、商法総則、
商行為法、会社法A/B、手形法・小切手法A/B、民事訴訟法A/Bなど

※　　　　の科目は必修科目、ゴシック体の科目は選択必修科目です。
　これらの科目を体系的に学習をすすめていき、興味のある分野が見つかったらその分野や関連科目を学習すると良いでしょう。

●法律学科（イブニングコース）３つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
　法学部法律学科（イブニングコース）に入学してほしい学生に対して求める人物像および教育目標は以下の通りです。
　まず、東洋大学の創立者である井上円了博士の「諸学の基礎は哲学にあり」とする建学の精神を理解してくれる学生である
ことです。より具体的には①多様な価値観を学習し理解するとともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持ち、②先入観や偏
見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考え、③社会の課題に自主的・主体的に取り組み、よき人
間関係を築くことを目指す人間であることです。
　次に、法学部の教育目標は、建学の精神をベースにして「リーガルマインド－法的思考能力（市民・職業人に必須の素養－
論理的な思考方法と法的バランスのとれた総合的な認識・判断力・問題解決能力）」を備え、かつ「グローバル化する世界に
対応し実践的な語学能力を兼ね備えた人材の育成」です。この目標の達成に向けて基礎的な学習能力を備え、かつ意欲の旺盛
で積極的な学生であることです。
　法律学科（イブニングコース）に入学してほしい学生像は、第1部法律学科のそれと基本的に異なるものでありませんが、講
義が夕方からの時間帯であるということと職業を持った社会人学生等の入学もあるため、法律学および外国語の学習に強い意
欲を有している学生であることが必要です。
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
　法を学び、リーガルマインドを身につけた学生が、国際化社会において期待される役割を果たせることを目標にしてい
ます。すなわち、コミュニケーション能力を身につけ、対立する利益・価値観に謙虚に耳を傾け理解できること、一方に
偏らないバランス感覚を有すること、公正さと客観性を備えた基準に基づき判断を示せることです。こうした能力の開
発・涵養のためにカリキュラム・ポリシーは、①コミュニケーション能力の重視、②基礎理論・原理の徹底、③法の相互
関係の理解、④現実・実務に役立つ法運用、です。そして、実務法律家を目指す社会人にも広く門戸を開放し、その需要
にこたえるべく、公法・私法を幅広くカバーしながら、①導入教育による法学の基礎の徹底、②実体法と手続法の融合的
な理解、③社会の実態に即した法適用、をカリキュラムにおいて展開していきます。
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
　法律学科（イブニングコース）のディプロマ・ポリシーは、公法、私法を幅広くカバーし、いわゆる六法およびその法
的関連科目に関する専門知識を習得し、社会における数々の法的な紛争に対してその論点を的確に把握して、法に基づい
て公平で正義にかなった解決ができ得る法的素養、すなわちリーガルマインドを身につけていることであり、かつ、社会
の一員として豊かな法的素養及び自律性・協調性を有し、世の中に貢献できる人材を輩出することです。

●法学部　法律学科
（イブニングコース）

民事手続法分野
外国・国際法分野

政治・行政分野

社会学部（他学部他学科開放科目）

マス・コミュニケーション概論

民法分野

商法分野

基礎法分野

総合する素養と応用する素養

憲法

　

法
学
分
野

刑事法分野

経済法分野

社会法分野民事訴訟法
民事執行法
倒産法

雇用関係法

社会保障法

英米法
ドイツ法
フランス法

民法Ⅰ（総則）
民法Ⅱ（物権）
民法Ⅲ（債権総論）
民法Ⅳ（債権各論）
民法Ⅴ（親族・相続）

商法総則
商行為法
会社法
手形法・小切手法
保険法・海商法

法制史（日本）
法制史（東洋）
法制史（西洋）
法哲学　　
法思想史

※科目名のA／B表記は省略
総合する素養：専門分野の知識を有機的に関連付ける。
応用する素養：専門分野の知識を社会生活で活用する。

行政法Ⅰ
行政法Ⅱ
租税法

財政学
行政学
政治学原論

刑法Ⅰ（総論）
刑法Ⅱ（各論）
刑事訴訟法
刑事政策

経済法
知的財産権法
環境法

国際法
国際私法

　主な科目の体系図

労使関係法・労働市場法

総
合

政
策

分
野
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●法律学科（イブニングコース）の特徴
　社会生活の基本的なルールである法あるいは法制度のあり方、内容を体系的に研究し、教育することを目的としています。
法的な視点から物事を科学的・論理的に判断しうる能力、いわゆるリーガルマインドを培い、幅広い分野で活躍できる柔軟な
思考力を持った有能な人材の育成を目指して、これらに関する多彩な科目を設置しています。
　東洋大学法学部ではイブニングコースも第1部法律学科とほとんど変わらない科目編成を行っています。しかし、原則として、
週6日で1日2時限（6限、7限）という時間割の中でみなさんが学習したい科目を効率よく履修できるように、必修科目と選択必修
科目を最小限に留めてあります。履修したい科目の時間割が重なって履修できなかったといったトラブルが起こらないように教
育課程表上において配慮を行っています。また、第1部の開講科目をイブニングコースの学生も履修できるように「法学部1・2部  
相互聴講科目（P.82）」という制度もあります。興味のある科目がある場合は、履修も可能です。
　学習計画については、社会人学生の場合は、既に自分で学びたい法分野が決まっている人もいると思います。その他の法学
初修の学生は、資格取得を一つの目標にして、資格試験の受験科目を中心に履修することも学習プランの一つです。また、法
律を分類すると「公法」と「私法」に分かれますので、まず、1・2年次で両方学習し、3・4年次は自分の興味のある法分野をじっ
くり学ぶというのも一つの学習プランになると思います。また、第1部法律学科、企業法学科の履修モデルも参考にして、学習
計画を立てて下さい。

〇公法系の科目を中心に学ぶ
憲法A/B、刑法Ⅰ（総論）A/B、刑法Ⅱ（各論）A/B、刑事訴訟法A/B、行政法ⅠA/B、行政法ⅡA/B、租税法A/B、国際法
A/Bなど
〇私法系の科目を中心に学ぶ
民法Ⅰ（総則）A/B、民法Ⅱ（物権）A/B、民法Ⅲ（債権総論）A/B、民法Ⅳ（債権各論）A/B、民法Ⅴ（親族・相続）A/B、商法総則、
商行為法、会社法A/B、手形法・小切手法A/B、民事訴訟法A/Bなど

※　　　　の科目は必修科目、ゴシック体の科目は選択必修科目です。
　これらの科目を体系的に学習をすすめていき、興味のある分野が見つかったらその分野や関連科目を学習すると良いでしょう。

●法律学科（イブニングコース）３つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
　法学部法律学科（イブニングコース）に入学してほしい学生に対して求める人物像および教育目標は以下の通りです。
　まず、東洋大学の創立者である井上円了博士の「諸学の基礎は哲学にあり」とする建学の精神を理解してくれる学生である
ことです。より具体的には①多様な価値観を学習し理解するとともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持ち、②先入観や偏
見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考え、③社会の課題に自主的・主体的に取り組み、よき人
間関係を築くことを目指す人間であることです。
　次に、法学部の教育目標は、建学の精神をベースにして「リーガルマインド－法的思考能力（市民・職業人に必須の素養－
論理的な思考方法と法的バランスのとれた総合的な認識・判断力・問題解決能力）」を備え、かつ「グローバル化する世界に
対応し実践的な語学能力を兼ね備えた人材の育成」です。この目標の達成に向けて基礎的な学習能力を備え、かつ意欲の旺盛
で積極的な学生であることです。
　法律学科（イブニングコース）に入学してほしい学生像は、第1部法律学科のそれと基本的に異なるものでありませんが、講
義が夕方からの時間帯であるということと職業を持った社会人学生等の入学もあるため、法律学および外国語の学習に強い意
欲を有している学生であることが必要です。
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
　法を学び、リーガルマインドを身につけた学生が、国際化社会において期待される役割を果たせることを目標にしてい
ます。すなわち、コミュニケーション能力を身につけ、対立する利益・価値観に謙虚に耳を傾け理解できること、一方に
偏らないバランス感覚を有すること、公正さと客観性を備えた基準に基づき判断を示せることです。こうした能力の開
発・涵養のためにカリキュラム・ポリシーは、①コミュニケーション能力の重視、②基礎理論・原理の徹底、③法の相互
関係の理解、④現実・実務に役立つ法運用、です。そして、実務法律家を目指す社会人にも広く門戸を開放し、その需要
にこたえるべく、公法・私法を幅広くカバーしながら、①導入教育による法学の基礎の徹底、②実体法と手続法の融合的
な理解、③社会の実態に即した法適用、をカリキュラムにおいて展開していきます。
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
　法律学科（イブニングコース）のディプロマ・ポリシーは、公法、私法を幅広くカバーし、いわゆる六法およびその法
的関連科目に関する専門知識を習得し、社会における数々の法的な紛争に対してその論点を的確に把握して、法に基づい
て公平で正義にかなった解決ができ得る法的素養、すなわちリーガルマインドを身につけていることであり、かつ、社会
の一員として豊かな法的素養及び自律性・協調性を有し、世の中に貢献できる人材を輩出することです。

●法学部　法律学科
（イブニングコース）

民事手続法分野
外国・国際法分野

政治・行政分野

社会学部（他学部他学科開放科目）

マス・コミュニケーション概論

民法分野

商法分野

基礎法分野

総合する素養と応用する素養

憲法

　

法
学
分
野

刑事法分野

経済法分野

社会法分野民事訴訟法
民事執行法
倒産法

雇用関係法

社会保障法

英米法
ドイツ法
フランス法

民法Ⅰ（総則）
民法Ⅱ（物権）
民法Ⅲ（債権総論）
民法Ⅳ（債権各論）
民法Ⅴ（親族・相続）

商法総則
商行為法
会社法
手形法・小切手法
保険法・海商法

法制史（日本）
法制史（東洋）
法制史（西洋）
法哲学　　
法思想史

※科目名のA／B表記は省略
総合する素養：専門分野の知識を有機的に関連付ける。
応用する素養：専門分野の知識を社会生活で活用する。

行政法Ⅰ
行政法Ⅱ
租税法

財政学
行政学
政治学原論

刑法Ⅰ（総論）
刑法Ⅱ（各論）
刑事訴訟法
刑事政策

経済法
知的財産権法
環境法

国際法
国際私法

　主な科目の体系図

労使関係法・労働市場法

総
合

政
策

分
野
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Ⅲ 教育課程表と履修方法　（第2部）

　法学部の授業は、春学期（○○○Ａ）・秋学期（○○○Ｂ）

に分かれて行われています。

　ただし、授業内容はＡ（春）、Ｂ（秋）を併せ１年間を

通して学習することが望ましい科目が多くあります。

春学期にＡ科目を履修登録し、秋学期にＢ科目を履修登

録するようにしてください。
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1．学科教育課程表

　法学部第2部法律学科教育課程表［基盤教育］
　2015年度入学生用

区分 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

基
盤
教
育
28
単
位
以
上

共
通
教
養
科
目

哲
学
・
思
想

必修⑵ 井上円了と建学の精神 ⑵

選
択
科
目

哲学Ａ ⑵ 哲学Ｂ ⑵ 哲学史Ａ ⑵ 哲学史Ｂ ⑵
倫理学Ａ ⑵ 倫理学Ｂ ⑵ 芸術学Ａ ⑵ 芸術学Ｂ ⑵
宗教学ⅠＡ ⑵ 宗教学ⅠＢ ⑵ 宗教学ⅡＡ ⑵ 宗教学ⅡＢ ⑵
東洋思想Ａ ⑵ 東洋思想Ｂ ⑵ 地域文化研究Ａ ⑵ 地域文化研究Ｂ ⑵

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理Ａ ⑵ 自然の数理Ｂ ⑵ 生活と物理Ａ ⑵ 生活と物理Ｂ ⑵
エネルギーの科学Ａ ⑵ エネルギーの科学Ｂ ⑵ 物質の科学Ａ ⑵ 物質の科学Ｂ ⑵
環境の科学Ａ ⑵ 環境の科学Ｂ ⑵ 地球の科学Ａ ⑵ 地球の科学Ｂ ⑵
生物学Ａ ⑵ 生物学Ｂ ⑵ 天文学Ａ ⑵ 天文学Ｂ ⑵
自然科学概論Ａ ⑵ 自然科学概論Ｂ ⑵ 自然誌Ａ ⑵ 自然誌Ｂ ⑵

日
本
と
世
界
の
文
化
・
歴
史

百人一首の文化史Ａ ⑵ 百人一首の文化史Ｂ ⑵ 日本の昔話Ａ ⑵ 日本の昔話Ｂ ⑵
日本文学文化と風土Ａ ⑵ 日本文学文化と風土Ｂ ⑵ 日本の詩歌Ａ ⑵ 日本の詩歌Ｂ ⑵
西欧文学Ａ ⑵ 西欧文学Ｂ ⑵ 現代日本文学Ａ ⑵ 現代日本文学Ｂ ⑵
地域史Ａ ⑵ 地域史Ｂ ⑵ 歴史の諸問題Ａ ⑵ 歴史の諸問題Ｂ ⑵

現
代
・
社
会

経済学Ａ ⑵ 経済学Ｂ ⑵ 政治学Ａ ⑵ 政治学Ｂ ⑵
社会学Ａ ⑵ 社会学Ｂ ⑵ 人類学Ａ ⑵ 人類学Ｂ ⑵
地理学Ａ ⑵ 地理学Ｂ ⑵ 心理学Ａ ⑵ 心理学Ｂ ⑵
旅と言語 ⑵ 観光の歴史 ⑵

総
合

総合ⅠＡ ⑵ 総合ⅠＢ ⑵ 総合ⅡＡ ⑵ 総合ⅡＢ ⑵
総合ⅢＡ ⑵ 総合ⅢＢ ⑵ 総合ⅣＡ ⑵ 総合ⅣＢ ⑵
総合ⅤＡ ⑵ 総合ⅤＢ ⑵ 総合ⅥＡ ⑵ 総合ⅥＢ ⑵
総合ⅦＡ ⑵ 総合ⅦＢ ⑵
全学総合ⅠＡ ⑵ 全学総合ⅠＢ ⑵ 全学総合ⅡＡ ⑵ 全学総合ⅡＢ ⑵

情報科目 情報化社会と人間 ⑵ コンピュータ・リテラシィＡ ⑴ コンピュータ・リテラシィＢ ⑴ 情報ネットワーク論 ⑵

スポーツと健康 スポーツ健康科学実技Ａ ⑴ スポーツ健康科学実技Ｂ ⑴ スポーツ健康科学講義Ⅰ ⑵
スポーツ健康科学講義ⅡＡ ⑵ スポーツ健康科学講義ⅡＢ ⑵

社会人基礎科目 キャリアデベロップメント論 ⑵ 社会人基礎力入門講義 ⑵ 社会人基礎力実践講義 ⑵ 社会貢献活動入門 ⑵
公務員論 ⑵

文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目

英
語

英語ⅠＡＡ ⑴ 英語ⅡＡＡ ⑴
英語ⅠＡＢ ⑴ 英語ⅡＡＢ ⑴
英語ⅠＢＡ ⑴ 英語ⅡＢＡ ⑴
英語ⅠＢＢ ⑴ 英語ⅡＢＢ ⑴

ド
イ
ツ
語

ドイツ語ⅠＡＡ ⑴ ドイツ語ⅡＡＡ ⑴
ドイツ語ⅠＡＢ ⑴ ドイツ語ⅡＡＢ ⑴
ドイツ語ⅠＢＡ ⑴ ドイツ語ⅡＢＡ ⑴
ドイツ語ⅠＢＢ ⑴ ドイツ語ⅡＢＢ ⑴

フ
ラ
ン
ス
語

フランス語ⅠＡＡ ⑴ フランス語ⅡＡＡ ⑴
フランス語ⅠＡＢ ⑴ フランス語ⅡＡＢ ⑴
フランス語ⅠＢＡ ⑴ フランス語ⅡＢＡ ⑴
フランス語ⅠＢＢ ⑴ フランス語ⅡＢＢ ⑴

中
国
語

中国語ⅠＡＡ ⑴ 中国語ⅡＡＡ ⑴
中国語ⅠＡＢ ⑴ 中国語ⅡＡＢ ⑴
中国語ⅠＢＡ ⑴ 中国語ⅡＢＡ ⑴
中国語ⅠＢＢ ⑴ 中国語ⅡＢＢ ⑴

学部留学科目 短期留学プログラム（1 ～ 4） 長期留学プログラムⅠ＊（1 ～ 30）

留学
支援
科目

英語特別教育科目
English for Academic Purposes ⅠA  Listening/Speaking ⑵ English for Academic Purposes ⅠB  Reading/Writing ⑵
English for Academic Purposes ⅡA  Listening/Speaking ⑵ English for Academic Purposes ⅡB  Reading/Writing ⑵
Pre-Study Abroad  College Study Skills ⑴ Pre-Study Abroad  Basic Academic Writing ⑴
Pre-Study Abroad  Academic Essay Writing ⑴

教職科目 社会科教育論 ⑵

教科科目 日本史Ａ ⑵ 外国史Ａ ⑵ 地誌学A ⑵
日本史Ｂ ⑵ 外国史Ｂ ⑵ 地誌学B ⑵

　＊長期留学プログラムⅠ（基盤教育）は、長期留学プログラムⅡ（専門科目）と合計30単位を上限とする。
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　法学部第2部法律学科教育課程表［専門科目］
　2015年度入学生用

区分 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

専
門
科
目
72
単
位
以
上

必修科目（8）
憲法Ａ ⑵
憲法Ｂ ⑵
民法Ⅰ（総則）Ａ ⑵
民法Ⅰ（総則）Ｂ ⑵

選択必修科目（8）
刑法Ⅰ（総論）Ａ ⑵ 民法Ⅱ（物権）Ａ ⑵ 刑法Ⅱ（各論）Ａ ⑵
刑法Ⅰ（総論）Ｂ ⑵ 民法Ⅱ（物権）Ｂ ⑵ 刑法Ⅱ（各論）Ｂ ⑵

会社法Ａ ⑵ 手形法・小切手法Ａ ⑵
会社法Ｂ ⑵ 手形法・小切手法Ｂ ⑵

選
択
科
目

基礎法
法哲学Ａ ⑵ 法制史（日本）Ａ ⑵ 法制史（東洋）Ａ ⑵ 法制史（西洋）Ａ ⑵
法哲学Ｂ ⑵ 法制史（日本）Ｂ ⑵ 法制史（東洋）Ｂ ⑵ 法制史（西洋）Ｂ ⑵
法思想史Ａ ⑵
法思想史Ｂ ⑵

民事法
民法Ⅲ（債権総論）Ａ ⑵ 民法Ⅳ（債権各論）Ａ ⑵ 民法Ⅴ（親族・相続）Ａ ⑵
民法Ⅲ（債権総論）Ｂ ⑵ 民法Ⅳ（債権各論）Ｂ ⑵ 民法Ⅴ（親族・相続）Ｂ ⑵
商法総則 ⑵ 保険法・海商法Ａ ⑵
商行為法 ⑵ 保険法・海商法Ｂ ⑵

民事手続法 民事訴訟法Ａ ⑵ 民事執行法Ａ ⑵ 倒産法Ａ ⑵
民事訴訟法Ｂ ⑵ 民事執行法Ｂ ⑵ 倒産法Ｂ ⑵

刑事法 刑事訴訟法Ａ ⑵ 刑事政策Ａ ⑵
刑事訴訟法Ｂ ⑵ 刑事政策Ｂ ⑵

行政法 行政法ⅠＡ ⑵ 行政法ⅡＡ ⑵ 租税法Ａ ⑵
行政法ⅠＢ ⑵ 行政法ⅡＢ ⑵ 租税法Ｂ ⑵

社会経済法
雇用関係法Ａ ⑵ 労使関係法・労働市場法Ａ ⑵ 社会保障法Ａ ⑵
雇用関係法Ｂ ⑵ 労使関係法・労働市場法Ｂ ⑵ 社会保障法Ｂ ⑵
知的財産権法Ａ ⑵ 経済法Ａ ⑵ 環境法Ａ ⑵
知的財産権法Ｂ ⑵ 経済法Ｂ ⑵ 環境法Ｂ ⑵

外国法・国際法
国際法Ａ ⑵ 英米法Ａ ⑵
国際法Ｂ ⑵ 英米法Ｂ ⑵
ドイツ法 ⑵ 国際私法Ａ ⑵
フランス法 ⑵ 国際私法Ｂ ⑵

政治関連

政治学原論Ａ ⑵
政治学原論Ｂ ⑵

行政学Ａ ⑵
行政学Ｂ ⑵

関連科目

経済原論Ａ ⑵ 財政学Ａ ⑵ 国際経済論Ａ ⑵
経済原論Ｂ ⑵ 財政学Ｂ ⑵ 国際経済論Ｂ ⑵
経営学 ⑵ 会計学 ⑵ コーポレートガバナンス論 ⑵
現代の経営 ⑵ 現代の会計学 ⑵ コンプライアンス経営論 ⑵
マーケティング論 ⑵ 簿記原理Ⅰ ⑵
現代のマーケティング ⑵ 簿記原理Ⅱ ⑵

特殊講義 特殊講義Ａ ⑵
特殊講義Ｂ ⑵

演習科目 法学入門 ⑵ 法学演習ⅠＡ ⑵ 法学演習ⅡＡ ⑵ 法学演習ⅢＡ ⑵
法学基礎演習 ⑵ 法学演習ⅠＢ ⑵ 法学演習ⅡＢ ⑵ 法学演習ⅢＢ ⑵

学部留学科目 長期留学プログラムⅡ＊（1 ～ 30）

教科科目 
（卒業単位外）

人文地理学Ａ ⑵ 自然地理学A ⑵ 哲学概説Ａ ⑵ 倫理学概説Ａ ⑵
人文地理学B ⑵ 自然地理学B ⑵ 哲学概説Ｂ ⑵ 倫理学概説Ｂ ⑵

　＊長期留学プログラムⅡ（専門科目）は、長期留学プログラムⅠ（基盤教育）と合計30単位を上限とする。
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　法学部で開講している授業科目は、4年間の学習を系統的に行うため各年次に配置し、
その内容は次のように分かれています。

　2．授業科目

○基盤教育

ａ．共通教養科目

ｂ．情報科目

ｃ．スポーツと健康

ｄ．社会人基礎科目
ｅ．文化間コミュニケーション科目

ｆ．学部留学科目

○専門科目

ａ．必修科目

ｂ．選択必修科目

ｃ．選択科目

○法学部1・2部相互聴講科目

○他学部他学科開放科目

○留学支援科目（英語特別教育科目）

○教職科目（教職に関する科目および教科に関する科目）

○自由科目

第2部法律学科 　卒業するには4年以上（8セメスタ以上）在学し、所定の科目の単位数を修得しなけれ
ばなりません。卒業要件は下表のとおりです。

　4年次［第7セメスタ以降］には、卒業単位として認められる科目を各セメスタ2単位以
上履修しなければなりません。

※4年次［第7セメスタ］終了時に卒業必要単位数を修得していても、卒業はできません。

　4年次は、卒業必要単位数より多めに履修登録し、卒業時に単位不足にならないように
注意してください。

3．卒業要件
　（124単位以上）

　［4年次の履修について］

※第8セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第9セメスタ以降終了時に卒業要件を
　満たせば9月に卒業することができます。

　卒業要件は、基盤教育から28単位以上（必修科目2単位）、専門科目から72単位以上
（必修科目8単位、選択必修科目8単位）を含み、合計で、124単位以上修得しなければ
なりません。
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　法学部で開講している授業科目は、4年間の学習を系統的に行うため各年次に配置し、
その内容は次のように分かれています。

　2．授業科目

○基盤教育

ａ．共通教養科目

ｂ．情報科目

ｃ．スポーツと健康

ｄ．社会人基礎科目
ｅ．文化間コミュニケーション科目

ｆ．学部留学科目

○専門科目

ａ．必修科目

ｂ．選択必修科目

ｃ．選択科目

○法学部1・2部相互聴講科目

○他学部他学科開放科目

○留学支援科目（英語特別教育科目）

○教職科目（教職に関する科目および教科に関する科目）

○自由科目

第2部法律学科 　卒業するには4年以上（8セメスタ以上）在学し、所定の科目の単位数を修得しなけれ
ばなりません。卒業要件は下表のとおりです。

　4年次［第7セメスタ以降］には、卒業単位として認められる科目を各セメスタ2単位以
上履修しなければなりません。

※4年次［第7セメスタ］終了時に卒業必要単位数を修得していても、卒業はできません。

　4年次は、卒業必要単位数より多めに履修登録し、卒業時に単位不足にならないように
注意してください。

3．卒業要件
　（124単位以上）

　［4年次の履修について］

※第8セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第9セメスタ以降終了時に卒業要件を
　満たせば9月に卒業することができます。

　卒業要件は、基盤教育から28単位以上（必修科目2単位）、専門科目から72単位以上
（必修科目8単位、選択必修科目8単位）を含み、合計で、124単位以上修得しなければ
なりません。

第２部〈卒業必要単位数〉

履修区分
科目区分 卒業必要単位数

領域 分野

基
盤
教
育

共 通 教 養 科 目 必修 2単位

情 報 科 目

ス ポ ー ツ と 健 康

社 会 人 基 礎 科 目

文化間コミュニケーション科目

学 部 留 学 科 目

小　　計…Ⓐ 28 単位以上

専
門
科
目

必修 8単位

選択必修 8単位

選択

小　　計…Ⓑ 72 単位以上

法 学 部 1 ・ 2 部 相 互 聴 講 科 目 ※1）

他 学 部 他 学 科 開 放 科 目

留 学 支 援 科 目（ 英 語 特 別 教 育 科 目 ）

教職科目（教職に関する科目および教科に関する科目）※2）

< その他 24 単位以上を、卒業単位として認められる上記科目の中から選択>…Ⓒ

卒業必要単位数（Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ） 124 単位以上

※ 1）各学期（セメスタ）4単位以内、かつ卒業までに合計 30 単位の履修制限があります。
※ 2）教職科目中、卒業必要単位数として認められる科目は、教育課程表参照。
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4．学期履修単位数
学期履修単位数制限

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
る
科
目

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
科
目

24
単
位
以
内

学科教育課程表（P.74・75）の下記の区分に属する科目
　○基盤教育
　　　共通教養科目
　　　情報科目
　　　スポーツと健康
　　　社会人基礎科目
　　　文化間コミュニケーション科目
　　　学部留学科目

　○専門科目
　　　必修・選択必修・選択科目

　○法学部1・2部相互聴講科目（P.82）

　○他学部他学科開放科目（P.83・84）

　〇留学支援科目（英語特別教育科目）

　○教職科目
　　　教職科目のうち教職に関する科目
　　　（「社会科教育論」）
　　　教職科目のうち教科に関する科目
　　　（「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「外国史Ａ」「外国史Ｂ」「地誌学Ａ」「地誌学Ｂ」）

学科教育課程表（P.74・75）の下記の区分に属する科目
　〇教職科目のうち教職に関する科目

「社会科教育論」を除く科目（「教職概論」「教育相談」「教育心理学」等）

　○教職科目のうち教科に関する科目
　　　　「人文地理学Ａ」「人文地理学Ｂ」「自然地理学Ａ」「自然地理学Ｂ」
　　　　「哲学概説Ａ」「哲学概説Ｂ」「倫理学概説Ａ」「倫理学概説Ｂ」

要　　件
学期（セメスタ）履修
可能単位数

　〇自由科目
第2部法学部法律学科の学科教育課程表になく、「第2部他学部他学科開放科目
一覧」および「法学部1・2部相互聴講科目」にも存在しない科目で、担当教員
の許可を得て履修する科目。（P.84）
（ただし法律学科の学科教育課程表の科目と同一名称、同一内容科目は対象外
とする。）

①各学期（セメスタ）に履修できる上限単位数は、卒業に必要な単位として認められる科目、認められない科目を含めて、24単位です。
②2～4年次には、過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の24単位の枠内で履修す
ることができます。

③すでに単位を修得した科目は履修できません。
④上級学年に配当されている科目は履修できません（下級学年の配当科目は履修できます。例：3年生が2年次配当科目を
履修すること）。

※〇印科目の履修上の注意点については、P.79～84参照

5．基盤教育
　（28単位以上）

　［文化間コミュニケーション科目］

・長期留学プログラム

基盤教育

合計28単位以上修得が必要

2単位

セミナー・研修別
英語セミナー／法学部海外語学研修（イギリス）

中国語セミナー

単位認定対象科目
短期留学プログラム（英語）
短期留学プログラム（中国語）

法学部海外語学研修（ドイツ） 短期留学プログラム（ドイツ語）

　［スポーツと健康］

　［情報科目］

①スポーツと健康の授業は、すべて白山キャンパスで開講されます。

②「スポーツ健康科学実技」の各コースの受講者数は人数調整が必要になる場合があ
ります。詳細については履修関係資料、学内掲示を参照してください。

共 通 教 養 科 目
情 報 科 目
ス ポ ー ツ と 健 康
社 会 人 基 礎 科 目
文化間コミュニケーション科目
学 部 留 学 科 目
　 　 　 合 　 計 　 　 　

注）国際センター実施の語学セミナー（英語圏）と本学部独自の海外語学研修（英語
圏）両方に参加し単位認定要件を満たした場合、どちらか2単位のみを認定します。
また、4年間で認定できる短期留学プログラムの合計単位は各語学2単位、計4単
位になります。英語圏、ドイツ語圏、中国語圏の3箇所に参加しても上限単位は合
計4単位までになりますので、注意してください。

　交換留学制度等を利用し留学した場合、所属学科の教育課程表に照らし、留学先大学
の修得単位を認定することができます。ただし、全ての科目が認定されるとは限りません。
（P.130参照）

［学部留学科目］
・短期留学プログラム
（語学セミナー、法学部海外
語学研修参加による単位認
定）　

＊28単位を超えて修得した単位も卒業単位として認められます。
　なお学部留学科目については、該当者のみが対象となります。（下記参照）

　コンピュータ・リテラシィの授業は教室の関係上、定員50～ 60名程度で行ない、受講者
を制限するために抽選する場合があります。
　履修希望者は、第1回の授業に必ず出席し、事前に担当教員の指示・許可を受け履修
登録してください。（詳細については『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してくだ
さい。）

　各外国語科目はコース指定をしていないので、各自の希望により履修してください。
　ただし、外国語の授業は定員50名を原則としており、受講者数の適正化を図るために抽
選する場合があります。
　履修希望者は第1回の授業に必ず出席し、事前に担当教員の指示・許可を受けたうえ
で履修登録してください。
　（詳細については『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してください。）

①本学では現在、「東洋大学語学セミナー（英語）」を実施しています。このセミナー
に参加し単位認定要件を満たすことにより学部留学科目の単位認定します。（単位認
定までの流れについてはP.125参照）
②2013年より、「法学部独自の海外語学研修（イギリス）」を、2014年より「法学部独
自の海外語学研修（ドイツ）」を実施しています。この研修に参加し単位認定要件を
満たすことにより学部留学科目の単位を認定します。詳細は、P.132～135および掲示
板でお知らせします。
（単位認定対象科目）
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4．学期履修単位数
学期履修単位数制限

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
る
科
目

卒
業
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
科
目

24
単
位
以
内

学科教育課程表（P.74・75）の下記の区分に属する科目
　○基盤教育
　　　共通教養科目
　　　情報科目
　　　スポーツと健康
　　　社会人基礎科目
　　　文化間コミュニケーション科目
　　　学部留学科目

　○専門科目
　　　必修・選択必修・選択科目

　○法学部1・2部相互聴講科目（P.82）

　○他学部他学科開放科目（P.83・84）

　〇留学支援科目（英語特別教育科目）

　○教職科目
　　　教職科目のうち教職に関する科目
　　　（「社会科教育論」）
　　　教職科目のうち教科に関する科目
　　　（「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「外国史Ａ」「外国史Ｂ」「地誌学Ａ」「地誌学Ｂ」）

学科教育課程表（P.74・75）の下記の区分に属する科目
　〇教職科目のうち教職に関する科目

「社会科教育論」を除く科目（「教職概論」「教育相談」「教育心理学」等）

　○教職科目のうち教科に関する科目
　　　　「人文地理学Ａ」「人文地理学Ｂ」「自然地理学Ａ」「自然地理学Ｂ」
　　　　「哲学概説Ａ」「哲学概説Ｂ」「倫理学概説Ａ」「倫理学概説Ｂ」

要　　件
学期（セメスタ）履修
可能単位数

　〇自由科目
第2部法学部法律学科の学科教育課程表になく、「第2部他学部他学科開放科目
一覧」および「法学部1・2部相互聴講科目」にも存在しない科目で、担当教員
の許可を得て履修する科目。（P.84）
（ただし法律学科の学科教育課程表の科目と同一名称、同一内容科目は対象外
とする。）

①各学期（セメスタ）に履修できる上限単位数は、卒業に必要な単位として認められる科目、認められない科目を含めて、24単位です。
②2～4年次には、過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の24単位の枠内で履修す
ることができます。

③すでに単位を修得した科目は履修できません。
④上級学年に配当されている科目は履修できません（下級学年の配当科目は履修できます。例：3年生が2年次配当科目を
履修すること）。

※〇印科目の履修上の注意点については、P.79～84参照

5．基盤教育
　（28単位以上）

　［文化間コミュニケーション科目］

・長期留学プログラム

基盤教育

合計28単位以上修得が必要

2単位

セミナー・研修別
英語セミナー／法学部海外語学研修（イギリス）

中国語セミナー

単位認定対象科目
短期留学プログラム（英語）
短期留学プログラム（中国語）

法学部海外語学研修（ドイツ） 短期留学プログラム（ドイツ語）

　［スポーツと健康］

　［情報科目］

①スポーツと健康の授業は、すべて白山キャンパスで開講されます。

②「スポーツ健康科学実技」の各コースの受講者数は人数調整が必要になる場合があ
ります。詳細については履修関係資料、学内掲示を参照してください。

共 通 教 養 科 目
情 報 科 目
ス ポ ー ツ と 健 康
社 会 人 基 礎 科 目
文化間コミュニケーション科目
学 部 留 学 科 目
　 　 　 合 　 計 　 　 　

注）国際センター実施の語学セミナー（英語圏）と本学部独自の海外語学研修（英語
圏）両方に参加し単位認定要件を満たした場合、どちらか2単位のみを認定します。
また、4年間で認定できる短期留学プログラムの合計単位は各語学2単位、計4単
位になります。英語圏、ドイツ語圏、中国語圏の3箇所に参加しても上限単位は合
計4単位までになりますので、注意してください。

　交換留学制度等を利用し留学した場合、所属学科の教育課程表に照らし、留学先大学
の修得単位を認定することができます。ただし、全ての科目が認定されるとは限りません。
（P.130参照）

［学部留学科目］
・短期留学プログラム
（語学セミナー、法学部海外
語学研修参加による単位認
定）　

＊28単位を超えて修得した単位も卒業単位として認められます。
　なお学部留学科目については、該当者のみが対象となります。（下記参照）

　コンピュータ・リテラシィの授業は教室の関係上、定員50～ 60名程度で行ない、受講者
を制限するために抽選する場合があります。
　履修希望者は、第1回の授業に必ず出席し、事前に担当教員の指示・許可を受け履修
登録してください。（詳細については『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してくだ
さい。）

　各外国語科目はコース指定をしていないので、各自の希望により履修してください。
　ただし、外国語の授業は定員50名を原則としており、受講者数の適正化を図るために抽
選する場合があります。
　履修希望者は第1回の授業に必ず出席し、事前に担当教員の指示・許可を受けたうえ
で履修登録してください。
　（詳細については『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してください。）

①本学では現在、「東洋大学語学セミナー（英語）」を実施しています。このセミナー
に参加し単位認定要件を満たすことにより学部留学科目の単位認定します。（単位認
定までの流れについてはP.125参照）
②2013年より、「法学部独自の海外語学研修（イギリス）」を、2014年より「法学部独
自の海外語学研修（ドイツ）」を実施しています。この研修に参加し単位認定要件を
満たすことにより学部留学科目の単位を認定します。詳細は、P.132～135および掲示
板でお知らせします。
（単位認定対象科目）
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上記6科目については、単位修得することにより「教科に関する科目」の単位として認められ
ると同時に、卒業単位としても認められます。

社会科教育論

日本史Ａ 外国史Ａ 地誌学Ａ
日本史Ｂ

自然地理学Ａ 人文地理学Ａ 哲学概説Ａ
自然地理学Ｂ 人文地理学Ｂ 哲学概説Ｂ

教科に関する科目

倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ

8. 教職科目・教科科目　

社会科教育論

教職に関する科目

日本史Ａ 外国史Ａ 地誌学Ａ
日本史Ｂ 外国史Ｂ 地誌学Ｂ

〔教育職員免許状の取得について〕
　大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには、教育職員免許状を取得し
なければなりません。本学では「教育職員免許法」に基づいて、免許状取得に必要な
単位が修得できるよう科目を開設しています。
　詳細は、Ⅳ「教職課程の履修について」を参照してください。

この科目については、単位修得することにより「教職に関す
る科目」の単位として認められると同時に、卒業単位として
も認められます。

上記8科目については、単位修得することにより「教科に関する科目」の単位として認め
られますが、卒業単位にはなりません。

①法学部の専門科目はほとんどが〇〇〇Ａ（春）、〇〇〇Ｂ（秋）に分かれていますが、
Ａ（春）・Ｂ（秋）を両方受講することで授業内容をより深く理解できます。春学期に〇
〇〇Ａを秋学期に〇〇〇Ｂをそれぞれ履修するように心がけてください。

選抜試験等により受講者制限を行うコースが多いので、詳細については学内掲示で確認し
てください。

選択必修科目

選択科目

必要単位数が決められており、その単位数以上に単位修得しな
ければならない科目

区分
必修科目

科目の意味
必ず単位修得しなければならない科目

各自の希望により選択し、卒業要件の必要単位数以上に単位
修得しなければならない科目

＊必要単位数を修得し合計で 72単位以上修得しなければなりません。なお、72単位を超え
て修得した単位数も卒業単位として認められます。

7．専門科目
（72単位以上）

専門科目履修上の注意

・法学演習ⅠA/B、法学演習Ⅱ
　A/B、法学演習ⅢA/B

　　

L
リ ー プ

EAP（Learning English for Academic Purposes）は、将来海外留学を目指す学生
を主な対象とし、留学に必要な英語力を習得することを目標とした英語プログラムで
す。受講するためには、ある程度の英語力が求められます（TOEFL420点以上が目安）。
履修修得した単位は、卒業単位に認められます。
LEAPは大きくEAPとPSAに分かれます。

（1）EAP（English for Academic Purposes）
リーディング／ライティング（週2コマ）、リスニング／スピーキング（週2コマ）
の技能ごとに、科目の内容が分かれています。

（2）PSA（Pre-Study Abroad）
すでに留学が決まっている学生あるいはTOEFLで高得点を取得している学生

（TOEFL500点以上が目安）が受講可能です。留学先での勉学や学生生活をより
実り多いものとするために必要なスキルを学ぶための留学準備コースです。

履修方法については、学内掲示および履修関係資料を参照してください。

6．留学支援科目
［英語特別教育科目］
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上記6科目については、単位修得することにより「教科に関する科目」の単位として認められ
ると同時に、卒業単位としても認められます。

社会科教育論

日本史Ａ 外国史Ａ 地誌学Ａ
日本史Ｂ

自然地理学Ａ 人文地理学Ａ 哲学概説Ａ
自然地理学Ｂ 人文地理学Ｂ 哲学概説Ｂ

教科に関する科目

倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ

8. 教職科目・教科科目　

社会科教育論

教職に関する科目

日本史Ａ 外国史Ａ 地誌学Ａ
日本史Ｂ 外国史Ｂ 地誌学Ｂ

〔教育職員免許状の取得について〕
　大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには、教育職員免許状を取得し
なければなりません。本学では「教育職員免許法」に基づいて、免許状取得に必要な
単位が修得できるよう科目を開設しています。
　詳細は、Ⅳ「教職課程の履修について」を参照してください。

この科目については、単位修得することにより「教職に関す
る科目」の単位として認められると同時に、卒業単位として
も認められます。

上記8科目については、単位修得することにより「教科に関する科目」の単位として認め
られますが、卒業単位にはなりません。

①法学部の専門科目はほとんどが〇〇〇Ａ（春）、〇〇〇Ｂ（秋）に分かれていますが、
Ａ（春）・Ｂ（秋）を両方受講することで授業内容をより深く理解できます。春学期に〇
〇〇Ａを秋学期に〇〇〇Ｂをそれぞれ履修するように心がけてください。

選抜試験等により受講者制限を行うコースが多いので、詳細については学内掲示で確認し
てください。

選択必修科目

選択科目

必要単位数が決められており、その単位数以上に単位修得しな
ければならない科目

区分
必修科目

科目の意味
必ず単位修得しなければならない科目

各自の希望により選択し、卒業要件の必要単位数以上に単位
修得しなければならない科目

＊必要単位数を修得し合計で 72単位以上修得しなければなりません。なお、72単位を超え
て修得した単位数も卒業単位として認められます。

7．専門科目
（72単位以上）

専門科目履修上の注意

・法学演習ⅠA/B、法学演習Ⅱ
　A/B、法学演習ⅢA/B
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第1部法学部で開講されている授業科目を、下記の要領で履修修得できる制度です。
①　各学期（セメスタ）4単位以内、かつ卒業までに合計30単位以内の履修制限が
あります。

②　第1部法学部相互聴講提供科目（下記参照）に掲載された科目のみ履修できます。
③　第1部法学部の学年配当にしたがって履修しなければなりません。
④　１セメスタ制限履修単位数（24単位）に算入します。
⑤　修得した単位は、他学部他学科開放科目の枠に算入され、卒業単位に認められます。
　　専門科目の単位としては認められませんので、注意して履修してください。
⑥　履修希望者は下記対象科目を参照のうえ、各自で履修登録をしてください。

 9.  法学部 1・2部
　　相互聴講科目

対象科目［第1部法学部相互聴講提供科目］
区分 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

基
盤
教
育

文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目

専
門
科
目

ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ　⑴

フランス語 Ⅲ Ａ　⑴

フランス語 Ⅲ Ｂ　⑴

中 国 語 Ⅲ Ａ　⑴

中 国 語 Ⅲ Ｂ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ　⑴

フランス語 Ⅳ Ａ　⑴

フランス語 Ⅳ Ｂ　⑴

中 国 語 Ⅳ Ａ　⑴

中 国 語 Ⅳ Ｂ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅴ Ａ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅴ Ｂ　⑴

フランス語 Ⅴ Ａ　⑴

フランス語 Ⅴ Ｂ　⑴

中 国 語 Ⅴ Ａ　⑴

中 国 語 Ⅴ Ｂ　⑴

情報化社会と法　⑵

日本近代憲法史Ａ　⑵

日本近代憲法史Ｂ　⑵

法 社 会 学 Ａ　⑵

法 社 会 学 Ｂ　⑵

地 方 自 治 論 Ａ ⑵

地 方 自 治 論 Ｂ ⑵

公 務 員 基 礎 法 　 ⑵

キャリアプランニング 　 ⑵

国 際 政 治 学 Ａ ⑵

国 際 政 治 学 Ｂ ⑵

公 共 政 策 と 法 　 ⑵

特 殊 講 義 Ｉ Ｄ ⑵

特 殊 講 義 Ｉ Ａ ⑵

金融商品取引法 Ａ ⑵

ア　ジ　ア　法 Ａ ⑵

イ ス ラ ム 法  Ａ ⑵

Ｅ　　Ｕ　　法 Ａ ⑵

国 際 経 済 法 Ａ ⑵

外 国 書 講 読 Ａ ⑵

国 際 関 係 論 Ａ ⑵

国 際 労 働 法　 ⑵

会 社 法 Ⅱ Ａ ⑵

経 済 政 策  Ａ ⑵

総 合 憲 法 Ａ ⑵ 総 合 憲 法 Ｂ ⑵

⑵

特 殊 講 義 Ｉ Ｅ 

特 殊 講 義 Ｉ Ｂ 

⑵ 特 殊 講 義 Ｉ Ｆ ⑵

特 殊 講 義 Ⅱ Ａ ⑵

特 殊 講 義 Ⅱ Ｃ ⑵ 特 殊 講 義 Ⅱ Ｄ ⑵

金融商品取引法 Ｂ ⑵

ア　ジ　ア　法 Ｂ ⑵

イ ス ラ ム 法  Ｂ ⑵

Ｅ　　Ｕ　　法 Ｂ ⑵

国 際 経 済 法 Ｂ ⑵

外 国 書 講 読 Ｂ ⑵

国 際 関 係 論 Ｂ ⑵

会 社 法 Ⅱ Ｂ ⑵

経 済 政 策  Ｂ ⑵

特 殊 講 義 Ｉ  Ｃ ⑵

特 殊 講 義 Ⅱ Ｂ ⑵

※「法学部1・2部相互聴講科目授業時間割表」については、法学部掲示板（1203番教
室前）で確認してください。また、時間割の変更については、1102番教室横に掲示し
てある法学部第1部の時間割表で確認してください。
なお、講義内容については、ToyoNet-Gで確認できます。

10．他学部他学科開放科目
　法学部では、基盤教育と専門科目以外に他学部他学科開放科目を設けています。この科目は卒業に必要な科目ではありま
せんが、単位修得した科目はすべて卒業単位として認められます。
　講義内容および開講時間割については、それぞれの学部の講義要項、時間割表で確認してください。ToyoNet-Gでも確認で
きます。

他学部他学科開放科目一覧（第2部）

学部／学年
配当学年 第　　1　　学　　年 第　　2　　学　　年 第　　3　　学　　年 第　　4　　学　　年

文
学
部

日本文学文化学科

教 育 学 科

古 代 日 本 文 学 史A ⑵
比較文学文化概説A ⑵ 比較文学文化概説B ⑵

古 代 日 本 文 学 史 B ⑵
中 世 日 本 文 学 史A ⑵
中 世 日 本 文 学 史 B ⑵

英語圏文学文化と日本A ⑵
英語圏文学文化と日本B ⑵
ドイツ語圏文学文化と日本A ⑵
ドイツ語圏文学文化と日本 B ⑵

日 本 の 伝 統 行 事A ⑵
日 本 の 伝 統 行 事 B ⑵

生 涯 学 習 概 論 Ⅰ ⑵
特別支援教育概論 Ⅱ ⑵生 涯 学 習 概 論 Ⅱ ⑵

社 会 文 化 史（日 本） ⑵
社 会 文 化 史（西 洋） ⑵

女 性 問 題 と 学 習 ⑵

特別支援教育概論 Ⅰ ⑵

家 庭 教 育 論 ⑵ 社 会 教 育 計 画 論 Ⅰ ⑵
社 会 教 育 計 画 論 Ⅱ ⑵

比 較 社 会 論 ⑵
比 較 政 策 論 ⑵ ア メ リ カ 思 想 史 ⑵ 社会教育課題研究 Ⅰ ⑵

社会教育課題研究 Ⅱ ⑵

情 報 化 と 社 会 教 育 ⑵

近 世 日 本 文 学 史A ⑵
近 世 日 本 文 学 史 B ⑵

フランス語圏文学文化と日本A ⑵
フランス語圏文学文化と日本 B ⑵

万 葉 文 化 論A ⑵
万 葉 文 化 論 B ⑵
王 朝 文 化 論A ⑵
王 朝 文 化 論 B ⑵

室 町 文 化 論A ⑵
室 町 文 化 論 B ⑵

中国文学文化と日本A ⑵
中国文学文化と日本B ⑵

江 戸 文 化 論A ⑵
江 戸 文 化 論 B ⑵

近 現 代 文 化 論A ⑵
近 現 代 文 化 論 B ⑵
日 本 の 古 典 籍A ⑵
日 本 の 古 典 籍 B ⑵

日 本 民 俗 学A ⑵
日 本 民 俗 学 B ⑵

日 本 の 美 術A ⑵
日 本 の 美 術 B ⑵

近現代日本文学史A ⑵
近現代日本文学史 B ⑵

経
済
学
部

経
営
学
部

経 済 学 科

経 営 学 科 経 営 財 務 論 ⑵
投 資 決 定 論 ⑵
経 営 組 織 論 ⑵
組 織 行 動 論 ⑵

経 　 営 　 史 　 A ⑵
経 　 営 　 史 　 B ⑵
経 営 分 析 論 ⑵

中 小 企 業 経 営 論A ⑵
中 小 企 業 経 営 論 B ⑵

環境マネジメント入門 ⑵
環 境 マ ネ ジ メ ン ト ⑵

経　済　哲　学　A ⑵
経　済　哲　学　B ⑵
国 際 金 融 論A ⑵
国 際 金 融 論 B ⑵

経 済 発 展 論A ⑵
経 済 発 展 論 B ⑵
多 国 籍 企 業 論A ⑵
多 国 籍 企 業 論 B ⑵

国 際 貿 易 論A ⑵
国 際 貿 易 論 B ⑵
日 本 経 済 論A ⑵
日 本 経 済 論 B ⑵
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第1部法学部で開講されている授業科目を、下記の要領で履修修得できる制度です。
①　各学期（セメスタ）4単位以内、かつ卒業までに合計30単位以内の履修制限が
あります。

②　第1部法学部相互聴講提供科目（下記参照）に掲載された科目のみ履修できます。
③　第1部法学部の学年配当にしたがって履修しなければなりません。
④　１セメスタ制限履修単位数（24単位）に算入します。
⑤　修得した単位は、他学部他学科開放科目の枠に算入され、卒業単位に認められます。
　　専門科目の単位としては認められませんので、注意して履修してください。
⑥　履修希望者は下記対象科目を参照のうえ、各自で履修登録をしてください。

 9.  法学部 1・2部
　　相互聴講科目

対象科目［第1部法学部相互聴講提供科目］
区分 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

基
盤
教
育

文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目

専
門
科
目

ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ　⑴

フランス語 Ⅲ Ａ　⑴

フランス語 Ⅲ Ｂ　⑴

中 国 語 Ⅲ Ａ　⑴

中 国 語 Ⅲ Ｂ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ　⑴

フランス語 Ⅳ Ａ　⑴

フランス語 Ⅳ Ｂ　⑴

中 国 語 Ⅳ Ａ　⑴

中 国 語 Ⅳ Ｂ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅴ Ａ　⑴

ド イ ツ 語 Ⅴ Ｂ　⑴

フランス語 Ⅴ Ａ　⑴

フランス語 Ⅴ Ｂ　⑴

中 国 語 Ⅴ Ａ　⑴

中 国 語 Ⅴ Ｂ　⑴

情報化社会と法　⑵

日本近代憲法史Ａ　⑵

日本近代憲法史Ｂ　⑵

法 社 会 学 Ａ　⑵

法 社 会 学 Ｂ　⑵

地 方 自 治 論 Ａ ⑵

地 方 自 治 論 Ｂ ⑵

公 務 員 基 礎 法 　 ⑵

キャリアプランニング 　 ⑵

国 際 政 治 学 Ａ ⑵

国 際 政 治 学 Ｂ ⑵

公 共 政 策 と 法 　 ⑵

特 殊 講 義 Ｉ Ｄ ⑵

特 殊 講 義 Ｉ Ａ ⑵

金融商品取引法 Ａ ⑵

ア　ジ　ア　法 Ａ ⑵

イ ス ラ ム 法  Ａ ⑵

Ｅ　　Ｕ　　法 Ａ ⑵

国 際 経 済 法 Ａ ⑵

外 国 書 講 読 Ａ ⑵

国 際 関 係 論 Ａ ⑵

国 際 労 働 法　 ⑵

会 社 法 Ⅱ Ａ ⑵

経 済 政 策  Ａ ⑵

総 合 憲 法 Ａ ⑵ 総 合 憲 法 Ｂ ⑵

⑵

特 殊 講 義 Ｉ Ｅ 

特 殊 講 義 Ｉ Ｂ 

⑵ 特 殊 講 義 Ｉ Ｆ ⑵

特 殊 講 義 Ⅱ Ａ ⑵

特 殊 講 義 Ⅱ Ｃ ⑵ 特 殊 講 義 Ⅱ Ｄ ⑵

金融商品取引法 Ｂ ⑵

ア　ジ　ア　法 Ｂ ⑵

イ ス ラ ム 法  Ｂ ⑵

Ｅ　　Ｕ　　法 Ｂ ⑵

国 際 経 済 法 Ｂ ⑵

外 国 書 講 読 Ｂ ⑵

国 際 関 係 論 Ｂ ⑵

会 社 法 Ⅱ Ｂ ⑵

経 済 政 策  Ｂ ⑵

特 殊 講 義 Ｉ  Ｃ ⑵

特 殊 講 義 Ⅱ Ｂ ⑵

※「法学部1・2部相互聴講科目授業時間割表」については、法学部掲示板（1203番教
室前）で確認してください。また、時間割の変更については、1102番教室横に掲示し
てある法学部第1部の時間割表で確認してください。
なお、講義内容については、ToyoNet-Gで確認できます。

10．他学部他学科開放科目
　法学部では、基盤教育と専門科目以外に他学部他学科開放科目を設けています。この科目は卒業に必要な科目ではありま
せんが、単位修得した科目はすべて卒業単位として認められます。
　講義内容および開講時間割については、それぞれの学部の講義要項、時間割表で確認してください。ToyoNet-Gでも確認で
きます。

他学部他学科開放科目一覧（第2部）

学部／学年
配当学年 第　　1　　学　　年 第　　2　　学　　年 第　　3　　学　　年 第　　4　　学　　年

文
学
部

日本文学文化学科

教 育 学 科

古 代 日 本 文 学 史A ⑵
比較文学文化概説A ⑵ 比較文学文化概説B ⑵

古 代 日 本 文 学 史 B ⑵
中 世 日 本 文 学 史A ⑵
中 世 日 本 文 学 史 B ⑵

英語圏文学文化と日本A ⑵
英語圏文学文化と日本B ⑵
ドイツ語圏文学文化と日本A ⑵
ドイツ語圏文学文化と日本 B ⑵

日 本 の 伝 統 行 事A ⑵
日 本 の 伝 統 行 事 B ⑵

生 涯 学 習 概 論 Ⅰ ⑵
特別支援教育概論 Ⅱ ⑵生 涯 学 習 概 論 Ⅱ ⑵

社 会 文 化 史（日 本） ⑵
社 会 文 化 史（西 洋） ⑵

女 性 問 題 と 学 習 ⑵

特別支援教育概論 Ⅰ ⑵

家 庭 教 育 論 ⑵ 社 会 教 育 計 画 論 Ⅰ ⑵
社 会 教 育 計 画 論 Ⅱ ⑵

比 較 社 会 論 ⑵
比 較 政 策 論 ⑵ ア メ リ カ 思 想 史 ⑵ 社会教育課題研究 Ⅰ ⑵

社会教育課題研究 Ⅱ ⑵

情 報 化 と 社 会 教 育 ⑵

近 世 日 本 文 学 史A ⑵
近 世 日 本 文 学 史 B ⑵

フランス語圏文学文化と日本A ⑵
フランス語圏文学文化と日本 B ⑵

万 葉 文 化 論A ⑵
万 葉 文 化 論 B ⑵
王 朝 文 化 論A ⑵
王 朝 文 化 論 B ⑵

室 町 文 化 論A ⑵
室 町 文 化 論 B ⑵

中国文学文化と日本A ⑵
中国文学文化と日本B ⑵

江 戸 文 化 論A ⑵
江 戸 文 化 論 B ⑵

近 現 代 文 化 論A ⑵
近 現 代 文 化 論 B ⑵
日 本 の 古 典 籍A ⑵
日 本 の 古 典 籍 B ⑵

日 本 民 俗 学A ⑵
日 本 民 俗 学 B ⑵

日 本 の 美 術A ⑵
日 本 の 美 術 B ⑵

近現代日本文学史A ⑵
近現代日本文学史 B ⑵

経
済
学
部

経
営
学
部

経 済 学 科

経 営 学 科 経 営 財 務 論 ⑵
投 資 決 定 論 ⑵
経 営 組 織 論 ⑵
組 織 行 動 論 ⑵

経 　 営 　 史 　 A ⑵
経 　 営 　 史 　 B ⑵
経 営 分 析 論 ⑵

中 小 企 業 経 営 論A ⑵
中 小 企 業 経 営 論 B ⑵

環境マネジメント入門 ⑵
環 境 マ ネ ジ メ ン ト ⑵

経　済　哲　学　A ⑵
経　済　哲　学　B ⑵
国 際 金 融 論A ⑵
国 際 金 融 論 B ⑵

経 済 発 展 論A ⑵
経 済 発 展 論 B ⑵
多 国 籍 企 業 論A ⑵
多 国 籍 企 業 論 B ⑵

国 際 貿 易 論A ⑵
国 際 貿 易 論 B ⑵
日 本 経 済 論A ⑵
日 本 経 済 論 B ⑵
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　第2部開講科目のうち、第2部法律学科の教育課程表になく、「他学部他学科開放科
目一覧（第2部）」および「法学部1・2部相互聴講科目」にも存在しない科目について
は、下記の条件により、卒業に必要な単位として認められない「自由科目」として履修す
ることができます。
⑴　所属する学部学科の科目と同一内容、同一名称の科目は履修できません。
⑵　科目を提供する学部の学年配当にしたがって履修しなければなりません。
⑶　1セメスタ制限履修単位数（24単位）に算入します。
⑷　自由科目として修得した単位は、卒業単位にはなりません。
⑸　履修にあたっては授業担当教員の許可を必要とします。履修希望者は、所定用紙が

ありますので事前に教務課窓口に申し出てください。

11．自由科目

国
際
地
域
学
部

社 会 調 査 法 ⑵
統 計 学  ⑵
科 学 技 術 倫 理 ⑵

高 齢 者 福 祉 論 ⑵
障 害 者 福 祉 論 ⑵

現 代 社 会 論 ⑵
宗 教 と 社 会 ⑵
文 化 人 類 学 ⑵

ケアマネジメント 論 ⑵
ジ ェ ン ダ ー と 福 祉 ⑵ 

ヨーロッパの地誌と文化Ⅰ ⑵
ヨーロッパの地誌と文化Ⅱ ⑵
プロジェクト実施・評価 ⑵
水 辺 と 環 境 ⑵
自 然 災 害 と 防 災 ⑵
都 市 地 理 学 ⑵
経 済 地 理 学 ⑵
社 会 政 策 論 ⑵
公 共 経 営 論 ⑵

アジア・太平洋地域論 ⑵
ア ジ ア 社 会 論 ⑵
経 済 協 力 論 ⑵
国 際 環 境 計 画 入 門 ⑵
環境管理適正技術論 ⑵
ま ち づ く り 手 法 論 ⑵
地 域 計 画  ⑵
映 像 社 会 学 ⑵
地 域 シ ス テ ム 論 ⑵
都 市 計 画  ⑵

社
会
学
部

社 会 学 科

社 会 福 祉 学 科 社 会 福 祉 学 概 論A ⑵ 公 的 扶 助 論 ⑵
社 会 福 祉 学 概 論B  ⑵ 児 童 福 祉 論 ⑵

バ リ ア フ リ ー 論 ⑵

地 域 福 祉 論 ⑵
社会福祉法制・行政 ⑵
子 ど も 支 援 論 ⑵

保健医療サービス論 ⑵

社 会 統 計 学 ⑵
社 会 文 化 思 想 史A ⑵
社 会 文 化 思 想 史 B ⑵
集 合 行 動 論A ⑵
集 合 行 動 論 B ⑵
社　会　学　史　A ⑵
社　会　学　史　 B ⑵

地 域 社 会 学A ⑵
地 域 社 会 学 B ⑵
環 境 社 会 学A ⑵
環 境 社 会 学 B ⑵
家 族 社 会 学A ⑵
家 族 社 会 学 B ⑵
宗 教 社 会 学A ⑵
宗 教 社 会 学 B ⑵

社 会 統 計 解 析 法 ⑵

犯 罪 社 会 学A ⑵
犯 罪 社 会 学 B ⑵
組 織 社 会 学A ⑵
組 織 社 会 学 B ⑵
臨 床 心 理 学A ⑵
臨 床 心 理 学 B ⑵

産 業 地 域 論A ⑵
産 業 地 域 論 B ⑵ 質 的 調 査 法 ⑵

マス・コミュニケーション概論A ⑵
マス・コミュニケーション概論B ⑵
情 報 学 基 礎 論A ⑵
情 報 学 基 礎 論 B ⑵
コミュニケーション論 ⑵
情 報 倫 理 概 論 ⑵

学部／学年 配当学年 第　　1　　学　　年 第　　2　　学　　年 第　　3　　学　　年 第　　4　　学　　年

国 際 地 域 学 科
地 域 総 合 専 攻

⑹　第1部開講科目（「法学部1・2部相互聴講科目」を除く）は履修できません。
（詳細については『履修登録のしおり・授業時間割表』を参照してください。）

12．その他
　［再履修について］

　再履修する科目はコース番号や教員が異なった場合でも同じ科目として履修登録できます。
ただし、再履修用のコースが設けられている場合、そのコースを受講してください。

〈例〉
過去に履修したが

単位修得できなかった科目
政治学A　1コース　佐藤

今年度　再度履修する科目

政治学A　4コース　高橋

　過去に履修して単位修得できなかった科目を各学期（セメスタ）履修可能単位数の
枠内で再度履修（再履修）することができます。
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Ⅳ 教職課程の履修について

（第1部･第2部共通）
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教職課程を学ぶにあたって
東洋大学教職課程運営委員長

　本学の学祖井上円了は哲学館の創設にあたり「諸学の基礎は哲学にあり」の理念の下、「先入観や偏見
にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間」「社会の課題に自主的・主
体的に取組み、よき人間関係を築いていける人間」の育成をめざした。そして特に「教育家と宗教家」の
養成に力を入れた。このように本学は創設以来、教員養成を重視し、この分野の伝統と実績を有する大学
であり、多くの卒業生が教員として全国の学校で活躍している。
　これから教職課程を履修し、教員免許状を取得して教員になろうと志す学生にはまずこのことをしっかりと自
覚してほしい。
　言うまでもなく、教員になるためには教員免許状の取得が必要である。免許状の取得に関する諸事項は教
育職員免許法に定められており、本学もこれに基づいて教職課程教育を実施している。
　教職課程に属する科目の多くは、各学科の卒業に必要な科目とは別に履修し単位を修得しなければならな
い。従って、教職課程を履修する学生は、他の学生よりも多くの科目を履修しなければならず、学修に費や
す時間もそれだけ多くなる。1年次からの計画的な履修と学修が求められる。その詳細については、教職課程
ガイダンスに参加して説明を聞くとともに、この「履修要覧」を熟読してほしい。
　教員になるためには、担当する教科に関する知識を豊富に持つことが必要になることは言うまでもない。し
かしそれだけでは教員として十分とは言えない。教員は成長・発達の途上にある児童・生徒を指導し、とも
に学ぶ存在である。教員の言動は、時として、子どもの将来を大きく左右することもある。その意味で教員と
いうのは恐ろしい職業である。しかし同時に教員は子どもの成長を直接に目にし、それを助け、ともに喜び合
えるやりがいのある職業でもある。
　ある教育学者が次のようなことを問うている。「あなた（教員）は何の権利があって他人の子どもを教育す
るなどという大それたことができるのか」。
　この問いに答えることは簡単ではない。しかし「他人の子ども」を教育するという「大それた事」を職業と
することを、子どもから、保護者から、そして社会から、許されるだけの準備を大学生活のなかでしておくこ
とが、教員をめざす学生の最低限の義務である。
　教員をめざす学生には、大学の授業で学ぶことはもちろん、サークル活動、ボランティア活動、趣味、ア
ルバイトなど、さまざまな経験をしながら、自分自身を成長させることを期待したい。豊かな人間性を持った
信頼に足る教員をめざしてほしい。

［１］教育職員免許状について
　大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには教育職員免許状を取得しなければなりません。
　各学科で取得できる教育職員免許状は次の表のとおりです。

免許状の種類

法
学
部

第
1
部

第
2
部

中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状

地理歴史・公民

地理歴史・公民

地理歴史・公民

学部学科

法 律 学 科 社 会

社 会

社 会法 律 学 科

企 業 法 学 科

（教科） （教科） （教科）



87

基礎資格と免許法における最低修得単位数

免許状の種類 基礎資格

免許法における最低修得単位数

免許法施行規則
第６６条の６に
定める科目

教職に関
する科目

教科に関
する科目

教科又は教
職に関する
科目

その他

中 学 校
教 論

１ 種
免許状 学士の学位を

有すること

８ ３１ ２０ ８
介護等体験

（詳細は
P.99）

高等学校
教 論

１ 種
免許状 ８ ２３ ２０ １６

〈注意〉
上記の免許法における最低修得単位数と、本学における最低修得単位数は異なります。
本学の学生は、本学における最低修得単位数を履修かつ修得しなければなりません。P.90 〜 P.97の表２
の本学における「教職に関する科目」「教科に関する科目」一覧表で確認してください。
また、「教科又は教職に関する科目」については「教職に関する科目」、「教科に関する科目」の法令上
の最低修得単位数を超えて修得した当該の単位を充当します。

［２］教育職員免許状の取得条件について
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［３］教職課程登録料について
　本学では、通学課程の学部学生及び大学院生が教職課程の履修を希望する場合、教職課程登録料が
必要となります。所定の期日までに指定された方法で納入してください。
　なお、登録料の区分、徴収対象、徴収額および有効期間は以下の通りとなります。

教職課程
登録料

区分 徴収対象 徴収額 有効期間

在籍生
登録料

東洋大学教職課程の
履修を希望する通学
課程の学部生及び大
学院生

30,000円

・ 学部生は、納入時から卒業年
度の 3 月31日（秋学期卒業
生を含む。ただし、春学期卒
業生は 9 月30日）まで。

・ 大学院生は、納入時から修了
年度の 3 月31日（秋学期修
了生を含む。ただし、春学期
修了生は 9 月30日）まで。

卒業生等
登録料

東洋大学の卒業生及
び大学院修了生（た
だし、退学者及び除
籍者を含む。）で、
教職支援室の利用等
（教職に関するセミ
ナー等への参加を含
む。）を希望する者

5,000円
（ただし、秋学期から
の場合は当該年度の
み2,500円とする。）

納入年度の 3 月31日まで。

※ 再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している場合は、再度の納入は必要ありま
せん。

［４］教職科目の履修登録について
　教育職員免許状の取得のためには、卒業単位の充足のほかに、以下に定められた科目をそれぞれ履
修し、単位を修得する必要があります。

（１）免許法施行規則第６６条の６に定める科目（〈表１〉参照）
（２）教職に関する科目（〈表２〉参照）
（３）教科に関する科目（〈表２〉参照）
（４）教科又は教職に関する科目
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第1部
〈表1〉「免許法施行規則第66条の6に定める科目」
　下表にしたがい、「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」のそれぞれの分野において、
定められた単位を修得しなければなりません。

　

⑵

⑵

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑵

⑵

⑵

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑵

（法律・企業法学科共通）

免許法施行規則第66条の6
に定める科目区分

日本国憲法

体　　育

外国語コミュニケーション

情報機器の操作

4単 4位 単位必修

2単位選択必修

英語・ドイツ語・フランス語・中国語のうち
いずれか1外国語を2単位選択必修

2単位

2単位

2単 2位 単位必修情報リテラシー

憲法A

憲法B

スポーツ健康科学実技ⅠA

スポーツ健康科学実技ⅠB

スポーツ健康科学実技ⅡA

スポーツ健康科学実技ⅡB

スポーツ健康科学実技ⅢA

スポーツ健康科学実技ⅢB

スポーツ健康科学講義Ⅰ

スポーツ健康科学講義ⅡA

スポーツ健康科学講義ⅡB

英語ⅠA A

英語ⅠA B

英語ⅠB A

英語ⅠB B

ドイツ語ⅠA A

ドイツ語ⅠA B

ドイツ語ⅠB A

ドイツ語ⅠB B

フランス語ⅠA A

フランス語ⅠA B

フランス語ⅠB A

フランス語ⅠB B

中国語ⅠA A

中国語ⅠA B

中国語ⅠB A

中国語ⅠB B

本学での開設科目名および単位数 教職課程表での履修方法必要な
単位数
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第
1
部

〈
表
2〉
  本
学
に
お
け
る「
教
職
に
関
す
る
科
目
」「
教
科
に
関
す
る
科
目
」一
覧
表

（
1.
　
○
＝
必
修
科
目
、
2.
　
△
＝
選
択
必
修
、
3.
「
最
低
修
得
単
位
数
」＝
本
学
に
お
い
て
各
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
最
低
単
位
数
）

法
学
部
第
1部
法
律
学
科
20
15
年
度
入
学
生
適
用

中
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
社
会
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
地
理
歴
史
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
公
民
）

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

2
単
位

2
単
位

4
単
位

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

6
単
位

4
単
位

5
単
位

12
単
位

31
単
位

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2 2
2

3 3 3 2 2 43 3 3 3
3 3

3・
4

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

○
　
社
会
科
教
育
論
⑵

社
会
科
教
育
論
⑵

○
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

○
　
教
育
相
談
⑵

2 4 4

○
　
教
育
相
談
⑵

○
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

※
1

※
2

※
1、
※
2は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
セ
ッ
ト
履
修
で
い
ず
れ

か
1分
野
を
履
修
修
得
す
る
こ
と
。

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

教
育
実
習

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

教
育
実
習

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

教
育
実
習

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

2
単
位

4
単
位

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

2 3 3

社
会
科
教
育
論
⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2 4 4

○
　
教
育
相
談
⑵

2
単
位

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分
最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

日
本
史
及
び
外
国
史

日
本
史

地
理
学（
地
誌
を
含
む
。）

「
法
律
学
、
政
治
学
」

「
社
会
学
、
経
済
学
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
」

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

4 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

8 
単
位

以
上

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

ド
イ
ツ
法

　
　
フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

　
　

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 地
理
学
A

○
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

　
　
 人
文
地
理
学
A

　
　
 人
文
地
理
学
B

　
　
 自
然
地
理
学
A

　
　
 自
然
地
理
学
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
Ａ

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
Ｂ

　
　
 保
険
法

　
　
 海
商
法

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

　
　
 環
境
法
Ａ

　
　
 環
境
法
Ｂ

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
A

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
B

　
　
 保
険
法

　
　
 海
商
法

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

2
　
　
 環
境
法
Ａ

2
　
　
 環
境
法
Ｂ

4 
単
位

28
 単
位

59
 単
位

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

2 2 2 2 2 2

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

最
低
修
得

単
位
数

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

○
　
 人
文
地
理
学
A

○
　
 人
文
地
理
学
B

○
　
 自
然
地
理
学
A

○
　
 自
然
地
理
学
B

　
　
 地
理
学
A

　
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

外
国
史

地
誌

人
文
地
理
学
及
び

自
然
地
理
学

「
法
律
学（
国
際
法
を

含
む
。）
、

政
治
学（
国
際
政
治
を

含
む
。）
」

「
社
会
学
、
経
済
学

（
国
際
経
済
を
含
む
。）
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
、
心
理
学
」

「
哲
学
概
説
A
」及
び「
哲
学
概
説
B
」も
し
く
は「
倫
理
学
概
説
A
」及
び「
倫
理
学
概
説
B
」い
ず
れ
か
2科
目
4単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

段
の「
教
職
に
関
す
る
科
目
」と
合
わ
せ
て
総
計
で
59
単
位
以
上
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
、相
当
数
の
選
択
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。
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第
1
部

〈
表
2〉
  本
学
に
お
け
る「
教
職
に
関
す
る
科
目
」「
教
科
に
関
す
る
科
目
」一
覧
表

（
1.
　
○
＝
必
修
科
目
、
2.
　
△
＝
選
択
必
修
、
3.
「
最
低
修
得
単
位
数
」＝
本
学
に
お
い
て
各
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
最
低
単
位
数
）

法
学
部
第
1部
法
律
学
科
20
15
年
度
入
学
生
適
用

中
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
社
会
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
地
理
歴
史
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
公
民
）

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

2
単
位

2
単
位

4
単
位

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

6
単
位

4
単
位

5
単
位

12
単
位

31
単
位

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2 2
2

3 3 3 2 2 43 3 3 3
3 3

3・
4

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

○
　
社
会
科
教
育
論
⑵

社
会
科
教
育
論
⑵

○
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

○
　
教
育
相
談
⑵

2 4 4

○
　
教
育
相
談
⑵

○
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

※
1

※
2

※
1、
※
2は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
セ
ッ
ト
履
修
で
い
ず
れ

か
1分
野
を
履
修
修
得
す
る
こ
と
。

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

教
育
実
習

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

教
育
実
習

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

教
育
実
習

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

2
単
位

4
単
位

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

2 3 3

社
会
科
教
育
論
⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2 4 4

○
　
教
育
相
談
⑵

2
単
位

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分
最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

日
本
史
及
び
外
国
史

日
本
史

地
理
学（
地
誌
を
含
む
。）

「
法
律
学
、
政
治
学
」

「
社
会
学
、
経
済
学
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
」

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

4 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

8 
単
位

以
上

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

ド
イ
ツ
法

　
　
フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

　
　

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 地
理
学
A

○
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

　
　
 人
文
地
理
学
A

　
　
 人
文
地
理
学
B

　
　
 自
然
地
理
学
A

　
　
 自
然
地
理
学
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
Ａ

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
Ｂ

　
　
 保
険
法

　
　
 海
商
法

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

　
　
 環
境
法
Ａ

　
　
 環
境
法
Ｂ

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
A

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
B

　
　
 保
険
法

　
　
 海
商
法

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

2
　
　
 環
境
法
Ａ

2
　
　
 環
境
法
Ｂ

4 
単
位

28
 単
位

59
 単
位

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

2 2 2 2 2 2

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

最
低
修
得

単
位
数

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

○
　
 人
文
地
理
学
A

○
　
 人
文
地
理
学
B

○
　
 自
然
地
理
学
A

○
　
 自
然
地
理
学
B

　
　
 地
理
学
A

　
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

外
国
史

地
誌

人
文
地
理
学
及
び

自
然
地
理
学

「
法
律
学（
国
際
法
を

含
む
。）
、

政
治
学（
国
際
政
治
を

含
む
。）
」

「
社
会
学
、
経
済
学

（
国
際
経
済
を
含
む
。）
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
、
心
理
学
」

「
哲
学
概
説
A
」及
び「
哲
学
概
説
B
」も
し
く
は「
倫
理
学
概
説
A
」及
び「
倫
理
学
概
説
B
」い
ず
れ
か
2科
目
4単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

段
の「
教
職
に
関
す
る
科
目
」と
合
わ
せ
て
総
計
で
59
単
位
以
上
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
、相
当
数
の
選
択
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。
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第
1
部

〈
表
2〉
  本
学
に
お
け
る「
教
職
に
関
す
る
科
目
」「
教
科
に
関
す
る
科
目
」一
覧
表

（
1.
　
○
＝
必
修
科
目
、
2.
　
△
＝
選
択
必
修
、
3.
「
最
低
修
得
単
位
数
」＝
本
学
に
お
い
て
各
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
最
低
単
位
数
）

法
学
部
第
1部
企
業
法
学
科
20
15
年
度
入
学
生
適
用

中
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
社
会
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
地
理
歴
史
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
公
民
）

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

2
単
位

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

6
単
位

4
単
位

12
単
位

31
単
位

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2 2
2

3 3 3 2 23 3 3 3
3 3

3・
4

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

○
　
社
会
科
教
育
論
⑵

社
会
科
教
育
論
⑵

○
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

○
　
教
育
相
談
⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

※
1

※
2

※
1、
※
2は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
セ
ッ
ト
履
修
で
い
ず
れ

か
1分
野
を
履
修
修
得
す
る
こ
と
。

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

2 3 3

社
会
科
教
育
論
⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

2
単
位

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

5
単
位

4

4 4
○
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

教
育
実
習

教
育
実
習

教
育
実
習

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

4 4

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

「
哲
学
概
説
A
」及
び「
哲
学
概
説
B
」も
し
く
は「
倫
理
学
概
説
A
」及
び「
倫
理
学
概
説
B
」い
ず
れ
か
2科
目
4単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

上
段
の「
教
職
に
関
す
る
科
目
」と
合
わ
せ
て
総
計
で
59
単
位
以
上
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
、相
当
数
の
選
択
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

単
位

単
位

日
本
史
及
び
外
国
史

日
本
史

地
理
学（
地
誌
を
含
む
。）

「
法
律
学
、
政
治
学
」

「
社
会
学
、
経
済
学
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
」

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

4 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

8 
単
位

以
上

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 地
理
学
A

○
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

　
　
 人
文
地
理
学
A

　
　
 人
文
地
理
学
B

　
　
 自
然
地
理
学
A

　
　
 自
然
地
理
学
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ａ

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ｂ

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法

　
　
 有
価
証
券
法

　
　
 保
険
法
A

　
　
 保
険
法
B

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B
　
　
 

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B
　

　
　
 国
際
政
治
学
A

　
　
 国

　
　
 環
境
法
Ａ

　
　
 環
境
法
Ｂ

際
政
治
学
B

4 
単
位

28
 単
位

59
 単
位

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

2 2 2 2 2 2

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

最
低
修
得

単
位
数

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

○
　
 人
文
地
理
学
A

○
　
 人
文
地
理
学
B

○
　
 自
然
地
理
学
A

○
　
 自
然
地
理
学
B

　
　
 地
理
学
A

　
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

外
国
史

地
誌

人
文
地
理
学
及
び

自
然
地
理
学

「
法
律
学（
国
際
法
を

含
む
。）
、

政
治
学（
国
際
政
治
を

含
む
。）
」

「
社
会
学
、
経
済
学

（
国
際
経
済
を
含
む
。）
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
、
心
理
学
」

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ａ

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ｂ

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法

　
　
 有
価
証
券
法

　
　
 保
険
法
A

　
　
 保
険
法
B

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B
　
　
 

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B
　

　
　
 国
際
政
治
学
A

　
　
 国

　
　
 環
境
法
Ａ

　
　
 環
境
法
Ｂ

際
政
治
学
B

フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分
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第
1
部

〈
表
2〉
  本
学
に
お
け
る「
教
職
に
関
す
る
科
目
」「
教
科
に
関
す
る
科
目
」一
覧
表

（
1.
　
○
＝
必
修
科
目
、
2.
　
△
＝
選
択
必
修
、
3.
「
最
低
修
得
単
位
数
」＝
本
学
に
お
い
て
各
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
最
低
単
位
数
）

法
学
部
第
1部
企
業
法
学
科
20
15
年
度
入
学
生
適
用

中
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
社
会
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
地
理
歴
史
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
公
民
）

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

2
単
位

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

6
単
位

4
単
位

12
単
位

31
単
位

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2 2
2

3 3 3 2 23 3 3 3
3 3

3・
4

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

○
　
社
会
科
教
育
論
⑵

社
会
科
教
育
論
⑵

○
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

○
　
教
育
相
談
⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

※
1

※
2

※
1、
※
2は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
セ
ッ
ト
履
修
で
い
ず
れ

か
1分
野
を
履
修
修
得
す
る
こ
と
。

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

2 3 3

社
会
科
教
育
論
⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

2
単
位

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

5
単
位

4

4 4
○
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

教
育
実
習

教
育
実
習

教
育
実
習

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

4 4

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

「
哲
学
概
説
A
」及
び「
哲
学
概
説
B
」も
し
く
は「
倫
理
学
概
説
A
」及
び「
倫
理
学
概
説
B
」い
ず
れ
か
2科
目
4単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

上
段
の「
教
職
に
関
す
る
科
目
」と
合
わ
せ
て
総
計
で
59
単
位
以
上
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
、相
当
数
の
選
択
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

単
位

単
位

日
本
史
及
び
外
国
史

日
本
史

地
理
学（
地
誌
を
含
む
。）

「
法
律
学
、
政
治
学
」

「
社
会
学
、
経
済
学
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
」

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

4 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

8 
単
位

以
上

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 地
理
学
A

○
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

　
　
 人
文
地
理
学
A

　
　
 人
文
地
理
学
B

　
　
 自
然
地
理
学
A

　
　
 自
然
地
理
学
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ａ

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ｂ

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法

　
　
 有
価
証
券
法

　
　
 保
険
法
A

　
　
 保
険
法
B

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B
　
　
 

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B
　

　
　
 国
際
政
治
学
A

　
　
 国

　
　
 環
境
法
Ａ

　
　
 環
境
法
Ｂ

際
政
治
学
B

4 
単
位

28
 単
位

59
 単
位

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 ミ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 マ
ク
ロ
経
済
学
入
門

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

2 2 2 2 2 2

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

最
低
修
得

単
位
数

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

○
　
 人
文
地
理
学
A

○
　
 人
文
地
理
学
B

○
　
 自
然
地
理
学
A

○
　
 自
然
地
理
学
B

　
　
 地
理
学
A

　
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

外
国
史

地
誌

人
文
地
理
学
及
び

自
然
地
理
学

「
法
律
学（
国
際
法
を

含
む
。）
、

政
治
学（
国
際
政
治
を

含
む
。）
」

「
社
会
学
、
経
済
学

（
国
際
経
済
を
含
む
。）
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
、
心
理
学
」

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 会
社
法
Ⅰ
A

　
　
 会
社
法
Ⅰ
B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ａ

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）Ｂ

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法

　
　
 有
価
証
券
法

　
　
 保
険
法
A

　
　
 保
険
法
B

　
　
 国
際
法
Ⅰ
A

　
　
 国
際
法
Ⅰ
B
　
　
 

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B
　

　
　
 国
際
政
治
学
A

　
　
 国

　
　
 環
境
法
Ａ

　
　
 環
境
法
Ｂ

際
政
治
学
B

フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

フ
ラ
ン
ス
法

ア
メ
リ
カ
法

E
U
法
A

E
U
法
B

イ
ス
ラ
ム
法
A

イ
ス
ラ
ム
法
B

ア
ジ
ア
法
A

ア
ジ
ア
法
B

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分

免
許
法
施
行
規
則

に
定
め
る
科
目
区
分



〈表1〉「免許法施行規則第66条の6に定める科目」
　下表にしたがい、「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」のそれぞれの分野において、定め
られた単位を修得しなければなりません。

⑵

⑵

⑴

⑴

⑵

⑵

⑵

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑵

⑴

⑴

免許法施行規則第66条
 の6に定める科目区分

日本国憲法

体　　育

外国語コミュニケーション

情報機器の操作

4単位 4単位必修

2単位選択必修

英語・ドイツ語・フランス語・中国語のうち
いずれか1外国語を2単位選択必修

2単位

2単位

2単位 2単位選択必修

情報化社会と人間

コンピュータ・リテラシィA

コンピュータ・リテラシィB

憲法A

憲法B

スポーツ健康科学実技A

スポーツ健康科学実技B

スポーツ健康科学講義Ⅰ

スポーツ健康科学講義ⅡA

スポーツ健康科学講義ⅡB

英語ⅠA A

英語ⅠA B

英語ⅠB A

英語ⅠB B

ドイツ語ⅠA A

ドイツ語ⅠA B

ドイツ語ⅠB A

ドイツ語ⅠB B

フランス語ⅠA A

フランス語ⅠA B

フランス語ⅠB A

フランス語ⅠB B

中国語ⅠA A

中国語ⅠA B

中国語ⅠB A

中国語ⅠB B

本学での開設科目名および単位数 教職課程表での履修方法必要な
単位数

第2部
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〈表1〉「免許法施行規則第66条の6に定める科目」
　下表にしたがい、「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」のそれぞれの分野において、定め
られた単位を修得しなければなりません。

⑵

⑵

⑴

⑴

⑵

⑵

⑵

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑴

⑵

⑴

⑴

免許法施行規則第66条
 の6に定める科目区分

日本国憲法

体　　育

外国語コミュニケーション

情報機器の操作

4単位 4単位必修

2単位選択必修

英語・ドイツ語・フランス語・中国語のうち
いずれか1外国語を2単位選択必修

2単位

2単位

2単位 2単位選択必修

情報化社会と人間

コンピュータ・リテラシィA

コンピュータ・リテラシィB

憲法A

憲法B

スポーツ健康科学実技A

スポーツ健康科学実技B

スポーツ健康科学講義Ⅰ

スポーツ健康科学講義ⅡA

スポーツ健康科学講義ⅡB

英語ⅠA A

英語ⅠA B

英語ⅠB A

英語ⅠB B

ドイツ語ⅠA A

ドイツ語ⅠA B

ドイツ語ⅠB A

ドイツ語ⅠB B

フランス語ⅠA A

フランス語ⅠA B

フランス語ⅠB A

フランス語ⅠB B

中国語ⅠA A

中国語ⅠA B

中国語ⅠB A

中国語ⅠB B

本学での開設科目名および単位数 教職課程表での履修方法必要な
単位数

第2部
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第
2部

〈
表
2〉
  本
学
に
お
け
る「
教
職
に
関
す
る
科
目
」「
教
科
に
関
す
る
科
目
」一
覧
表

法
学
部
法
律
学
科
20
15
年
度
入
学
生
適
用

中
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
社
会
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
地
理
歴
史
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
公
民
）

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

2
単
位

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

6
単
位

4
単
位

12
単
位

31
単
位

最
　
低

修
　
得

単
位
数

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2 2
2

3 3 3 2 23 3 3 3
3 3

3・
4

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

○
　
社
会
科
教
育
論
⑵

社
会
科
教
育
論
⑵

○
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

○
　
教
育
相
談
⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

※
1

※
2

※
1、
※
2は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
セ
ッ
ト
履
修
で
い
ず
れ

か
1分
野
を
履
修
修
得
す
る
こ
と
。

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

2 3 3

社
会
科
教
育
論
⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

2
単
位

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

3 3

道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

5
単
位

4

4 4
○
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

教
育
実
習

教
育
実
習

教
育
実
習

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

4 4

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

（
1.
　
○
＝
必
修
科
目
、
2.
　
△
：
選
択
必
修
、
3.
　
「
最
低
修
得
単
位
数
」
=
本
学
に
お
い
て
各
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
最
低
単
位
数
）

免
許

法
施

行
規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

「
哲
学
概
説
A
」及
び「
哲
学
概
説
B
」も
し
く
は「
倫
理
学
概
説
A
」及
び「
倫
理
学
概
説
B
」い
ず
れ
か
2科
目
4単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

上
段
の「
教
職
に
関
す
る
科
目
」と
合
わ
せ
て
総
計
で
59
単
位
以
上
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
、相
当
数
の
選
択
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

単
位

単
位

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

最
低
修
得

単
位

数教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

日
本
史
及
び
外
国
史

日
本
史

地
理
学
（
地
誌
を
含
む
。）

「
法
律
学
、
政
治
学
」

「
社
会
学
、
経
済
学
」

「
哲
学
、倫
理
学
、宗
教
学
」

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

4 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

8 
単
位

以
上

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

　
　

　
　
フ
ラ
ン
ス
法

　
　

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 地
理
学
A

○
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

　
　
 人
文
地
理
学
A

　
　
 人
文
地
理
学
B

　
　
 自
然
地
理
学
A

　
　
 自
然
地
理
学
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
） A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
A

　
　
 会
社
法
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
A

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
B

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
A

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
B

　
　
 国
際
法
A

　
　
 国
際
法
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
A

　
　
 会
社
法
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
A

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
B

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
A

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
B

　
　
 国
際
法
A

　
　
 国
際
法
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

4 
単
位

28
 単
位

59
 単
位

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 経
済
学
A

　
　
 経
済
学
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 経
済
学
A

　
　
 経
済
学
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

2 2 2 2 2 2

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

最
低
修
得

単
位
数

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

　
　
フ
ラ
ン
ス
法

　
　

○
　
 人
文
地
理
学
A

○
　
 人
文
地
理
学
B

○
　
 自
然
地
理
学
A

○
　
 自
然
地
理
学
B

　
　
 地
理
学
A

　
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

外
国
史

地
誌

人
文
地
理
学
及
び

自
然
地
理
学

「
法
律
学（
国
際
法
を

含
む
。）
、

政
治
学（
国
際
政
治
を

含
む
。）
」

「
社
会
学
、
経
済
学

（
国
際
経
済
を
含
む
。）
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
、
心
理
学
」
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第
2部

〈
表
2〉
  本
学
に
お
け
る「
教
職
に
関
す
る
科
目
」「
教
科
に
関
す
る
科
目
」一
覧
表

法
学
部
法
律
学
科
20
15
年
度
入
学
生
適
用

中
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
社
会
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
地
理
歴
史
）

高
等
学
校
教
諭
1
種
免
許
状（
公
民
）

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

2
単
位

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

6
単
位

4
単
位

12
単
位

31
単
位

最
　
低

修
　
得

単
位
数

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

最
　
低

修
　
得

単
位
数

配
　
当

学
　
年

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2 2
2

3 3 3 2 23 3 3 3
3 3

3・
4

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

○
　
社
会
科
教
育
論
⑵

社
会
科
教
育
論
⑵

○
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

○
　
教
育
相
談
⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3 3

　
　
道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

△
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

※
1

※
2

※
1、
※
2は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
セ
ッ
ト
履
修
で
い
ず
れ

か
1分
野
を
履
修
修
得
す
る
こ
と
。

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
地
歴
指
導
法
Ⅱ
⑵

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

教
職
の
意
義
等
に
関

す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導

法
に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
・
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

『
教
職
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

2
単
位

4
単
位

6
単
位

以
上

8
単
位

以
上

25
単
位

以
上

2 3 3

社
会
科
教
育
論
⑵

2
○
　
生
徒
指
導
論（
進
路
指
導
論
を
含
む
）⑵

2
○
　
教
育
相
談
⑵

2
単
位

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

教
職
実
践
演
習

2
単
位

4
○
　
教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）
⑵

3 3

道
徳
教
育
の
研
究
⑵

○
　
特
別
活
動
の
研
究
⑵

3
3・
4

○
　
教
育
方
法
研
究（
情
報
機
器
の
活
用
を
含
む
）⑵

　
　
教
育
評
価
⑵

○
　
教
職
概
論
⑵

1 1 1 2

3・
4

3・
4

○
　
教
育
心
理
学
⑵

教
育
史
⑵

教
育
法
規
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅰ
⑵

○
　
教
育
基
礎
論
Ⅱ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅰ
⑵

○
　
社
会
・
公
民
指
導
法
Ⅱ
⑵

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

5
単
位

4

4 4
○
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

教
育
実
習

教
育
実
習

教
育
実
習

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

3
単
位

た
だ
し
教
育
実
習
Ⅰ
を
修
得
し
て
も
、
高
等
学
校

免
許
申
請
の
際
に
は
3
単
位
と
し
て
申
請
す
る
の

で
注
意
す
る
こ
と
。

4 4

△
　
教
育
実
習
Ⅰ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑸

△
　
教
育
実
習
Ⅱ（
事
前
・
事
後
指
導
を
含
む
）⑶

※
　
い
ず
れ
か
1科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

（
1.
　
○
＝
必
修
科
目
、
2.
　
△
：
選
択
必
修
、
3.
　
「
最
低
修
得
単
位
数
」
=
本
学
に
お
い
て
各
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
最
低
単
位
数
）

免
許

法
施

行
規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

最
低
修
得

単
位
数

教
科
に
関
す
る
科
目

「
哲
学
概
説
A
」及
び「
哲
学
概
説
B
」も
し
く
は「
倫
理
学
概
説
A
」及
び「
倫
理
学
概
説
B
」い
ず
れ
か
2科
目
4単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

上
段
の「
教
職
に
関
す
る
科
目
」と
合
わ
せ
て
総
計
で
59
単
位
以
上
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
、相
当
数
の
選
択
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
。

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

単
位

単
位

単
位

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

最
低
修
得

単
位

数教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

教
科
に
関
す
る
科
目

本
学
で
開
講
し
て
い
る
科
目

日
本
史
及
び
外
国
史

日
本
史

地
理
学
（
地
誌
を
含
む
。）

「
法
律
学
、
政
治
学
」

「
社
会
学
、
経
済
学
」

「
哲
学
、倫
理
学
、宗
教
学
」

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

『
教
科
に
関
す
る
科
目
』

単
位
小
計

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

4 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

8 
単
位

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

4 
単
位

以
上

8 
単
位

以
上

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

　
　

　
　
フ
ラ
ン
ス
法

　
　

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 地
理
学
A

○
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

　
　
 人
文
地
理
学
A

　
　
 人
文
地
理
学
B

　
　
 自
然
地
理
学
A

　
　
 自
然
地
理
学
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
） A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
A

　
　
 会
社
法
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
A

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
B

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
A

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
B

　
　
 国
際
法
A

　
　
 国
際
法
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

○
　
 政
治
学
原
論
A

○
　
 政
治
学
原
論
B

　
　
 政
治
学
A

　
　
 政
治
学
B

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）A

　
　
 民
法
Ⅰ（
総
則
）B

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）A

　
　
 民
法
Ⅱ（
物
権
）B

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）A

　
　
 民
法
Ⅲ（
債
権
総
論
）B

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）A

　
　
 民
法
Ⅳ（
債
権
各
論
）B

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）A

　
　
 民
法
Ⅴ（
親
族
・
相
続
）B

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅰ（
総
論
）B

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）A

　
　
 刑
法
Ⅱ（
各
論
）B

　
　
 商
法
総
則

　
　
 商
行
為
法

　
　
 会
社
法
A

　
　
 会
社
法
B

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
A

　
　
 手
形
法
・
小
切
手
法
B

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
A

　
　
 保
険
法
・
海
商
法
B

　
　
 国
際
法
A

　
　
 国
際
法
B

　
　
 国
際
私
法
A

　
　
 国
際
私
法
B

4 
単
位

28
 単
位

59
 単
位

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

20
 単
位

以
上

本
学
に
お
い
て
免
許
取
得

に
必
要
な
単
位
数
の
合
計

（「
教
職
に
関
す
る
科
目
」+
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」）

59
 単
位

以
上

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 経
済
学
A

　
　
 経
済
学
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

2 2 2 2 2 2 2 2

○
　
 経
済
原
論
A

○
　
 経
済
原
論
B

　
　
 経
済
学
A

　
　
 経
済
学
B

　
　
 社
会
学
A

　
　
 社
会
学
B

　
　
 国
際
経
済
論
A

　
　
 国
際
経
済
論
B

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

2 2 2 2 2 2

△
　
 哲
学
概
説
A

△
　
 哲
学
概
説
B

△
　
 倫
理
学
概
説
A

△
　
 倫
理
学
概
説
B

　
　
 法
哲
学
A

　
　
 法
哲
学
B

哲
学
概
説
A・
B
ま
た

は
倫
理
学
概
説
A・
B

い
ず
れ
か
選
択
必
修

＜
注
1＞

免
許
法
施
行

規
則
に
定
め
る

科
目

区
分

最
低
修
得

単
位
数

○
　
 日
本
史
A

○
　
 日
本
史
B

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
A

　
　
 日
本
近
代
憲
法
史
B

　
　
 法
制
史
（
日
本
）A

　
　
 法
制
史
（
日
本
）B

○
　
 外
国
史
A

○
　
 外
国
史
B

　
　
 法
思
想
史
A

　
　
 法
思
想
史
B

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
東
洋
）B

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）A

　
　
 法
制
史
（
西
洋
）B

　
　
 英
米
法
A

　
　
 英
米
法
B

　
　
ド
イ
ツ
法

　
　
フ
ラ
ン
ス
法

　
　

○
　
 人
文
地
理
学
A

○
　
 人
文
地
理
学
B

○
　
 自
然
地
理
学
A

○
　
 自
然
地
理
学
B

　
　
 地
理
学
A

　
　
 地
理
学
B

○
　
 地
誌
学
A

○
　
 地
誌
学
B

外
国
史

地
誌

人
文
地
理
学
及
び

自
然
地
理
学

「
法
律
学（
国
際
法
を

含
む
。）
、

政
治
学（
国
際
政
治
を

含
む
。）
」

「
社
会
学
、
経
済
学

（
国
際
経
済
を
含
む
。）
」

「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
、
心
理
学
」
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参考：教職に関する科目

免許法施行規則に定める科目区分等
授　業　科　目

科目 各科目に含める必要事項

・教職の意義及び教員の役割
 

・
 
教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

教職概論

目
科
る
す
関
に
論
理
礎
基
の
育
教 ・ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

・ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 
（教育課程の意義及び編成の方法を含む）

教育基礎論Ⅰ 

教育基礎論Ⅱ

・ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育史

・
 
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学
習の過程を含む。）　

教育心理学

・ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 教育法規

目
科
る
す
関
に
法
導
指
び
及
程
課
育
教 ・教育課程の意義及び編成の方法 社会科教育論

・各教科の指導法 社会・地歴指導法Ⅰ 
社会・地歴指導法Ⅱ 
社会・公民指導法Ⅰ 
社会・公民指導法Ⅱ 

・道徳の指導法 道徳教育の研究

・特別活動の指導法 特別活動の研究
・教育の方法及び技術 
（情報機器及び機材の活用を含む。）

教育方法研究 
（情報機器の活用を含む） 
教育評価

・生徒指導の理論及び方法 
・進路指導の理論及び方法

生徒指導論 
（進路指導論を含む）

・ 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を
含む。）の理論及び方法

教育相談

教 育 実 習

教育実習Ⅰ 
（事前・事後指導を含む） 
教育実習Ⅱ 
（事前・事後指導を含む）

教 職 実 践 演 習 教職実践演習（中・高）

教
職
の
意
義
等

に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に

関
す
る
科
目
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参考：教職に関する科目

免許法施行規則に定める科目区分等
授　業　科　目

科目 各科目に含める必要事項

・教職の意義及び教員の役割
 

・
 
教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の提供等

教職概論

目
科
る
す
関
に
論
理
礎
基
の
育
教 ・ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

・ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 
（教育課程の意義及び編成の方法を含む）

教育基礎論Ⅰ 

教育基礎論Ⅱ

・ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育史

・
 
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学
習の過程を含む。）　

教育心理学

・ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 教育法規

目
科
る
す
関
に
法
導
指
び
及
程
課
育
教 ・教育課程の意義及び編成の方法 社会科教育論

・各教科の指導法 社会・地歴指導法Ⅰ 
社会・地歴指導法Ⅱ 
社会・公民指導法Ⅰ 
社会・公民指導法Ⅱ 

・道徳の指導法 道徳教育の研究

・特別活動の指導法 特別活動の研究
・教育の方法及び技術 
（情報機器及び機材の活用を含む。）

教育方法研究 
（情報機器の活用を含む） 
教育評価

・生徒指導の理論及び方法 
・進路指導の理論及び方法

生徒指導論 
（進路指導論を含む）

・ 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を
含む。）の理論及び方法

教育相談

教 育 実 習

教育実習Ⅰ 
（事前・事後指導を含む） 
教育実習Ⅱ 
（事前・事後指導を含む）

教 職 実 践 演 習 教職実践演習（中・高）

教
職
の
意
義
等

に
関
す
る
科
目

生
徒
指
導
、
教
育
相
談

及
び
進
路
指
導
等
に

関
す
る
科
目

（２）体験日程・体験先
　受入先の都合を考慮したうえ、東京都教育委員会および東京都社会福祉協議会が、希望者各人の日
程と受入先を調整・決定します。個人的な事情や要望（サークル、アルバイト、海外留学、就職活動、
仕事等）による日程・受入先の指定や変更（また、このことに関する個人交渉）・辞退は一切できないの
で、参加を希望する者はこの点を了承し、自分の都合を調整したうえで体験に臨んでください。

①日程
　授業期間だけではなく、夏季・冬季休暇期間・土・日・祝日を含む日程で行います。

②体験先
　いずれも東京都に所在する学校・施設で行います。体験希望者が多いため、現住所に近い場所で
行えるとは限りません。

＜特別支援学校＞
　視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に対して、
小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必
要な知識技能を授けることを目的とする学校。在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、障害により教
育上特別の支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行います。

＜社会福祉施設＞
　・高齢者にかかわる施設
　・児童福祉・障害児にかかわる施設
　・障害者（身体、知的、精神障害者）にかかわる施設
　・生活保護にかかわる施設

（３）内容
・学校、施設の利用者の介護・介助（入浴・排泄等含む）
・学校、施設の利用者との交流（話し相手）、学習活動の指導・援助
・学校、施設が実施する行事（学園祭・バザー・遠足、サークル活動等）の補助
・学校、施設の掃除、洗濯等の作業
特別支援学校事例…授業参観・作業学習補助・学校行事補助等（プール実習・マラソン大会等）
社会福祉施設事例…車椅子補助・点字の勉強・送迎バスへの添乗・サークル活動の補助等

［５］介護等体験について
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［６］教育実習について
　教育実習は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、教育実習校（中学校、高等学校）での実習を
通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ（事前・事後指導
を含む）」（３週間以上実習対象者）、「教育実習Ⅱ（事前・事後指導を含む）」（２週間実習対象者）は、
４年次に履修します。４月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が、６月頃から実際に学校現場に
赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には３週間、高等学校教諭の免許状取得の場合には２週間の教
育実習を行います。教育実習終了後、教育実習事後指導として、学生の実習体験発表、実習感想文の
提出、アンケート調査などによって、教育実習の成果を振り返り、教員として必要な資質能力が培え
たかどうかを確認します。教育実習は勤務という形態で行われるので、実習期間中に就職活動をする
ような時間的・精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実習期間中は就職
活動などは中止し、実習に専念してください。 

（１）「教育実習（事前・事後指導を含む）」の履修条件
◇「教育実習Ⅰ（事前・事後指導を含む）」「教育実習Ⅱ（事前・事後指導を含む）」の履修条件

①　 ３年次終了の時点で、卒業に必要な単位数を第１部学生で100単位以上、第２部学生で90単
位以上を修得していること。

②　 ３年次終了の時点で、次の条件を満たしていること。
「教職概論」、「教育基礎論Ⅰ」、「教育基礎論Ⅱ」、「教育心理学」、「生徒指導論（進路指導論
を含む）」、「教育相談」、「教育方法研究（情報機器の活用を含む）」、「道徳教育の研究」、「特
別活動の研究」、「社会科教育論」、「社会・地歴指導法Ⅰ」および「社会・地歴指導法Ⅱ」「社
会 ・ 公民指導法Ⅰ」および「社会 ・ 公民指導法Ⅱ」の14科目のうち、実習予定教科の「教
科指導法Ⅰ」および「教科指導法Ⅱ」を含む８科目以上の単位を修得済みであること。

※ 教育実習での実習教科（地理歴史・公民）が、実習校の都合で、自分が修得した「教科指
導法Ⅰ」「教科指導法Ⅱ」と対応しない場合がある。その場合には教務課窓口に相談する
こと。

③　 ４年次において、卒業に必要な科目（単位）および教育職員免許状を取得するために必要な
科目（単位）を修得し終える見込みのある者。
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［７］教職実践演習について
　平成２２年度入学生から、４年次の秋学期に必修科目として「教職実践演習」を履修して、単位修得す
ることが必要とされています。この科目は、教職に関する４年間の「学びの軌跡の集大成」と言えるもので
あり、学生が身に付けたものが教員として最小限必要な資質 ・ 能力の基礎として有機的に統合されたかを
確認することを目的としています。しかし、この確認は４年次秋学期になってはじめて行うのではなく、１
年次から継続的にくり返し、自らの教職への意思や適性を問いつづけるなかで達成されるものです。
　従って、教員をめざす学生は１年次から積極的・意欲的に教職課程の学びを継続し、学修の成果と課題
を記録しておくことが求められます。本学では「教職パスポート」を用意してその一助としています。「教職
パスポート」を活用して、４年間の学修の流れを継続的・系統的に、目に見えるかたちで記録していくこと
が求められます。なお「教職パスポート」を管理し活用していることが「教職実践演習」の履修条件のひ
とつとなるので、学生は大切に保管し活用するようにしてください。なお、２年次終了時点で「教職パスポー
ト」の中間点検を行い、必要に応じて指導 ・ 助言を行います。教職への適性が疑われる場合には進路の変
更を促すこともありえます。
　しっかりとした自覚をもって学修に取り組んでください。
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［８］教育職員免許状一括申請について
　教育職員免許状に必要な単位を修得または修得見込の学生は、教育免許状の取得が見込まれる年度に
教育職員免許状の申請手続きをする必要があります。教育職員免許状の発行は東京都教育委員会が行い
ますが、卒業時に教育職員免許状を受領するための申請手続きは、通常、大学を通して行います（以下、
一括申請）。
　これらの手続きを怠った場合は、卒業時に教育職員免許状が授与されなくなるので注意してください。
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［９］教育職員免許状取得までの流れ
※ 下記のスケジュールはあくまでも予定なので、時期が前後することがあります。必ず教職課程掲示板

を確認してください。
　また、このスケジュールはモデルケースとなりますが、実習時期や教育職員免許状取得時期が遅れる
場合は、事前に教務課窓口に相談してください。

学年 月 内容 特記事項 免許種別

1年

11月 教職実践演習ガイダンスの掲示 中・高

12月 教職実践演習ガイダンス 参加必須 中・高

3月 教職課程登録料納入
（88ページ参照） 納入必須 中・高

2年

10月下旬 介護等体験第1回説明会の掲示 中

11月
介護等体験第1回説明会

［体験概要、申込前の注意事項、今後の手続の説明、参加仮登録］ 参加必須 中

教職パスポート中間点検説明会の掲示 中・高

12月 教職パスポート中間点検説明会 参加必須 中・高

1月下旬

次年度教育実習事務手続説明会の掲示 中・高

教職パスポートの中間点検提出 締切厳守 中・高

介護等体験第2回説明会の掲示 中

3年

4月初旬

教育実習事務手続説明会
［次年度教育実習予定校確保（内諾）について］ 参加必須 中・高

介護等体験第2回説明会
［体験上の注意、申込方法の説明、申込と体験に必要な書類の配布］ 参加必須 中

介護等体験申込受付
［申込書類の提出及び体験費用の納入］ 締切厳守 中

4月中旬

取得希望免許状及び内諾予定校の登録、
教育実習登録票（コピー）の提出 締切厳守 中・高

教育実習の履修条件を満たすための科目登録 中・高

介護等体験の一括申込（大学→社会福祉協議会、教育委員会）
（これ以降の個人的理由によるキャンセルは不可） 中

4月以降 教育実習校への内諾依頼
（各自出身校等へ次年度実習の依頼に行くこと） 中・高

6月下旬 介護等体験受入決定発表（掲示）及び要項・受入連絡票配布（大学→学生）
［体験日時および必要事項（細菌検査の有無、体験の準備等）の確認］ 中

6月以降 介護等体験準備及び体験
（要項、受入連絡票を熟読の上、体験に臨むこと） 参加必須 中

＜免許種別凡例＞
中 … 中学校教諭一種免許状希望者
高 … 高等学校教諭一種免許状希望者
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学年 月 内容 特記事項 免許種別

3年

6月以降

介護等体験証明書受取（体験終了後）
（教育職員免許状一括申請説明会（4年7月上旬予定）にてコピーを提出
するので各自で必ず保管しておくこと）

中

介護等体験日誌の提出（体験終了後2週間以内） 締切厳守 中

教育実習受入内諾書の確認（地方校） 中・高

9月中旬 教育実習希望調書の提出（東京都公立学校） 締切厳守 中・高

12月 教育実習校の発表（東京都公立学校）
（東京都公立学校での実習希望者は掲示にて確認） 中・高

1月下旬 次年度教育実習直前説明会の掲示 中・高

4年

4月初旬
教育実習直前説明会

［実習直前の心構え、実習上の注意事項、実習校持参書類の配布］ 参加必須 中・高

教育実習参加条件充足者発表 中・高

4月中旬 教育実習料振込 締切厳守 中・高

5月上旬 教育実習承諾書確認
［打合せ日、実習期間、教科等最終確認］ 中・高

5月中旬 訪問指導校を掲示にて発表 中・高

5月以降 教育実習<注1> 参加必須 中・高

6月上旬 教育職員免許状一括申請説明会の掲示 中・高

7月上旬
教育職員免許状一括申請説明会　

［申請免許状の申込、介護等体験証明書のコピーを提出（小・中免許状
希望者）］

参加必須 中・高

実習終了後
1 ヵ月以内 教育実習日誌の提出 締切厳守 中・高

12月上旬
免許状記載内容の最終確認、
東京都教育委員会に提出する書類の署名・捺印、
申請料の納入

締切厳守 中・高

3月中旬 教育職員免許状取得決定者発表 中・高

卒業式当日 教育職員免許状授与（交付）<注2>
印鑑を持参すること 参加必須 中・高

〈注１〉 教育実習の実習時期は各実習校によって異なるので、承諾書等で必ず各自確認してください。
〈注２〉 科目等履修生に教育職員免許状を授与（交付）する日程は、別途教職課程掲示板にて掲示します。

※ 説明会を欠席したり、手続きを怠ると、教育実習・介護等体験に参加できなくなるので、教職課程掲示板・
前頁からの［９］教育職員免許状取得までの流れをよく確認してください。
また、教育実習の内諾後のキャンセル・介護等体験の申し込み後のキャンセルや、一度納入した教職課程登録
料、介護等体験実習料、教育実習料の返金は一切できないので注意してください。
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［１０］

［１１］

［１２］

［１３］
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［１４］

［１５］

［１６］

　将来、教員を目指す学生で、学部卒業までに教育職員免許状を取得するために必要な単位を修得できな
かった場合や、すでに教育職員免許状を取得していて、卒業後、新たに別教科の教育職員免許状を取得
したい場合は、科目等履修生として必要な単位を修得し教育職員免許状を取得することができます。本学科
目等履修生には、通学制と通信制があり、募集要件・履修できる科目等が異なります。希望者は、必ず当
該年度の各募集要項を確認のうえ出願してください。 なお、本学で取得可能な教育職員免許状に必要な
科目がすべて科目等履修生に開講しているとは限らないので注意してください。通学制の概要は、下記のと
おりです。通信制を希望する場合には、スケジュール等が異なるので通信教育課に問い合わせてください。

（１） 単位認定・時間割編成によっては卒業時までに教育職員免許状が取得できない場合があります。
（２） 編・転入前の大学等で取得した教職に関する科目等について全ての科目を認定できるとは限りません。
（３） 卒業単位に算入されない教職に関する科目を個別で認定する場合は、卒業に必要な科目の認定単位

数が減少する場合があるので注意してください。
（４） 個別指導を受ける際は、編・転入前の大学等で該当教科の「学力に関する証明書」を入手し、認

定を希望する科目の講義内容・時間割とともに教務課窓口まで持参してください。



Ⅴ　教職課程以外の資格について

（第1部・第2部共通）

諸資格等の概要を説明します。
詳細については、各自の責任のもと、関係各省庁に問い合わせること。

）事主祉福会社、事主育教会社、く除（　
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「社会教育主事資格に関する科目」の単位
〈2015年度第1部入学生用〉

省令により定められた科目

生涯学習概論 4

4

4

12
注）1

24
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1～4

2

1～4

3・4

1

2

1
1～4
1～4
1～4
1～4
1～4

1～4

1～4

1～4
1・2

教 職 科 目

教 職 科 目

社会教育計画

社会教育演習、社会教育実習または

社会教育特講Ⅱ
（社会教育活動・事業・施設）

社会教育特講Ⅲ
（その他必要な科目）

社会教育課題研究Ⅰ
社会教育課題研究Ⅱ
女性問題と学習
家庭教育論
情報化と社会教育

2 1～4学校教育社会学
2 1・2教育学概論

2 1～4学校教育社会学
2 1・2教育学概論

比較政策論
視聴覚教育（視聴覚メディア論を含む）
博物館概論

博物館展示論
2 2～4博物館資料論

教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ

倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ
宗教とは何かＡ
宗教とは何かＢ
政治学原論Ａ
政治学原論Ｂ
マス・コミュニケーション概論Ａ
マス・コミュニケーション概論Ｂ

社会教育計画論Ⅱ
社会教育計画論Ⅰ
生涯学習概論Ⅱ
生涯学習概論Ⅰ

社会教育課題研究のうち1以上の科目

社会教育特講Ⅰ
（現代社会と社会教育）

本学開講科目 開講学部単位 単位 学年

〈2015年度第2部入学生用〉
省令により定められた科目

生涯学習概論 4

4

4

12
注）1

24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1～4

1～4

1

1～4

3・4

1

1～4
1～4
1～4
1～4
1～4

1～4

1～4

1～4
1・2

教 職 科 目

教 職 科 目

社会教育計画

社会教育演習、社会教育実習または

社会教育特講Ⅱ
（社会教育活動・事業・施設）

社会教育特講Ⅲ
（その他必要な科目）

※ 上記の科目は、本学で開講されている全科目を掲載していますので、科目によっては自由科目でも受講できない場合があります。また、各科目の履修につ
　　いては開講学科の履修方法に従うこと。

社会教育課題研究Ⅰ
社会教育課題研究Ⅱ
女性問題と学習
家庭教育論
情報化と社会教育
比較政策論
視聴覚教育（視聴覚メディア論を含む）
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ

倫理学概論Ａ
倫理学概論Ｂ
倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ
経済学入門Ａ
経済学入門Ｂ
政治学原論Ａ
政治学原論Ｂ
マス・コミュニケーション概論Ａ
マス・コミュニケーション概論Ｂ

社会教育計画論Ⅱ
社会教育計画論Ⅰ
生涯学習概論Ⅱ
生涯学習概論Ⅰ

社会教育課題研究のうち1以上の科目

社会教育特講Ⅰ
（現代社会と社会教育）

本学開講科目 開講学部単位 単位 学年

注）1　社会教育特講はⅠ・Ⅱ・Ⅲの各分野からそれぞれ4単位ずつ修得することが望ましい。
注）2　宗教とは何かＡ／Ｂは、セット履修が原則になりますので、春（Ａ）、秋（Ｂ）を履修してください。

注）2

社 会 学 部

法 学 部

経 済 学 部

文 学 部

文 学 部

文 学 部

社 会 学 部

法 学 部

文 学 部

文 学 部

社会教育主事

⑴　定義と業務

⑵　資格（社会教育法第九条の四より）
　　　＊本学の場合は、第三号（アンダーラインつき）に該当します。

　社会教育主事は、都道府県および市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教
育を行う者に対する専門的技術的な指導と助言を与えることを職務としています。さらに、近年の法改
正により、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合に
も、求めに応じて必要な助言をおこなうことができるようになりました。まさに、地域における生涯学習を
推進するための専門家として、学校や住民と協力しながら学習を促進する重要な仕事を担う存在とな
っています。なお、社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補助する役割を担います。

社会教育法第九条の四
（以下の一号から四号のうちのどれかひとつを充足すれば資格があることになります）

一　大学２年以上在学して62単位を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期
間を通算した期間が３年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了したもの
イ　社会教育主事補の職にあった期間
ロ　官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定す

るものにあった期間
ハ　官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であっ

て、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指
定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。）

二　教育職員の普通免許状を有し、かつ５年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあっ
た者で、社会教育主事の講習を修了したもの

三　大学に２年以上在学して62単位以上修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社
会教育に関する科目の単位を修得した者で一号のイからハまでに掲げる期間を通算した期間
が１年以上になるもの。

四　社会教育主事の講習を修了したもので（１号及び２号に掲げる者を除く。）で、社会教育に
関する専門的事項について一号から三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県
の教育委員会が認定したもの。

⑶　修得すべき科目と単位数
　社会教育法の規程による、大学において修得すべき社会教育に関する科目（分野）および単位と、
それに対応する本学開講科目および単位は次頁の表に掲げるものとし、各分野から４単位以上、合計
24単位以上修得しなければなりません。
　なお、学科教育課程表にない科目については、『シラバス（講義要項）』等に掲載されている当該
科目の講義内容を熟読のうえ、履修してください。

⑷　社会教育主事になるためには
　社会教育主事の資格を取得し、都道府県または市町村教育委員会から「社会教育主事」として発
令されることが必要です。資格を有する人が必ず社会教育主事として発令されるものではないので、採
用方法等については、都道府県または市町村教育委員会に問い合わせください。
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「社会教育主事資格に関する科目」の単位
〈2015年度第1部入学生用〉

省令により定められた科目

生涯学習概論 4

4

4

12
注）1

24
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1～4

2

1～4

3・4

1

2

1
1～4
1～4
1～4
1～4
1～4

1～4

1～4

1～4
1・2

教 職 科 目

教 職 科 目

社会教育計画

社会教育演習、社会教育実習または

社会教育特講Ⅱ
（社会教育活動・事業・施設）

社会教育特講Ⅲ
（その他必要な科目）

社会教育課題研究Ⅰ
社会教育課題研究Ⅱ
女性問題と学習
家庭教育論
情報化と社会教育

2 1～4学校教育社会学
2 1・2教育学概論

2 1～4学校教育社会学
2 1・2教育学概論

比較政策論
視聴覚教育（視聴覚メディア論を含む）
博物館概論

博物館展示論
2 2～4博物館資料論

教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ

倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ
宗教とは何かＡ
宗教とは何かＢ
政治学原論Ａ
政治学原論Ｂ
マス・コミュニケーション概論Ａ
マス・コミュニケーション概論Ｂ

社会教育計画論Ⅱ
社会教育計画論Ⅰ
生涯学習概論Ⅱ
生涯学習概論Ⅰ

社会教育課題研究のうち1以上の科目

社会教育特講Ⅰ
（現代社会と社会教育）

本学開講科目 開講学部単位 単位 学年

〈2015年度第2部入学生用〉
省令により定められた科目

生涯学習概論 4

4

4

12
注）1

24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1～4

1～4

1

1～4

3・4

1

1～4
1～4
1～4
1～4
1～4

1～4

1～4

1～4
1・2

教 職 科 目

教 職 科 目

社会教育計画

社会教育演習、社会教育実習または

社会教育特講Ⅱ
（社会教育活動・事業・施設）

社会教育特講Ⅲ
（その他必要な科目）

※ 上記の科目は、本学で開講されている全科目を掲載していますので、科目によっては自由科目でも受講できない場合があります。また、各科目の履修につ
　　いては開講学科の履修方法に従うこと。

社会教育課題研究Ⅰ
社会教育課題研究Ⅱ
女性問題と学習
家庭教育論
情報化と社会教育
比較政策論
視聴覚教育（視聴覚メディア論を含む）
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ

倫理学概論Ａ
倫理学概論Ｂ
倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ
経済学入門Ａ
経済学入門Ｂ
政治学原論Ａ
政治学原論Ｂ
マス・コミュニケーション概論Ａ
マス・コミュニケーション概論Ｂ

社会教育計画論Ⅱ
社会教育計画論Ⅰ
生涯学習概論Ⅱ
生涯学習概論Ⅰ

社会教育課題研究のうち1以上の科目

社会教育特講Ⅰ
（現代社会と社会教育）

本学開講科目 開講学部単位 単位 学年

注）1　社会教育特講はⅠ・Ⅱ・Ⅲの各分野からそれぞれ4単位ずつ修得することが望ましい。
注）2　宗教とは何かＡ／Ｂは、セット履修が原則になりますので、春（Ａ）、秋（Ｂ）を履修してください。

注）2

社 会 学 部

法 学 部

経 済 学 部

文 学 部

文 学 部

文 学 部

社 会 学 部

法 学 部

文 学 部

文 学 部
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注）1. 　学科教育課程表および他学部開放科目に記載されていない本学開講科目は自由科目として履修して下さい。
　　2. 　上記の科目は、本学で開講されている全科目を掲載していますので、科目によっては、自由科目でも受講で
　　　　きない場合があります。

社会福祉主事に関する科目
＜2015年度第2部入学生用＞

本学開講科目社会福祉主事の資格
に関する指定科目

社会福祉主事の資格
に関する指定科目 本学開講科目

社会福祉学概論A社会福祉概論 経済学 経済学A
社会福祉学概論B 経済学B
社会福祉援助技術論ⅠA社会福祉援助技術論 経済学入門A
社会福祉援助技術論ⅠB 経済学入門B
社会福祉援助技術論ⅡA 労働の経済A
社会福祉援助技術論ⅡB 労働の経済B
社会調査入門Ⅰ社会福祉調査論 経済原論A
社会調査入門Ⅱ 経済原論B
社会福祉法制・行政A社会福祉行政論 社会政策 社会政策A
社会福祉法制・行政B 社会政策B
社会保障論A社会保障論 経済政策 経済政策A
社会保障論B 経済政策B
児童福祉論A児童福祉論 公共政策A
児童福祉論B 公共政策B
障害者福祉論A身体障害者福祉論 心理学 心理学概論A
障害者福祉論B 心理学概論B
高齢者福祉論A老人福祉論 心理学の基礎
高齢者福祉論B 社会学 社会学A
地域福祉論地域福祉論 社会学B
法学法学 社会学概論A
日本国憲法 社会学概論B
民法A民法 教育学 教育基礎論Ⅰ
民法B 教育基礎論Ⅱ
民法Ⅰ部（総則）A 教育学概論
民法Ⅰ部（総則）B 倫理学 倫理学A
民法Ⅱ部（物権）A 倫理学B
民法Ⅱ部（物権）B 倫理学概論A
民法Ⅲ部（債権総論）A 倫理学概論B
民法Ⅲ部（債権総論）B 倫理学概説A
民法Ⅳ部（債権各論）A 倫理学概説B
民法Ⅳ部（債権各論）B 医学一般 医学一般A
民法Ⅴ部（親族・相続）A 医学一般B
民法Ⅴ部（親族・相続）B 介護概論 介護概論
行政法Ⅰ部A行政法
行政法Ⅰ部B
行政法Ⅱ部A
行政法Ⅱ部B

社会福祉主事
　社会福祉主事は、福祉事務所の相談業務を担当する職員の資格であるが、下記の「社会福祉主事の資格に関する指定科
目」のうちから「3科目以上を修得」した者に任用資格が認められています。しかし、地方公務員として採用されなければ、こ
の資格を活かすことはできません。なお、この資格を基礎とし、実務経験を持てば、児童福祉司等に任用されます。また、民間
福祉施設の職員採用条件として、社会福祉主事任用資格が求められることがあります。
⑴　資格
　　　大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者（社会福祉法第19条第1号）。
⑵　修得すべき科目

社会福祉主事に関する科目
＜2015年度第1部入学生用＞

　下記の「社会福祉主事の資格に関する指定科目」のうちから「3科目以上を修得」すること。「社会福祉主事の資
格に関する指定科目」における本学開講科目のうち、いずれか1科目修得することで、当該指定科目を修得したと
みなされます。但し、　がついている科目はセットで履修、修得することで1科目としてみなされます。

社会福祉主事の資格に
関する指定科目 本学開講科目

経済学 経済学Ａ
経済学Ｂ
ミクロ経済学入門
マクロ経済学入門
経済学入門Ａ
経済学入門Ｂ
ミクロ・マクロ経済入門Ａ
ミクロ・マクロ経済入門Ｂ
生き方・働き方の経済学
ワーク・ライフ・バランスの総合政策
経済学（マクロ）
経済学（ミクロ）
応用マクロ経済学
応用ミクロ経済学
経済原論Ａ
経済原論Ｂ

社会政策 社会政策Ａ
社会政策Ｂ
社会政策論

経済政策 経済政策Ａ
経済政策Ｂ

心理学 心理学概論Ａ
心理学概論Ｂ
心理学Ａ
心理学Ｂ

社会学 社会学Ａ
社会学Ｂ
社会学概論Ⅰ
社会学概論Ⅱ

教育学 教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ
教育学概論

倫理学 倫理学基礎論Ａ
倫理学基礎論Ｂ
応用倫理学Ａ
応用倫理学Ｂ
倫理学概説Ａ
倫理学概説Ｂ
倫理学概論

医学一般 医学一般
介護概論 介護概論

※ 科目を全て履修すること

※「経済政策Ａ・Ｂ」は１・２部相互聴講科目として開講する

社会福祉主事の資格に
関する指定科目 本学開講科目

社会福祉概論 社会福祉学概論Ａ
社会福祉学概論Ｂ

社会福祉事業史 社会福祉発達史Ａ
社会福祉発達史Ｂ

社会福祉援助技術論 ソーシャルワークの基盤と専門職Ａ
ソーシャルワークの基盤と専門職Ｂ
ソーシャルワークの理論と方法Ａ
ソーシャルワークの理論と方法Ｂ
ソーシャルワークの理論と方法Ｃ
ソーシャルワークの理論と方法Ｄ

社会福祉調査論 社会調査入門Ⅰ
社会調査入門Ⅱ

社会福祉行政論 社会福祉法制・行政Ａ
社会福祉法制・行政Ｂ

社会保障論 社会保障論Ａ
社会保障論Ｂ
社会保障論

公的扶助論 公的扶助論
児童福祉論 児童福祉論Ａ

児童福祉論Ｂ
家庭福祉論 家族援助論
身体障害者福祉論 障害者福祉論Ａ

障害者福祉論Ｂ
老人福祉論 高齢者福祉論Ａ

高齢者福祉論Ｂ
医療社会事業論 医療ソーシャルワーク論
地域福祉論 地域福祉論Ａ

地域福祉論Ｂ
地域福祉論

法学 法学Ａ
法学Ｂ

民法 民法Ａ
民法Ｂ
民法Ⅰ（総則）Ａ
民法Ⅰ（総則）Ｂ
民法Ⅱ（物権）Ａ
民法Ⅱ（物権）Ｂ
民法Ⅲ（債権総論）Ａ
民法Ⅲ（債権総論）Ｂ
民法Ⅳ（債権各論）Ａ
民法Ⅳ（債権各論）Ｂ
民法Ⅴ（親族・相続）Ａ
民法Ⅴ（親族・相続）Ｂ

行政法 行政法ⅠＡ
行政法ⅠＢ
行政法ⅡＡ
行政法ⅡＢ
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注）1. 　学科教育課程表および他学部開放科目に記載されていない本学開講科目は自由科目として履修して下さい。
　　2. 　上記の科目は、本学で開講されている全科目を掲載していますので、科目によっては、自由科目でも受講で
　　　　きない場合があります。

社会福祉主事に関する科目
＜2015年度第2部入学生用＞

本学開講科目社会福祉主事の資格
に関する指定科目

社会福祉主事の資格
に関する指定科目 本学開講科目

社会福祉学概論A社会福祉概論 経済学 経済学A
社会福祉学概論B 経済学B
社会福祉援助技術論ⅠA社会福祉援助技術論 経済学入門A
社会福祉援助技術論ⅠB 経済学入門B
社会福祉援助技術論ⅡA 労働の経済A
社会福祉援助技術論ⅡB 労働の経済B
社会調査入門Ⅰ社会福祉調査論 経済原論A
社会調査入門Ⅱ 経済原論B
社会福祉法制・行政A社会福祉行政論 社会政策 社会政策A
社会福祉法制・行政B 社会政策B
社会保障論A社会保障論 経済政策 経済政策A
社会保障論B 経済政策B
児童福祉論A児童福祉論 公共政策A
児童福祉論B 公共政策B
障害者福祉論A身体障害者福祉論 心理学 心理学概論A
障害者福祉論B 心理学概論B
高齢者福祉論A老人福祉論 心理学の基礎
高齢者福祉論B 社会学 社会学A
地域福祉論地域福祉論 社会学B
法学法学 社会学概論A
日本国憲法 社会学概論B
民法A民法 教育学 教育基礎論Ⅰ
民法B 教育基礎論Ⅱ
民法Ⅰ部（総則）A 教育学概論
民法Ⅰ部（総則）B 倫理学 倫理学A
民法Ⅱ部（物権）A 倫理学B
民法Ⅱ部（物権）B 倫理学概論A
民法Ⅲ部（債権総論）A 倫理学概論B
民法Ⅲ部（債権総論）B 倫理学概説A
民法Ⅳ部（債権各論）A 倫理学概説B
民法Ⅳ部（債権各論）B 医学一般 医学一般A
民法Ⅴ部（親族・相続）A 医学一般B
民法Ⅴ部（親族・相続）B 介護概論 介護概論
行政法Ⅰ部A行政法
行政法Ⅰ部B
行政法Ⅱ部A
行政法Ⅱ部B

社会福祉主事
　社会福祉主事は、福祉事務所の相談業務を担当する職員の資格であるが、下記の「社会福祉主事の資格に関する指定科
目」のうちから「3科目以上を修得」した者に任用資格が認められています。しかし、地方公務員として採用されなければ、こ
の資格を活かすことはできません。なお、この資格を基礎とし、実務経験を持てば、児童福祉司等に任用されます。また、民間
福祉施設の職員採用条件として、社会福祉主事任用資格が求められることがあります。
⑴　資格
　　　大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者（社会福祉法第19条第1号）。
⑵　修得すべき科目

社会福祉主事に関する科目
＜2015年度第1部入学生用＞

社会福祉主事の資格に
関する指定科目 本学開講科目

社会福祉概論 社会福祉学概論A
社会福祉学概論B

社会福祉事業史
社会福祉援助技術論 ソーシャルワーク論A

ソーシャルワーク論B
社会福祉調査論 社会調査入門Ⅰ

社会調査入門Ⅱ
社会福祉行政論 社会福祉法制・行政
社会保障論 社会保障論
公的扶助論 公的扶助論
児童福祉論 児童福祉論
家庭福祉論
身体障害者福祉論 障害者福祉論
老人福祉論 高齢者福祉論
医療社会事業論
地域福祉論 地域福祉論
法学 法学

日本国憲法
民法 民法A

民法B
民法Ⅰ（総則）Ａ
民法Ⅰ（総則）Ｂ
民法Ⅱ（物権）Ａ
民法Ⅱ（物権）Ｂ
民法Ⅲ（債権総論）Ａ
民法Ⅲ（債権総論）Ｂ
民法Ⅳ（債権各論）Ａ
民法Ⅳ（債権各論）Ｂ
民法Ⅴ（親族・相続）Ａ
民法Ⅴ（親族・相続）Ｂ

行政法 行政法ⅠＡ
行政法ⅠＢ
行政法ⅡＡ
行政法ⅡＢ

社会福祉主事の資格に
関する指定科目 本学開講科目

経済学 経済学A
経済学B
労働の経済Ａ
労働の経済Ｂ
経済学入門A
経済学入門B
経済原論Ａ
経済原論Ｂ

社会政策 社会政策A
社会政策B

経済政策 経済政策A
経済政策B

心理学 心理学概論Ａ
心理学概論Ｂ
心理学A
心理学B

社会学 社会学A
社会学B
社会学概論Ａ
社会学概論Ｂ

教育学 教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ
教育学概論

倫理学 倫理学A
倫理学B
倫理学概論A
倫理学概論B
倫理学概説A
倫理学概説B

医学一般 医学一般
介護概論 介護概論

※ 科目を全て履修すること

※「経済政策Ａ・Ｂ」は１・２部相互聴講科目として開講する
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国家試験等
資格・試験名および問い合わせ先 業務内容

司法試験

法務省
http://www.moj.go.jp/

弁理士

特許庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

司法書士

法務省
http://www.moj.go.jp/

行政書士

（財）行政書士試験研究センター
http://gyosei‒shiken.or.jp/

社会保険労務士

全国社会保険労務士会連合会　試験センター
http://www.sharosi‒siken.or.jp

中小企業診断士

（社）中小企業診断協会
http://www.j‒smeca.jp/

司法書士は、法律上の手続きに必要な書類作成を代行する専門家として認定する
資格です。不動産や会社の登記の代行、裁判所・検察庁・法務省に提出する書
類など、法律に関する様 な々書類作成が主な仕事で市民生活に密着した法律の専
門家として多くの需要があります。

中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う
専門家を言います。
中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する資格
で、中小企業支援法では、次のように位置づけられています。
 1. 中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者
 　（公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント）
 2. 業務は「経営の診断及び経営に関する助言」
 3. 中小企業診断士試験は、法律上の国家資格

行政書士は、官公庁に提出する各種書類の作成や手続を一般の人に代わって行
なったりアドバイスをする仕事です。あらゆる仕事の代書を行うため、広範囲な知識が
要求されます。行政書士の業務内容は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に
提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業と
する」「官公庁に提出する手続きを代って行う。または当該書類の作成について相
談に応ずることを業とする」などと行政書士法に規定されています。大きく分けると「書
類作成」・「提出代行」・「相談業務」になります。

司法試験とは、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識およ
びその応用能力を有するかどうかを判定する試験であり、法科大学院課程にお
ける教育および司法修習生の修習との有機的連携の下に平成１８年から実施さ
れています（司法試験法（以下「法」といいます。）第１条第１項、第３項）。
試験は、短答式（択一式を含む。）と論文式による筆記の方法により行われます
（法第２条）。短答式試験と論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方
の試験を受けることになります。なお、口述試験は行われません。
試験に合格した者は、司法修習を行い（最高裁判所により司法修習生に採用さ
れることが必要）、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試を通過すること
で法曹（裁判官（判事補）、検察官（検事）、弁護士）になることができます。
［詳細については、http://www.moj.go.jp/で確認してください。］

労働・社会保険関係の法律に精通し、企業に対して、適切な労務管理、そ
の他労働社会保険に関する指導を行います。労働・社会保険に関する法令
の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上を目的として
います。

我が国産業の国際競争力を強化し、持続的な経済成長を実現するためには、付
加価値の源泉であるイノベーションが不可欠であり、その基盤となる知財システム
はますます重要になっています。また、経済のグローバル化やITの進歩に伴い、イ
ノベーションのオープン化が進展し、知財の流動性も高まっています。こうした中、
知財システムの中心的役割の担い手として弁理士への期待が高まっています。
弁理士の中心的業務は、技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許
権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、そ
れらを取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務と
なります。また、知的財産に関するユーザーニーズの多様化に応じて、ライセンス
契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般
に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されています。
さらに、一定の研修及び試験を条件とし、弁護士との共同受任による特許権等
侵害訴訟における訴訟代理権が認められており、産業財産権に関する紛争処理
を含めた分野においても活躍の場を広げています。

資格・試験名および問い合わせ先 業務内容

公認会計士
財務省関東財務局

http://kantou.mof.go.jp/index.html
税理士
国税庁

http://www.nta.go.jp/

国家公務員総合職・一般職のようなゼネラリストを目指すか、国税専門官・労働基準監督官・
家庭裁判所調査官補のようなスペシャリストになるか仕事内容から試験を選ぶ。国家公務員等

※業務内容については平成26年度のものとして記載。

不動産鑑定士
国土交通省

http://www.mlit.go.jp/

土地や家屋などの不動産の価値を公正な立場から判断し適正な価格を決定する
「鑑定評価業務」と顧客に対し将来の不動産の価値変動などをアドバイスする「コン
サルティング業務」があります。鑑定士の仕事の魅力は、その活躍の場が広いことで、
独立開業はもちろん、銀行や不動産、生保、損保、ローン会社、ディベロッパー等
様 な々業種で優秀な鑑定士が求められています。

宅地建物取引主任者
（財）不動産適正取引推進機構

http://www.retio.or.jp/

宅地建物取引法の規定によりその事業所ごとに5人に1人の割合で、専任の取引
主任者をおく義務があります。取引主任者は、取引相手に対し、物件の状態、権利
関係、法律上の制限、代金支払の条件などの重要事項を書面・口頭にて正しく伝
えることが仕事です。

経理・税金の実務代行や記帳代行だけにとどまらず、頻繁に改正される複雑な税体
系のルールを理解し、依頼者に税務情報を正確に伝達します。また、企業や個人
の財産、資産を運用管理するコンサルタントの側面があります。

公認会計士は、財務種類の監査・証明義務および財務書類の調整・財務に関す
る調査・立案・相談の業務を行います。財務諸表監査・税務業務・MAS（コンサ
ルティング）・株式公開支援など仕事は多岐にわたっています。
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行政府（一般職）
種　類 職務内容等

国家公務員総合職
（旧国家Ⅰ種）

一般に「キャリア」とよばれる中央省庁の幹部候補の採用試験。公務員試験の最高峰であり、採用後
の昇進も非常に早い｡ 職務は政策の企画立案・調査、法律の制定や改正など高度なものであり、まさ
に国を背負って立つ公務員と言える｡ 勤務地は東京・霞ヶ関の本省のほか、全国に点在する各省庁の
地方支分部局（通称「出先機関」）や自治体などであり、異動の範囲も全国におよぶ。

国家公務員一般職
（旧国家Ⅱ種）

総合職（旧国家Ⅰ種）職員が中央省庁で政策の企画立案を担当するのに対し、一般職（旧国家Ⅱ種職員）
は受験した地方ブロックにある各省庁・地方支分部局で、政策の実施を担当する｡ 具体的な業務内容
は省庁・地方支分部局により様々であり職務の幅は非常に広い｡国家一般職試験合格者は、これらの様々
な職種のいずれかに採用される資格を得たことになる｡ 採用試験は全国９つの地域ブロック単位で行
われる。

行政府（専門職）
種　類 職務内容等

外務省専門職員

「外交官」になるための試験であり、国家公務員一般職に相当する｡ 外交官として諸外国との交渉や情
報収集のほか、相互理解を深めるために日本文化の広報などに携わる｡ 採用後は、外務省本省で１年
あまり勤務しながら語学研修などを受け、研修で習得した言語を使う国の在外公館の外交官補として
配属される｡ 配属後も在外研修が２～３年行われ、原則として５～６年おきに研修を受けた外国語圈
の在外公館と本省に交互に勤務する。
なお、外務省の総合職採用については、総合職（旧国家Ⅰ種）（事務系区分）から採用され、将来の大
使候補として地域に限定されない形でキャリアを積むが、外務省専門職は、特定の国の語学、文化、
情勢に関しスペシャリストとして業務を行う点に違いがある｡ 外務専門職試験は外務省が独自に実施
している。

国家試験等
資格・試験名および問い合わせ先 業務内容

司法試験

法務省
http://www.moj.go.jp/

弁理士

特許庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

司法書士

法務省
http://www.moj.go.jp/

行政書士

（財）行政書士試験研究センター
http://gyosei‒shiken.or.jp/

社会保険労務士

全国社会保険労務士会連合会　試験センター
http://www.sharosi‒siken.or.jp

中小企業診断士

（社）中小企業診断協会
http://www.j‒smeca.jp/

司法書士は、法律上の手続きに必要な書類作成を代行する専門家として認定する
資格です。不動産や会社の登記の代行、裁判所・検察庁・法務省に提出する書
類など、法律に関する様 な々書類作成が主な仕事で市民生活に密着した法律の専
門家として多くの需要があります。

中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う
専門家を言います。
中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する資格
で、中小企業支援法では、次のように位置づけられています。
 1. 中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者
 　（公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント）
 2. 業務は「経営の診断及び経営に関する助言」
 3. 中小企業診断士試験は、法律上の国家資格

行政書士は、官公庁に提出する各種書類の作成や手続を一般の人に代わって行
なったりアドバイスをする仕事です。あらゆる仕事の代書を行うため、広範囲な知識が
要求されます。行政書士の業務内容は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に
提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業と
する」「官公庁に提出する手続きを代って行う。または当該書類の作成について相
談に応ずることを業とする」などと行政書士法に規定されています。大きく分けると「書
類作成」・「提出代行」・「相談業務」になります。

司法試験とは、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識およ
びその応用能力を有するかどうかを判定する試験であり、法科大学院課程にお
ける教育および司法修習生の修習との有機的連携の下に平成１８年から実施さ
れています（司法試験法（以下「法」といいます。）第１条第１項、第３項）。
試験は、短答式（択一式を含む。）と論文式による筆記の方法により行われます
（法第２条）。短答式試験と論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方
の試験を受けることになります。なお、口述試験は行われません。
試験に合格した者は、司法修習を行い（最高裁判所により司法修習生に採用さ
れることが必要）、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試を通過すること
で法曹（裁判官（判事補）、検察官（検事）、弁護士）になることができます。
［詳細については、http://www.moj.go.jp/で確認してください。］

労働・社会保険関係の法律に精通し、企業に対して、適切な労務管理、そ
の他労働社会保険に関する指導を行います。労働・社会保険に関する法令
の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上を目的として
います。

我が国産業の国際競争力を強化し、持続的な経済成長を実現するためには、付
加価値の源泉であるイノベーションが不可欠であり、その基盤となる知財システム
はますます重要になっています。また、経済のグローバル化やITの進歩に伴い、イ
ノベーションのオープン化が進展し、知財の流動性も高まっています。こうした中、
知財システムの中心的役割の担い手として弁理士への期待が高まっています。
弁理士の中心的業務は、技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許
権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、そ
れらを取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務と
なります。また、知的財産に関するユーザーニーズの多様化に応じて、ライセンス
契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般
に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されています。
さらに、一定の研修及び試験を条件とし、弁護士との共同受任による特許権等
侵害訴訟における訴訟代理権が認められており、産業財産権に関する紛争処理
を含めた分野においても活躍の場を広げています。

資格・試験名および問い合わせ先 業務内容

公認会計士
財務省関東財務局

http://kantou.mof.go.jp/index.html
税理士
国税庁

http://www.nta.go.jp/

国家公務員総合職・一般職のようなゼネラリストを目指すか、国税専門官・労働基準監督官・
家庭裁判所調査官補のようなスペシャリストになるか仕事内容から試験を選ぶ。国家公務員等

※業務内容については平成26年度のものとして記載。

不動産鑑定士
国土交通省

http://www.mlit.go.jp/

土地や家屋などの不動産の価値を公正な立場から判断し適正な価格を決定する
「鑑定評価業務」と顧客に対し将来の不動産の価値変動などをアドバイスする「コン
サルティング業務」があります。鑑定士の仕事の魅力は、その活躍の場が広いことで、
独立開業はもちろん、銀行や不動産、生保、損保、ローン会社、ディベロッパー等
様 な々業種で優秀な鑑定士が求められています。

宅地建物取引主任者
（財）不動産適正取引推進機構

http://www.retio.or.jp/

宅地建物取引法の規定によりその事業所ごとに5人に1人の割合で、専任の取引
主任者をおく義務があります。取引主任者は、取引相手に対し、物件の状態、権利
関係、法律上の制限、代金支払の条件などの重要事項を書面・口頭にて正しく伝
えることが仕事です。

経理・税金の実務代行や記帳代行だけにとどまらず、頻繁に改正される複雑な税体
系のルールを理解し、依頼者に税務情報を正確に伝達します。また、企業や個人
の財産、資産を運用管理するコンサルタントの側面があります。

公認会計士は、財務種類の監査・証明義務および財務書類の調整・財務に関す
る調査・立案・相談の業務を行います。財務諸表監査・税務業務・MAS（コンサ
ルティング）・株式公開支援など仕事は多岐にわたっています。

国家公務員総合職・一般職のようなゼネラリストを目指すか、国税専門官・労働基準監督官・
家庭裁判所調査官補のようなスペシャリストになるか仕事内容から試験を選ぶ。
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種　類 職務内容等

国税専門官

国税専門官は、国税局や税務署において、税務・法律・会計などの専門知識を駆使して適正な課税の
維持と租税収入の確保を図る「税のスペシャリスト」である｡ 国税調査官、国税徴収官、国税査察官
の３種類があり、国税調査官は個人や法人が適正な申告を行っているかの税務調査や申告の指導を、
国税徴収官は未納の税金の督促や滞納処分・納税の指導を、国税査察官は大口・悪質な脱税者に対し
て捜索・差押などの強制調査を実施し、検察への告発を行う｡ 一般に「マルサ」として知られている
のは国税査察官のことである｡
合格者は全国に１２ある国税局のいずれかに採用される｡ 採用後は、税務大学校での研修を経て各自
の希望や適性に合わせて国税調査宮、国税徴収官などに任命され、採用先の国税局管内の税務署に配
属される｡ 異動の範囲は基本的に採用された国税局および管内の税務署である｡ 待遇面では、税務職
の俸給表が適用されるため、行政職よりも有利である｡ また、一定期間勤務すると税理士試験の科目
が免除される｡

財務専門官

財務専門官は、平成24年度国家公務員採用試験に新設されたもので、財務専門官を採用する財務局は、
財務省の総合出先機関として、また、金融庁からの事務委任を受け、財政、国有財産や金融等に関す
る施策を実施する。さらに、両省庁の施策を地域に広報するとともに、地域の意見・要望や地域経済
の実態を中央に的確かつ迅速に伝達することで効果的な施策の形成に寄与する。財務専門官は、こう
した中央と地方の橋渡し役のみならず地域経済の専門家でもあり、各財務（支）局に採用後、原則と
して管内の本局・財務事務所・出張所に配属される。

労働基準監督官

労働基準監督官は、労働基準監督署や都道府県労働局に勤務し、労働者の生命と健康を守るため、労
働条件の改善や安全な労働環境の確保を図ることを任務とする厚生労働省の専門職員である｡ 具体的
には、工場や事業所に立ち入って労働条件などの調査を行い、サービス残業の強要など法令違反があ
れば指導などを行う「臨検監督」、悪質な法令違反について犯罪捜査を行う「司法警察事務」、労働災
害について発生状況や原因を調査・分析し、再発防止のために必要な指導を行う「災害調査」に携わ
る｡
採用されると、研修・実地訓練を合わせて１年間受けた後、全国各地の労働基準監督署や都道府県労
働局に配属される｡ 異動は全国であり、厚生労働省本省で勤務することもある｡

法務省専門職員
（人間科学）
法務教官

法務省専門職員　（人間科学）法務教官は、少年院や少年鑑別所において非行少年の問題性を発見し、
改善可能性を探るためにあらゆるバックアップを行う「少年問題のスペシャリスト」である｡ 少年院
では家庭裁判所の審判により保護処分とされた少年の社会復帰を図るため、生活指導・教科指導・職
業訓練などを行い、少年鑑別所では家庭裁判所での審判を受ける前の少年の身柄を保護して心情の安
定を図る｡
少年問題は複雑化しており、少年の社会復帰を進める過程での少年との心と心の触れ合いは最大の魅
力であるとともに、その役割は大変重要になっている｡ 異動は基本的に採用された管区内である｡

立法府
種　類 職務内容等

衆議院事務局職員
参議院事務局職員

衆参両議院内の事務を担当し、主な業務としては資料作成や関係者との連絡調整などの会議運営、議
員立法の立案起草のための調査や法律を施行した場合の影響調査を行う調査、議員秘書に関する業務
や広報などを行う｡ 一般事務職員採用試験として、総合職試験と一般職試験があり、総合職試験はか
なりの難関である｡ 採用数は少ない｡ 人事院管轄の一般的な公務員と異なり、総合職と一般職とでそ
れほど仕事内容に差があるわけではないが、行政官庁に出向することもあることから、昇進のスピー
ドには差がある｡

司法府
種　類 職務内容等

裁判所職員
総合職　法律・経済区分、

一般職

裁判所は、各種裁判を運営する裁判部門と、事務局として裁判部門を支援する司法行政部門に分かれ
る｡ 裁判所事務官は、裁判部門では裁判官・弁護士・検察官・訴訟当事者との裁判進行の事前打ち合
わせ、証拠調べなどへの立会、調書作成、逮捕状をはじめとする令状の発行事務など裁判の効率的運
営を図るための裁判事務を裁判所書記官と協力して行う｡ 司法行政部門では総務などの一般的な事務
を担当し、裁判部門をサポートする｡ また、試験を経て裁判所書記官に任官すると、固有の権限が付
与され、上記の裁判事務を自らの名前で執り行うほか、法令や判例の調査などの裁判官を補助する業
務など、訴訟の円滑な処理・解決のため、「コートマネージャー」として欠かせない役割を果たす｡ さ
らに、経験を積み試験に合格すれば、簡易裁判所判事となる道もある｡
一般職で採用された場合、転勤範囲は採用された高裁管轄内の各裁判所であるが、総合職で採用され
た場合は異動は全国におよぶ。

裁判所職員
総合職

人間科学区分
（家庭裁判所調査官補）

離婚や相続などの家庭内の紛争や少年事件を専門的に取り扱う家庭裁判所において、心理学・社会学・
教育学・社会福祉学などの知識や技法を駆使して家庭内の紛争や少年の非行の原因などを調査する「家
事・少年問題のスペシャリスト」であり、家庭裁判所の判断にも大きな影響を与える｡ 採用後、直ち
に２年間の研修を受け、家庭裁判所調査官に任官する｡ 異動の範囲は全国であるが、その職務の特殊
性から待遇は国家公務員総合職と同格とされている｡
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公共の利益の為に働くという実感を強く持てる仕事。地域に密着した行政なので範囲が限定される
かわりに自分たちの町をよくするという喜びが大きい仕事。地方公務員

※業務内容については平成22年度のものとして記載。

大卒消防官
業務内容は、火災や震災等災害現場で活躍する「警防業務」、病人やけが人を
病院に運ぶ「救急業務」、ビルの消防設備の検査や防災指導などを行う「予防業
務」の３つに大別されます。

大卒警察官 交番勤務や機動隊などの第一線に配属された後、本人の希望に応じて専門分野
に配属されます。

種　類

地方上級

職務内容等

都道府県
市町村が住民に密着した行政サービスを提供するのに対し、都道府県は、予
算規模や行政の効率化・基準の統一化などの観点から、より広域的な行政サ
ービスを提供する｡例えば、道路・河川・港湾・産業用地・空港の整備などの大
規模な公共事業や、児童相談所や高校の効率的設置、飲食業や建設業など各
種許認可行政を行う｡また、災害発生時の被害状況確認などの市町村間およ
び国と市町村との連絡調整も重要な業務である｡
他方、国との関係では、国の権限事項であっても地域性や独自性を考慮する
必要のあるものは都道府が行う｡地方分権が進む中、都道府県の役割は重要
になっており、国よりも先進的な条例を制定するなど、その特色を活かした
独自の施策を実施している都道府県も少なくない｡このように都道府県の業
務は多様であり、これらの業務を各部局が分担して担当している｡
採用後は本人の適性や希望を考慮して、いずれかの部局に配属される｡ただ
し上級試験からの採用者は将来の幹部候補であるため、多様な業務に対応
できるよう様々な部局を概ね２～５年サイクルで異動するのが一般的であ
る｡転勤の範囲は基本的には当該都道府県内である｡

政令指定都市

政令指定都市は、一般市町村としての事務のほか、都道府県と同等の権限が
付与されるため、社会福祉や保健衛生、地方計画に関する事務など、本来は
都道府県が処理する１、０００以上の業務が委譲されている｡たとえば、「児
童相談所の設置」、「小中学校の教職員の任免」、「都道府県道の管理」などが
ある｡これに伴い、新しい財源も移譲され予算規模が拡大するため、一般市
町村よりも比較的自由に都市計画を立案・実施することができる｡また区を
設置することができるので、市民の日常に密着したサービスが、区単位で迅
速に提供できる｡

東京都特別区

東京都特別区（２３区）は、政令指定都市に設置される区（行政区）とは違い、
独立した法人であり、市町村と同等の地方公共団体として機能する｡ただし
都道府県市町村が「普通地方公共団体」であるの対して、特別区は「特別地方
公共団体」であるため、通常の市町村とは異なった扱いを受けることも多い｡
特別区は区長を選挙によって選出する｡区議会もあり、区議会議員も区長同
様に選挙によって選ばれ｡また、各種公共施設（学校や体育・文化施設、福祉施
設など）も各区で設置している｡
採用は、独自の問題で独自の採用試験をおこなっている｡

独立行政法人等
種　類 職務内容等

国立大学法人等職員

国立大学法人や高等専門学校機構などの運営や教育・研究を支援する業務に携わる｡ 具体的には、人事・
会計や学生サービスなどの一般事務のほか、法人化により国内外の企業との共同研究開発（産学連携）
の推進やブランド商品の開発などに大学が自由に取り組めるようになったことに伴い、提携先企業と
の交渉や商品の企画開発など、従来より独創性・柔軟性を求められる職務が増えている｡
採用先は、国立大学法人や、民俗学博物館などの研究機関である｡ １次試験合格発表後、希望する大
学などに機関訪問を行い、その後に各機関が実施する２次試験に合格して採用される｡ 異動の範囲は
基本的に採用された機関内での２～３年ごとの部署異動だが、他機関への人事交流も行っている｡
身分は公務員ではないが、福利厚生は国家公務員と同様の制度が適用される｡ 採用方法が国家公務員
一般職に近似し、出題科目も教養科目のみであるため、多くの公務員受験生が受験する。

地方上級
種　類 職務内容等

都道府県

市町村が住民に密着した行政サービスを提供するのに対し、都道府県は、予算規模や行政の効率化・
基準の統一化などの観点から、より広域的な行政サービスを提供する｡ 例えば、道路・河川・港湾・
産業用地・空港の整備などの大規模な公共事業や、児童相談所や高校の効率的設置、飲食業や建設業
など各種許認可行政を行う｡ また、災害発生時の被害状況確認などの市町村間および国と市町村との
連絡調整も重要な業務である｡
他方、国との関係では、国の権限事項であっても地域性や独自性を考慮する必要のあるものは都道府
県が行う｡ 地方分権が進む中、都道府県の役割は重要になっており、国よりも先進的な条例を制定す
るなど、その特色を活かした独自の施策を実施している都道府県も少なくない｡ このように都道府県
の業務は多様であり、これらの業務を各部局が分担して担当している｡
採用後は本人の適性や希望を考慮して、いずれかの部局に配属される｡ ただし上級試験からの採用者
は将来の幹部候補であるため、多様な業務に対応できるよう様々な部局を概ね２～５年サイクルで異
動するのが一般的である｡ 転勤の範囲は基本的には当該都道府県内である｡

政令指定都市

政令指定都市は、一般市町村としての事務のほか、都道府県と同等の権限が付与されるため、社会福
祉や保健衛生、地方計画に関する事務など、本来は都道府県が処理する1,000以上の業務が委譲されて
いる｡ たとえば、「児童相談所の設置」、「小中学校の教職員の任免」、「都道府県道の管理」などがある。
これに伴い、新しい財源も移譲され予算規模が拡大するため、一般市町村よりも比較的自由に都市計
画を立案・実施することができる｡ また区を設置することができるので、市民の日常に密着したサー
ビスが、区単位で迅速に提供できる｡

東京都特別区

東京都特別区（２３区）は、政令指定都市に設置される区（行政区）とは違い、独立した法人であり、
市町村と同等の地方公共団体として機能する｡ ただし都道府県市町村が「普通地方公共団体」である
のに対して、特別区は「特別地方公共団体」であるため、通常の市町村とは異なった扱いを受けるこ
とも多い｡
特別区は区長を選挙によって選出する｡ 区議会もあり、区議会議員も区長同様に選挙によって選ばれ、
また、各種公共施設（学校や体育・文化施設、福祉施設など）も各区で設置している｡
採用は、独自の問題で独自の採用試験を行っている｡

市役所上級
種　類 職務内容等

政令指定都市
以外の市町村

市役所での仕事は住民生活に密着したものになる｡ たとえば戸籍・住民票に関する業務、道路・公園・
緑地の保護や管理、ごみの処理やリサイクル、火災予防、救急・救助活動など｡ 新しい取組みとして
は介護に関するものがある。

その他
種　類 職務内容等

警察事務

警察官の職務を裏方で支える事務職である｡ 具体的な職務は、予算の編成と執行をはじめ、給与事務、
庁舎など各種施設の維持管理、備品類の調達など会計事務全般。その他、遺失・拾得物の取扱事務、
免許事務、広報、情報管理、警察の福利厚生などの仕事を行う｡
採用は、各都道府県警において警察官とは別に警察事務での募集・採用試験を行っている場合が多い｡
一般に大卒程度の試験日は地方上級と同じ日になっていることから、地方上級との併願はできなくなっ
ている｡

大卒警察官 交番勤務や機動隊などの第一線に配属された後、本人の希望に応じて専門分野に配属される。

大卒消防官 業務内容は、火災や震災等災害現場で活躍する「警防業務」、病人やけが人を病院に運ぶ「救急業務」、
ビルの消防設備の検査や防災指導などを行う「予防業務」の３つに大別される。
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大学院について

東洋大学大学院（法学研究科）

私法学専攻

公法学専攻

（博士前期課程：定員10 名）

（博士前期課程：定員10 名）

　法学研究科では、将来、大学教員になろうとする方に研究者養成の課程を用意すると共に、専門分化の進んだ現代社
会において必要とされる高度の専門的知識を備えた実務家を養成するための教育を行っています。また、公務員への就
職を希望している方に、学部卒業後も大学院に在籍し、憲法、民法、刑法、行政法、経済原論等の主要試験科目を中心
に学んで、修士の学位も取得できる公務員コースを設けています。一定の成績基準を満たせば面接のみで選考される学
内推薦入試制度もありますから、ぜひ挑戦してみてください。

民法、商法、民事訴訟法、労働法、知的財産権法、国際私法等の領域を研
究の対象とします。公務員や各種国家試験を目指す方のコースが設けられ
ています。

憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、租税法、国際公法、政治学、行政学等の
領域を研究の対象とします。税理士試験を目指す方のコース、公務員を目
指す方のコースが設けられています。
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大学院について

東洋大学大学院（法学研究科）

私法学専攻

公法学専攻

（博士前期課程：定員10 名）

（博士前期課程：定員10 名）

　法学研究科では、将来、大学教員になろうとする方に研究者養成の課程を用意すると共に、専門分化の進んだ現代社
会において必要とされる高度の専門的知識を備えた実務家を養成するための教育を行っています。また、公務員への就
職を希望している方に、学部卒業後も大学院に在籍し、憲法、民法、刑法、行政法、経済原論等の主要試験科目を中心
に学んで、修士の学位も取得できる公務員コースを設けています。一定の成績基準を満たせば面接のみで選考される学
内推薦入試制度もありますから、ぜひ挑戦してみてください。

民法、商法、民事訴訟法、労働法、知的財産権法、国際私法等の領域を研
究の対象とします。公務員や各種国家試験を目指す方のコースが設けられ
ています。

憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、租税法、国際公法、政治学、行政学等の
領域を研究の対象とします。税理士試験を目指す方のコース、公務員を目
指す方のコースが設けられています。

検定試験について
法律に関する検定試験については、以下のようなものがあります。
　
　法学検定　　〔日弁連法務研究財団 http://www.jlf.or.jp/hogaku/index.shtml〕
　法学検定は、法律学の知識・能力の客観的到達度をはかろうとするものです。その受験対象は法律学を学ぶすべての
者としています。
　法学に関する学力を客観的に評価する唯一の試験として、企業入社・配属等の参考資料としてさまざまな場面で利用
されています。また、2003年から実施している「法学既修者試験」は、各法科大学院の既修者コース（2年コース）を目
指す受験生のために実施されているもので、法学既修者であることを証明するための資料として多くの法科大学院で提
出を求められています。法学検定の各級のレベルとコース分類は、以下のとおりです。

　ビジネス実務法務検定

レ　　ベ　　ル

法学検定ベーシック 法学部2年次・短大修了程度

標準的な法学部3年次程度

法曹を目指す等学習の進んでいる法学部3年次および法学部修了程度
…企業・官公署等で法律実務を担当するために必要な一定水準以上の法学の知識・
基礎的素養を修得していることを証明する。

法学部（4年）における法学教育修了程度
…法科大学院出願時に、受験者自ら法学既修者であることを証明するための資料提供
を目的とする。

法学検定スタンダード

法学検定アドバンスト

法学既修者試験

（平成26年　法学検定試験委員会より）
※なお、検定内容については年度によって変わるので法学検定試験委員会で確認すること。

　ビジネスに不可欠のコンプライアンス（法令遵守）能力とは、自己の業務を法的にチェックし、問題点を解決できる
スキルをいいます。そのための基礎となる実務的な法律知識を体系的かつ能率的に身につけることができるシステム、
それがビジネス実務法務検定試験です。ビジネス実務法務検定の各級のレベルは、以下のとおりです。

級 レ　　ベ　　ル 必須とされる対象

社会人全般および学生
ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、問題
点の発見ができる。（ビジネスパーソンとしての最低限知っているべき法律実務
基礎知識を想定）

企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家に対する相談といった
一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。

業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に
基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。

（平成26年　東京商工会議所ＨＰより）
※なお、検定内容については年度によって変わるので東京商工会議所検定センターで確認すること。

法務部門

社会人全般および学生

3級

2級

1級





Ⅵ スーパーグローバル大学
創成支援プログラム

「Toyo Global Diamonds」
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Toyo	Global	Leader（TGL）プログラム

　平成26年、「スーパーグローバル大学創成支援　タイプB（グローバル化
牽引型）」に、本学の構想「Toyo Global Diamonds―グローバルリーダー
の集うアジアのハブ大学を目指して」が採択されました。この構想では、さ
まざまな改革を推し進め、多くの学生がグローバル人材として成長していく
ことを支援する教育を実践していきます。その一環として開始されたのが、
全学横断型のTGLプログラムです。
　TGLプログラムは、グローバル人材として「異文化環境における英語運用
表現能力」、「文化的な価値創造能力」、「異文化環境における課題解決能力」
の3要素を強化して頂くことを目的としています。これらの目的に沿って、

「Gold」「Silver」「Bronze」と異なる認定要件を設定し、各学生の実施状
況に応じてそれぞれのランクで認定し、Toyo Global Leaderとしての認定
書を付与します。

　本プログラムは2014年度入学生より対象となります。

　本プログラムの認定を希望する学生は、卒業までに以下の（1）～（7）を満
たす必要があります。

認定要件 TGL
Gold

TGL
Silver

TGL
Bronze

（1）英語能力（TOEFL-ITP）＊1 550点 500点 なし

（2）英語による専門科目の履修＊2 40単位 20単位 10単位

（3）英語での卒業論文執筆＊3 必須 任意 任意

（4）海外留学・インターンシップ＊4 必須 どちらかを
必須

任意

（5）国際ボランティア・ベンチャー＊5 必須 任意

（6）グローバルリーダーキャンプ＊6 運営 参加 参加

（7）Toyo Globalポイント 30 20 10
＊1 TOEFL-iBT、TOEIC、IELTSなどのスコアも換算して評価する。
＊2 必修の語学科目以外の英語で実施されている科目が対象。
＊3 卒業論文の執筆が必須でない場合、テーマによって英文での作成が困

難な場合など、Research Paperの提出で認める場合がある。
＊4 海外での活動が3週間以上の留学やインターンシップを対象とする。
＊5 海外での活動が1週間以上のボランティアなど活動を対象とする。
＊6 本学が提供する1-2日間のプログラムである。

1.	TGLプログラムのねらい

2.	対象

3.	認定要件
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　本プログラムでは、1.に記した3要素の強化のために、課外講座などの語
学学習、海外留学やインターンシップ、国際ボランティア、グローバルリーダー
キャンプ、学内における国際交流イベントなどさまざまな個別プログラムを
提供します。
　これら個別プログラムの情報は、授業支援システム（ToyoNet-ACE）を
用いて配信しますので、そちらで確認してください。

　海外留学やインターンシップ、海外ボランティアの他、日本文化の発信や
異文化交流など国内での国際交流活動、学内における国際交流イベントな
どへ参加した後に報告書を提出することで、参加期間に応じたポイントを
獲得できます。正課外での活動も対象となります。このポイントは、TGLプ
ログラムの認定要件であるとともに、ポイント獲得上位者は表彰いたします。
なお、本ポイントの獲得により、留学などの奨学金の選定にあたって有利
になることがあります。
　対象となる活動や獲得ポイント数については、ToyoNet-ACEで確認して
ください。

　認定申請の方法については、ToyoNet-ACEで確認して下さい。認定要
件の達成状況等についてもToyoNet-ACEで随時確認できるようにする予定
です（平成27年度中の予定）

　本プログラムについての問い合わせは以下にお願いします。
　国際連携本部事務課（甫水会館1階）

4.	個別プログラム

5.	Toyo	Globalポイント

6.	認定申請

7.	問い合わせ先





Ⅶ 留学制度について

（第1部･第2部共通）
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留学制度について
本学では、世界中の大学と協定を締結し、国際交流を推進しています。夏季・春季休暇を利用した

短期語学セミナーから、1 年間の交換留学まで、多彩な留学制度と留学をサポートする大学独自の海
外留学奨学金制度を用意しています。

以下の情報は、2015 年 4 月現在の情報です。内容は変更される場合がありますので、国際センター
のホームページ（http://www.toyo.ac.jp/life/15/22/）・「留学の手引き」（毎年 4 月発行）で最新の情
報を確認してください。

［１］語学セミナーについて
本学では、国際センター企画で夏季および春季休暇を利用した 1 ～ 2 ヶ月間の短期語学研修プログ

ラムを実施しています。語学研修、学生交流、ホームステイ等を通し、語学力の向上及び異文化理解
を目的としています。

語学セミナーに参加した学生は、所定の手続きにより単位認定を受けることが可能です。単位認定
については、「東洋大学語学セミナー参加学生に対する単位認定について」を確認してください。
※ 新規コースについては、単位認定対象コースとならない場合がありますので、募集年度のパンフレッ

トを確認してください。

募集概要
①応募資格

本学の学部、大学院生である者。
※語学力は問いません。
※ 春季語学セミナーについては、卒業年度生は参加できない場合がありますので、希望者は各教

務課までお問い合わせください。

②研修先・内容
研修先・内容は、募集年度のパンフレットまたは、国際センターホームページ

（http://www.toyo.ac.jp/life/15/22/）にて確認してください。
「参考」2014 年度国際センター企画語学セミナー実施国
夏季：カナダ、アメリカ、イギリス
春季：アイルランド、オーストラリア、アメリカ、台湾
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　東洋大学語学セミナー参加学生に対する単位認定について
　
（１）単位認定対象科目

語学セミナー 英語 中国語 ドイツ語

科目名称 短期留学プログラム
（英語）（2）

短期留学プログラム
（中国）（2）

短期留学プログラム
（ドイツ語）（2）

※研修先は、年度により異なるため、募集年度のパンフレットで確認してください。

（２）上記科目の単位認定要件
　　以下の要件全てを満たさないと単位が認定されません。

①単位認定する科目が単位未修得であること。
②語学セミナーオリエンテーションにて配付する「語学セミナー単位認定希望有無調査票」

に単位認定を希望する旨を記入し、所定の期日までに教務課窓口に提出すること。
③語学セミナーに参加し、所定の評価を受けること。

（３）単位認定までの流れ　
＊スケジュールは変更することがあります。参加する年度に必ず掲示を確認してください。

夏季セミナー 春季セミナー

語学セミナー説明会 ４月 10月
↓

語学セミナー参加申し込み ５月 11月
↓

語学セミナーオリエンテーション
（参加決定者対象） ７月 １月

↓
単位認定対象科目の申請（要件②） ７月 １月

↓
語学セミナー参加（要件③） ８～９月 ２～３月

↓

単位認定可否・成績評価通知 10月 翌年度の４月

↓
（単位認定可）
単位認定対象科目の大学による履修登録 10月 翌年度の４月

履修登録期間

↓

（単位認定可）成績表・成績証明書に単位認
定対象科目の成績評価掲載 ３月 翌年度の９月
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［２］交換留学・認定留学・協定校語学留学制度
「東洋大学学生の留学に関する規定」第 3 条に基づき、本学の留学制度には、大きく分けて 3 つの

留学制度があります。期間は 3 ヵ月～ 1 年の中長期にわたり、自分の希望に合う留学を選択できるよ
うになっています。

１．交換留学制度
本学が学生交換協定を締結している協定校あるいは ISEP 加盟校＊ 1 へ、1 学年間留学するプログラ

ムです。留学先大学の正規課程の授業料は原則免除となり、交換留学生には本学の年間授業料相当額
の奨学金が支給されます。出願受付・選考時期は、年 2 回（7 月、10 ～ 11 月）です。留学にかかわ
る手続きは、原則として本学の国際センターを通して行われます。東洋大学では、67 大学（2014 年
11 月現在）と学術交流協定を締結し、また ISEP に加盟しています。
※ 1　 ISEP（International Student Exchange Programs）とは、世界中の ISEP 加盟校間で大学生の交

換留学を推進する、非営利のコンソーシアム（世界的な大学連合組織）です。

制度の特徴

（1）留学にかかる費用
留学先大学の授業料は、協定に基づき原則として免除されます。それ以外に係る経費はすべて自

己負担となります。国や地域により、留学に係る費用は異なります。実際にかかる費用の目安は、
国際センター発行の「留学の手引き」に掲載されています。

（自己負担費用）
　○東洋大学の学費（留学中も本学に在学しているため、学費は通常通り本学に納入してください）
　○渡航費
　○大学指定の海外旅行傷害保険料
　○留学先での寮費、食費、教材費、生活費等
　※ 協定校への交換留学の場合、留学先の大学寮費・ホームステイ費用などを、出発前または現

地到着後、直接外貨で支払います（費用は留学先大学により異なる）。ISEP 交換留学の場合は、
出発前に留学先大学の寮費・食費・登録料として 85 万円（2014 年 4 月現在）を東洋大学へ
日本円で支払います。

（2）『東洋大学交換留学生奨学金』の支給
交換留学生に選ばれた学生全員に、本学から「東洋大学交換留学生奨学金」を支給します（本学

の授業料相当額）。ただし、本学から他の奨学金（東洋大学第 1・2・3 種奨学金）が支給されてい
る場合は、この奨学金は支給されません。また、減免措置を受けている私費留学生は、減免後の授
業料相当額となります。
※ 私費留学生は、「東洋大学私費外国人留学生授業料減免に関する規程」第 6 条に基づき、所定の

修業年度を限度とし、授業料が減免されています。所定の修業年度とは、学部生は 4 年、大学院
生博士前期（修士）は 2 年、博士後期は 3 年です。交換留学で卒業が延期となり、所定の修業年
度を超えた場合の授業料については減免を受けられませんので注意してください。

※ （独）日本学生支援機構の奨学金は、本学の奨学金ではありません。留学をする場合は、事前に手
続き等が必要になる場合がありますので、留学が決定次第、学生支援課へ申し出てください。
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（3）募集概要
下表は 2015 年度参考です。留学先大学・募集人数は、年度により異なります。
出願する年度・時期の募集要項を国際センターホームページ（http://www.toyo.ac.jp/site/ies/exsa.

html）にてご確認ください。

１．派  遣  先  国 【第Ⅰ期】　オーストラリア・韓国
【第Ⅱ期】　 アイルランド、アメリカ、イギリス、カナダ、オランダ、スイス、中国、 

ドイツ、フランス、台湾
２．募  集  人  数 65名程度
３．願  書  配  布 随時（国際センターホームページよりダウンロードできます）
４．出  願  受  付 【第Ⅰ期】７月　【第Ⅱ期】10 〜 11月
５．選  考  方  法 書類審査･面接審査
６．留  学  期  間 【第Ⅰ期】２/３月〜１１/１２月

【第Ⅱ期】８/９月〜翌年４/７月
※留学期間は、留学先大学により異なります。

７．出  願  資  格 出願時において、以下の３点を満たしていることが求められます。
①本学の学部・大学院生である者。
　※原則として、学部４年生は、本学大学院受験予定の者。
② 留学意欲が充分にあり、留学先大学で生活・勉強ができるレベルの語学能力を有する者。
③志望する大学の語学条件を満たしている者。
　※語学条件は、留学先大学により異なります。
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２．認定留学制度
認定留学制度とは、協定校の枠にとらわれず、学位授与権のある海外の大学へ留学する制度です。

交換留学と同様、本学を休学することなく留学できます。
出願 ･ 入学手続きは、原則として各自で行ないますので、留学に先立って十分な情報を収集し、綿

密な計画を立てることが不可欠です。
※語学学校、短期大学、専門学校等は不可。

制度の特徴

（1）留学にかかる費用
東洋大学から奨学金が支給されます（（2）参照）が、留学にかかる費用は全て自己負担となります。

留学する国や地域、大学により、費用は大幅に異なります。

（自己負担費用）
　〇東洋大学の学費（留学中も本学に在学しているため、学費は通常通り本学に納入してください）
　〇留学先大学の授業料
　〇渡航費
　〇大学指定の海外旅行傷害保険料
　〇留学先での寮費、食費、教材費、生活費等

（2）『東洋大学認定留学生奨学金』の支給
認定留学生には、本学から「東洋大学認定留学生奨学金」を支給します（1 学年間の場合、本学

の授業料半額相当。1 学期間の場合、本学の授業料の 4 分の 1 相当）。
ただし、本学から他の奨学金（東洋大学第 1・2・3 種奨学金）が支給されている場合は、この奨

学金は支給されません。また、減免措置を受けている私費留学生は、減免後の授業料の半額相当と
なります。
※ （独）日本学生支援機構の奨学金は、本学の奨学金ではありません。留学する場合は、事前に手続

き等が必要になる場合がありますので、留学が決定次第、学生支援課へ申し出てください。

（3）募集概要
１．派遣先国・大学 学位授与権のある海外の大学の中から、自由に選べます。

○ ISEP-Direct（アイセップ・ダイレクト）留学は、世界 20 カ国、30 以上の ISEP 加盟校で
実施しており、申請すれば、本学では認定留学となります。詳細は、ISEP のホームページで
確認してください。http://www.isep.org/students/Programs/isep_direct.asp
※大学付属の語学学校、短期大学、専門学校等は不可。

２．募 集 人 数 若干名
３．願 書 配 布 随時（国際センターホームページよりダウンロードできます）
４．応 募 締 切 春学期終了後に出発する場合（8 ～ 9 月留学開始）：4 月

秋学期終了後に出発する場合（2 ～ 3 月留学開始）：11 月
それ以外の時期に出発する場合：出発日の 5 ヵ月前

（例：5 月 1 日に出発する場合は、前年の 12 月 1 日が締切日となる。）
５．選 考 方 法 書類審査 ･ 面接審査
６．合 格 発 表 留学開始の２ヵ月前までにメール連絡
７．派 遣 期 間 1 学年間以内
８．出 願 資 格 出願時において、以下の①、②を満たしていること。

①本学の学部 1 ～ 3 年生、本学大学院進学予定の４年生、大学院生であること。
②原則として、留学先大学からの入学許可書を入手していること。
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３．協定校語学留学
協定校語学留学とは、本学の海外協定校が運営する語学学校へ語学留学するプログラムです。語学

力の向上を目的とし、協定校付属の語学学校で語学を学びながら異文化体験をします。留学中も在学
となり、休学せずに留学が可能です。

制度の特徴

（1）留学にかかる費用
所定の条件を満たす方に東洋大学から奨学金が支給されます（（2）参照）が、留学にかかる費用

は全て自己負担となります。コースにより費用は大幅に異なります。実際にかかる費用の目安は国
際センターの当該年度の募集要項に記載しています。

（自己負担費用）
　〇東洋大学の学費（留学中も本学に在学しているため、学費は通常通り本学に納入してください）
　〇留学先大学の授業料
　〇渡航費
　〇大学指定の海外旅行傷害保険料
　〇留学先での寮費、食費、教材費、生活費等

（2）『東洋大学協定校語学留学生奨学金』の支給
所定の条件（出願時に TOEFL-ITP450 点以上、TOEFL-iBT45 点以上、IELTS4.5 点以上を取得

していること）を満たした協定校語学留学生には、本学から東洋大学協定校語学留学生奨学金を支
給します（本学の授業料４分の 1 相当）。ただし、本学から他の奨学金（東洋大学第 1･2･3 種奨学金）
が支給されている場合は、この奨学金は支給されません。また、減免措置を受けている私費留学生は、
減免後の授業料の半額相当となります。
※ （独）日本学生支援機構の奨学金は、本学の奨学金ではありません。留学する場合は、事前に手続

き等が必要になる場合がありますので、留学が決定次第、学生支援課へ申し出てください。

（3）募集概要
留学先大学・募集人数は、年度により異なります。
出願する年度・時期の募集要項を国際センターホームページ http://www.toyo.ac.jp/site/ies/semester.

html で確認してください。

１．派 遣 先 アメリカ、アイルランド、イギリス　他 の本学の協定校が運営する付属語学学校
２．募 集 人 数 各コースとも10名程度
３．選 考 方 法 書類審査･面接審査
４．留 学 期 間 3ヵ月〜 6ヶ月（1学期間）

※留学期間は、留学先大学により異なります。
５．出 願 資 格 出願時において、本学の学部1 ～ 3年生。語学条件は不問。
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○単位認定について

派遣留学生は、留学先大学・大学院で取得した単位に関し、本学開講科目の単位として認定を申請できます。

単位の認定は、留学先における履修科目の内容および時間数が本学開講の対応科目と合致することが条件です。

そのためには留学前に指導教員、所属学部の国際交流委員、または教務課担当者と留学中の勉学計画について

十分に話し合いをしておくことが重要です。単位認定は、教授会の審議を経て決定されます。

○認定の基準

１．留学先大学の授与した単位数にかかわらず、留学先大学で履修した科目の実際の授業時間数を考慮して

○認定の事前相談

　単位認定の対象科目については、事前に教務課で確認を行う必要があります。

 行います。

２．原則として、授業内容が本学開講科目と同様である必要があります。ただし、学科の内規・慣行により、
 本学開講科目と異なる場合でも、認定される場合があります。

③　留学にかかる費用
係る経費はすべて自己負に外以れそ。すまれさ除免てしと則原きづ基に定協、は料業授の学大先学留　 　

担となります。国や地域により、留学に係る費用は異なります。実際にかかる費用の目安は、国際センター
発行の「留学の手引き」に掲載されています。

　（自己負担費用）
東洋大学の学費（留学中も本学に在学しているため、学費は通常通り本学に納入してください）
渡航費
大学指定の海外旅行傷害保険料
留学先での寮費、食費、教材費、生活費等
＜ISEP交換留学＞　現地での大学寮費・食事代として、出発前に東洋大学へ85万円（日本円）を
支払います。また、ISEP登録料がかかります（約４万円）。
＜その他の協定校への交換留学＞　出発前または現地で大学寮費・食費を直接留学先の大学へ支
払います。

④　『東洋大学交換留学生奨学金』の支給
（すまし給支を」金学奨生学留換交学大洋東「らか学本、に員全生学たれば選に生学留換交　 　 本学の

授業料相当額）。ただし、本学から他の奨学金（東洋大学第１・２・３種奨学金）が支給されている場合は、
この奨学金は支給されません。また、減免措置を受けている私費留学生は、減免後の授業料相当額と
なります。

限を度年業
修の定所、きづ基に条６第」程規るす関に料減免業授生学外国人留費私学大洋東「、は生学留費私○ 　

度とし、授業料が減免されています。所定の修業年度とは、学部生４年、大学院生博士

○
○
○
○

前期（修士）は２年、博士後期は３年です。交換留学で卒業が延期となり、所定の修業年度を超えた
場合の授業料については減免を受けられませんので注意してください。

留学をする場合は、事前に手続き。んせまりあはで金学奨の学本、は金学奨の構機援支生学本日）独（※ 
等が必要になる場合がありますので、留学が決定次第、学生生活課へ申し出てください。
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〔２〕交換留学制度と認定留学制度

交換留学制度

   

（１）　制度の特徴
い扱取の数年学在と籍学　 ①

②　単位の認定

単位認定対象科目：科目ごとに個別認定　
単位認定手続き： 

留学終了後、国際センターにて留学先大学発行の「成績証明書」を受領する。
※大学により、発送される時期は異なります。

国際センターより配布される「単位認定願」に留学先で履修した科目・成績を記入して、
「成績証明書」、テキスト、シラバス等を教務課に提出し、単位認定を申請する。
申請は留学終了後、１か月内に行うこと。

学部教授会で単位認定の可否について審議される。留学先大学から送付される成績証明
書等をもとに評価が決められ、単位認定科目・単位数が決定する。
認定科目を決定する際、担当教員と面談をする場合もある。

成績発表時に単位認定の結果（認定：T）が本学の成績表に印字される。

留学希望者は、単位認定方法について教務課で説明を受ける。
（留学決定後、単位認定方法や必要書類等についての説明会を行ないます）

　「東洋大学学生の留学に関する規程」第３条に基づき、本学の交換留学制度には協定校・ＩＳＥＰ交換留
学制度および認定留学制度があります。
※以下の情報は、2014年度４月現在の情報です。内容は変更される場合がありますので、随時学内掲示・国
際センターのホームページ（http://www.toyo.ac.jp/life/15/22/）で最新の情報を確認してください。　

　交換留学・認定留学・協定校語学留学は、休学することなく留学できます（留学中も本学に在学していま
すので、留学期間は在学年数に算入されます）。「本学の修得単位」と「本学で設定された留学先大学の修得
単位」により所属学部の卒業要件を満たせば、４年間での卒業が可能となります。ただし、所属学科・学年に
よっては４年間で卒業できません。

　所属学科の教育課程に照らし、科目の履修内容・条件等が適合した場合は、以下のとおり認定する。
学部

法学部
第Ⅰ期  交換留学：３月
第Ⅱ期  交換留学：
　　　　　10～11月頃

認定内容 認定結果反映

学部留学科目の長期留学プログラムⅠ（基盤教育）、
Ⅱ（専門科目）の合計30 科目を上限に卒業単位に認定。

　東洋大学では、66大学（2013年11月現在）と学術交流協定を締結し、またISEP（アイセップ）＊に加盟
しています。交換留学制度とは、アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・アイルランド・ドイツ・フランス・
スイス・オランダ・韓国・中国・台湾の協定校、またはISEP加盟校に１学年間学生を派遣し、同じくこれらの
大学から交換留学生を本学に受け入れる制度です。
*ISEP（International Student Exchange Programs）とは、世界中のISEP加盟校間で学生交換留
学を推進する、非営利のコンソーシアム（世界的な大学連合組織）です。

※認定留学・協定校語学留学の場合、派遣時期によって、認定結果反映の時期が異なります。

４．学籍と単位の認定について
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［３］教務課での事前相談について
交換留学および認定留学をすることが決定した学生は、留学終了後、最短で卒業および諸資格取得

を可能にするために、履修 ･ 手続き上注意すべき点（継続履修および学年進行に関わる科目、帰国後
の授業・成績等）について、必ず履修登録前に教務課窓口で相談してください。

236

語学セミナー・留学制度に関する問い合わせ 
国際センター〔国際推進課〕（８号館２階） 
℡ ０３ ３９４５ ８５９３
http://www.toyo.ac.jp/life/15/22/ 
受付時間 月～金 ９：３０～１３：００、１４：００～１６：４５

土 ９：３０～１２：４５

学籍・履修・単位認定に関する問い合わせ 
教務課窓口（６号館１階） 
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法学部独自学生支援プログラム
法学部では、2013年度より学部独自の海外語学研修（英語圏）を、2014年度からは英語圏に加えて、

ドイツ語圏への海外語学研修を実施しています。2つの研修の詳細は、下記を参照してください。
なお、いずれの研修とも、所定のプログラムを修了した受講者には修了証が授与されます。出発前

の事前授業に出席して、この修了証を取得し、帰国後にレポートを提出することで、「短期留学プロ
グラム（英語）、（ドイツ語）」各2単位を取得することができます。

また、国際センター実施の語学セミナー（英語圏）と本学部独自の海外語学研修（英語圏）両方に
参加し事前授業、修了証を取得した場合、どちらかのみ2単位を認定します。

また、4年間で認定できる、短期留学プログラムの合計単位は4単位になります。英語圏、ドイツ語圏、
中国語圏の3箇所に参加しても上限単位は合計4単位になりますので、注意してください。

参加希望者は、学部ガイダンスに必ず参加し、事前教育、研修参加、事後教育のスケジュールを確
認してください（学部掲示板でお知らせします）。
＊ただし、本研修プログラムは、参加者の申し込み人数により実施ができない場合があるので、最新

情報を常に掲示板で確認してください。

［１］海外語学研修（イギリス）
University College London Summer Course in English Phonetics

（英国）ロンドン大学　ユニバーシティ・コレッジ・ロンドン校　夏季英語音声学セミナー
期間：8月 （18日間）

【充実の内容】
音声研究の分野では世界有数の大学で発音・聴き取りを集中的に学ぶ

【絶好の環境】
多文化社会ロンドンの中心であるウェストエンドに滞在し異文化を満喫しながら学んだ内容を実践

UCL Summer Course in English Phonetics （SCEP）
～ 話す・聞く力の向上に役立つ発音とイントネーションのコツを学ぶ ～

この研修では、ロンドン大学（University of London）のユニバーシティ・コレッジ・ロンドン校
（University College London）で夏季英語音声学セミナー「SCEP」（UCL Summer Course in English 
Phonetics）を受講します。SCEPは1世紀に及ぶ伝統を誇り、毎年100名を越える人々が世界中から参
加します。2006年まではLongman Pronunciation Dictionaryを編纂したJohn C. Wells教授が中心となっ
て運営されていましたが、2007年からはOxford Advanced Learner's Dictionaryの発音編集を担当し
ているMichael Ashby氏がディレクターを務めています。

UCL は1826年にロンドン大学で最初に創設された、ロンドン大学の中でもっとも大きなコレッジで
す。世界大学ランキングで常に上位にランクされる世界でも有数の大学です。UCLの音声言語学科が
創設されたのは1971年ですが、UCLにおける音声研究は19世紀にまでさかのぼります。電話を発明し
たベルもUCLの卒業生でした。映画「My Fair Lady」の舞台になったのもUCLです。

UCLはロンドンの文化の中心であるウェスト・エンド（West End）に位置しています。周辺に文
化施設、観光名所、ショッピング街があるので、学んだことをすぐに楽しみながら実践する機会に恵
まれています。少し歩けば大英博物館、Harry PotterのPlatform Nine and Three-quartersでも知られ
るようになったKings Cross駅、有数のショッピング街であるOxford Streetなどがあります。研修中
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はUCLから歩いて数分の場所にあるロンドン大学の学生寮に宿泊します。部屋はすべて個室です。周
囲には国鉄、地下鉄の駅があり、交通の便がとてもよい場所です。

SCEPは英語の音声について理解を深めると同時に、発音・聴き取りの向上を目的とする２週間の
集中コースです。言語音声は、幼児期であれば特に意識しなくても自然と身につけることができるの
ですが、そのような力は10歳ごろから急速に衰えていくことが知られています。大学生にもなると「習
うより慣れる」方式で発音・聴き取りの力を伸ばすことはかなり難しくなります。

しかし、英語音声学を学ぶと発音が通じない、聴き取れない原因がわかるようになるため、効率よ
く弱点を克服し、音声面での英語の運用能力を高めることができるようになります。

一日の授業は次の時間割で構成されています。

９：00　～　９：50 講義（発音）

９：55　～　10：45 実習（発音）

10：45　～　11：15 休み時間

11：15　～　12：05 講義（イントネーション）

12：10　～　13：00 実習（イントネーション）

13：00　～　14：00 昼食

14：00　～　14：50 イヤー・トレーニングまたはバックアップ

15：00　～　15：50 特別講義（オプション）

講義は、大きな教室で参加者全員に対して行われます。実習は、習熟度に応じて分けられた10名程
度のグループで行われます。

イヤー・トレーニングとバックアップは、20 ～ 30名のクラスに分かれて行われます。イヤー・トレー
ニングでは、中・上級者が聴き取りの力を伸ばすための練習を行います。バックアップでは、初級者
が午前中の講義・実習について理解を深めるための解説を行います。日本から参加する学生のほとん
どは日本語で行われるバックアップを受講することになりますが、希望者はイヤー・トレーニングを
受けることも可能です。

この研修に参加するための条件は特にありませんが、SCEPは非常に密度の濃い集中コースなので、
学習に取り組む心構えは重要です。一部のバックアップを除く授業はもちろんすべて英語で行われま
すが、現地ではほぼ毎晩、法学部専任教員が補習を行い、日本語で、当日の授業の内容について解説し、
翌日の授業の概要を説明します。また、宿題があるときは取り組み方についてもアドバイスを行いま
す。このようなサポートがあっても、ついていくのはやはり大変です。したがって、英語の発音と聴
き取りの力を向上させたいという強い意思が必要です。

ロンドンは比較的安全な街ですが、それでも日本に比べれば犯罪発生率は高いので、安全に研修を
終えるために、参加者には必ず事前授業に出席してもらいます。事前授業に無断欠席した学生は、た
とえ申込みが完了しても参加を認めない場合があるので注意してください。

決して簡単な研修ではありませんが、過去に参加した学生は、英語に不安を抱きながら参加した多
くの学生も含めて、例外なく大きな達成感と高い満足度を得ています。研修に参加した学生からは

「もっと英語が話せるようになりたい」「もう一度イギリスに来たい」という声も多く、実際にこの研
修がきっかけとなって英国や他の英語圏に留学した学生も少なくありません。修士課程や博士課程に
進んだ学生もいます。このような過去の実績から、きっと今までにはなかった何かを得ることができ
る、教育効果の高いプログラムであると言えるでしょう。是非、参加を検討してみてください。
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［２］海外語学研修（ドイツ）
Ludwig-Maximilians-Universität München und Verein für interkulturelle
Verständigung （ViV） Sprachseminar 

（ドイツ）ミュンヘン大学と異文化コミュニケーション協会　語学セミナー
期間：2月～ 3月（3 ～ 4週間）

【ドイツ語圏の文化に触れる】
・ホームステイをしながら、教室の内外で徹底的にドイツ語に触れる。
・ミュンヘンはドイツ南部に位置し（1918年まで続いたバイエルン王国の首都であり、ミュンヘン
大学の名前も歴代バイエルン国王の名前にちなんでいる）、ドイツ語圏の他の国々（オーストリア、
スイス、リヒテンシュタイン）へのアクセスも良好。

【ドイツ語能力が証明できる】
・セミナー修了者には、ミュンヘン大学からドイツ語運用能力のレベル証明書としても使える修了
証が授与される。

～プログラムの概要～
ドイツの魅力が詰まったミュンヘンで、ViV e.V.（異文化コミュニケーション協会）がLudwig-

Maximilians-Universität München（ミュンヘン大学）と共同で設置する語学セミナーを受講します。
平日の午前中はドイツ語の授業、午後にはチューターとのサッカー観戦、博物館や美術館などの文化・
芸術施設見学、オペラやバレエ鑑賞など、いろいろな文化プログラムが盛り込まれています。週末には、
日帰りの遠足なども予定されています。宿泊は、全期間ホームステイとなっており（一人部屋もしく
は二人部屋）、ドイツの生活を肌で感じることができます。自由時間には、ホストファミリーとのド
イツ語での異文化交流をしたり、ミュンヘンの街を気軽に散策したりしながら、南ドイツの生活を体
験してみてください。

プログラムを修了すると、ミュンヘン大学からコース修了証が授与されます。この修了証には、ヨー
ロッパ共通参照枠（CEFR）において「A2」レベルの運用能力が認められることが明記されます。こ
のレベルは次のように定義されています（文部科学省サイトより）：

（CEFR―A2）ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領
域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄に
ついての情報交換に応ずることができる。自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある
領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

また、この修了証に加えて、法学部で開講する事前授業を受講し、帰国後にレポートを提出するこ
とで、「短期留学プログラム（ドイツ語）」2単位が付与されます。

1. ミュンヘンについて
ドイツの中でもミュンヘンは、見て感じて体験すべきポイントが詰まった、とても魅力的な街です。

・バイエルン王国の文化（王家の城の数々、民族衣装、伝統行事）
・アルプス地方の四季折々の美しい自然
・ゴシック、バロック時代の傑作芸術作品の数々
・近現代の建築作品（BMW本社・博物館、オリンピック公園など）
・オーストリアやスイス、チェコなど、ドイツ国外への良好なアクセス

なお、治安は良いですが、日本と社会的ルールが違うことで不測のトラブルを引き起こしてしまう
可能性もありますので、参加者には事前講座を受講してもらいます。
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2．Ludwig-Maximilians-Universität München（ミュンヘン大学）について
1472年の創立で、現在は18学部に5万人以上の学生が学ぶ州立の総合大学です。ドイツでも最大規

模の大学で、大学世界ランキングでもドイツ国内ではトップクラスです。

3．ViV e.V.（異文化コミュニケーション協会）について
ミュンヘン大学言語文化学部で「外国語としてのドイツ語教育」を修めた卒業生たちによって1982

年に設立されました。ドイツ語コース（授業）のほか、ホームステイ先での交流とミュンヘン大学現
役学生（チューター）との交流を通じて、参加者にドイツ語力と異文化への理解を高めてもらうため
のプログラムを提供します。

4．セミナー参加期間について
基本的には4週間のコースを予定していますが、本学の学年暦に応じて、また3年生を中心とする就

職活動日程への影響などを考慮して、年度によっては3週間で帰国できるようにするなど、臨機応変
にセミナーカリキュラムを組めるよう工夫します。

授業教室の立地は交通の便がとても良く、授業後の校外学習や自由行動の移動も容易です。授業を
担当する教師は、日本人のメンタリティや語学特性を把握していますので、日本人の性格に合わせた
トレーニングをしてもらえます。コミュニケーションに力点が置かれた授業で、とにかく積極的に発
言してみる、という経験を積むことができます。法学部の学びと連動させられるよう、校外学習には
バイエルン州裁判所や州政府官房の見学などが盛り込まれています。是非、この研修制度を活用して、
みなさんの国際感覚を磨いてください。





Ⅷ 学籍および各種証明書について

（第1部･第2部共通）
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1．学籍
・学籍に関する手続	 ※適用学則は平成26年4月1日現在のものです。

内　　　　　　　　　　容 適用学則

在　　籍 入学の手続を完了し、学生証の交付を受けた学生は、本学の在籍者としての身分を有するこ
とになります。

二重学籍の禁止 本学に在籍しているにもかかわらず、他大学及び本学の他学部・他学科に在籍（在学）する
ことはできません。 学則第34条

修業年限 卒業までに本学に在学をしなければならない年数（修業年限）は 4 年間です。 学則第19条

在学年限 卒業に必要な単位を修得するために通算して在学できる年数（在学年数）は、最長 8 年間で
す。ただし、休学期間の年数は在学年数に含みません。 学則第20条

休　　学

病気・家庭の事情・留学等の理由で、 3 ヶ月以上本学に修学できない場合は、教授会の許
可を得て休学することができます。 学則第35条

期間

〇春学期休学の場合：
　春学期の休学許可を受けた日から、当該学期の 9 月30日まで
〇秋学期休学の場合：
　秋学期の休学許可を受けた日から、当該学期の 3 月31日まで
原則として 2 セメスタを超えて休学することはできません。ただし、特別な事情
がある場合は教授会の許可を得て休学することができます。

学則第35条第 2 項

休学の期間は通算して 8 学期（ 4 年間）を超えることはできません。

休学手続

休学希望者は、教務課で休学の説明を受け、許可願用紙に必要事項を記入し保証
人連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別のものを使用）の上、学生証を添え教務
課窓口に提出してください。なお、病気・怪我の場合には、医師の診断書が必要
です。
休学に伴う納付金（学費等）については、P.145参照。
学期開始日より休学を
する場合

（ 春学期： 4 月 1 日付 
秋学期：10月 1 日付）

休学時の学費納入が必要となります。早めに教務課窓口
に相談してください（ただし、窓口取扱時間に注意して
ください）。

学期途中から休学をす
る場合

休学を希望する学期の学費納入期間内に学費を納入した
学生のみが対象となります。春学期中に休学の場合、春
学期最終日 3 ヶ月前の 6 月末日まで、秋学期中に休学の
場合、秋学期最終日 3 ヶ月前の12月末日まで受付します

（ただし、窓口取扱時間に注意してください）。
次セメスタの休学希望者は定期試験期間を目安に教務課窓口に相談してください。
2 セメスタ連続休学を希望する場合は、各セメスタごとに手続が必要となります。
手続については、学生本人が行ってください。ただし、止むを得ず本人が手続が
出来ない場合には、事前に教務課窓口に相談してください。

許可 教授会で許可されると第 1 部学生は保証人宛に、第 2 部学生は本人宛に休学許可
書を郵送します。

履修登録 休学した学期の履修登録は全て無効となります。復学後あらためて履修登録をし
てください。

休学からの復学

復学 〇春学期休学の場合：10月 1 日付で復学しなければなりません。
〇秋学期休学の場合： 4 月 1 日付で復学しなければなりません。 学則第35条第 3 項

復学手続

復学対象者（当該学期休学者）には、教務課より復学手続の要領、復学に必要な
書類および納付金の振込用紙を各学期末に郵送します。
郵送された要領に従い指定の期間内に許可願用紙に必要事項を記入し、保証人連
署の上、学生証を持参し教務課で手続しなければなりません。
復学に関する手続を怠ると除籍となります。 学則第38条第 1 項

退　　学

事情により本学での修学が困難な場合は、教授会の許可を得て退学することができます。 学則第36条

退学手続

退学希望者は、教務課で退学の説明を受け、許可願用紙に必要事項を記入し保証人
連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別のものを使用）の上、学生証を添え教務課窓
口に提出してください。なお、病気・怪我の場合には、医師の診断書が必要です。
退学に伴う納付金（学費等）については、P.145参照。
学期末日での退学をす
る場合

（ 春学期： 9 月30日付 
秋学期： 3 月31日付）

早めに教務課窓口に相談してください（ただし、窓口取
扱時間に注意してください）。所定の期限を過ぎますと、
除籍になります。

手続については、学生本人が行ってください。ただし、止むを得ず本人が手続が
出来ない場合には、事前に教務課窓口に相談してください。

許可 教授会で許可されると第 1 部学生は保証人宛に、第 2 部学生は本人宛に退学許可
書を郵送します。
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内　　　　　　　　　　容 適用学則

退学者の再入学

再入学

退学者は教授会の許可を得て再入学することができます（ただし、在学年限を超
えた者を除く）。春学期再入学を希望する場合は 1 月末、秋学期再入学を希望す
る場合は 7 月末までに教務課で再入学の説明を受け、許可願用紙に必要事項を記
入し保証人連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別のものを使用）の上、教務課窓
口に提出してください。

学則第36条第 2 項

許可 再入学が許可された場合、春学期へは 4 月 1 日付、秋学期へは10月 1 日付で再入
学することができます。

その他

退学時までに在学していた期間を含め 8 年間で卒業しなければなりません。 学則第20条第 2 項

再入学する学年およびセメスタは、本学での最終学籍状況によって異なります。
単位の修得状況によっては学年を繰り下げる場合があります。また、学科教育課
程表は入学年度のものを適用しますが、学科教育課程表が大きく変わっている場
合には、再入学する学年の学科教育課程表を適用することがあります。履修方法
は、再入学手続時に教務課窓口で説明をします。不明な点は、教務課窓口へ問い
合わせてください。

懲戒による退学 本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為があった学生は、教授会の議を経て懲戒
による退学となる場合があります。 学則第57条

除　　籍

指定された期間内に納付金を納入しなかった学生、在学年限を超えた学生、休学期間を超え
た学生、新入生で指定された期間内に履修登録をしなかった学生、その他本学において修学
の意志がないと認められる学生は除籍となります。 学則第38条

除籍とは 本学の学則およびその施行のために定められた規則に基づく権利の一切を失うこ
とです。

除籍になっ
た場合

すみやかに学生証を返還しなければなりません。

保証人宛に除籍通知書を郵送します。

除籍日
在校生の除籍日は 9 月30日又は、 3 月31日とします。新入生で指定された期間内
に履修登録をしなかった学生の除籍日は 4 月30日となります。
また、除籍者より証明書の申請があった場合には、除籍等の項目を明記した在籍
期間証明書を教務課窓口にて発行します。

除籍者の再入学

再入学

除籍者は教授会の許可を得て再入学することができます（ただし、在学年限を超
えた者、休学期間を超えた者を除く）。春学期再入学を希望する場合は 1 月末、
秋学期再入学を希望する場合は 7 月末までに教務課で再入学の説明を受け、許可
願用紙に必要事項を記入し保証人連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別のものを
使用）の上、教務課窓口に提出してください。

学則第38条第 3 項

許可 再入学が許可された場合、春学期へは 4 月 1 日付、秋学期へは10月 1 日付で再入
学することができます。

その他

除籍時までに在学していた期間を含め 8 年間で卒業しなければなりません。 学則第20条第 2 項

再入学する学年およびセメスタは、本学での最終学籍状況によって異なります。
単位の修得状況によっては学年を繰り下げる場合があります。また、学科教育課
程表は入学年度のものを適用しますが、学科教育課程表が大きく変わっている場
合には、再入学する学年の学科教育課程表を適用することがあります。履修方法
は、再入学手続時に教務課窓口で説明をします。不明な点は、教務課窓口へ問い
合わせてください。

4 年原級

本学に学生として最低 4 年間修学し、所定の単位を修得しなければ卒業はできません。
4 年次終了までに所定の単位数を修得できず、卒業できないことを 4 年原級といいます。卒
業に必要な単位を修得するために通算して在学できる年数（在学年数）は、最長で 8 年間で
すから、その年限までは 4 年生ということになります。

原級手続
卒業できなかった学生は、教務課より郵送される要領に従って、教務課で手続を
してください。

原級に関する手続を怠ると除籍になります。 学則第38条第 1 項

転部・転科

本学内で他の学部・学科への転部・転科を希望する学生に対し選考を実施します。 学則第32条

転部・転科先の学年は 2 年次または 3 年次となります。

手続
11月配布予定の試験要項に基づき手続をとり、12月実施予定の試験を受験してく
ださい。また、合格発表は翌年 3 月下旬に行う予定です。試験要項と手続案内に
ついては学内に掲示されるので、確認してください。詳細は、教務課窓口へ問い
合わせてください。
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内　　　　　　　　　　容 適用学則

編入学

本学では卒業後に本学の他学部・他学科への編入希望者に対して、編入学試験を実施してい
ます。試験要項は、 9 月頃入試課にて配付予定です。 学則第30条

履修方法
編入学する学年は、原則として 3 年次となります。また、学科教育課程表も編入
学する学年のものを適用します。既修単位の取り扱いについては試験要項を確認
してください。履修方法については、編入学の手続時に教務課で説明をします。
不明な点は、教務課窓口へ問い合わせてください。

転入学

他の大学の学生が、その大学の許可を得て本学に転入学を願い出たときは、転入学試験を実
施しています。試験実施要領は、 9 月頃入試課にて配付予定です。 学則第31条

履修方法
転入学する学年は、原則として 2 年次または 3 年次となります。また、学科教育
課程表も転入学する学年のものを適用します。既修単位の取り扱いについては試
験要項を確認してください。履修方法については、転入学の手続時に教務課で説
明をします。不明な点は、教務課窓口へ問い合わせてください。

科目等履修生

特定の授業科目を履修しようとする場合、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可さ
れる場合があります。 学則第59条

本学に在籍中は科目等履修生として授業科目を履修することはできません。

参考 科目等履修料―通年科目40,000円、半期科目20,000円（2015年度）となります。詳
細については、教務課窓口へ問い合わせてください。

許可願

学籍異動に関する手続をとる場合には、必ず教務課窓口で説明を受け、許可願を提出しなけ
ればなりません。
主な許可願と提出物は以下の通りです。

※「許可願用紙」は「ToyoNet-G」から出力が可能です。

許　可　項　目 受付窓口 注意事項
（提出物等）

休学許可願

教
務
課
窓
口

許
可
願
用
紙

休学からの復学許可願

退学許可願

退学からの再入学許可願

除籍からの再入学許可願

・学籍に関する事項

内　　　　　　　　　　容 適用学則

学籍番号

入学手続を完了した学生には学生証が交付され、学籍番号が記載されています。この学籍番
号は、卒業まで変わることはありません。
履修登録や試験の答案用紙提出、各種の届出、証明書の申請等で必要となりますので、正確
に記憶しておいてください。

学部・学科 コード
法学部第１部法律学科 1410
法学部第１部企業法学科 1420
法学部第２部法律学科 2410

１ 4 １ ０ １ 5 ０ 9 9 9

学部・学科コード

学籍番号（10 桁）

例）

入学年度
（西暦下 2 桁）

番号（001 ～）

学生区分（0…通学課程）
（9…科目等履修生）
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内　　　　　　　　　　容 適用学則

学生証

本学の入学手続を完了した学生に、学生証を交付します。
学生証は、本学学生としての身分を証明するものであり、常に携帯し、次の場合これを提示
しなければなりません。

1 ）本学の教職員の請求がある場合
2 ）定期試験を受験する場合
3 ）各種証明書や学生旅客運賃割引証明書（学割）等の交付を受ける場合
4 ）通学定期乗車券や学生割引乗車券を購入する際と、それを利用して乗車船した際に係

員の請求があった場合、等

学生証は、学長印、学生本人の写真、裏面シールの貼付が無いものは無効です。
学生証は他人に貸与、または譲渡することはできません。
学生証がないと各種証明書の発行が受けられないのはもちろん、図書館の利用・定期試験の
受験、通学定期券の購入等ができません。紛失・汚損・破損のないよう十分注意してくださ
い。

学則第29条

有効期限 学生証の有効期限は 4 月 1 日から次年度の 4 月15日までの 1 年間です。入
学時に交付を受けた学生証は 4 年間使用します。

有効期限の更新 毎年 4 月初旬の進級手続期間内に、学生証の裏面シールを貼りかえ、学生
証の有効期限の更新を受けなければなりません。

返還 卒業または退学・除籍等、本学に籍が無くなった場合は、学生証を本学に
返還しなければなりません。

再発行
学生証を紛失もしくは破損・著しく汚損した場合は、直ちに本学へ届け出
し、以下の手続に従って学生証の再発行をしなければなりません。

（再発行には 1 週間かかります。）

紛失の場合

①学生支援課で遺失物届出の確認
②証明書発行機で学生証再発行届を出力
③学生支援課で再発行届に確認印を受領
④教務課窓口に③の再発行届を提出
⑤ 1 週間後、教務課窓口で学生証を受領

破損・汚損の場合 破損・汚損した学生証を教務課窓口に持参し、再発行手続をとります。
※再発行には再発行手数料（2,000円）がかかります。
※申込キャンセルによる手数料の返金はできません。

暗証番号
（パスワード）

第三者に不正使用されないために、 4 桁の数字の暗証番号が登録されてい
ます。入学手続時に届け出た暗証番号は、証明書発行機で証明書を発行す
る際に必要です。メモなどを取り、必ず覚えておいてください。

各種変更届

入学手続時に届け出た内容に変更が生じた場合、教務課の窓口で所定の用紙に変更箇所を記
入し、届け出なければなりません。変更が生じた（氏名変更、住所変更等）場合はすみやか
に届け出てください。

なお、下記の変更事項内に「※」が付記されている事項は「ToyoNet-G」の「学生メニュー」＞
「個人情報管理」＞「学生情報申請」を利用しても変更が可能です。

学則第28条第 3 項

変更事項 受付窓口 注意事項（提出物等）
本人氏名変更

（改姓・改名）

教
務
課
窓
口

戸籍抄本

本人住所変更　※
（電話番号の変更含む）

外国籍学生は住民票とともに窓口申請
（住所以外はシステム申請可）

最寄駅変更　※
保証人変更 新しい保証人の署名・捺印必要
保証人住所変更　※

（電話番号の変更含む）
保証人勤務先変更　※

（電話番号の変更含む）
緊急時連絡人変更
緊急時連絡人住所変更　※

（電話番号の変更含む）

本籍地変更 住民票（本籍の記載があるもの）
または戸籍抄本

在留資格・在留期間等
（外国人留学生対象）

住民票（国籍・在留資格・在留期間の記載があるもの）
在留期間終了前に提出してください。
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（編入学）
第30条　次の各号の一に該当する者が本学に編入学を希望するときは、選考の上、編入学を許可することができる。
　　一　短期大学を卒業した者
　　二　大学を卒業した者
　　三　高等専門学校を卒業した者
　　四　専修学校の専門課程（文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者
　　編入学に関する規定は、別に定める。
（転入学）
第31条　他の大学の学生が、その大学の許可を得て本学に転入学を願い出たときは、転入学を認めることができる。

転入学に関する規定は、別に定める。
（転部・転科）
第32条　学生が学部の他の部へ、又は他の学部・学科へ転部・転科を願い出たときは、選考の上、これを許可することがで
　　きる。
2　転部・転科に関する規程は、別に定める。
（留学）
第33条　学生が外国の大学で学修することを願い出たときは、教授会の議を経て留学を許可することができる。
2　前項の許可を得て留学した期間は、在学年数に算入する。
（二重学籍の禁止）
第34条　学生は、他の学部・学科と又は他の大学と併せて在学することはできない。

 第2節　休学、退学、転学及び除籍
（休学）
第35条　学生が引き続き3カ月以上修学できないときは、許可を得て、その学期を休学することができる。
2　休学は、連続する2学期限りとする。ただし、特別の事情がある場合は、教授会の議を経て、2学期を超える期間の休学
を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して8学期を超えることはできない。

3　休学期間中に休学の理由が消滅した場合において、復学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（退学）
第36条　退学しようとする者は、その理由を明確にして願い出て、許可を受けなければならない。
2　願いにより退学した者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（転学）
第37条　学生が転学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（除籍）
第38条　次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
　　一　授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者
　　二　第20条に定める在学年数を超えた者
　　三　第35条第2項に定める休学期間を超えた者
　　四　新入生で指定された期限までに履修届を提出しないことその他本学において修学の意思がないと認められる者
2　学生は、除籍されることにより、本学則及びその施行のために定められた規則に基づいて有する一切の権利を失う。
3　第1項の規定（第2号及び第3号に掲げる者を除く。）により除籍された者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を
 経て、これを許可することができる。

　　　第８章　賞罰及び奨学
（懲戒）
第57条　学長は、本学の規則に反し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対し、教授会の議を経て、行為の軽
重と教育上の必要とを考慮して、譴責、停学又は退学の処分をすることができる。

２　退学処分は、次の各号の一に該当する者以外には、これを行うことはできない。
一　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二　学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
三　正当な理由なくして出席常でない者
四　本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者

2．学則（学籍に関する事項の抜粋）

 第3章　修学等
　　　
 第1節　修業年限
（在学年限）
第20条　卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数（以下「在学年数」という。）は、通算して8年を限度とする。
この場合において、休学年数は在学年数に算入しない。

2　再入学又は編入学をした者の在学年数は、前項の在学年数から再入学又は編入学までの通常の在学の年数を控除した年
数とする。

 第4章　入学、退学、休学及び除籍等

 第1節　入学、留学等
（入学の時期）
第24条　入学期は、学期の初日から30日以内とする。
（入学資格）
第25条　学部第1年次に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
　　一　高等学校を卒業した者
　　二　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した
　　　　者を含む。）
　　三　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
　　四　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
　　五　文部科学大臣が指定した者
　　六　大学入学資格検定（平成17年1月31日規定廃止）に合格した者
　　七　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認　
　　　　定試験に合格した者
　　八　その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
　　　　18歳に達したもの
（入学の志願・選考）
第26条　入学志願者は、所定の書式による入学願書を提出し、別表⑷の1に定める入学検定料を納入し、かつ、選考試験を
受けなければならない。

（入学の手続き）
第27条　入学を許可された者は、入学金を納入し、所定の書式により誓約書を提出しなければならない。
（保証人）
第28条　保証人は、父、母又はその他の成人者で独立の生計を営む者でなければならない。
2　保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を負う。
3　学生は、保証人を変更し、又はその氏名若しくは居住地に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならな
い。

（学生証）
第29条　入学手続きを終えた者には、学生証を交付する。

平成26年4月1日現在
最新の学則は大学ホームページをご確認ください。
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（編入学）
第30条　次の各号の一に該当する者が本学に編入学を希望するときは、選考の上、編入学を許可することができる。
　　一　短期大学を卒業した者
　　二　大学を卒業した者
　　三　高等専門学校を卒業した者
　　四　専修学校の専門課程（文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者
　　編入学に関する規定は、別に定める。
（転入学）
第31条　他の大学の学生が、その大学の許可を得て本学に転入学を願い出たときは、転入学を認めることができる。

転入学に関する規定は、別に定める。
（転部・転科）
第32条　学生が学部の他の部へ、又は他の学部・学科へ転部・転科を願い出たときは、選考の上、これを許可することがで
　　きる。
2　転部・転科に関する規程は、別に定める。
（留学）
第33条　学生が外国の大学で学修することを願い出たときは、教授会の議を経て留学を許可することができる。
2　前項の許可を得て留学した期間は、在学年数に算入する。
（二重学籍の禁止）
第34条　学生は、他の学部・学科と又は他の大学と併せて在学することはできない。

 第2節　休学、退学、転学及び除籍
（休学）
第35条　学生が引き続き3カ月以上修学できないときは、許可を得て、その学期を休学することができる。
2　休学は、連続する2学期限りとする。ただし、特別の事情がある場合は、教授会の議を経て、2学期を超える期間の休学
を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して8学期を超えることはできない。

3　休学期間中に休学の理由が消滅した場合において、復学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（退学）
第36条　退学しようとする者は、その理由を明確にして願い出て、許可を受けなければならない。
2　願いにより退学した者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（転学）
第37条　学生が転学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（除籍）
第38条　次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
　　一　授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者
　　二　第20条に定める在学年数を超えた者
　　三　第35条第2項に定める休学期間を超えた者
　　四　新入生で指定された期限までに履修届を提出しないことその他本学において修学の意思がないと認められる者
2　学生は、除籍されることにより、本学則及びその施行のために定められた規則に基づいて有する一切の権利を失う。
3　第1項の規定（第2号及び第3号に掲げる者を除く。）により除籍された者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を
 経て、これを許可することができる。

　　　第８章　賞罰及び奨学
（懲戒）
第57条　学長は、本学の規則に反し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対し、教授会の議を経て、行為の軽
重と教育上の必要とを考慮して、譴責、停学又は退学の処分をすることができる。

２　退学処分は、次の各号の一に該当する者以外には、これを行うことはできない。
一　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二　学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
三　正当な理由なくして出席常でない者
四　本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者

2．学則（学籍に関する事項の抜粋）

 第3章　修学等
　　　
 第1節　修業年限
（在学年限）
第20条　卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数（以下「在学年数」という。）は、通算して8年を限度とする。
この場合において、休学年数は在学年数に算入しない。

2　再入学又は編入学をした者の在学年数は、前項の在学年数から再入学又は編入学までの通常の在学の年数を控除した年
数とする。

 第4章　入学、退学、休学及び除籍等

 第1節　入学、留学等
（入学の時期）
第24条　入学期は、学期の初日から30日以内とする。
（入学資格）
第25条　学部第1年次に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
　　一　高等学校を卒業した者
　　二　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した
　　　　者を含む。）
　　三　外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
　　四　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
　　五　文部科学大臣が指定した者
　　六　大学入学資格検定（平成17年1月31日規定廃止）に合格した者
　　七　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認　
　　　　定試験に合格した者
　　八　その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
　　　　18歳に達したもの
（入学の志願・選考）
第26条　入学志願者は、所定の書式による入学願書を提出し、別表⑷の1に定める入学検定料を納入し、かつ、選考試験を
受けなければならない。

（入学の手続き）
第27条　入学を許可された者は、入学金を納入し、所定の書式により誓約書を提出しなければならない。
（保証人）
第28条　保証人は、父、母又はその他の成人者で独立の生計を営む者でなければならない。
2　保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を負う。
3　学生は、保証人を変更し、又はその氏名若しくは居住地に変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならな
い。

（学生証）
第29条　入学手続きを終えた者には、学生証を交付する。

平成26年4月1日現在
最新の学則は大学ホームページをご確認ください。
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3．納付金に関する取り扱い

⑴　「学費」と「その他の費用」を合わせて「納付金」と称します。
　　「学費」は大学徴収分を指し、「その他の費用」は預り金（受託徴収分）を指します。
⑵　2年次以降は、入学金を除く納付金が毎年度必要になります。

⑴　納付金は、4月期（春学期納入期間）に1年間分を全額一括納入することが原則で
 す。
 ただし、授業料・一般施設設備資金については次の二期に分けて納入することができ

ます。
　　第1期（春学期）納入期間　４月１日～４月25日
　　第2期（秋学期）納入期間　10月１日～ 10月15日
　　（各年の曜日の関係により、納入期間が短縮される場合があります。）
⑵　所定の納期までに納付金を納入しない学生は、学則第38条1項により、除籍とします。
⑶　修学の意思がない場合は、納入期間内に退学許可願を教務課に提出してください。
⑷　修学の意思がありながら学期始めに休学する場合は、納入期間内に休学許可願を教
務課に提出してください。

⑸　やむを得ない事情で納入期限までに納付金を納入できない場合は、納入期間内に学
生支援課に相談してください。

⑴　入学手続時（1年次）に分割納入した場合、2回目の納入に使用する振込用紙は9
月末に郵送します。

⑵　2年次以降は毎年3月末（全納用と分納1回目用）と9月末（分納2回目用）に振込用
紙を郵送します。

⑷　現金の郵送・大学窓口での取扱は受け付けいたしません。
⑸　納入された納付金は超過納入が明らかな場合を除き返還いたしません。

　　※本人または保証人の住所に変更があった場合は、所定の手続により、住所変更を行
 　ってください。

　　　○納付金についての問い合わせ先　　　経理部財務課（03-3945-7305）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　○住所変更についての問い合わせ先　　教務課窓口（6号館1階）

法学部納付金について

納入期間について

納入方法について

【2015年度入学　法学部　納付金一覧】
（単位：円）

法学部

第1部 250,000

第2部 180,000

680,000

430,000

220,000

100,000

5,000

̶    

5,000

5,000

1,160,000

715,000

学費

入学金 授業料 一般施設
設備資金 甫水会費 学生課外活動

育成会費

その他の費用
合計

⑶　保証人宛に送付される当該年度の振込用紙を使用して、金融機関から振り込んでく
ださい。（第2部学生は入学時選択した送付先に送付、留学生は本人宛に送付されま
す。）
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3．納付金に関する取り扱い

⑴　「学費」と「その他の費用」を合わせて「納付金」と称します。
　　「学費」は大学徴収分を指し、「その他の費用」は預り金（受託徴収分）を指します。
⑵　2年次以降は、入学金を除く納付金が毎年度必要になります。

⑴　納付金は、4月期（春学期納入期間）に1年間分を全額一括納入することが原則で
 す。
 ただし、授業料・一般施設設備資金については次の二期に分けて納入することができ

ます。
　　第1期（春学期）納入期間　４月１日～４月25日
　　第2期（秋学期）納入期間　10月１日～ 10月15日
　　（各年の曜日の関係により、納入期間が短縮される場合があります。）
⑵　所定の納期までに納付金を納入しない学生は、学則第38条1項により、除籍とします。
⑶　修学の意思がない場合は、納入期間内に退学許可願を教務課に提出してください。
⑷　修学の意思がありながら学期始めに休学する場合は、納入期間内に休学許可願を教
務課に提出してください。

⑸　やむを得ない事情で納入期限までに納付金を納入できない場合は、納入期間内に学
生支援課に相談してください。

⑴　入学手続時（1年次）に分割納入した場合、2回目の納入に使用する振込用紙は9
月末に郵送します。

⑵　2年次以降は毎年3月末（全納用と分納1回目用）と9月末（分納2回目用）に振込用
紙を郵送します。

⑷　現金の郵送・大学窓口での取扱は受け付けいたしません。
⑸　納入された納付金は超過納入が明らかな場合を除き返還いたしません。

　　※本人または保証人の住所に変更があった場合は、所定の手続により、住所変更を行
 　ってください。

　　　○納付金についての問い合わせ先　　　経理部財務課（03-3945-7305）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　○住所変更についての問い合わせ先　　教務課窓口（6号館1階）

法学部納付金について

納入期間について

納入方法について

【2015年度入学　法学部　納付金一覧】
（単位：円）

法学部

第1部 250,000

第2部 180,000

680,000

430,000

220,000

100,000

5,000

̶    

5,000

5,000

1,160,000

715,000

学費

入学金 授業料 一般施設
設備資金 甫水会費 学生課外活動

育成会費

その他の費用
合計

⑶　保証人宛に送付される当該年度の振込用紙を使用して、金融機関から振り込んでく
ださい。（第2部学生は入学時選択した送付先に送付、留学生は本人宛に送付されま
す。）

⑴　第１期（春学期）の納入期限までに休学を願い出た場合
　　	休学日を４月１日付として扱い、納付金のうち授業料は納入する必

要はありません。
　　 全額一括納入した場合は、第１期（春学期）分の授業料および第２

期（秋学期）分の納付金を払い戻します。
⑵　春学期中に休学する場合
　　①　 春学期の途中で休学する場合、第１期（春学期）の納付金は払

い戻しをしません。
　　②　 全額一括納入した場合は、第２期（秋学期）分の納付金を払い

戻します。
⑶　第２期（秋学期）の納入期限までに休学を願い出た場合
　　	休学日を10月１日付として扱い、納付金のうち授業料は納入する必

要はありません。
　　 第２期（秋学期）分の納付金を納入した場合は、第２期（秋学期）

分の授業料を払い戻します。
⑷　秋学期中に休学する場合
　　 秋学期の途中で休学する場合、第２期（秋学期）の納付金は払い戻

しをしません。

⑴　２セメスタ連続して休学する場合
　　（当該学期に引き続き次学期も休学する場合）
　　 連続休学する場合、次学期分の授業料を除く納付金は納入しなけれ

ばなりません。

⑴　休学者が復学する場合の納付金は、入学年度の額が適用されます。
⑵　 １セメスタ（半期）休学する場合、全額一括納入・分割納入の選択

が可能な納入期は、第１期（春学期）とします。
　　 第２期（秋学期）に復学する場合は、復学時に１セメスタ（半期）

分の納付金を納入することになります。

⑴　新学期の納入期限の末日までに退学を願い出た場合
　　	退学日を前学期の末日付として扱い、当該年度・学期の納付金を納

入する必要はありません。
⑵　春学期中に退学する場合
　　①　 春学期の途中で退学する場合は、第１期（春学期）分の納付金

は払い戻しをしません。
　　②　 全額一括納入した場合は、第２期（秋学期）分の納付金は払い

戻します。
⑶　秋学期中に退学する場合
　　 秋学期の途中で退学する場合は、第２期（秋学期）分の納付金は払

い戻しをしません。

　４年次生で原級する場合の納付金は、当該年度正規４年次生の納付金
を適用します。

　再入学する場合の納付金は、再入学する学年次の納付金を適用します。
ただし、入学金は、再入学する年度の新入生の額の半額となります。

学籍異動における
納付金の取り扱いについて

　休　学

　セメスタ連続休学

　復　学

　退　学

　原　級

　再入学
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　納付金は転部・転科先の学年の納付金を適用します。ただし、入学金
は、転部・転科先との不足分を納入することになります。

　編入学する場合の納付金は、編入学する年度の新入生の納付金を適用
します。ただし、本学出身者が編入学する場合、入学金は、編入学する
年度の新入生の額の半額となります。

　転部・転科

　編入学
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4．各種証明書および実習料一覧

各種証明書
　　　　　　教務課では、以下に掲載する証明書を、「証明書発行機」および「教務課窓口」で発行しています。

1．証明書発行機で発行される証明書
　　　証明書発行機で発行できる証明書は次のとおりです。
　　　白山・朝霞・川越・板倉いずれのキャンパスの発行機でも発行可能です。
　　　発行の際は、学生証が必要です。

注1）健康診断証明書は、本学の当該年度の定期健康診断を受診した場合のみ発行可能です。

2．教務課窓口で発行される証明書
　　　教務課窓口で各種証明書の発行を申請する場合は、次の手順になります。
　⑴　証明書発行機にて画面の案内に従い、証明書発行に必要な金額の手数料を納めます。
　⑵　発行される「証明書発行願」に必要事項を記入し、学生証を添えて当該窓口に申し込んでください。

※証明書の有効期限は証明書日付から3ヵ月以内です。
　申請後受け取りがなく、無効になった証明書は処分します。
注1）学生証再発行手続きの詳細については「学生証について」［再発行］の項目（P.141）を参照してください。
注2）人物証明書は、原則として大学所定用紙に演習等担当教員が必要事項を記入後、教務課窓口で証明手続きをします。
　記入済み所定用紙を教務課窓口に持参してください。

種　　　　　類 発行可能学年

　　　在学証明書 1～4年生
　　　履修科目証明書 1～4年生
　　　卒業見込証明書 4年生
　　　成績証明書 100

（2015年度）

1～4年生
　　　教育職員免許状取得見込証明書 4年生
注 1）健康診断証明書 1～4年生

手数料
（円）

種　　　　　類 必要期間

注 1）学生証再発行 2,000
　　　単位修得証明書
注 4）学力に関する証明書

300　　　司書単位修得証明書
　　　司書教諭単位修得証明書
　　　社会教育主事単位修得証明書 受付から1週間
　　　社会福祉主事単位修得証明書
注 2）人物証明書 200
注 3）兄弟等の授業料免除に係わる証明書 200
　　　英文成績証明書 1,000
　　　英文在学証明書 500　　　英文卒業（見込）証明書
　　　その他の証明書 証明書により異なる300
注 4）卒業証明書 200注 4）成績証明書

（2015年度）
手数料
（円）

注3）兄弟等の授業料免除に係わる証明書は、学生支援課へ申し込んでください。
注4）卒業後、必要に応じて教務課窓口へ申し込んでください。
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8F

〈 2号館〉

経済学部研究室　経済学部e-スタジオ　経営力創成研究センター
福祉社会開発研究センター

R 緊急救助用スペース

14F 法学部研究室　法学部長室　法学部研究室事務室　法学部学習指導室

13F 法学部研究室　法学部資料室　経営学部研究室　

16F 白山スカイホール　食堂

10F 経済学部研究室　経済学部長室　経済学部共同研究室

9F
経済学部研究室　経済学部会議室　経済学部研究室事務室
経済学部資料室

5F 社会学部研究室　東洋学研究所　社会学部情報資料室 3号館連絡通路

2F 図書館事務部　教職員休憩室 3号館連絡通路

7F
経済学部研究室　社会学部研究室
社会学部心理学実験室

6F
社会学部研究室　社会学部長室　社会学部研究室事務室
社会学部会議室Ｂ・Ｃ

15F
法学部研究室
法学部特別講座学習室

12F
経営学部研究室　経営学部研究室事務室　経営学部共同資料室
経営学部資料室1　経営学部長室

11F
経営学部研究室
経営学部基礎実習講義準備室（経営・マーケティング・会計ファイナンス）
経営学部資料室2　経済学部研究室

1F
エントランスホール　図書館入口
自動証明書発行コーナー　受付（守衛室）

4F
社会学部研究室　アジア文化研究所　プロジェクトルーム
21世紀ヒューマン・インタラクション・リサーチ・センター

1号館・3号館連絡通路3F
講師控室　講師控室分室　第1会議室　現代社会総合研究所

旧
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門 6号館

8
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125
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記
念
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1号館

甫水の森甫水の森

至
白山駅

至
千石駅

至
白山駅

至
千石駅

実習料他
　　　
　　教務課窓口で実習料等を納入する場合は、次の手順になります。

⑴　証明書発行機にて画面の案内に従い、実習料等の料金を納めます。
⑵　発行される「各種申込用紙」に必要事項を記入し、学生証を添えて教務課窓口に申し込んでください。

種　　　　　類 備　考

　　　教育実習料（3週間実習） 15,000
　　　教職課程登録料（在籍生登録料） 30,000

　　　教育実習料（2週間実習） 10,000 別途保険料 210円
　　　介護等体験実習料 10,260
　　　教育職員免許状申請手数料 3,600 1 教科につき
　　　司書教諭修了証書申請手数料 1,000
　　　転部・転科試験受験料 10,000
　　　卒業再試験料 5,000 1 科目につき
　　　科目等履修生選考料 20,000
　　　科目等履修生登録料 10,000
　　　科目等履修料（1科目） 40,000 ただし半期科目は 20,000円

（2015年度）

金額
（円）
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　　教務課窓口で実習料等を納入する場合は、次の手順になります。

⑴　証明書発行機にて画面の案内に従い、実習料等の料金を納めます。
⑵　発行される「各種申込用紙」に必要事項を記入し、学生証を添えて教務課窓口に申し込んでください。

種　　　　　類 備　考

　　　教育実習料（3週間実習） 15,000
　　　教職課程登録料（在籍生登録料） 30,000

　　　教育実習料（2週間実習） 10,000 別途保険料 210円
　　　介護等体験実習料 10,260
　　　教育職員免許状申請手数料 3,600 1 教科につき
　　　司書教諭修了証書申請手数料 1,000
　　　転部・転科試験受験料 10,000
　　　卒業再試験料 5,000 1 科目につき
　　　科目等履修生選考料 20,000
　　　科目等履修生登録料 10,000
　　　科目等履修料（1科目） 40,000 ただし半期科目は 20,000円
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建学の理念と創立者　井上円了

建学の理念

○建学の精神
「諸学の基礎は哲学にあり」　　「独立自活」　　「知徳兼全」

○東洋大学の教育理念
【自分の哲学を持つ】
多様な価値観を学習し理解するとともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持つ人間を育成する。

【本質に迫って深く考える】
先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間を育成する。

【主体的に社会の課題に取り組む】
社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間関係を築いていける人間を育成する。

○東洋大学の心
【他者のために自己を磨く】
自分を磨くのは、人々のためにはたらくことができるようになるためであり、そのことを自覚して学業に励むのが東洋大学の心である。

【活動の中で奮闘する】
現実社会における活動の中にどこまでも前進してやまないのが、東洋大学の心である。

創立者　井上円了 博士
画：岡田 三郎助（第 1回文化勲章受章）

東洋大学は、明治 20（1887）年、哲学者・井上円了が創設した「私立哲学館」によってその歴史が始まりました。円了は幕末の安政 5（1858）
年、越後国長岡藩西組浦村（現在の新潟県長岡市浦）のお寺の長男として生まれ、明治 14 年、設立間もない東京大学文学部哲学科にただ
ひとりの 1年生として入学しました。勉学を通して「洋の東西を問わず、真理は哲学にあり」と確信します。当時のわが国は欧米文化至
上主義の時代で、円了は西洋化に踊らされる日本を憂えていたと思われます。ここでいう哲学とは、「万物の原理を探り、その原理を定め
る学問」であり、それは観念的演繹的な哲学ではなく、事実と実証に基づく哲学であるという点が強調されました。
円了は創設前に「哲学はあらゆる事物の原理を定める学問であります。政治、法律はもとより科学や芸術まで、その根底には哲学がな
くてはなりません」と述べています。この考えから明治 20 年「私立哲学館」という哲学専修の専門学校を創設しました。これが現在の東
洋大学の前身にあたります。
井上円了が教育で目指した哲学は、いわゆる「哲学者」の養成ではなく、思想や精神を練磨する術（すべ）であり、他に応用する能力
も身につけなければならないものであると説いています。
哲学という言葉が初めて使われた明治時代から、哲学の欠如が問われている現在までの 125 年以上にわたり、東洋大学も激動の歴史を
歩みながら、創立者井上円了の教育理念を継承してきました。
大学創設以降に、円了は「余資なく、優暇なき者」のために「社会教育」と「開かれた大学」を目指して活動を開始しました。その一つに、
学校開設の翌年から「哲学館講義録」を発行して、通学できない者にも勉学の機会を与えました。これは当時としては画期的なことであり、
この精神は現在の通信教育部に受け継がれています。
さらに、円了は 30 代から生涯続けることになる全国行脚を始めています。統計の残っている明治 39 年から大正 7年までの 13 年間で、
全国 60 市、2198 町村において 5291 回の講演を行い、社会教育に力を入れました。明治の日本に新しい教育の扉を開こうとした円了の情
熱がうかがえます。この心を伝えて現在の東洋大学では「開かれた大学」を目指し、講師派遣事業や、公開講座などを開催して、地域の
みならず全国の人々に生涯学習の場を提供しています。
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